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声楽における母語以外の母音の理解と応用についての一考察

―ドイツ語の音節と日本語モーラに基づく日墺の歌唱指導を事例として―

米　谷　毅　彦*

（2021年12月10日受付，2022年1月13日受理）

序

第一節　問題の所在と研究の目的
西洋音楽における声楽を日本人が学ぶ際にまず壁となるのは、ベルカント唱法と呼ばれ

る発声法と、母語ではないドイツ語等の言語の発音法を、いかに習得するかという問題で
ある。筆者は、この問題に対し、自らオペラ歌手として、また学生等への声楽指導者とし
て長年にわたり取り組んできた。

本稿では、日本人によるドイツ語歌唱とオーストリア人による日本語歌唱の事例分析を
通して、声楽における「母音」の理解と応用について考察し、母語以外の言語による歌唱
の課題を克服するための1方法を示すことを目的とする。

さて、声楽を「楽器」としてとらえて「演奏」するためには、まずに音程と音価を確定す
る要素として、「母音」の概念を把握する必要がある。そこで声楽芸術において主な対象
とされてきたドイツ語やイタリア語等の数か国語で「母音」とその対になる「子音」を比較
してみると、「母音」と「子音」それぞれの語の成り立ちにおいて、各国語に興味深い共通
点が見出される。その共通点とは、「子音」はあくまで「母音」と一体化して音を発するも
のとしての役割を果たすという特性である。声楽においては、この特性が各言語の成り立
ちにいかんなく発揮されているといえる。

さて、「母音」を形成する人体の箇所は頭蓋骨であるが、西洋白色人種コーカソイドと
東洋黄色人種モンゴロイドではその構造が大きく異なる。教会音楽にその起源を持つ西洋
音楽とりわけ声楽芸術は、音声に対する美意識を育んできた元になる人体、すなわち頭蓋
骨においてコーカソイドの特徴に根ざしている。

では、コーカソイド以外のモンゴロイドあるいはネグロイドの頭蓋骨を持つ人種は、西
洋音楽における豊かな共鳴と美しい音色の形成には全く不利なのであろうか。この問いへ
の答えを探求するために、日本語の中から特に「母音」の特性 について考えてみる。

第二節　研究の視点と方法

＊　　岩手大学教育学部
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ここで先行研究として注目すべきは、「母音」の範疇を確定するものさしに差異を生む「日
本語モーラ」     の理論（高橋2005、村尾2012他）である。声楽家の高橋大海１）は、「日本
語モーラ」を「日本語の発音のリズムの単位。1つの子音と1つの短母音を組み合わせたも
の。一個の長さが1モーラで、『ん』や『っ』も1モーラである。」（高橋2005、46頁）と定
義している。この「日本語モーラ」の理論は、日本人の声楽の学習における課題と解決方
法を探るのに、有益な視点を与えてくれるので、本稿では分析の視点として参照すること
とする。

本稿では特に、村尾忠廣２）の分析による「日本語モーラ」の研究から、とりわけ撥音「ん」
の分析例を参照し、西洋音楽における声楽技術への結びつきを論じる。ただし歌唱の実際
に焦点を当てる本稿では、言語学的な側面よりも「楽器」としての音声について述べるので、
前段の「母音」について、主に掘り下げていくことにする。

これら「母音」に関する特性を把握した上で歌唱の実際にあたるには、次の3点の注意
がとりわけ重要と考える。まず撥音「ん」の扱い、次に日本語五十音の「え」とは異なる3
種の「e」つづり、そしてその深さにおいて大きく異なる「う」「母音」についてである。

一方、西洋音楽の声楽作品では、その音符へ歌詞を配する際に「「音節」」単位で対処す
るが、同じ五線譜へ日本語歌詞をのせる場合は「日本語モーラ」に従っている場合が多い。
本稿では、ドイツ語の「音節」と「日本語モーラ」の比較を研究の視点として、分析と考察
を進めることとする。

第三節　研究対象
本稿では、声楽曲として、ドイツ語の《ローレライ》3）と日本語の《赤とんぼ》を主要事

例として取り上げ、分析の対象とする。
ハイネ作詞・ジルヒャー作曲のドイツ語による《ローレライ》は、日本でも長年にわた

り親しまれてきた楽曲であるので事例とした。その第一節より「e」つづりの「母音」に注目
して抜き出し、「e」の3種の発音つまり [e]、[ə]、[ɛ]の差異を分析する。

一方、「日本語モーラ」が音程も音価も有する例として、瀧廉太郎の作品より《荒城の月》
及び《花》を、さらに山田耕筰の作品《赤とんぼ》の歌詞より「う」の「母音」を抜き出しドイ
ツ語のウムラウトとの関連についても分析する。

では、一見かけ離れているように思われるドイツ語と日本語の歌詞を、「母音」の観点
からいかにしてより美しい歌唱の実践へ取り組むべきであろうか。筆者がオペラ歌手とし
て掘り下げてきた発声と共鳴の構造を元に、「母音」の形成に論点を絞り、特にここでは
ドイツ語と日本語の歌唱を例に取り比較検討する。その結果として、西洋クラシック音楽
において長年培われてきた発声技術上の課題が、その解決への大きなヒントを得られるこ
ととなった。

なお、実践例として、筆者がリハーサルから舞台本番の演奏までを指揮指導した日本人
の児童合唱団とオーストリア人の合唱団を取り上げる。また、「独唱か合唱か」や「混声か
女声あるいは男声か」さらには「成人か児童か」について、本稿では特に論じない。しかし
国際的な意味での専門的な声楽トレーニングを受けていない世代の歌唱により、各母国語
による演奏が象徴的に響いたことは非常に大きな収穫である。児童合唱のあり方や指導現
場から感じた日本とオーストリアの違いについては、あらためて機会を設けて論じたい。
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第一章　歌唱時の「母音」のとらえ方

第一節　「母音」と「子音」について
第一項　　「母音」とは
声楽という演奏形態が身体そのものを「楽器」として奏でる必要上、楽器たる人体及び

その種類について大まかな俯瞰を試みる必要がある。とはいえ、ひとえに発声と唱えて
も多種多様な切り口が可能であるから、ここではまず「母音」の共鳴という観点から述べ
る。歌唱に求められる発声は閉鎖された声帯が呼気を伴い、その振動が空気中で音声とし
て知覚される。やがてその人声が音楽として空間を支配するわけだが、ここで言葉を歌詞
に持つ声楽特有の「母音」と「子音」という概念が生じる。では、先に述べた「声帯の振動」
がどれに当たるかといえば、それは他でもない「母音」である。例えばイタリア語の「母音
vovale」と「声voce」の様に、各種の言語で「母音」が「声」と同系列語として存在している事
でも、「母音」が「声」という楽器を意味していることが明らかである。

以下に、僅かながら主な言語で「母音」と「声」の両単語を並記するが、取り分けラテン
系言語においてはその類似が顕著であり、一方でゲルマン系ドイツ語が「情緒」や「気分」
を意味するStimmungと語源を同じくするStimmeが「声」という語として用いられているの
も興味深い。

日本語 母音 声
英語 Vowel voice

イタリア語 vocale voce
フランス語 voyelle voix
ドイツ語 Vokal Stimme

第二項　　「子音」とは
次に「母音」に対して、原則として「声帯の振動」を伴わない「子音」はどうであろうか。

声楽があらゆる楽器の中で唯一言葉を持つからには、情報伝達に必須の「子音」発語が「声
帯の振動」無しでいかに音楽へ貢献するのかを考えるべきである。但し、ここでは両者の
範疇を俯瞰するのが第一の目的であるから、日本語の五十音に沿った捉え方で「母音」に
対しての「子音」について考察していく。

参考までに前項に倣い、各国語で「子音」を列記すると、次の通り、その大意は各語共に「母
音」に対してのラテン語表現「con」と「sonare」より成る「consonans」で共通している。

日本語 子音
英語 consonant

イタリア語 consonante
フランス語 cononne
ドイツ語 Konsonant
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そもそも「声帯の振動」を伴わないのであれば音程が生じるはずのない「子音」だが、も
ちろん例外は存在し l、m、n、r、z等は楽曲の指定で旋律を形成する事も少なくない。取
り分けzは J.オッフェンバック作曲の喜歌劇《地獄のオルフェ》4）第二幕における《蠅の二
重唱》（譜例1）に使われている例は特筆すべきである。

作曲家オッフェンバックについては、日本を代表する作曲家の柴田南雄が、以下のよう
に評している。

譜例１　J.オッフェンバック作曲 喜歌劇『地獄のオルフェ』(邦訳 天国と地獄)
　　　　第二幕における蠅の二重唱 (J.Off enbach 2000、pp.134)

十四歳の時パリに出て音楽院に入学してチェロを学び、退屈して一年でとび出し、
劇場のチェロ奏者となるかたわらアレヴィについて作曲を修行、やがて指揮者、そし
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て劇場の支配人となる。その間彼の作曲したオペレッタはその機智にとんだ、甘さと
通俗性を多分にふくむ音楽で全パリを席巻した（柴田1973、282頁）。

筆者はかつて同オペレッタのジュピテール役を主演する機会を得たが5）、蠅の声として
終始「z」のみの「子音」でフレーズを演唱する発声技術には苦労すると共に、その響きを保
つことがレガート唱法を徹底させるという意味で、新たな共鳴の発見にも役立った。つま
り、舌と歯の摩擦音を持続しながらの声帯の振動は、殊のほか呼気を消費するため、その
歌唱フレーズの見通しが「母音」へバトンタッチされないことによる複雑な呼気吸気逆算
の訓練となったのである。

第二節　コーカソイドとモンゴロイド
第一項　　身体を楽器として「母音」の形成について
音声の発生源が声帯であるとすれば、その直接的な共鳴空間はまず頭蓋骨ということに

なる。しかし、はるか数百万年前の氷河期以降に様々な変遷をたどり人種が存在し始め、
それに伴って頭蓋骨も種ごとの特性を帯び、「母音」へ影響を与えることとなった。ここ
で大きく三種に分類されるのは、コーカソイドとモンゴロイドそしてネグロイドだが、本
稿では西洋音楽の歌唱に関連の深い前二者へ的を絞り述べる 6）。考古学的推移に興味は尽
きないが中原多代による概説と図解は、発声、とりわけ「母音」の形成を俯瞰するのに充
分なものである。

図1 　声とからだ（中原1996、68 ～ 69頁）



米　谷　毅　彦

6

われわれ日本人は東洋人つまり黄褐色人種（モンゴロイド）で、こと発声に関して
はあらゆる点で西洋人、つまり白色人種（コーカソイド）とは異なっています。解剖
学的に考えれば人類としての形体およびその機能はだいたい同じですが、厳密に分析
すれば細部にはいろいろと違いがあるのです（図1）。ことに言語および音声について
は、ほとんど共通点はありません（中原1996、60頁）。

第二項　　コーカソイドについて
人種コーカソイドについて骨格の特徴としては、何よりもまず頭蓋長であろう。つまり、

後頭部から額までの距離が長いことにより他の特徴も全て決定されると言ってよく、眼窩
の深さや硬口蓋の高さが共鳴空間の確保に貢献している。よく彫りが深いなどと表現され
るが、これは主に顔立ち、すなわち頭部を前面から見た印象であり、ここで注目すべきは
むしろ後頭部の膨らみたる特徴である。発声における共鳴が他の楽器構造と同様に、空間
を絶対条件としていることを考えると、この特徴は極めて理想的と考えられる。

テノール歌手で優れた声楽指導者でもあった狩野了衛は、この身体構造と発声技術との
兼ね合いを以下のように端的に記している。

声帯の振動により生じた音声がなんのさまたげもなく、諸共鳴腔へ直行できるよう
なフォームを作るわけですが（中略）人体の諸共鳴腔の所在を頭にえがきながらそこ
に響きを求めて根気よくくり返して練習することが、共鳴体得のいちばんの近道であ
ることを忘れることはできません（狩野1980、47 ～ 48頁）。

ここで息の通り道と理想的な共鳴の経路図が、狩野により低中高の音域ごとに示されて
いるので（図2）参照されたい（狩野1980、48頁）。

つまり共鳴するべき空間である共鳴腔がより広く確保されるのに、非常に有利な「型」
を備えているのである。さて、それならば西洋音楽における声楽発声の共鳴という側面で
は、圧倒的にコーカソイド優位の構造なのであろうか。

図2 　発声法の手引（狩野1980、48頁）
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第三項　　モンゴロイドについて
人種の分類について、もう少し詳しい記述と図解を中原の『んとN』（1985）より引用す

る。

人類発生の地は大体西半球で、西アジア、南ヨーロッパ、北アフリカあたりの温暖
な地域（中略）大体現在のヨーロッパに拡がって行った種をコーカソイドと云い、現
在のヨーロッパ人は、人種としてはコーカソイドに属しています。又西アジアからユー
ラシア大陸（現在のアジア大陸）を東の方へ移動して行ったのがモンゴロイドで、大
体に於いて東洋人といわれています。その他アフリカ大陸へ南下して行ったのがネグ
ロイド。（中略）一般的にはコーカソイドはいわゆる白色人種、モンゴロイドは黄色
人種、ネグロイドは黒色人種といわれています（中原1985、22 ～ 23頁）。

演奏の実際においては、言うまでもなく、生成された音声が対象への方向性をもって響
き渡らねばならないと考える。とすると、広く確保された共鳴空間がともすれば音声の「溜
まり」となり、出口を巧く見出されぬ不具合が生じる場合がある。言い換えれば、美しい
共鳴で成り立った音声が頭蓋骨内に残り、充分な開放を得られぬままに歌唱が進行する恐
れさえ少なくないのである。7）

一方で、いわゆる「平べったい」などと表現されるモンゴロイド（図3）は前項で記述の
不利な「型」が、実は共鳴腔が前面に位置していることにより巧みに共鳴が駆使されれば、
それが「溜まり」にくいという利点ともなり得るのである（中原1996、78頁）。

図3 　声とからだ（中原1996、78頁）　
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第二章　日本語とドイツ語による声楽的アプローチの比較

第1節　日本人が西洋音楽を演奏する場合の「母音」について
第一項　　日本語の「母音」の特性について
日本人がどの国の言語へいかにアプローチするにしても、観念の元になるのが日本語で

あるのは否めないので、日本語の特性を「母音」の面から確認してみることにする。
言語学者の金田一春彦は『日本語の特質』の中で、次のように概説している（表1、表2

参照）

表1　 日本語の特質（表Ⅱ -1金田一1981、53頁）

表2 　日本語の特質（表Ⅱ -2金田一1981、62頁） 

拍というものは、普通いわれる母音と子音の組み合わせで出来ております。ところ
がその組合わさり方が日本語では独特な性質をもっている。
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表Ⅱ -2.は、「拍の一覧表」で、発音記号で子音と母音に分けたものです。表Ⅱ -1.では、
外来語にだけ使われるのは数えませんでしたが、今度は（　）の中に入れて補ってお
きました。（中略）これを見ておりまして、日本語の拍は、ほかの言語の拍と違う大
きな特色があります。それは、日本語の場合、多くのものはha hi hu he ho, ga gi gu ge 
go のように一つの子音と一つの母音から出来ている。そのほかにhja hju hjo のように、
間に半母音が入ったものが少しありますが、どっちにしても母音で終わっている。こ
れがやはり日本語の大きな特色です。（金田一1981、61~62頁）。

このように金田一も日本語の特色として「母音」の重要性を強調しているが、彼の言う
日本語の「拍」は、日本語を構成する韻律の単位である「モーラmora」と解釈することこと
も可能だろう。「音節」ではなく「拍」と言い換えて説明しているのは、いわゆる日本語の

「モーラ」のことと考えられる。
ここで、「音節」と「日本語モーラ」について、整理しておきたい。「音節」は、音の長さ

を母音の数で数えるのに対し、「日本語モーラ」は「1つの子音と1つの短母音を組み合わ
せたもの。」（高橋2005、46頁）なので、数え方が異なってくる。例えば、「母音」は「Bo-
in」と２音節だが、「日本語モーラ」で数えると「ぼ・い・ん」と３モーラとなる。両者の違
いを自覚することが声楽の学習には重要である。

ところが、日本人の声楽学習者においては、言語学あるいは歌唱技術の研鑽に際して詩
の探求を試み、ようやくこの特質を整理するに至る例が多く、そうでなければ何の抵抗も
なく「音節」と「モーラ」（上記引用内の「拍」）を混用したままである。その結果、独唱で
も合唱でも音符へ日本語歌詞を載せる作業に外国語以上の苦労を強いられ、これまでの声
楽指導現場では「イタリア歌曲」から「ドイツリート」そして次にようやく「日本歌曲」の実
践と研鑽へ進むのが慣わしとなっている。このこと自体は、演奏家を志す声楽学習者にとっ
ては致命的ではないが、諸外国の歌手同士では甚だ特異な現象と感じられるのは、想像に
難くないであろう。8）

第二項　　音価が示す「母音」の長さについて
実際に音符に載せた日本語歌詞の対応について、ラテン語声楽曲の譜面と比べていくつ

かの例を挙げて説明する。西洋音楽におけるテキストと音価の関係は、基本的には「音符
の長さが「母音」の長さを指示」している。

つまり「「音節」ごとに付随する「子音」はその前後へ差し込む」のが西洋音楽における声
楽歌唱の大原則であり、その技術がレガート唱法を実現出来るか否かの分かれ目でもある。

ここでまず、ラテン語のミサ通常文9）G.ロッシーニ作曲『小荘厳ミサ曲』10）より、第1
曲《キリエ・エレイソン》の86~88小節を見てみよう。（譜例2）

87小節目1拍目の表は「e」音でその裏拍の休符は無音であるが、88小節目3拍目の表は
「o」音でその裏拍は「n」音となる。従って、3拍目の裏は休符であるにもかかわらず、イ
長調の和音の音程を伴い「n」が響く事になる。つまり、これが「音節」に沿った音符処理で
あり、音程を有する「子音」であっても音価が割り当てられていない歌唱上の原則なので
ある。

次に土井晩翠作詩 /瀧廉太郎作曲の《荒城の月》（譜例3）の第一節から歌い出しの4小節
間を見てみよう。
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譜例２　 G.ロッシーニ作曲《小荘厳ミサ曲》より、第1曲《キリエ・エレイソン》の
　　　　 86~88小節 （G.Rossini 1992、p.7）

譜例３　瀧廉太郎作曲《荒城の月》（瀧廉太郎2002、4頁）

「はなのえん」の「n」音は「音節」として成立していないが、「モーラ」を成しているので
第4小節目で３拍間もの音価を有していることがわかる。

これらの比較を通じて、ドイツ語の「音節」と日本語の「モーラ」の違いを理解することが、
日本語による声楽作品の読譜さらには邦訳された楽曲への取り組みにおける必要最低条件
とされるのである。

第三項　　音価を有する撥音「ん」が持つ拍について
前項で述べたように、「音節」単位で音価を有する譜割になれた西洋音楽の演奏者は、「日

本語モーラ」の中でもとりわけ撥音「ん」の拍について注目することになる。西洋音楽の読
譜と歌唱について、「音節」と「日本語モーラ」の関連を村尾忠廣は次のように述べている。

日本語の撥音「ん」は、基本的に独立した1拍をもつモーラである。日本語以外の
ほとんどの言語 は、「ん」は、「ｎ」、「ｍ」、「ｎｇ」という「子音」であり、「母音」に付
随してシラブルを形成する。「ん」が独立した１拍をもつという言語はきわめて特殊
と言ってよいだろう。モーラは基本的に、等拍であり、強弱アクセトをもたない（村
尾2012、87頁）。
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この撥音「ん」の拍についての意識が、「音節」単位で記譜された西洋音楽の歌唱におけ
る音のつながり、つまりレガート唱法のヒントとなり得る事例を次に述べる。

第二節　日本人の歌うドイツ語とドイツ人の歌う日本語の事例分析
第一項　　日墺の両合唱団の指導事例
東京都荒川区は、オーストリアの首都ウィーン市ドナウシュタット区と友好都市提携11）

を結んでいるが、ここでは東京荒川少年少女合唱隊12）の常任指揮者を務める筆者が、2度
のウィーン演奏旅行で共演した現地オーストリア人との音楽創りに対しての事例を取り上
げる。

中でも、2017年に共演したウィーン・フォルクスオパー児童合唱団13）、そしてポルガー
ギムナジウム14）の学生達を指揮した際、新たな発見が認められた「母音」の響きについて、
具体的な楽曲に沿って事例分析を行い、考察を述べる。

2017年の文化交流の際には、日墺両国で長い歴史を持つ児童合唱団と青少年により約
50名の混声合唱団が編成された。どちらからともなく、「相手の国で大切に歌われてきた
愛唱歌を共に学び歌いたい。」という声が上がり、やり取りを重ねる内に選ばれたのが《ロー
レライ》と《赤とんぼ》の2曲である。顔合わせから温かい親睦の中でリハーサルは開始さ
れたが、真に交流と言うべきは、呼吸法と共鳴の理解に基づいた発声練習での共感であっ
た。西洋音楽の歴史を踏まえたベルカント唱法を基本にトレーニングを重ねて来た各合唱
団ではあるが、声という音を通じての共感と交流は、正にこの共通する発声技術であろう
と思われ、舞台共演への意気込みが俄然増したのは言うまでもない。

日墺親善のジョイントコンサートは、ウィーン・フォルクスオパー児童合唱団と2017
年3月27日にウィーン・聖エリザベト教会 15）、ポルガーギムナジウムの学生達と同年3
月28日にウィーン・コプト教会16）にて催された。双方の合唱団の各ステージ以外に、F.ジ
ルヒャー作曲《ローレライ》17）をドイツ語で、そして山田耕筰作曲《赤とんぼ》を日本語で、
合同演奏も行った。

第二項　　F.ジルヒャー 作曲《ローレライ》のドイツ語歌唱
まずは、H.ハイネの歌詞より第一節を例に取り、筆者による訳と共に紹介する。
 

 

Die Lorelei
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Daß ich so traurig bin,
Ein Märchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Die Luft ist kühl und es dunkelt, 
Und ruhig fließt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt,
Im Abendsonnenschein.

ローレライ
何故悲しげな気分になるのか、
私には分からない
いにしえよりの言い伝えが、
私の心を乱すのだ
大気は冷たく暗く、
ライン川の流れは穏やかで
夕映えの彼方には、
山の頂きが輝いている

日本人がドイツ語の発音を習得しようとする際に第一に身構えるのは、その複雑に研ぎ
澄まされた「子音」への取り組みというのが一般的である。しかし、これまで述べてきた
ように「楽器」としての音声たる「母音」へ焦点を当てると、母国語としてドイツ語を話す
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オーストリア人の歌唱から極めて印象的に気づかされる点があり、それは他でもない [ə]
発音である 17）。

我々日本人は五十音のア行で「母音」をイメージすることから始めるので、5つの「母音」
つまりe綴りのドイツ語に3種類の発音を当てはめて捉える。一つは leben[ˈleːbən]第1音
節で「狭いエ」と習う [e]、次にEnde[ˈɛndə]第1音節で「広いエ」と習う [ɛ]がある。そしても
う一つが「曖昧なエ」と習う事が多い [ə]でこの「母音」は、実は上記 lebenとEnde両単語の
共に第2音節の「母音」である。この「曖昧」という表現が硬質なイメージのドイツ語習得
と両立し難く、学習者は長きに渡り [e]又は [ɛ]いずれかに寄ってしまう誤りに悩まされて
来た。ましてや歌唱の場合においては、そこに音程と音価さらには音色の推敲が求められ
るのであるから、そこに「曖昧」あるいは「中立」などという概念で音声を発することで益々
迷いが生じるのである。

ここで、上記歌詞の第1節から語尾にe綴りで [ə]発音の単語を拾い出してみると、合成
語の「Abendsonnenschein」内の「Abend」と「sonnen」を加えると以下の8つとなる。

一行目　bedeuten[bəˈdɔ tən],
三行目　Märchen[ˈmɛ çn̩],alten[ˈaltn̩],Zeiten[ˈtsa tən]
五行目　dunkelt[ˈdʊŋkl̩t]
七行目　funkelt[ˈfʊŋkl̩t]
八行目　Abend[ˈaːbənt],sonnen[ˈzɔnən]

さて、たくさんの作曲家の創作意欲をかきたてたこの詩には、数多くの名歌が残されて
いるが、ここではF.ジルヒャーの民謡調の合唱作品で、この部分を見てみよう。（譜例4）

まず、4小節目4拍目bedeuten[bəˈdɔ tən]の第3音節 [tən]と、8小節目4拍目Zeiten[ˈtsa
tən]の第2音節 [tən]は「母音」が存在する。一方、7小節目2拍目裏Märchen[ˈmɛ çn̩]の
第2音節 [çn]と、同小節6拍目alten[ˈaltn̩]の第2音節 [tn̩]には発音上の「母音」が指示され
ていない。さらに、12小節目4拍目dunkelt[ˈdʊŋkˌlt]の第2音節 [kl̩t]と、16小節目4拍目
funkelt[ˈfʊŋkˌlt]の第2音節 [kl̩t]にも発音上の「母音」が指示されていない。そして、17小節
目3拍目Abend[ˈaːbənt]の第2音節 [bənt]と、同小節6拍目 sonnen[ˈzɔnən]の第2音節 [nən]に
は「母音」が指示されている。つまり、IPA発音記号からドイツ語原詩を譜面にのせて歌唱
しようとする外国人にとっては、少なくとも日本人にとって容易とは思われない [ə]母音
が明記される、又はされないの両場合に渡り、頻繁に対応を求められるということにほか
ならない。

では、どの様に発音して歌うべきか、ここで今一度「日本語モーラ」を思い起してほし
い。既述通り、高橋大海によるモーラの概説を再掲すると、「日本語の発音のリズムの単位。
1つの「子音」と1つの短「母音」を組み合わせたもの。一個の長さが1モーラで、『ん』や『っ』
も1モーラである。」（高橋2005，46頁）とある。

これがわかりやすく一つのフレーズに現れるのは、瀧廉太郎作曲《花》第三節、次の譜
面を参照頂きたい。（譜例5）
「げにいっこくもせんきんの」の「っ」がh音の16分音符、2度現れる「ん」がそれぞれh

音の4分音符とa音の8分音符である。加えて、これら3音ともが前後と音程を異にする
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事から、旋律を構成する上で極めて重要な音符である事が明らかである。よって、上述懸
案のドイツ語「母音」は「日本語モーラ」の実感をもって旋律歌唱する事で、[ə]「母音」と
してあるいは「母音」の指示が無い「音節」を響かせる方向性が見えてくるのである。この
感覚を獲得することにより、日本人はわずか16分音符しか与えられていないalten[ˈaltn̩]の
第2音節 [tn̩]や、5度下行音型のdunkelt[ˈdʊŋkˌl t]の第2音節 [kl̩ t]を明確に響かせられる。さ
らには、旋律中で最も難解ともいうべき６度上行で最高音fi sへ達する funkelt[ˈfʊŋkl̩ t]の第
2音節 [kl̩ t]も、民謡調の弱拍の柔らかい歌唱表現を実現することが可能となるのである。

これは明らかに、撥音「ん」を音価として響かせられる日本人の感覚が敏感に対応した
ものであり、コーカソイドのオーストリア人が得ている頭蓋骨の有利な空間へ、日本語の

譜例５　瀧廉太郎作曲《花》第三節（瀧廉太郎2020、５頁）

譜例４　ジルヒャー作曲《ローレライLorelei》（F.Silcher 2002、pp.1 ～ 2） 
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「モーラ」の語感が追いついたと言っても過言ではない。
そして、第一章第二節第二項の図2（狩野1980、48頁）で示した高い共鳴の位置を、コー

カソイドたるオーストリア人の生の音声で実感できたことは、まさに得難い経験であった。
すなわち、狩野の述べる「息の通り道と理想的な共鳴の経路」（狩野1980、48頁）を、自
身がドイツ語のみで指導を展開したリハーサル中に、日本の合唱団員が肌で受け止め、各々
の発声へすぐさま応用していく様子には、感動さえ覚えたのである。

第三項　　山田耕筰 作曲『赤とんぼ』の日本語歌唱
次に、ドイツ語を母国語とするオーストリア人の合唱団が、山田耕筰作曲《赤とんぼ》

を仕上げてきた事例について考察する。現地のウィーン・フォルクスオパー青少年合唱団
とポルガーギムナジウムの学生達がこの曲をあらかじめ練習するにあたって、譜例6の版
で演奏を希望する旨の便りが届いたので示す。（譜例6）

譜例６　山田耕筰作曲《赤とんぼ》（山田耕筰2015、51 ～ 52頁）

わが国でも愛唱されてきた北村協一 18）編曲であるが、随所に書き込まれている内容が
大変興味深い。ドイツ語で書き込まれている逐語訳や挿絵は微笑ましく、「竿の先」の絵
などは日本の児童合唱団員にも絵画的イメージ創りの上で大変役立った。中でも、とりわ
け注意をひかれたのは「う」「母音」への発音の書き込みで、以下の通り順に確認してみる
事にする19）。
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歌詞1番：
第5小節目1拍目表裏「ゆうやけ」の「ゆ」[yüü]、第11小節目1拍目裏「いつのひか」

の「つ」[tsü]。
歌詞2番：

第15小節目1拍目表「くわのみ」の「く」[Ku]、第18小節目一拍目表「つんだ」の「つ」
[tsu]。

歌詞3番：
第21小節目1拍目表裏「じゅうご」の「じゅ」[Dschüü]、第23小節目3拍目「よめにゆき」

の「ゆ」[yü]。
歌詞4番：

第29小節目1拍目表裏「ゆうやけ」の「ゆ」[yüü]、第34小節目「とまっているよ」の「る」
[lu]。

ヨーロッパで声楽を学ぶ者が一度は必ず注意される点に、「日本人の [u]母音は浅い」と
いう指摘があるが20）、それだけ日本人の [u]母音には欧州の響きからすると、ある種の「癖」
が有る。つまり、同じ [u]母音であってもドイツ語を母国語とする人々が捉える [u]とウム
ラウト 21）された [ü]に大別する事で、現地の合唱団はより自然な日本語に近い響きを試み
ていたわけである。そして、オーストリア人によるその試みと実際の歌唱表現は見事に成
功しており、合同リハーサルの指導と本番指揮を任された筆者は、「日本語歌詞の発音」
の注意にはほとんど時間を取られなかった驚くべき事実を、今でもはっきりと記憶してい
る。

第四項　　西洋音楽における声楽発声の課題とその対応
以上、コーカソイドのオーストリア人とモンゴロイドの日本人の合同で編成された合唱

団を、ドイツ語と日本語の曲で実地指導及び公演本番の指揮を務めた経験より、次の通り
結論が導かれた。

西洋音楽における発声技術に有利な骨格を有するのは、コーカソイドのオーストリア人
であることは確かである。しかし「音節」と認識されない「日本語モーラ」を旋律線上で響
かせる習慣を持つ日本人は、モンゴロイドの骨格でありながら、共鳴を絶やさずに「母音」
を移行する技術を訓練次第で獲得することができる。一方で、「母音」にドイツ語のウム
ラウトを持つオーストリア人は、その各「母音」を日本語歌詞の「母音」へ巧みに当てはめ
ることによって、相当に近い発音を身につけることができる。よって、各人種の骨格で単
純に優劣をつけることなく、母語以外の言語の母音の理解と応用により、西洋音楽の発声
に基づくレパートリーを発展させる可能性が高まったと言えるだろう。

ちなみに、技術的な指導も表現についての助言も、現地ウィーンでのリハーサル指導は
全てドイツ語で行なった。日本の児童合唱隊員が通訳なしで敏感に反応していたのは、確
かに日頃の稽古のたまものによるものではあろう。しかし、お互いの国の有名な歌を口ず
さむ程度ではなく、舞台で通用する説得力のある音創りをする現場でこそ、音楽文化の相
互理解への道が開けると実感される。そして、今後も何とか機会を設け、ドイツ語の歌を
日本の子どもたちに、そして日本語の歌をオーストリアの人々に歌ってもらいたいと願う
ものである。
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結

西洋音楽における声楽発声の基本は、呼吸法と共鳴の原理に基づくベルカント唱法であ
る。イタリア語の「ベルカントBel Canto」が何かといえば、伊和辞典で引くと「bello」が「美
しい」を意味し「canto」が「歌」である。しかし声楽で用いられるこの「canto」という語は、
ラテン語「cantus」の意味を引き継いでおり、多声教会音楽の「定旋律」で知られる「カントゥ
ス・フィルムスcantus firmus」の「cantus」と同じ意味の「旋律」であると考えられる。すな
わち、ベルカント唱法を実現することは、極言すれば、美しい歌でも声でもなく、美しい
旋律線の紡ぎ方と解釈することもできる。そうであるならば、西洋音楽における声楽作品
の美しい再現には、人種の特性による声自体ではなく、その旋律を美しくつなぐ方法とし
てのドイツ語の「母音」の研究と、日本語の「モーラ」をはじめとする各言語の特性の理解
と応用が重要である。

本稿においては、「母音」を形成する身体的な特徴を、頭蓋骨を中心に比較検討するこ
とから、「母音」についてドイツ語の「音節」と日本語の「モーラ」の両面からとらえて分析し、
考察した。そして、筆者が指揮者として、ドイツ語を話すコーカソイドのオーストリア人
と、日本語を話すモンゴロイドの日本人による混合の合唱団を指導し、本番舞台の演奏ま
で関わる経験をもとに事例の分析と考察を進めた。

結論として、ドイツ語《ローレライ》も日本語《赤とんぼ》も、両外国語を歌う合唱団員
にとって、旋律線を美しくつなぐヒントを各々自国語の特性から見出し歌唱へ実践したこ
とが、明らかとなった。すなわち、オーストリア人にとってはドイツ語のウムラウト、日
本人にとっては日本語の「モーラ」の特質を理解し生かすことで、それぞれが慣れない外
国語の「母音」の課題を克服し、美しい旋律歌唱として実を結ぶことができたのである。

今一度述べると、「母音」は「音節」としては2つまり「Bo-in」だが、「日本語モーラ」とし
ては3つまり「ぼ -い -ん」である。この理解が日本語の歌を美しく演奏するキーなのであ
り、同時に外国語の歌唱のヒントともなりうる重要な技術であることを忘れてはならない。

注

１）　高橋大海（たかはしたいかい）は日本を代表するバス歌手として日本のオペラ界を牽引してきた一方
で、声明や仏教にも造詣が深く、近年は指揮者としてバリトン歌手の筆者との共演も多い。

２）　村尾忠廣（むらおただひろ）は、唱歌・童謡などの伴奏和声のほか、「日本語モーラ」とその弱化につ
いて研究を続けている。

３）　ローレライDie Loreleiは、ライン川の流域で、水面から高く突き出た岩山。その名の美しき妖精が
歌声により船乗りを魅了し、聴き惚れてしまい難破する伝説で知られる。

４）　喜歌劇『地獄のオルフェ』Opéra bouffe,Orphée aux Enfersは、1858年にパリで初演、J.オッフェンバッ
クが神話による道徳を風刺した代表作。

５）　2007年6月「東京オペラ・プロデュース主催 /第79回定期公演」なかのZERO大ホール、高野秀峰指
揮 東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団、原語フランス語上演。

６）　分類する際の「オーストラロイドaustraloid」も、西洋音楽の歌唱に関連の深い「コーカソイド」と「モ
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ンゴロイド」に的を絞る理由により本稿では言及しない。
７）　筆者はヨーロッパの各コンクールやオーディションへ挑んだ経験から、恵まれた体格や持ち前の美

声を生かせぬ「コーカソイド」の歌手仲間を少なからず見てきた。
８）　筆者がウィーンに在住していた1997~98年には、日本料理店で箏の伴奏によって日本歌曲を歌う仕

事をする日本人留学生がいた。しかし箏とのアンサンブルにより和風の雰囲気を出すのに、効果的な
選曲へ苦労する者が多く、邦人声楽家のレパートリーの偏りが話題になったものだった。

９）　ミサ通常文はカトリック教会の中心をなす礼拝で、ラテン語によって歌唱されるテキスト。
10）　G.ロッシーニ作曲『小荘厳ミサ曲』PetiteMesseSolennelleは、1863年の作曲、独唱と合唱に2台ピア

ノとハルモニウムによる。
11）　荒川区とドナウシュタット区Donaustadtは、1992年より両区の児童絵画展を契機に交流が始まり、

数度に渡る東京荒川少年少女合唱隊の派遣を通じて1996年10月1日に友好都市提携を調印した。ド
ナウシュタット区内には、日本小道Nippon-gasseや東京通りTokio-str.、荒川通りArakawa-str.そして尾
久小道Ogu-gasseの命名及び道路標示も見られる。

12）　東京荒川少年少女合唱隊は、1965年に創立され東京都荒川区を中心に地域文化の向上と青少年育成
を目的として、年2回の定期演奏会や都内をはじめ全国での演奏活動を展開。2007年より常任指揮者
兼指導者代表に米谷毅彦を迎え、2度のウィーン演奏旅行を成功させる他、その活動は国内外へと広
がっている。

13）　ウィーン・フォルクスオパー青少年合唱団Kinderchor und Jugendchor der Volks Oper Wienは、主に同
歌劇場公演の児童合唱を担当する7歳以上の80人程から成る合唱団。

14）　ポルガーギムナジウムPolger Gymnasiumは、ドナウシュタット区内の9年制学校、日本の小中高等
学校にあたり、とりわけ音楽活動への取り組みが盛んである。

15）　ウィーン・聖エリザベト教会Pfarre St. Elisabeth、 1040Vienna Sankt-Elisabeth-Platz 9。
16）　ウィーン・コプト教会Koptisch-Orthodoxe Kirche、 1220 Vienna Quadenstraße 4
17）　ここで言及する発音記号は、国際音声学協会（International Phoneticssociation）が制定した IPAによる。
18）　北村協一はオペラや合唱の分野で活躍した指揮者、2006年に74歳で没。
19）　ここでは譜面に書き込まれた通りに記すので、前述 IPAによる発音記号ではない。
20）　イタリアの声楽教師の間には「日本風ウ」を意味する「U-giapponese」なる言葉があり、残念ながら自

身もそれを指摘された苦い思い出がある。
21）　ウムラウトUmlautは、ドイツ語における「母音変音」、その「母音」の上に記される発音区別符号

DiacriticalMarkは、横並びの点2つで [ä]、[ö]、[ü]の3種類がある。
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読みとり付加型あらすじ作成

―宮澤賢治「狼森と笊森、盗森」編―

岡　田　浩　行*

（2021年12月23日受付，2022年1月13日受理）

第1章　読みとり付加型あらすじの作成の取り組み

　⑴　本実践の目的
　本稿は、東京にある私立の中高一貫制の男子校において、2019年度、中学一年生を対
象に国語の授業内で筆者自身が行ったあらすじ作成の取り組みに関する報告および考察で
ある。
○本実践の目的としての物語の意味化　文章理解力を養う方策としてよく知られているの
は、「要約」であろう。評論文はもとより、小説についても、例えば、物語に「初期設定」・「出
来事」・「結末」という三つの要素を認め、それをつながりのある文章に直すといった活動
が行われてきている（工藤順一（2007）、工藤順一（2010））。「Ａが、あれこれの末（あれ
これの理由で）、Ｂになった」という「物語の原型」を抽出するのである。一作品の少なく
ない言語情報を、結末に至る文脈として集約する意識を持たせることは、小説の読解力の
向上に資するであろう。
　だがその上で、もう一つ課題を提示したいのである。
　小説で授業をした際、しばしば、「言っていることは分かるが、意味が分からない。」といっ
た感想を聞く。こうした感想は、なるほど一見、小説の細部は理解できるが全体的に結末
へとどう集約していいか分からないことを訴えているようである。だが一方で、生徒のそ
うした感想が、何かしら物語世界内の細部の文脈（部分と部分の関連づけ）の読み落とし
に起因している、換言すれば物語の意味化が十分でない結果であるということにも、同時
に気がつくのである。
　そこで一文要約の取り組みではなく、細部の文脈化を指向する読みとり付加型のあらす
じの作成を課そうと思い至った次第だ。

　⑵　本実践の概要
○読みとり付加の方法　中学生対象の学習上の用語として、その細部の文脈を、〈隠され
たストーリー〉と仮に言っておく。〈隠されたストーリー〉の累積が小説の意味となる。そ

＊　　岩手大学教育学部

岩手大学教育学部研究年報　第81巻 （2022. 2）19 ～ 34
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の意味理解を喚起する方途として、あらすじ作成を行うのだが、その作成過程で細部の文
脈に気づいたら、それをあらすじ内に記述する。そうしたものを本稿では「よみとり付加
型あらすじ」と称する。
　無論あらすじである以上、物語世界内の出来事の集約、抽象化を行うのである。しかし
読解力の課題が細部の意味化にあるとすれば、一意的に略記する体のあらすじでは、かえっ
て問題点を助長しかねない。そこで生徒には〈隠されたストーリー〉に気がついたらそれ
を書き込むように指示する。出来事を略記しつつ、その意味を同時に付加する、そういっ
た作業工程が想定される。
　あらすじを書きながら、そうした文と文、語と語の連関への気づきを活性化させたい。
そのために、いわば遂行的に読みとりを挿入していくこと、換言すれば小説を自ら書き直
すような体験が必要だと思うのである。こうした実践の裏面にあるのは、本当に「言って
いること」が分かっているのか疑い、もう一歩、文と文、語と語の連関を読みとろうとす
ること、そういったねらいである。
　次章以降で取り扱う〈隠されたストーリー〉は、すべて小説世界の隠微な結節点を認識
する読みとりの例である（１）。
○あらすじの分析・評価　本実践報告を論文化するにあたり、生徒たちのあらすじを分析・
評価する手立てとして、あえて表１のとおり形象間の連関を分類・整理することとする。
本活動をとおして明らかになった生徒の読みとりの偏向、あるいは次第に高まっていく読
みとりの志向性を、明示的に記述するためである。
　まず「連関」（Ⅰ）と「単独」（Ⅱ）との区別である。
　「連関」は、意味化の上で認められる形象相互の繋がりを指す。語用の状況上、この中
に位置的な区別〔Ⅰａ〕、内容的な区別〔Ⅰｂ〕、論理的な区別〔Ⅰｃ〕を立てる。さらにそ
れぞれ近接１／遠隔２、共通・類似１／相違・対照２、因果１／反復２／対句３／対比４
／例外５／矛盾６に細分化する。
　「単独」は、連辞関係による明確な意味を（少なくとも表面上は）持たないもの、単独で
意味作用を担う形象を指す。読みとりの上では、文脈の中で違和感を抱かせる箇所である。
したがって語用の状況的な区別はできない。ただやはり伝統的な文学的技法としてイ．物
語世界固有の決まり事、ロ．額縁、ハ．外部（情報の参照）の区別はできる。文脈上特異
な箇所であることから、「単独」もあらすじで落とせない事項となろう。

表１：相関分類
連関Ⅰ

Ⅰa1/2 （a1:近接 /a2遠隔）：位置的な区別
Ⅰb1/2（b1:共通・類似 /b2:相違・対照）：内容的な区別
Ⅰc1/2/3/4/5/6（c1:因果 /c2:反復 /c3:対句 /c4:対比 /c5:例外 /c6:矛盾）：論理的な区別

単独Ⅱ

Ⅱイ：物語世界固有の決まり事　　　　Ⅱハ：外部（情報の参照）
Ⅱロ：額縁
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○あらすじ作成の対象作品　次にあらすじ作成の対象とした小説について。宮澤賢治の童
話集『注文の多い料理店』（杜陵出版部、大正13・12）から「狼森と笊森、盗森」、「水仙月
の四日」、「山男の四月」、「月夜のでんしんばしら」（２）の四篇をピックアップし、一年か
けて順次あらすじの作成を行った。
　本稿では、まず第一回「狼森と笊森、盗森」のあらすじ例の分析と評価から、生徒たち
の読みとりの課題を探る。

第2章　「狼森と笊森、盗森」における自然と人間との関係性に関する読みとり

　⑴　人間に対する森の優しさ
　宮澤賢治「狼森と笊森、盗森」は、小岩井農場の北に実在する森が点在した地域に入植
してきた開拓民たちと、森たちとの交情を描く。入植直後三度にわたって開拓民たちに事
件が降りかかる。その後、森、あるいは森の住人の事件への関与が判明する度に、翌年の
狼森、翌々年の笊森、最後に黒坂森と盗森が、人間たちから粟餅の供出に与る経緯が、近
代になって黒坂森の巨きな巌によって語られていくのである。
　これまで同作を論じた先行研究では、人間に対して相反する評価がなされている。すな
わち「自然と人間の交流し合う世界」（岡屋昭雄（1995），p.63）や「自然という神への畏敬」

（関口（2008），p.196）といった自然に拝跪する人間か、逆に「現在の悪」（山内修（1991），
p.69）・「人間の持つ根源的悪」（中野隆之（1993），p.210）といった自然に対し驕りを見
せる人間である。この相違は、開拓民が入植時に自然に許可を願った前半の場面を重視す
るか、人間たちが森に供出する粟餅が縮小化されたことを語る最終場面を重視するかの差
であるが、研究史的には『注文の多い料理店』全篇の理解に関わる作家論にも繋がる。ゆ
えに論調は後者に傾く傾向にある。（３）

　なるほど物語内容を語るのも、黒坂森の巨巌から聞き書きする「わたくし」人間であり、
「わたくし」が想定する読者も人間、それも近代の人間である以上、人間を焦点化するの
は必然でもある。しかし気になるのは、賢治自身の自作解題で、「人と森との原始的な交
渉で、自然の順違二面が農民に与へた永い間の印象です」（宮澤賢治『注文の多い料理店』
広告ちらし（小）、大13・11）と語られている、農民たちの記憶中の「自然の順違二面」の
印象とは何かである。その場合の自然とは、近代の読者によってつかまれる前の物語世界
内の「自然」である。まずはこの確認から行う。
○働く人間を見る森―〈隠されたストーリー①〉　本作で自然はどう造形されているか、
小岩井農場の四つの森とその住人の造形から考察する。
　まず森そのものの造形である作中の四つの森たちからして、人の面影を感じさせる造形
となっている。特に開拓民たちへの優しさは、四つの森に通底している。森の人間への優
しさは、開拓民たちを冬の北風から「一生懸命」防ぐことにすでに顕著である。そして森
たちが、人間に優しくすることには、小岩井農場を拓く開拓民たちの働く姿勢が与ってい
る。「次の日から、森はその人たちのきちがひのやうになつて、働らいてゐるのを見ました。

（中略）その人たちのために、森は冬のあいだ、一生懸命、北からの風を防いでやりました」、
と。まず、論理関係から文脈として措定しうる、この森の人間への心情が、読みとりの〈隠
されたストーリー①〉としたい。
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○誕生後からの森の変化―〈隠されたストーリー②〉　森たちの人間へ向けた優しさにま
ず注目したのは、森が、誕生直後はそうではなかったからである。岩手山の噴火後は、「森
にはまだ名前もなく、めいめい勝手に、おれはおれだと思つてゐるだけでした。」と、自
分勝手でさえあったのだ。森たちの斯様な変化の理由を指摘した論は未見である。（４）人
間は森たちに礼を尽くし、かつ一生懸命労働に励んだ。一方森たちもそんな開拓民たちを
見て自分勝手な意識を改め、協同的な姿勢へと態度を変化させた。そうした相互に真摯な
姿が垣間見えると言っていいだろう。
　以上、森の原初の姿からの変化を、〈隠されたストーリー②〉とする。
○子供を励ます狼森―〈隠されたストーリー③〉　そしてもう一つ、この森の優しさが、
最初の狼森の事件を惹起した点が肝要であろう。続いて森の住人の考察に入ろう。
　森の住人とは、狼森では狼、笊森では笊とその中に隠れていた山男、盗森では大男である。
こうした住人は森の「人間化された自然」（小森陽一（1996），p.61）の表象とされる。ま
た一方、森の依代・尸童とも見られよう。確かに森の住人が居て、人間に森との交通を辛
うじて可能にしている点では、尸童であり森の「人間化」、広い意味での森の擬人化である。

（こうした森の擬人化を、人間による自然支配や、宗教化の文脈で捉えることも可能だが、
本稿では、後述するとおり、言葉の遊びの機能として捉え、擬人化の意味作用に民俗学的
な外部的コンテクストは措定しない（３章⑵）。）
　さて、狼森の事件とは、入植者たちの「九人のこどもらのなかの、小さな四人がどうし
たのか夜の間に見えなくなつ」たという出来事であり、やがて狼森の住人である狼の関与
が判明する。
　この子供等の失踪については、「狼森と笊森、盗森」論において種々の解釈が立ちあげ
られてきた。それは民俗学的なアプローチを主とし、「神人共食の宴」（谷川雁（1985），p.69）
という棄て児の儀礼的な習俗とする見解と、「因童」が異界と媒介することによる「共同体
の起源」（赤坂憲雄（1990），p.159）とする見解に大別されよう。「共食」の理解は、狼た
ちが「ご馳走した」という物語世界により基づくため、「共食の儀式」によって「親密な関係」

（中野隆之（1993），p.212）が、あるいは「共助関係」（関口安義（2008），p.197）が築かれ
た等と、その後受け容れられていく。
　ともあれ、当然入植時にいた「五つ六つより下の子供が九人」の幼児らの内、なぜ失踪
者が「小さな四人」に限定されたのかが問題となる。その四人の子は、澤田由紀子（1995）、
小森陽一（1996）の指摘のとおり、前年に入植した年の冬、森が北風から人間達を守ったが、

「それでも、小さなこどもらは寒がつて、（中略）よく泣きました。」という子供らとすべき
だろう。なかでも、澤田由紀子（1995）では、「共食」の文脈を設定し、子供らに「冬を越す力」
を与えようとしたとされる（p.72）。「共食」といった外部情報（５）の過剰な参照は抑制すべ
きだが、「小さな」という（表現上は近接しているが時間的には離れた）部分と部分との連
関（共通項）に着目することで、前年の冬に寒さで特に辛い思いをした「小さな」子供らを、

「その年の秋」、即ち収穫の時期でありかつ冬が本格化する直前に、狼たちが歓待したとい
う文脈が顕わになる（本稿の分類でⅠa2b1c1）。森たちの、入植当時の人間たちを庇護す
る関係性というものが意味化されるのである。
　以上のように確認できる森たちの変化の裏面には、協同して開拓に励む人間たちに対す
る、森たちの共感があると言ってよい。この森の変化は、後述するとおり（２章⑵）、共
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同体の生成とは、人間の働きかけをきっかけとしながら、人と自然との間に互酬的な関係
性を築くことであることの、森（自然）側の文脈を物語ってもいる。
　ともあれ、ここでは、岩手山を除けば森たちも共同体の一員として相対的であり、決し
て無謬で完全な存在とすべきでないとするのが妥当だということのみ、付言しておく。「小
さな」という結節点を根拠とした森の庇護を、〈隠されたストーリー③〉とする。
○あらすじの分析　次にあらすじ作成活動をとおしての、生徒らの作品冒頭に関する理解
を考察する。
　まず〈隠されたストーリー①〉である。
　ここは「その人たち」と指標辞があり、指示内容は開拓民一丸となって働いているとい
う直前の箇所であるから、頑張っているので北風を防いだという経緯は読みとりやすいと
思われる。（共通事項の本稿での分類はb1）

【1】 次の日から森たちは人たちが真面目に働いているかを見ていました。その働いて
いる姿を見て、森は人を信用しました。森は人のために冬、一生懸命北の風を防
いでやりました。〔Ⅰa1b1c1〕

【2】 次の日からは皆は仕事にはげんでいた。それを見た森は、皆を応援しようと北か
らの雨風を防いだ。〔Ⅰa1b1c1〕

　森が北風から開拓民を守った場面を記述した生徒は55名（26％※あらすじ総数は
213）。【1】【2】の生徒のように、一生懸命な開拓民の姿を見たことを森が人々を守るこ
とを結果したと捉えた生徒は15名（7％）という結果であった。
　次に〈隠されたストーリー②〉である。
　連関する部分と部分とに距離がある中で、森の対比的な性格を読まねばならず、なかな
か気づけないことが想定される箇所だ。（b2）

【3】 噴火がしづまり南の方から草が生え柏や松も生え今の四つの森ができました。こ
の時はまだ名前はなく、おれはおれだと勝手に思っているだけでした。〔1a2b2c4〕

　果たして、開拓民に協力的になる森の変化を捉えた生徒はいなかった。【3】の生徒の
ように、作中冒頭に書かれた原初の森の自己中心性について記述した生徒が19名（9％）。
名前が無かった事実のみ記述した生徒でも34名（16％）という結果であった。
　最後に〈隠されたストーリー③〉である。
　「小さな」という結節点に気づくためには、物語の部分と部分との連関の指標となる、
同語反復や類義語に注目する必要がある。さらに当該箇所では、なぜ「四人」だったのか、
という範列的な思考が解釈上必要である。

【4】 あくる日人間の童がいなくなってしまいました。しかし狼森にいることを知って
行ってみると狼たちが泣いていた童たちを元気付けてやろうとしているかのよう
に栗だのきのこだのを、ご馳走していました。〔Ⅰa2b1c1〕

【5】 一年目の秋には狼のいる狼森の狼が寒いと言っている子供をあたためようとつれ
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さり、それを大人たちが探しに行きました。〔Ⅰa2b1c1〕

　幼児の失踪と狼たちによる饗応については、189名（89％）と、大多数の生徒が言及し
ているが、前年の冬に寒さで泣いた幼い子どもらを特に饗応したことまで記述した生徒は
2名（1％）という結果だった。
○分析結果まとめ　北風を防いだ森の側の優しさには気づいても（26％）、その気持ちが
協同する人間たちに向けられていたことまで気づいた生徒は少ない（7％）。次に「めいめ
い勝手」な森に言及しても、そこから今の優しい森へと変容したという文脈に繋がらない

（0％）。そしてさらに、その優しさから子供を歓待したという文脈が理解されにくい（1％）。
以上、森と人間との関わりが築かれて行くという意味理解が不十分だと言える。
　内容的な対比しか連関の手立ての無い〈隠されたストーリー②〉より、①と③のように
指標のある方が文脈を把握しやすいとは言えそうである。よって、今後の実践では、近接
から遠隔へ、指標有りから無しへという気づきの深化を意識させることが課題だと考える。

　⑵　人間の森に対する謝意
○収穫儀礼の確立―〈隠されたストーリー④〉　前節で見た森の変化から、「狼森と笊森、
盗森」が提示する重要な点に、狼森に影響を与えているのが人間だという事実がある。共
同体とは、森といった環境も含めたもので、その形成に人間はむしろ主体的に関わってい
るのだ。だが人間の関与は悪とは捉えられなかったのだろうか。それには物語世界内の三
つの事件の意味を是非捉えねばならない。
　開拓民たちの身に三度にわたって事件が降りかかり、そのつど森への探訪と粟餅の供出
が反復される。その三度の繰り返しが、三度目に破綻する展開は、「昔話の法則」（中野隆
之（1993），p.211）とされる。その話形は、各話の共通点も相違点も、ともに浮き彫りに
する形式であるはずだ。では、各場面の累積によって、何が意味されるか。
　先行研究では、三つの事件は開拓民の農耕のプランを開示するとされる。一年目の「蕎麦」
と「稗」の作付は、佐々木高明（1971）『稲作以前』によれば、成育期間が極端に短くて済む「蕎
麦」と、粟に較べ収量が多くて冷涼な気候に強いため雑穀栽培地域でしばしば主食となる

「稗」ということであった（p.95-110参照）。「稗」は「救荒食糧」で「馬の飼料」ともなる（谷
川雁（1985），p.65）。以上から判断するに、「蕎麦」と「稗」の作付は、おそらく入植を安
定化させるための選択とみられる。これを踏まえると、小森陽一（1996）で示された、最
初に狼森に供出した粟餅だけが収穫物でなく翌年播くはずの「種粟」で作られたという事
実が顕在化する。佐々木高明（1971）によれば、日本の稲作以前の農耕において「アワがもっ
とも重要な作物の一つ」（p.110）なのであれば、誠に人間の森に対する謝意は明瞭なので
ある。
　以上に、三つの事件がすべて秋に起こっていることを考えあわせれば、粟餅の供出が収
穫の儀礼に関わるという意味が立ちあがってこよう。すなわち物語世界が示唆するのは、
収穫儀礼のはじまりのイメージである。
　たしかに三つの事件の人間の対応に、このあとすぐ検討するような抵抗も見出せるのは
事実だが、人間の粟餅の供出のなかに、収穫に対する「自然」への感謝の気持ちが間違い
なくあることを忘れてはならない。黒坂森の巨巌が語って聞かせるのは、開拓民の入植か
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ら始まった人と森との互酬的な関係が秩序化された経緯の物語だと、本稿では考えるので
ある。
　話を戻すが、収穫儀礼の読みとりが前提としているのは、事件がすべて晩秋から初冬に
かけて、換言すれば収穫後に起こっているということ、および各事件を境に人間がそれぞ
れの森に共通して粟餅を供しているということの読みとりであろう。ゆえに、自然への感
謝と畏れから秋の収穫儀礼を確立するというのが、〈隠されたストーリー④〉となろう。
○人間と自然との間の衝突―〈隠されたストーリー⑤〉　一方で、すでに触れたように、
開拓民の自然に対する抵抗の姿があることも事実である。「狼森と笊森、盗森」中の開拓
民は、時に自然に向かって対立姿勢を顕わにする。人間は自然に拝跪しているのか、それ
とも驕っているのか。
　昔話の話型としての三度の出来事の反復のなかでも、むしろ微差を注視することは読み
とりの手立てとして妥当なのだが、その結果、次のように人間の違背が指摘された。
　すなわち砂の混入を、中野隆之（1993）では「人間の根源的な悪」（p.215）の萌芽だとす
る。澤田由紀子（1995）は、開拓民が盗森に行く際の持ち物の表記が「え物」であることに

「狼森や笊森の場合とは異なった緊迫感」を看取し、砂の混入を「人間側からの森（自然）へ
の処罰」（p.80,85）とする、といったように。
　斯様に森に対する人間のネガティヴな心情が意味化されてきたのは尤もなことのように
思える。少なくとも、「え物」・「砂」の連関を読みとることは、教科教育上の問題であり、
よって本稿でも、「え物」と「砂」への記述から三つの事件の間に開拓民の対立意識が高まっ
たとする理解を〈隠されたストーリー⑤〉とする次第だ。
　しかしこの開拓民のネガティヴな心情の、小説全体における意味の理解については異論
がある。今更めくが、人間たちの穏やかならぬ心情が表出されるのは二度で、一つは物語
世界（入植三カ年）、もう一つは語りの現在（額縁としての近代）である。この差異は当た
り前のことだろうか。だが、存外等閑視されてきたように思えてならない。
　中野隆之（1993）では、「粟餅を持っている者が一番偉いと考えはじめている」（p.212）
とし、澤田由紀子（1995）では、「自然の大きな宇宙的秩序と人間たちとの乖離」（p.88）は、
盗森の事件を機に「原初の秩序には同調できなくなっている」（p.84）ことに萌していると
し、小森陽一（1996）では、開墾さえ「ジェノサイド」（p.43,59）と見なすに至っている。
そしてこの理解が研究史的な趨勢であるとも言えるのだ。
　なるほど人間が自然に対しネガティヴな心情を持つことは、自然界の秩序に対する重要
な違背となろう。盗森に供出した粟餅に砂を混入するなども、「岩手山の宣告にもそむく
ことになる」のであり、絶対であるべき「岩手山の神聖」への冒涜ともなりかねない（谷川
雁（1985），p.77）。（６）ただ以上は、語りの現在（近代）における粟餅の縮小化との連関を
過剰に見出す遡及的な理解、換言すれば物語世界（入植三カ年）と、語りの現在（額縁とし
ての近代）との差異を混同した読みではないかと思うのだ。
　本稿では、黒坂森の巨巌の言葉どおり、入植三カ年間は「森もすつかりみんなの友だち」
となるまでの経過期間とすべきで、人間が非自然化の姿勢を見せる近代の文脈とは区別す
べきだと考える。黒坂森の巨巌の言説が信頼できない謂れはないし、仮に開拓民たちが入
植三カ年にして自然への畏怖に疑問を少しでも抱いたならば、その後永く、恐らく年によっ
て収量の多寡があったであろうのに、毎年粟餅の供出を続けられはしないだろう。
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　入植当時の開拓者たちが「え物」を携えたり、砂を混入させたりなどと対立姿勢を示し
たのは、森への畏怖や「種粟」に見られた謝意を失ったからでない。「え物」や砂の混入が
事実でありながら開拓民たちの森への謝意も真実なものとすれば、人間は入植の初期にこ
の山間の地に居場所を見出したのだが、それは森たちとの誤解や疑念・衝突を経てであっ
たということだ。忘れてならないのは、「和解しがたい関係にかろうじて折り合いをつけ
るためにこそ、儀礼や祭りが必要とされる」（赤坂憲雄（1993），p.123）ということである。
あくまで収穫儀礼が慣習化されるか否かという物語世界の当時、相互に相容れないからこ
そ相互に関係を模索するものなのではなかろうか。その結果互いに包み隠すことのない「友
だち」となりえたのであり、粟餅の供出がその宥和を定着し得た、即ち儀礼が慣習化する
に至ったのである。
　ゆえに入植三カ年の人間と自然との衝突は、単に入植の困難さを表す、人間と自然との
関係性で言えば、場合によって対立しかねない関係にあることのみを示すと考える。斯様
な本稿の理解からすれば、「甘やかな神話語り」（赤坂憲雄（1993），p.124（７））や「黄金時代」

（山内修（1991），p.69）の創出、あるいは「人間と自然との交流、自然という神への畏敬」
（関口安義（2008），p.196）を認める先行研究に同意したい。（しかし、このような入植三
カ年についての理解を示す先行研究についても、語りの現在を踏まえた批判的な人間理解
を示す点には異論がある。粟餅の縮小化は、共同体の起源の、むしろ起源化を指示してい
ると本稿では考えている。）
　自然の先述したような変化（２章⑴）や、またこの収穫儀礼によって人間に泥む森の姿は、
なるほど「人間化」と言える。しかしここから人間の驕りを捉えるのは、やや自然対人間
の生硬な主客二元論のように思う。そうではなく、自然は人間の庇護者たらんと自ら態度
決定したと考えるべきではないだろうか。と同時に逆に、自然との交通で人間も「人間化」
を果たしたに違いないのだ。すなわち森の、時に恐ろしくもユーモアのある等身大の姿（賢
治の言う「自然の順違二面」）に触れ、自然の有り難さを知り、そうした関係性におかれた
存在として自己定義していくのだ。
　森は自発的に変わり、選択的に自ら好んで影響を受けている。人間も自然のなかに「人
間化」して定着する。人間は森に影響を与えたに違いないが、その影響は人間にとって目
的的に目指されたものではないだろう。一方、森は人間を受容するばかりである。つまり
相互に受動的であり、依他的なのだ。
　収穫儀礼の慣習化とは、なるほど「和解しがたい関係」の偶然的な「折り合い」に違いなく、
そもそもこの「関係」を通してしか、世界に人間も自然も定位されえない。森も人間も「人
間化」を経巡る動態において依他的に表出する。人間と自然とが存在するという事実の中
に、〈対立〉も〈共生〉も既定されてある。その意味で、人と協同する森たちと収穫儀礼を
確立する開拓民とはよく似ており、「狼森と笊森、盗森」において森たちは理想化されて
いないし、人間も自然とは背反的な悪とされてもいない。
○あらすじの分析　では、生徒たちのあらすじの検討に入る。まず〈隠されたストーリー④〉
についてである。

【6】 それからというもの、粟餅を置くのが毎年の行事となりました。〔1a2b1c2〕
【7】 ある日、そばに花が咲いた秋に、子供四人がさらわれ、秋の末の喜びを感じてい
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るころ農具が無くなった。霜がおりたころには粟がなくなった。これはすべて秋
で収穫後なのである。それは収穫した物を届けることをさせるためだ。土地をも
らっているかわりに収穫物の一部をわたすという関係が成り立つようになってい
る。〔1a2b1c2〕

【8】 秋が来ると、人々が豊作を喜んでいるところに、子供たちが消える事件があった。
（中略）翌年の晩秋人々がさらなる豊作を喜んでいるところに、農具がすべて消え
てしまった。（中略）さらに翌年の秋、人々が大豊作を喜んでいるところに、粟が
全てなくなるという事件が起き（中略）それから人々は、すっかり森と友だちに
なって、毎年、冬のはじめに粟餅をお供えするようになった。〔1a2b1c2〕

　粟餅を供出するようになることへの言及は、156名（73％）。現代にまで続く収穫儀礼
の縁起とする【6】のようなあらすじは4名（2％）である。続発する事件に晩秋という時期
的な共通性を見出し、収穫儀礼にまで結びつける明確な文脈設定をするのは、【7】、【8】
の2名（1％）であった。
　次に〈隠されたストーリー⑤〉について。

【9】 朝納屋のなかの粟が全部なくなっていたのです。みんなはすきなえ物を持って探
しにいきました。〔1a2b2c4〕

　「え物」に言及したのは、2名（1％）で、そこに開拓民の険悪な気持ちを読みとったあら
すじは無かった。開拓民たちの自然に対する反抗がうかがえる箇所については、気づきに
くかったかと思われる。

【10】 そこでどの森にも粟餅をふるまった。しかし盗森にはしかえしの意味をこめて
砂を入れた。〔1a1b2c4〕

　「砂」の混入について言及したあらすじは13名（6％）、砂の混入に盗森への仕返しの意
味を読みとったあらすじは、【10】をはじめ2名（1％）となる。
○分析結果まとめ　粟餅を供出するようになるとする点は、多くのあらすじで言及される

（73％）一方で、季節を春・夏とする誤読自体も目立った。このため収穫儀礼の確立とい
う〈隠されたストーリー〉への言及が少なくなり、現代にまで続く儀式の縁起とするあら
すじが少数にとどまったと思われる（2％）。種粟という相違についての記述も、雑穀に関
する専門的知識の援用に依存的な解釈になるが、本来なければならないところであろう。
近接する相違の連関の読みとりが課題であることが、ここからも分かる。
　〈隠されたストーリー⑤〉について。先行研究に沿って、農民たちが森に三度赴く際の、

「色々の農具をもつて」・「こんどはなんにももたないで」・「てんでにすきなえ物を持つて」
という、持ち物について、および、盗森の粟餅への砂の混入という、農民達の森への姿勢
が険しくなっている、収穫儀礼の確立にあたっての紆余曲折が、「え物」への気づき（1％）、
砂の混入への気づき（6％）と、読みとりが不十分だ。やはり相違への着眼が課題だが、特
にこの小説のように、出来事の繰り返しといった形式では、意識化させたい。
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　以上、近接する形象間における連関（a1b1、a1b2）と、遠隔の相違（a2b2）の意識化とい
う課題が明確になった。

第3章　「単独」の読みとりに対する評価
： 「狼森と笊森、盗森」における入植の起源化の仕方

　⑴　近代における非自然化： 「単独」の読みとり
○近代化する社会―〈隠されたストーリー⑥〉　黒坂森の巨巌の口から最後に、近年農民
たちが供出する粟餅が縮小化した事実が語られる。「しかしその粟餅も、時節がら、ずゐ
ぶん小さくなつたが、これもどうも仕方がないと、黒坂森のまん中のまつくろな巨きな巌
がおしまひに云つてゐました。」、と。この「時節がら」とは何時なのか。開拓民たちがど
ういったつもりで粟餅を小さくし、黒坂森の巨きな巌はどういった気持ちで「これもどう
も仕方がない」と言ったのか。文脈上明らかに唐突であり、むしろ外部の情報の参照を積
極的に促す、テキストの外部へと開かれた箇所と言える（本稿の分類ではⅡハ）。この縮
小化は、入植三カ年のあいだの人間の反抗とは別に、語りの現時としての近代における、
人間の自然への違背と捉えるべきなのか。
　先行研究によれば、粟餅の縮小化は「儀礼の衰弱と形骸化」（赤坂憲雄（1993），p.124）
と捉えられるのだろう。そして２章⑵で指摘したとおり、「人間のずるさへの批判、そし
て諦念」（中野隆之（1993），p.215）、「交換価値としての自然の脅威が小さくなった」（澤
田由紀子（1995），p.88）、「人間の驕りやずるさ」（関口安義（2008），p.206）など、自然
と人間を相互排他的に捉え、人間側の要因を批判的に見出すわけだ。思うに、「貨幣」の
件があるので、語りの現在が近代であるのは間違いなく、近代化の影響を指摘する流れと
なっている。だが、このようないわば近代化批判・人間批判を読む場合でも、巨きな巌が

「これもどうも仕方がない」と答えている点は、拘ってもいいのではないか。（２章⑵で提
示した、収穫儀礼の慣習化における森の自発的な庇護者としての態度決定という論点が関
わるのが、ここである。）
　「仕方がない」という巨巌の言葉を単なる諦めと理解すべきなのか。それは、人間が自
然に「仕方がない」と言わせるほど、巨大な存在だと信じられていることを意味するが、「狼
森と笊森、盗森」がそうした人間／自然理解を提示する小説だとは思えない。むしろ物語
世界内の森たちの協同する姿を考えた時、巨きな巌や森たちは人間たちに変わらず優しく、
彼等を承認しているとすべきではないか。つまり「仕方がない」と言うのも、それは森た
ちの選択だということだ。当然森たちには承認しない選択もできようからだ。無論、この
場合自然は人間に都合の良い自然ではなくなる。しかし「狼森と笊森、盗森」では自然を「岩
手山」を頂点として階層化して造形しているのである、ならば自然の人間に対する優位性
は同作において自明の前提なのではないか。
　そして、あらためて自然の選択可能性という点に想到すると、逆に人間の側も自然の優
しい心情をまだ裏切らずにいることに気づく。例えば、語り手「わたくし」からの、黒坂
森の巨きな巌への取材の謝礼が既に粟餅でなく「貨幣」であったとおり、人間が貨幣経済
に浸潤し非自然の傾きを見せたにせよ、巨きな巌の話に耳を傾けるのも、これまた人間に
違いないという事実一つとっても、そうである。人間と自然の、決して順調ばかりではな
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い、互酬的な関係性の構築の歴史が仄見えてこないだろうか。森たちは往時と同様人間た
ちを承認しており、人間たちもまたどうであれ粟餅を供え続けてきたのであり、供え続け
ていくのである。人間は自然との斯かる意味での関係性から自由になれる訳ではない。
　２章⑵で提示した開拓民と森たちとの相同性という論点から引き続く、近代化の粟餅の
縮小化にも見出せる互酬的な関係性という理解が重要なのは、それが批判する主体の問題
に関わるからである。人間は超越的に（自然の、そして人間の）「人間化」を批判できるのか。
そうした視点が無いと、物語世界内の開拓民たち、のみならず語りの現在である「わたくし」
たちについても、誤った先入観を持つことになりかねない。自然の選択可能性を顧慮しな
い人間批判は、どこか人間中心的で感傷的だと言わざるをえないと思うのである。
　以上より、供出する粟餅の縮小化にみる、恐ろしい自然からの（森たちの許容しうる限
りでの）人間の近代的自立が〈隠されたストーリー⑥〉である。着目すべきは、粟餅の縮小
化と、「仕方がない」という黒坂森の巨きな巌の承認とである。
○あらすじの分析　では、〈隠されたストーリー⑥〉に関するあらすじの分析に入る。

【11】 そしてその後「時節がら、粟餅もずゐぶん小さくなった」から自然と人との共存
がうすくなってきていると感じた。〔Ⅱハ〕

【12】 その粟餅も、時節がら、ずゐぶん小さくなったが、これもどうも仕方がないと
黒坂森の巨きな巌がしまひに云ってゐました。昔は人間と自然が共存していた
が、今は森林破壊などで粟などの物も少なくなってしまったと考えられる。〔Ⅱ
ハ〕

【13】 粟餅がしだいにどんどん小さくなっていっているため、森のめぐみが少しずつ
なくなってきているかと思う。〔Ⅱハ〕

【14】 しかしその粟餅も人間たちが少しずつ森を出ていくせいでずい分小さくなった
が、これもどうも仕方がないと黒坂森のまん中のまっくろな巨きな巌がおしま
ひに云ってゐました。〔Ⅱハ〕

【15】 しかしその粟もちも人間が自然からはなれていくためかずいぶん小さくなった
が、これもどうもしかたないと大きな巌がおしまいに言いました。〔Ⅱハ〕

【16】 しかしそのもちがだんだんちいさくなっている。自然への敬いがうすれてきて
いるから。しかしそれは仕方ないと巌はいっていました。〔Ⅱハ〕

【17】 それから人々と森は仲が良かったが、ある時からそんな森への気持ちが子孫に
伝わらなくなっていき、ただの伝統となってしまった。〔Ⅱハ〕

　粟餅の縮小化への言及は、67名（32％）。読みとりとして妥当な範囲での粟餅の縮小化
の理由への言及は、9名（4％）。また粟餅の縮小化を黒坂森の巨きな巌が承認することへ
の言及は、45名（21％）。黒坂森の巌が承認する理由について言及したあらすじは無かった。
○分析結果まとめ　さて活動評価であるが、結末の、外部となる粟餅の縮小化への言及は、
文脈化しづらいことを勘案すれば決して少ないとは言えない（32％）。読みとりに踏み込
んだのは【11】～【17】などと、少数にとどまったのは（4％）、むしろ読みとり付加型の
あらすじ作成というものへの不慣れさに起因する面もあろう。環境破壊や生活形態の都市
化か、それによる自然資源の枯渇か、そしてそれに起因する自然の比重の低下、共存の減
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退、結果としての収穫儀礼の形骸化など、多分に生徒の推測に拠るだろうが、既述の解釈
に照らして必ずしも的外れとは言えないものだった。一方黒坂森の巨きな巌が最後に粟餅
の縮小化を「仕方ない」とする箇所についての言及も多くはなかった（21％）。これは粟餅
の縮小化に較べ、巨きな巌の心情理解が推測困難だからであろう。ただしこの台詞の看過
は、先行研究にも見られた傾向でもある。
　以上、作品の結末には、読みとりから解釈へと拡大させる、暗示的・示唆的な工夫があ
ることは、一層意識するよう促す必要はあるが、際立つ単独の場合、むしろ生徒らも気づ
きやすいとは言えるだろう。

　⑵　開拓の起源における同語反復と相対化： 前後照応の読み取り
○起源の起源化としての「地名起源」―〈隠されたストーリー⑦〉　では、なぜこの巨き
な巌の語りという枠に近代の不協和音を書くことが必要だったのか。人間と自然との違和
という賢治研究の問題系があるのは承知しているが（山内修（1991）、赤坂憲雄（1995））、
先にもう一点「狼森と笊森、盗森」の読みとりで考慮したい点がある。「地名起源」という
作品の枠である。
　この小説は、黒坂森の巨きな巌からの聞き書きとして、注目すべき前後照応の形式が認
められる。まず「地名起源説話」型童話の体で小説は始まる。「この森がいつごろどうして
できたのか、どうしてこんな奇体な名前がついたのか、それをいちばんはじめから、すつ
かり知つてゐるものは、おれ一人だと黒坂森のまんなかの巨きな巌が、ある日、威張つて
このおはなしをわたくしに聞かせました。」、と（本稿の分類では、Ⅱロ）。だが「狼森と笊
森、盗森」研究で既に指摘されるとおり、出来事が単純に地名の由来になってないことは
明らかだ。「狼森」の初出は森の狼達自身が「狼森のまんなかで」と歌っていた歌詞であり、
その後は開拓民にとって「笊森の笊はもつとも」、「名からしてぬすと臭い」と名前が事件
の前提にさえなっていく。
　森の擬人化についてはすでに言及したが（２章⑴）、この森の擬人化を、小森（1996）が
指摘するような「人間の側の慢心」（p.65）の結果、自然が平準化されるといった否定的な
意味での「人間化」された存在でも、厳密に宗教的な存在でもないと考えるのは、この「地
名起源」に連関した擬人化であるからだが、従来ことさら森の擬人化が意味化されるのは、
そもそも「地名起源」としての斯かる不完全さに起因していよう。
　まず命名が存在に先行する矛盾に対する先行研究の見解から概観する。谷川雁（1985）
では、「地名起源」とは開拓民の苦難を起源とする「年中行事の祭り」の幼児の記憶（p.57,82）
が森の側からの語りへとスライドされたものとする。小森陽一（1996）では、農耕から私
有財産制まで「人間社会の歴史的発展過程」が描かれていると解釈する立場から、「それぞ
れの社会構造にみあった「形」で、人間が自然を名づけている」とされる（p.72）。つまり「地
名起源」という枠は、共同体の行事紹介ないし社会発展の比喩と考え、それによって「地
名起源」の文脈の破綻を軽減させようというのであろう。しかしそれでは「地名起源」の瑕
疵を是正する説明とはなっても、なぜ「地名起源」でなければならなかったのかという理
由の説明とはなっていないのである。
　それならば、巨きな巌の言葉どおり「地名起源」と受け取ってはどうか。
　小森陽一（1996）でも、「アイヌの人々が名づけていた地名」を漢字表記に改めた事実を
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挙げ、命名には「侵略と植民の歴史が刻まれてもいる」という指摘があった（p.38）。重要
なのは、「侵略」といった人間の暴力性よりも、命名以前に（異なった言語体系のなかで）
すでに地名がありうる事態を示している点だ。赤坂憲雄（2006）では「土地の名づけとは、
人間のがわが一方的に大地に押し付けるものではありえない。むしろ、大地にはすでに名
前が宿されてある。」（p.137）とする。たしかに「地名起源説話」とは本質的に同語反復的
であることが不可避なように思う。名前を有しなかったモノに、ある時から言葉を付与す
る、そんな名称目録的な「地名起源」の方が、（そうした言語事実はあったとしても）言語
の実相からはズレるように思う。「狼森」以前にオイノモリがあった。つまり、アイヌ語
起源の地名と同様、オイノモリ（自然の体系）が「狼森」（人間の体系）へと反復・再編され
るというような事態が想定される。言語事象とは、言語化と意味化とを同時的に実現する。
地名の名づけと、開拓民たちおよび森たちの「人間化」の推移とは、軌を一にしている。
　しかしそれでも、何も語り手によって、実際にアイヌ語起源の地名のように、オイノモ
リなる言語が客観的に想定されていたわけではないだろう。あくまで虚構として同語反復
的な「地名起源」が採られている。語学的に客観的な「地名起源」なわけではないのだ。
　だとするなら、森の名のもじり（詩的機能）から自由に森の住人が着想され、開拓民と
の間に事件を構想する、そんな、遊戯的に「人と森との原始的な交渉」における農民の中
に刻まれた「永い間の印象」を豊かに有意味化する仕掛けではなかったかと考えるのであ
る（『注文の多い料理店』広告ちらし）。起源の現実化は言語化以前を想起する困難に似る
だろう。それを逆手にとって〈起源〉の定着を虚構化しようというのが、この小説の体裁
のもつ意味であったと考える。そうした理解は、「イーハトヴは一つの地名で夢の国とし
ての日本岩手県であります。」（宮澤賢治『注文の多い料理店』広告ちらし（小））という、イー
ハトーブ観に相即しよう。
　そこであらためて、なぜ近代の不協和音を持ち込んでまで巨きな巌の語りが必要であっ
たのかである。すでに森たちの選択的承認と人間に違背がない点は確認した（３章⑴）。
本稿では、近代の不協和音は、「地名起源」の遊戯性に基づく起源の虚構化という文脈に
回収されるものと考えている。
　遊戯的な森の名のもじり（詩的機能）と人間批判（粟餅の縮小化）とではいかにも不釣り
合いに思える。しかし巨きな巌による近代についての言及無しに物語世界を造形するなら
ば、森にまつわる起源は現在のこととして表現するしかない。起源は現在化された時、逆
説的だが、否応なく幸福であった起源性を失う。あるいは、その現前性ゆえに起源が身近
に知覚されるかわりに、往時が反復可能に錯覚されて、相対的に起源としての価値を減退
させると言っても良い。語りの現在（近代）による相対化（近代の不協和音）があればこそ、
入植当時を遠い回想のなかで起源化し得る、そんなパラドックスがある。近代の不協和音
の前景化こそ、入植当時の起源を理想的に起源化し、「地名起源」の書き換え（虚構化）を
可能にするというわけだ。「地名起源」も、近代の不協和音の前景化も、率直に入植当時
を好ましいと思える形で起源化することを意味していたと見られる。小岩井農場が開設さ
れたのは、明治24（1891）年１月である。以後、岩手南麓の不毛な火山灰地に一大農場が
形成されたようだ（８）。この地の開拓者は実際には「狼森と笊森、盗森」の開拓民ではなかっ
た。同語反復（地名起源）と相対化（粟餅の縮小化）が、「狼森と笊森、盗森」なりの起源の
定着として理に適った方法と思われたのではなかったか。
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　以上、開拓初期の人間の自然との間に起こった衝突と、近代化後に生じた農業中心の生
活習慣の衰微など紆余曲折ありながら、共同体の今がある。この今に続く互酬的な関係を
前提に、共同体成立の起源を起源化し、小岩井の記憶を（再生ではなく）新生させる小説
と見られるのである。
　以上より、共同体が形成されたことの幸福な起源化が〈隠されたストーリー⑦〉となる。
○あらすじの分析　まず冒頭の「地名起源説話」を摘記するあらすじは107名（50％）。小
説冒頭・結末問わず、「単独」は意識化し易いと言えるかも知れない。
　次に、後段、森たちがその名前を語られる件は、今度は冒頭の額縁との連関の前後照応

〔Ⅰa1b1〕となる。実際あらすじを書き進めながら、冒頭との首尾一貫を図る生徒もあった。

【18】 大人たちは狼たちを追いやりましたが、栗やきのこをご馳走してもらったこと
を知り、粟餅を置いて行きました。このことによって狼森と名付けられました。

〔Ⅰa1b1c1〕
【19】 農具を笊に入れることによって笊森だと言ったこと。〔Ⅰa1b1c1〕
【20】 ぬすとのいる森で盗森と名づけた。〔Ⅰa1b1c1〕

  
　上記【18】～【20】のような、「地名起源」との整合性をつける前後照応は25名（12％）
という結果だった。
　問題は、巨巌の語りが「地名起源」の矛盾を示す点だ。近接の連関の読み取りに不十分
さが示された以上、「単独」だけでなく、前後照応といった連関する形象相互に距離があ
る場合でも、読みとり困難な状況が予想できる。結果的には、「単独」の場合とは逆に、
意識化が十分でないという結果となった。巨巖の語る人間と森たちとの交渉以前から名前
があるという点に気づいたあらすじは確認できなかったのである。ただし冒頭の「地名起
源」の額縁の前後照応を、にもかかわらずそれを逸脱するストーリーを指摘する【21】、【22】
のようなあらすじは、先行研究（谷川雁（1985））にもあった論調であり、「地名起源」の矛
盾に幾許か気づいていると認めてよいだろう。

【21】 世の中「名が体を表す」ということは確かではあるが話してみれば解りあえ、打
ちとけることができるということをこの話は伝えたかったのだと思います。〔Ⅰ
a1b1c6〕

【22】 きっとこの岩は、地名の由来だけではなく、一人いいことがあると、みんなう
らやましく思うので、一人じめするのではなく、みんなにわけあうべきである
ということも私に伝えたかったのだろう。〔Ⅰa1b1c6〕

○分析結果まとめ　同時代状況であれ、小説自体のコンテクストについては、どんな言及
も許容したいので、勿論【18】～【20】のような首尾一貫を図る前後照応でも読みとりと
して評価したい。しかしそのためにも、小説の外部への読みを示唆するような開かれた表
現箇所に着目できることが必要だ。その点で、前後照応の矛盾に読みとりが及ばなかった
のは課題だ（0％）。「単独」（額縁）の場合とは対照的で、形象相互に距離がある場合（前後
照応）が、あらすじ活動の課題となった。
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第4章　結び―読みとり付加型あらすじ作成活動の課題

　以上、２、３章にわたって、あらすじ作成活動の初期段階における読みとりの課題を、
第一回「狼森と笊森、盗森」から抽出した。その結果、冒頭・結末の「単独」（額縁・外部）
は意識化しえているものの、むしろ近接の連関〔Ⅰa1〕、遠隔の連関としての前後照応〔Ⅰ
a2〕への意識づけが、課題として浮き彫りになった。あらすじ活動期間中、評価シートで
の各生徒のあらすじ評価、あるいは学年全体のあらすじからの抜粋集などによって、各生
徒が、連関に基づいた読みとりのありようを参照する機会を作っていった。
　今後の課題として、こうした取り組みによって、第二回「水仙月の四日」以降、生徒の
読みの偏向にいかなる変化が生じるかを、見極めていきたいと思う。

〈注〉

（１）　小説を読む際、記されている形象を他の形象との連関において意味化することは不可避である。そ
の認識の工程を、何らかの外部情報の参照も要する狭義の解釈と区別し、本稿では「読みとり」と称し
ている。読みとりは、物語世界内の要素と要素との結節点を見出すことである。と同時に、書いてな
いことの意味化には客観的な妥当性が認められねばならない。その意味の読みとりの妥当性を証する
のは、また別の細部である。（ただし、言うまでもなく外部と物語世界内とは地続きであり、截然と
区別できるわけではない。）

（２）　本文は、『宮沢賢治全集８』（ちくま文庫、昭和61・1）に拠る。
（３）「かしはばやしの夜」における「《自然》の側の拒否」・「現実の関係性の違和」という解釈枠（山内修

（1991），p.68,69）を「狼森と笊森、盗森」にも当て嵌めるわけだ。
（４）　小森陽一（1996，p.39）では、そうした森のあり様は、命名による「分節化」の「不要」を表すとされる。

しかし「おれはおれだ」という姿勢がすでにして「分節化」でないだろうか。
（５）　研究史ではおおよそ支持された観のある谷川雁（1985）における「神人共食」だが、一方で「神人共食」

という「共同体の行事」が、物語世界では「幼児の眼に焼きつけられた一回かぎりの体験」（p.71）とし
て描かれたとした裏読みの部分はその後採られておらず、本稿でも通説に倣って「共同体の行事」の戯
画ではなく原型と捉えている。

（６）　盗森の粟餅への砂の混入は「こどもらによって作られる」（谷川雁（1985）p.82）ことで生じた偶然
の結果だとの読みも、弥縫策との印象を禁じ得ない。盗森が悪戯を許されて人間が許されない道理も
ない以上、強いて岩手山への違背と考えるまでもない、頑是無い悪戯だと解しよう。例えば自然に対
し人間が悪だとする人間批判論が自然を貴んでいると言えるだろうか。斯様な人間の自己批判は、自
己陶酔の逆説的な表れとも言い得る。小森陽一（1996）における、「ジェノサイド」という解釈はその
前提を私有財産制による「共同性にある亀裂が入りはじめている」という読みにかかっている。その根
拠は「てんで」という表現のようだ。当初「みんな」だったのが、「おらの粟」、「おらの道具」と。だが、
人間が入植の許諾を求める場面でも「てんで」とある。ややマルクス主義的歴史観に寄った解釈かと思
われる。

（７）　しかし赤坂憲雄（1993）では、入植三カ年の衝突に「根源的な異和の風景」（p.123）も指摘しており、
語りの現在（近代）における人間の違背を措定する理解も示している。
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（８）　日本経営史研究所（1998）によれば、創業者井上勝、出資者岩崎弥之助、後援者小野義眞によって
創設された。なお同書は、小岩井の地が「一望千里の荒蕪地」であったこと、「奥羽山脈を越えた寒い
北風が、文字通り吹きおろしてくる」こと、「今日そこに展開している「自然」の景色は、ほとんどす
べて小岩井農場百年の人間の営為が、太陽と雨と土の恵みを受けながら、創り出したものである」こ
とを記している。
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女子大学生の恋愛経験の有無と自尊感情と親子関係の関係性と
恋愛教育（RE）のニーズについて

恋愛教育プログラムLove Note 3.0の活用についての検証

泉　　　光　世*

（2021年11月25日受付，2022年1月13日受理）

第１章：研究の背景

自尊感情と内的要因と恋愛に対する姿勢：現代の日本社会にいては、若者の恋愛離れが進
んでいるといわれている（牛窪 ,2015; 永久 , 寺島 , 山崎 , 2019）。実際、高坂（2013）、中
西（2018）らの大学生に対して行った恋愛に関する調査においては、現在恋人がいると報
告していたものは全体の約3割で、大半は恋人がいないという実態が明らかになっている。
また、内閣府（2015）が2014年に行った結婚・家族形成に関する意識調査においては、1
割強の者が「異性と交際するのが怖いために恋人を欲しいと思わない」と回答していた。
また、同調査において、恋人がいないと回答した者に対して異性と交際するうえでの不安
について質問した結果、「自分は魅力がないのではないかと思う」（34.2％）、「自分が恋愛
感情を抱くことができるか不安だ」（20.5％）という、恋愛に対する自信のなさを表す理
由を挙げていた。これらのことから、男女ともに恋愛に消極的な者は自分に自信がないと
認識している傾向があることがうかがえる。また、自己評価の低い者は、異性が自分のデー
トの誘いを受け入れてくれる可能性は低いという思いを抱き、相手からの拒絶を恐れる傾
向が高いことが報告されている（松井・山本　1985、遠藤・馬塲・板垣 2011）。また、豊田・
松本（2004）は、自己の性格及び容姿の両側面において満足度の高いものほど、高い自尊
感情を持つ傾向がある、つまり、性格や容姿に満足していないものは自尊感情が低いとい
うことを報告している。さらに、村田ら（2015）が大学生477人（9割が1年生）に対して
行った調査研究において、男女ともに約8割の者が異性との交際を求めているが、そのう
ち3割が異性とのコミュニケーションに抵抗があり、好きな人ができたときに自分からア
プローチしない」傾向があると報告していた。また、異性とのコミュニケーションに抵抗
がある理由として「自信がない」「恥ずかしい」などを挙げていた。以上の研究から、自己
を尊重する「自尊感情 /自尊心」を持つことは、若者が健全な恋愛をするためには重要な意
味を持ち、それは若者の身体的、内面的自己評価や、コミュニケーション力などと関係し
ていることが明らかになった。

＊　　岩手大学大学院教育学研究科
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しかし、上記のように若者の恋愛に重要な影響を与える、自尊感情は年々低下傾向にあ
ると指摘されている。小塩ら（2014）の研究では、日本で測定されたRosenberg（1965）の
自尊感情尺度の平均値について1980年～ 2013年までの査読誌256研究を分析した結果、
中高生や成人においては最近の調査であるほど直線的に自尊感情の平均値が低下してい
る。さらに、大学生では曲線的に変化し近年は低下傾向にあった。上記小塩ら（2014）の
報告した自尊感情の経年変化については、白井（2015）も同様の傾向を報告している。
自尊感情と親子関係：若者の自尊感情に影響を与える身体的 /内面的自己評価やコミュニ
ケーション力など個人内の要因以外の要因として、親子関係が考えられる。松並ら（2012）
は、自己を価値あるものとして体験しようとする基本的な欲求である自己愛について、健
康的な現れ方と不健康な現れ方の2種類があると述べている。自己愛の健康的な現れ方と
して「真の意味で自分を愛する」という感覚、「自分は生きている価値がある」と思える自
己に対する信頼をセルフラブと定義している。これに対して、セルフラブの欠如 /不足に
より、過度に他者からの注目や賞賛を求めるなど自己を過大評価するという、不健康な現
れ方をナルシズムと定義している。この健全なセルフラブの形成については、子どもの頃
の親子関係が影響を与えるという報告がされている。さらに、セルフラブが獲得される
条件として、子どもの時に他者から愛される経験、特に親との適切な相互交流や両親の子
どもへの関与が重要であることが報告されている。豊田・松本（2004）は、大学生の男女
150名に対して、以下の8つの要因（①性別②家族統合度③家族関係④両親の養育態度⑤
過去の学校生活⑥大学生活⑦自尊心を守る能力⑧自己受容）と自尊心との関連性について
検証している。結果、大学生の自尊感情と関連していた要因は、家族統合度、両親との関係、
過去の学校生活での得意科目及び充実感があったこと、過去及び現在の大学生活での友人
関係、自尊心を守る能力、自己受容などであった。この結果から、大学生の家族や両親と
の関係性が、大学生の自尊心（自尊感情）の一要因であることが理解できる。また、この
研究結果において、回答者の大学生の自尊感情と「親の養育態度」との間には関係性が見
られなかった一方で、大学生自身が認知する｢家族統合度｣（家族のまとまり）、「家族関係」

（父親 /母親等との関係性）との間には、関係性が見られた。このことは、回答者である大
学生が、精神的自立し大人へと成長していく移行期において、実際の親の養育態度よりも、
親との関係性における信頼が得られていると認知していることや、家族全体が｢うまくいっ
ている｣と認知していることの方が、自尊感情と深い関係性があることを示唆している（豊
田・松本2004）。この関係性について、鈴山・徳田（2009）、若原（2003）の研究におい
ても同様に、家族関係が子どもに影響を及ぼす際に、両親が夫婦関係や母子関係、父子関係、
家族システムの機能状態をどのように評価していたかより、子ども自身の評価がより重要
であることが明らかにされている。つまり、実際の家族や両親の関係そのものよりも、若
者が、その関係性に対してどのような認識を持っているかという視点で扱うことが重要で
あるということが示唆されている（鈴山・徳田2009；若原2003）。以上の研究から、若
者の自尊感情は、若者が認知する、家族、特に親子関係との間に関連性があることが示唆
された。
親子関係と恋愛観：上記のように若者の自尊感情と恋愛や親子関係との間に関連性が見ら
れたことから、親子関係と若者の恋愛についても関係性があるのではないかと推測される。
実際以下のような報告がされている。宮下・村山（1996）は、親子関係が良好な場合は成
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熟した恋愛観が、親子関係が良好でない場合には未熟な恋愛観が形成されると指摘してい
る。加えて、恋愛関係においてデートDVの加害経験の要因として、幼少期の親の態度や、
親との関係性を指摘し、恋愛に対する親子関係の重要性を示唆している。また、安岡・窪
田（2009）は大学生82名（男子40名、女子42名）を対象として、調査対象者が認知する
親子関係が、自らの恋愛観に及ぼす影響に関する研究を行っている。この調査結果では、
調査対象者である男女ともに、自分の異性の親の養育態度として、自分が保護され、かつ
干渉されすぎない健全な愛情を受けて育てられてきたと認知している者ほど、適切な愛情
表現の仕方や愛情の与え方を学び、それらを恋愛対象者に対して伝えられるようになると
認識している傾向がみられると報告されている。

以上のことから、若者の自尊感情、親子関係、恋愛観は互いに影響し合う関係にあるこ
とが明らかになった。しかし、上記の研究の多くは、大学生の恋愛について、実際の恋愛
経験の有無による、自尊感情及び親子関係の間にある関係性の違いについての検証が行わ
れていない。筆者の知る限り、日本の女子大学生の恋愛と親子関係及び自尊感情に関する
現状と課題を踏まえ、彼女らが健全な恋愛をするための教育的支援策として、米国で開発
された恋愛教育の活用について検証した研究報告は見当たらない。
Relationship Education＝恋愛関係教育とは：Relationship Education（RE）は直訳すれば人
間関係教育であるが、Darling, Cassidy & Powell （2014） 及びPonzetti（2016）は、REにつ
いての記述の中で、この教育を受ける対象者は結婚を準備しているカップル、及び成人に
なったばかりの若者とし、教育内容としては、恋愛関係について適切な判断力のつけかた
などを学び、不健全な関係を回避し、お互いに満足し健全な関係性を築くための適切な態
度や行動を実践するために必要な知識やコミュニケーションスキル、性に関することなど
を挙げていることから、｢人間関係教育｣ と訳すよりは、「恋愛関係教育」と訳す方が適切
であると考えられる。「結婚教育」が主にカップルを対象に実施するのに対して、REはカッ
プルだけではなく個人も対象として高校や大学、コミュニティーセンターなどにおいて実
施されている（Darling, Cassidy & Powell ,2014）。
Love Note 3.0とは：以下の3つの行動理論・アプローチに基づき作成されている。
　（1）Theory of Reasoned Action / Planned Action: 若者が恋愛関係，性行動，個人の成長・ 
発達に関する意思決定をする際に影響する信念や価値観を提示する． 
（2）Social Learning Theory: 若者が行動を起こすために，自信を高めたりや行動の許容 

範囲を広げることを目的とし，若者が行いそうな行動の基本的考え方を提示する． 
（3）Youth Development Perspective: 若者が健全な成長・発達を経験するために必要な実 

際の資源やスキルを提供する．特に若者が実際に活用できる能力を高めるための自信を構
築する方法，自分自身を知る方法を伝授する（Ponzetti 2016）

このプログラムはMarline Pearson（2018）によって開発された、16-24歳を対象とした
REである。米国内において、ティーネージャーたちの性行動の抑制、及び、コンドーム
など避妊具の活用を促進する効果が科学的に実証され、信頼性の高い教育プログラムとし
て認知されている（Ponzetti 2016）。このプログラムは，実在の人物アントワン・フィッ
シャーズ氏の半生を描いた実話をもとに創られている。同氏の壮絶な生い立ちから、問題
行動を繰り返した後、信頼できる大人と、愛する人との出会いで再生していく同氏の人生
を教訓として、若者たちに、自分の過去が現在の自分に影響を及ぼすこと、ありのままの
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自分を受け入れ大切にすること、信頼できる大人との出会いの重要性について、理解を深
めさせることに中心に構成されている。プログラムの最初に、参加者たちに上記実話が描
かれた映画の視聴を促すことで、このプログラムの基本コンセプトの理解できるように
なっている。人としての成長と人生の目標を明確にするために，「内省」をすることに重
きを置き、恋愛経験や恋人の有無に関係なく、すべての若者たちを対象とした学習内容に
なっている。具体的な学習内容については、このプログラムのファシリテーターマニュア
ルの全13章からなる目次をTable9.に示す。学習形態としては、講師一人が複数の参加者
にレクチャーをはじめとする、ゲーム、クイズ、ディスカッション、ワークシート、動画
鑑賞など様々な手法を取り入れた学習を進めていく。また、学習者が効率的に学習内容を
理解できるように構成されているワークブックが用意されており、講義の中で適宜活用さ
れる（Pearson 2018）。

また、このプログラムでは、先に述べたように、若者が恋愛を含む、人生において困難
な問題に直面した時にその問題を相談できる親を含む「信頼できる大人」の存在が重要な
役割を果たすという基本コンセプトを採用している。上記に示した13章の各章の学習の
まとめとして「信頼できる大人」とどのように、恋愛や性について話し合ったり相談した
りすればよいのか具体的な対応法を提示している（Pearson 2018）。

第２章：研究の目的

本研究では、上記先行研究において明らかにされてきたことを踏まえ、特に女子大学生
に焦点を当てる。恋愛に関する実態と自尊感情（自尊感情スコア /容姿・性格の満足度）と
親子関係（父親 /母親との関係性の満足度）、同性 /異性とのコミュニケーション力、若者
の認知する親の夫婦関係、及び交際相手のいる者に関して恋愛のクオリティーを加え、交
際経験の有無におけるこれらの要素についての関係性の違いを探る。加えて、女子大生の
恋愛に関する課題と、恋愛教育に対するニーズを明らかにし、米国で開発実践されている
恋愛教育プログラムLove Note 3.0（Pearson，2018）の教育教材の活用の可能性を探ること
を目的とする。

第３章：研究の方法

調査時期：2020年12月
調査対象：日本国内の大学生男女100名（男子50名、女子50名）
本研究においては、女子大学生50名のデータを使用した。
調査方法：オンライン調査会社に登録している国内に在住する男女大学生各50名ずつに、
無記名によるオンラインアンケート調査法を活用し実施した。
質問項目：Table1.に示すように、15項目から構成した。質問項目は大学生の恋愛、自尊感情、
親子関係の実態や課題を具体化した内容とするために，備考欄に示した関連資料を参考に
して作成した。また、現在交際相手が居ると報告した回答者に対して、Table1.に示す交
際相手との関係に関する質問項目の第6項目「恋愛の質」に関する5つの設問のスコアを合
算し、恋愛の質（Quality of Relationship＝QR）を図るスケールとして活用した。
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　本研究では、Table1.に示す質問項目のうち、№1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 15の主に恋愛の実態
とコミュニケーション力の認知度を含む自尊感情、及び親子関係に関連するものについて、
分析・考察を行った。
　　
Table 1.　質問項目

質問項目 備考（質問項目の内容作成に関連した参考資料）
１ 属性（年齢・性別・職業・大学種別）
２ 恋人・交際経験・告白経験有無
３ 恋愛で得られるもの・失われるもの 「Love Notes3.0」Pearson（2018）
４ 恋人に求めるもの・認めてほしいこと 「Love Notes3.0」Pearson（2018）
５ 交際時期
６ 恋愛の質

⃝恋人と一緒に居るとき、お互いにありのま
まの自分でいられるか

⃝恋人に困ったことがあると相談できる
⃝恋人が望むファッションや立ち居振る舞い

になるよう努力している
⃝恋人に自分が望むファッションや立ち居振

る舞いになるよう努力して欲しい
⃝将来像について話し合う

大本、坂部（2020）、及び、坂部、大本（2020） 
「Love Notes3.0」Pearson（2018）

７ 自尊感情（設問10項目） 「ローゼンバーグ自尊感情尺度　日本語版」
桜井（2000）

８ 自分の容姿・性格の満足度 豊田、松本（2004） 

９ 異性・同性とのコミュニケーション得意度 牛窪（2015）及び、大森（2014）
10 父母との関係性の満足度・父母の夫婦関係 今川（2017）、大森（2014）
11 恋愛アドバイスもらう度合い

父・母・異性友・同性友
今川（2017）

12 恋人と交際について周囲の目
⃝周囲お目を気にして交際躊躇

高井（2008）、及び、牛窪（2015） 

13 恋愛の相談相手
⃝交際の相談できる信頼できる大人の有無
⃝交際に関する相談相手
⃝相談相手いない人の解決法
⃝相談相手に求める要素

「Love Notes3.0」Pearson （2018）

14 疑似恋愛について 山田（2019）、
「Love Notes3.0」Pearson （2018）

15 恋愛教育について
⃝受講希望有無
⃝受講形態・学習内容
⃝小中高校で恋愛教育実施に対する意見等

「Love Notes3.0」 （Pearson , 2018）

 
使用したスケール
１．自尊感情：ローゼンバーグの自尊感情尺度（SES）日本語版（桜井　2000）
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以下に示す10項目の設問に対して4段階（１＝はい、２＝どちらかといえばはい、３＝
どちらかといえばいいえ、４＝いいえ）のリッカートスケールを用いた。①私は自分に満
足している。②私は自分がダメな人間だと思う。③私は自分には見所があると思う。④私
は、たいていの人がやれる程度には物事ができる。⑤私には得意に思うことがない。⑥私
は自分が役立たずだと感じる。⑦私は自分が、少なくとも他人と同じくらいの価値がある
人間だと思う。⑧もう少し自分を尊敬できたらと思う。⑨自分を失敗者だと思いがちであ
る。⑩私は自分に対して前向きの態度をとっている。上記10個の設問のスコアの合算値
を自尊感情レベルとして、スコア得点が高いほど自尊感情が高いと判断できるように以下
のように修正を加えた。上記10個の設問のうち、①，③，④，⑦，⑧，⑩の設問に関し
ては、データ処理の際、スケールの段階の順序を以下の通りに変更しデータ処理を施した。

（１＝いいえ、２＝どちらかといえばいいえ、3＝どちらかといえばはい、４＝はい）
１．恋愛の質スケール：Quality of Relationship Scale＝QRS）

以下に示す５項目の設問に対して4段階（１＝はい、２＝どちらかといえばはい、３＝
どちらかといえばいいえ、４＝いいえ）のリッカートスケールを用い、合算したスコアを
恋愛の質（Quality of Relationship＝QR）とした。

①恋人と一緒にいるとき、お互いにありのままでいられますか？②恋人に困ったことが
あるとき相談できますか？③恋人の望むようなファッションや、立ち居振る舞いになるよ
うに努力をしていますか？④相手に自分が望むようなファッションや、立ち居振る舞いに
なるように努力してほしいですか？⑤恋人と将来の結婚、家族、仕事などの目標や希望に
ついて話し合いますか？上記５個の設問のスコアの合算値をQRレベルとして、スコア得
点が高いほどQRレベルが高いと判断できるように以下のように修正を加えた。上記５つ
の設問のうち、①、②、⑤の設問に関しては、データ処理の際、スケールの段階の順序を
以下の通りに変更しデータ処理を施した。（１＝いいえ、２＝どちらかといえばいいえ、
3＝どちらかといえばはい、４＝はい）
２．自己満足度（容姿・性格）：以下に示す2つの設問に対して（１．0 ～ 25％、２．26
～ 50％、３．51 ～ 75％、４．76 ～ 100％）の4段階のリッカートスケールを用いて測
定した。スコアが高いほど自己満足度が高いと判断する。①自分の容姿の満足度はどのく
らいですか？②自分の性格の満足度はどのくらいですか？
３．恋性・同性とのコミュニケーション力：以下に示す2つの設問に対して（１＝得意で
はない、２＝あまり得意ではない。３＝どちらかといえば得意、４＝得意）の4段階のリッ
カートスケールを用いて測定した。①異性とのコミュニケーションをとることは得意です
か？②同性とコミュニケーションをとることは得意ですか？
４. 父母との関係性：以下に示す2つの設問に関して（１＝満足していない、２＝あまり
満足していない、３＝どちらかというと満足している、４＝満足している）の4段階のリッ
カートスケールを用いて測定した。①自分と母親との関係性に満足していますか？②自分
と父親との関係性に満足していますか？
５．父母の夫婦関係：以下の設問に対して（１＝とても悪い、２＝悪い、３＝どちらかと
いえば悪い、４＝どちらかといえばよい、５＝良い、６＝とても良い）の6段階のリッカー
トスケールを用いて測定した。①母と父の夫婦としての在り方についてどう感じています
か？
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分析方法：SPSSVersion28を使用し、記述統計、相関関係、Mann-Whitney U検定等の統計
学的手法を活用し分析した量的研究である。
語彙の定義：

恋愛教育：結婚前の10代半ばから20代半ばの若者が恋愛関係について、不健全な関係
を回避し、お互いに満足し健全な関係性を築くために必要な知識について包括的に学ぶ教
育。学習を通して、自尊感情の高め方、適切な恋人の選び方、恋人間に起こった問題の解
決法、コミュニケーションスキル、信頼関係の深め方、不健全な関係の断ち切り方、性的
な関係を持つ際の心構えや、正しい知識やスキルを習得できるもの。
倫理的配慮：本研究は、アンケート回答者に事前にアンケートに参加することは強要され
るものではないこと、如何なる理由で如何なるタイミングにおいてもアンケートを中断で
きることを事前に提示し、アンケートに参加することの同意を得て実施している。また、
研究の内容及びアンケートの質問項目の内容は岩手大学医学系研究倫理審査委員の承認を
得て実施している。

第4章：結果と考察

１．恋愛の実態（交際経験の有無）
本研究における回答者として全国の男女大学生100名のうち50名の女子についての

データを分析した。結果、表 -3に示す通り、回答者50名中恋人がいると回答したものは
8名、交際経験があると回答したものは23名であった。交際経験のある者の方が若干少
ないが、ほぼ半数の者が、交際経験があることが明らかになった。（Table2.参照）

                 
Table2.　恋人・交際経験の有無

有（人） 無（人） 合計（人）

恋人 8 42 50

交際経験 23 27 50

２．自尊感情・自己満足度（容姿・性格/異性＆同性とのコミュニケーション力）・父母と
の関係性・父母の夫婦関係

大学生の自尊感情レベル、容姿・性格に関する自己満足度、異性や同性とのコミュニケー
ション力についての自己評価、父親・母親其々との関係性についての満足度、及び回答者
が認知する父母の夫婦関係の在り方についての設問を設定した。これらの設問については、
交際経験の有るもの、無いものに区別して結果を算出した。

本研究の回答者である女子大生の認知する、自尊感情、容姿及び性格の自己満足度、同性・
異性とのコミュニケーション力、親との関係性に対する満足度、親の夫婦関係の在り方に
ついての結果はTable 3.に示した通りである。また、交際経験の有無によって，これらの
要因の数値に違いがあるか検証するために、Mann-Whitney U検定を実施し，その結果を
Table 4.に示した。これらの結果から、恋愛関係の有無によって、有意な差がみられたのは、

「同性とのコミュニケーション力」と「異性とのコミュニケーション力」の2項目で交際経
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験の有るグループの方が、スコアが高いという結果が得られた。つまり、交際経験の有る
グループは、同性異性を問わず、交際経験のないグループに比べコミュニケーションに対
して自信がある傾向があると考えられる。この結果は、先に述べた村田ら（2015）が行っ
た研究結果と同様に、恋愛に対して積極的な者は、消極的な者に比べコミュニケーション
力に自信がある。言い換えれば、恋愛に消極的な者はコミュニケーション力に自信がない
傾向があることが明らかになった。しかし、交際経験のあるグループとの違いは、「コミュ
ニケーション」に関するファクターだけで、それ以外に違いはないと言うことも明らかに
なった。（Table3&4参照）以上のことから、以下に示す教育的支援策が求められる。
教育的支援策1（コミュニケーション力向上）

Table3.　自尊感情・自己満足度・親子関係・両親夫婦関係
　 n M（SD） 　 n M（SD）

1.自尊感情 交際有（23） 24.61（4.952） 5.同性コミュ力 交際有（23） 3.09（.733）
交際無（27） 23.19（5.321） 　 交際無（27） 2.41（.797）

2.容姿満足度 交際有（23） 1.91（.596） 6.母親関係性 交際有（23） 3.48（.790）
交際無（27） 2.19（.736） 　 交際無（27） 3.30（.724）

3.性格満足度 交際有（23） 2.04（.767） 7.父親関係性 交際有（23） 3.00（1.087）
交際無（27） 2.33（.832） 　 交際無（27） 2.67（1.000）

4.異性コミュ力 交際有（23） 2.07（1.020） 8.両親夫婦関係 交際有（23） 4.13（1.740）
　 交際無（27） 1.93（.675） 　 交際無（27） 3.85（1.586）
 
Table4. Mann-Whitney U検定:恋愛有無による自尊感情・自己満足度・親子関係・親夫婦

関係の差
自尊感情 容姿満足 性格満足 異性コミュ 同性コミュ 母関係性 父関係性 親夫婦関係

U 274.0 243.5 255.5 175.5 169.5 258.5 249.0 273.0
Z -.713 -1.443 -1.145 -2.783 -2.923 -1.123 -1.247 -0.744
p .476 .149 .252 .005** .003** .261 .212 .475

p**<.01

次に、交際経験の有るグループと無いグループのそれぞれについて、上記に示した自尊
感情、容姿・性格満足度、異性・同性コミュニケーション力、父母との関係性、親の夫婦
関係の在り方についての相関関係を検証した。また、交際経験の有るグループについては、
これらの項目にQREを加え上記の要因との関係性について検証した。
交際経験有グループ：
1．自尊感情（SES）：自尊感情と有意な相関関係にあるのは、Table5.に示すように、「異性
とのコミュニケーション力」と「両親の夫婦関係の在り方」であった。これは、実際に異性
と交際をするという経験の中で、上手にコミュニケーションをとれているという実感を得
られた者ほど、自尊感情もそれに比例して高まる傾向があると推察できる。この結果は、
先に述べた、村田ら（2015）の研究結果を裏付けするものであった。また、「自尊感情」と「両
親の夫婦関係の在り方」との間に相関関係が見られた結果について、子どもだけではなく、
親が、自らの夫婦関係が、子どもの自尊感情に影響を与える事を認識し、改善する意識を
持つ必要性があると考えられる。以上のことから、以下の3つの教育的支援策が求められ
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る。
教育的支援策1（コミュニケーション力向上）
教育的支援策2（自尊感情を高める方法）
教育的支援策3（両親が夫婦関係をよりよくする方法）
2．QR：QRに関しては「父親との関係性」との間にのみ、有意な正の相関関係が認められた。
この結果から、交際経験があるものにとって、父親との関係性が、交際相手との関係性に
影響を与えていることが示唆された。つまり、父親と良い関係を築けている者ほど恋人と
の関係性も健全であることがいえる。この結果は、安岡・窪田（2009）の行った研究結果
を裏付けるものであり、娘が認知する父親と娘の関係性が、娘が恋人との関係に影響を与
えると言うことが示された。以上のことから、以下の教育的支援策が求められる。
教育的支援策4（親子関係構築法）
3．容姿と性格満足度：容姿満足度と性格満足度との間に強い正の相関関係がみられ、自
分の容姿に満足しているものほど、性格にも満足しているという傾向がみられた。（Table5. 
参照）これは、自分の容姿に自信がある者ほど性格にも自信が持てる傾向があることが示
唆されている。この結果は、先に述べた豊田・松本（2004）調査研究においても同様の結
果が得られている。しかし、容姿に関して自信を持つことは大切なことであるが、容姿に
自信が持てないことが性格に自信を持てないことにつながることは、精神的に健全な状態
であるとはいえない。このことから以下の教育的支援策が求められる。人間にとって重要
なことは内面的なものであり、自らが判断する容姿の美醜によって、内面性を評価するこ
とに問題があることに気づかせる教育的支援が必要である（Pearson，2018）。以上のこと
から、以下に示す教育的支援策が求められる。
教育的支援策5（内面性の重要性）
4．同性/異性とのコミュニケーション力：さらに、同性とのコミュニケーション力と異
性とのコミュニケーション力との間に強い正の相関関係がみられたことから、同性とのコ
ミュニケーションが得意なものほど、異性とのコミュニケーションも得意だと認知する傾
向があることが明らかになった。（Table5.参照）

このことから、同性、異性にかかわらず、人とコミュニケーションを上手にとれるよう
なコミュニケーション力を高めるために、以下の教育的支援策が求められる。
教育的支援策1（コミュニケーション力向上）
5．父母との関係性：同性とのコミュニケーション力と「母親との関係性」及び「父親との
関係性」との間に正の相関関係がみられた。このことから、同性とのコミュニケーション
力があると認知しているものほど、父母との関係性に満足している傾向があることが明ら
かになった。また、「母親との関係性」と「父親との関係性」との間に強い正の相関関係が
みられたことから、母親との関係性がよいものほど父親との関係性もよいと認知している
という傾向が認められた。（Table5.参照）さらに、「母親との関係性」と「父親との関係性」
共に「両親の夫婦関係の在り方」と正の相関関係が認められ、特に「父親との関係性」との
間に強い相関関係が認められた。このことから、回答者自身の父母との関係性と、両親の
夫婦関係との間に関係性があることが示唆された。このことは、交際経験のある者は、調
査参加者の認知する、親子関係と、親の夫婦関係が互いに影響し合っており、｢家族｣ と
してもつながりを感じていると考えられる。このことから、以下に示す教育的支援策が求
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められる。
教育的支援策1 （コミュニケーション力向上）
教育的支援策3（両親が夫婦関係をよりよくする方法）
教育的支援策4（親子関係構築法）                      
Table5. 交際経験有グループ　相関関係

　 SES QRE 容姿満足 性格満足 異性
コミュ

同性
コミュ

母親
関係性

父親
関係性

両親
夫婦関係

SES 1.00 -.295 .210 .229 .443* .288 .196 .194 .493*
QRE 1.00 -.582 -.388 .398 .272 .533 .736* .519
容姿満足 1.00 .603** -.136 -.404 -.317 -.419 -.008
性格満足 1.00 .130 -.007 .167 .127 .405
異性コミュ 1.00 .721** .345 .318 .185
同性コミュ 1.00 .503* .439* .207
母親関係性 1.00 .669** .443*
父親関係性 1.00 .707**
両親夫婦関係 1.00
p*<.05, p**<.01

交際経験無グループ：次に、交際経験のないグループについての結果を検証する。
1．自尊感情（SES）：自尊感情に関しては、Table6.に示すように「容姿満足度」と「性格満足度」
に強い相関関係がみられた。つまり、交際経験のない者の自尊感情は、自らの容姿や性格
に対する満足度に強く影響されていると言うことが考えられ、この傾向は交際経験のある
者には見られなかった。このことは、交際経験のない者の方が、自分の存在価値を性格や
容姿に強く関連付けて捉えていると考えられる。先に述べたように、自分の容姿に自信を
持つことは大切なことであるが、それが自分の内面的な価値評価や、存在そのものに対し
て影響を与えることは健全な状況とはいえない。また、Table6.に示すように「同性とのコ
ミュニケーション」との間に正の相関関係が認められた。この結果は、交際経験のあるグ
ループが ｢自尊感情｣ と ｢異性とのコミュニケーション｣ との間に、相関関係が見られた結
果と異なっていた。これらの結果から考えられるのは、交際経験のあるグループは異性と
交際する中で、異性とのコミュニケーションをする機会が多くあると考えられる。しかし、
交際経験のないものは異性とのコミュニケーションをとる機会自体が限られているため、
それぞれの日頃接する機会の多いものとの経験や体験が自尊感情に影響を与えていること
が推察される。以上の結果から、性別に関わらず様々な人とのコミュニケーションがとれ
るようなスキルや知識を得る必要性がある。以上のことから、以下に示す教育的支援策が
求められる。
教育支援策1（コミュニケーション力向上）
教育的支援策2（自尊感情を高める方法）
教育的支援策5（内面性の重要性）
2．容姿と性格満足度：「容姿満足度」と「性格満足度」との間に、正の相関関係が認められ
たことから、自分の容姿に満足するものほど性格にも満足している傾向があることが明ら
かになった。この結果は交際経験があるグループにも同様の傾向が見られた。（Table5&6.
参照）以上のことから、以下に示す教育的支援策が求められる。
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教育的支援策5（内面性の重要性）
3．同性/異性コミュニケーション力：さらに、「異性とのコミュニケーション力」と「同性
とのコミュニケーション力」との間に正の相関関係が認められたことから、異性とのコミュ
ニケーション力があると認知しているものほど、同性とのコミュニケーション力もあると
認知している傾向があることが明らかになった。この結果は、交際経験があるグループも
同様の傾向が見られた。（Table5&6.参照）以上のことから、以下に示す教育的支援策が求
められる。
教育的支援策1（コミュニケーション力向上）
4．父母との関係性：｢父親との関係性｣と｢母親との関係性｣との間に相関関係は見られな
かった。また、「父親との関係性」と「両親の夫婦関係の在り方」との間に強い正の相関関
係がみられた一方で、「母親との関係性」と「両親の夫婦関係の在り方」に有意な相関関係
が認められなかった。このことから、交際経験のないものたちにとって、父親との関係性が、
両親の夫婦関係をどのようにとらえるかに影響を与えていると考えられ、父親との関係性
の重要性が示唆された。この結果は、｢父親との関係性」と ｢母親との関係性」との間に相
関が見られ、また、「親の夫婦関係の在り方」と ｢父親・母親との関係性｣ にも有意な相関
関係が見られたという交際経験があるグループとの結果とは異なっていた。（Table5&6.参
照）これは、交際経験のないものが、「家族」のつながりがどこかで途切れていると捉えて
いるのではないかと推察される。以上のことから、以下に示す教育的支援策が求められる。
教育的支援策3（両親が夫婦関係をよりよくする方法）
教育的支援策4（親子関係構築法）

Table6. 交際経験無グループ　相関関係
　 SES 容姿満足 性格満足 異性

コミュ
同性
コミュ

母親
関係性

父親
関係性

両親
夫婦関係

SES 1.00 .589** .617** .360 .434* -.145 .123 -.104
容姿満足 1.00 .413* .004 .153 -.146 .105 -.014
性格満足 1.00 .079 .094 .161 .046 .125
異性コミュ 1.00 .410* -.274 .294 -.122
同性コミュ 1.00 .100 .091 -.013
母親関係性 1.00 .125 .373
父親関係性 1.00 .542**
両親夫婦関係 1.00
p*<.05, p**<.01

３.　恋愛教育に対するニーズ
本研究における調査では、回答者に対して先に示した通りの「恋愛教育」の定義を明示

し、「あなたは大学で恋愛教育を学べる講座が開講されていたら、受講したいですか？」
という設問を設定し恋愛教育に対するニーズを明らかにした。結果は、Table7.に示す通り、
大学で恋愛教育をオンラインのみ・対面のみ・どちらも受講したいと回答したものを合わ
せて、本研究の全調査対象者の約6割のものが受講したいと回答していた。また、交際経
験有グループ、交際経験なしグループのどちらも、オンラインでの受講なら希望すると回
答している者が最も多かった。また、オンラインでの受講は交際経験がある者の方が多い
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傾向がみられた。さらに、オンライン・対面に関係なく恋愛教育講座を受講したいと回答
しているのは、交際経験がない者の方が多い傾向がにあった。以上の結果から、過半数の
ものが大学で恋愛教育の講座が開講されていれば受講の希望があることが明らかになり、
受講形式としてはオンラインが好まれ、その傾向は恋愛経験がある者に強いことが明らか
になった。これは、対面式よりもオンラインの方が個人のプライバシーが守られることが
考えられる。

Table7. 恋愛教育受講形式
　 交際経験有n=23

n      　   　 %
交際経験無n=27

n    　 　     %
合計N=50(% )
n   　      　%

オンラインなら受講 11  47.8 9 33.3 20 40.0
対面式なら受講 0 0 1 3.7 1 2.0
どちらも受講  2 8.7 6 22.2 8 16.0
どちらも受講しない 10 43.5 11 40.7 21 42.0

合　計 23 100 27 100 50 100

次に、回答者に「あなたが恋愛教育を大学で学ぶとしたらどんなことを学びたいです
か？」という問いに対して、Table8.の10項目の学習内容の中から複数回答可として自
由に選択するような設問を設定した。交際経験有グループ23名中の最も多くの11名

（47.8％）ものが「自尊感情」と「信頼関係の築き方」を選択していた。次に10名（43.5％）
のものが「コミュニケーションスキル」と「親・友人などとの人間関係の構築の仕方」、3
番目に多く選択していたのは「恋人の選び方」で、6名（26.1％）のものが選択していた。

それに対して、交際経験がないもグループの最も多くのもの、27名中15名（55.6%）の
ものが「コミュニケーションスキル」を選択していた。次いで、12名（44.4%）のものが「自
尊感情」、３番目に多かったのは「親 /友人などとの人間関係の構築の仕方」で11名（37.0%）
が選択していた。

以上の結果から、交際経験の有るものは自尊感情や信頼関係の構築の仕方などメンタル
に関する学習内容を希望する傾向があったことは、天谷（2007）の研究において恋愛経験
のある者の方が、他者に対して不信感を抱く傾向があるという結果を裏付けするものであ
ると考えられる。この結果から、交際相手との関係の中で、自尊感情が傷つけられたり、
信頼関係をうまく築けなかったりするような経験をする機会が多くなることが推察され
る。また、コミュニケーションスキルや、恋人の選び方が上位に上がっていることから、
交際経験を通して生じる様々な問題を解決するための方策や、今後、新たな関係性を求め
ている傾向が伺える。このことから、これらの学習内容について学んでみたいと思う者が
多く見られたのではないかと考えられる。一方、交際がないグループに関しては、最も多
くのものが「自尊感情」を選び、コミュニケーションスキルルを学んでみたいと考える者
が２番目、３番目には親・友人との人間関係の構築法が選ばれていた。交際経験がないグ
ループは、学んでみたい学習内容として上位３位の中に「恋人の選び方」選ばれていなかっ
た。このことは、恋人を選ぶ前に、コミュニケーション力、自尊感情の向上など、自分自
身を高めるための知識やスキルを習得し、親・友人など身近な人との関係性を改善する必
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要があると捉えているのではないかと推察される。
両グループとも ｢性に関する知識｣「別れ方」などは、比較的選択する者が少ない傾向が

共通してみられた。これらの学習内容に関しては個々の価値観や経験など、個人のプライ
バシーに関する事柄であり、信頼関係が築けていない自分以外の他者と公の場で共有しづ
らい内容であると捉えられた可能性がある。また、「SNSの活用法」については、両グルー
プとも、ごくわずかの者しか選択していなかった。これは、質問項目が書かれた画面上に、
この項目が、SNSを通した性被害などに関わる問題についての対応策などを学べるという
具体的な学習内容についての説明を明示しなかったことが一因として考えられる。

Table8.恋愛教育における教育内容
学習内容 自尊

感情
恋人

選び方
問題
解決

コミュ
スキル

信頼関係
築き方 別れ方 性的

問題
SNSの
活用法

親・友人
人間関係 その他

交際経験有n=23 11 6 5 10 11 5 5 3 10 0
(%) 47.8 26.1 21.7 43.5 47.8 21.7 21.7 13 43.5 0

交際経験無n=27 12 10 10 15 8 5 7 4 11 1
(%) 44.4 37.0 37.0 55.6 29.6 18.5 25.9 14.8 40.7 3.7

4．LOVE NOTE 3.0の活用の検証
本研究において行った調査結果から、調査参加者である女子大学生に求められる教育的

支援策の内容と、彼女らが学んでみたい恋愛教育の学習内容が、先に述べた米国のREプ
ログラムLOVE NOTE3.0（Pearson 2018）の教育内容が網羅しているか検証した。（Table9.
参照）Table9.が示すとおり、本研究の調査結果から導かれた、女子大生に対する教育的
支援策及び、恋愛教育において学んでみたい学習内容の上位3項目は、米国REプログラ
ムLOVE NOTE 3.0（Pearson 2018）の教材の内容に網羅されていることが明らかになった。
　
Table9.　LOVE NOTE3.0の学習内容と求められる教育的支援策

Love Notes 3.0 求められる
教育的支援策

学びたい学習内容ベスト3
(表内数字は順位を表す)

テキスト目次 学習内容の概要 本文中
支援策番号 交際有り 交際無

1.現代の恋愛　　　　　
　 

恋愛関係の重要性・パートナーの選び方 2；4 ; 5 3．恋人選び方

2.自分自身を知る　　　 全ての良い人間関係は自分を知り，健全な
内面からはじまる，求める将来像，家族の
起源

2 ; 4；5
1.自尊感情
2.親 /友人人間関

係

2.自尊感情

3.私の期待―私の将来 恋愛関係や相手に求めること，自分にとっ
て何が大切か知る，将来の家族・子ども・
責任・結婚を考える

4；5
1.自尊感情 2.自尊感情

4.魅力と恋愛の始まり　
　

健全な恋愛関係とは何かについて考える，
異性に惹かれること，恋と愛の違いについ
て

2 ; 4；5
3.恋人選び方

5.賢い恋愛関係の法則 恋愛関係の中の意思決定 /賢明な恋愛につ
いて 2 ; 4；5 1.自尊感情

1.信頼関係
2.自尊感情

6.それは健全な恋愛関
係？ 

男女間の健全・不健全な関係の見極め方，
恋人との別れ方 /別れた後に前に進む方法 2 ; 4；5 1.自尊感情

1.信頼関係
2.自尊感情
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Love Notes 3.0 求められる
教育的支援策

学びたい学習内容ベスト3
(表内数字は順位を表す)

テキスト目次 学習内容の概要 本文中
支援策番号 交際有り 交際無

7.危険な愛 　　 肉体的・心的・性的暴力，ストーカー，見
極め方，子どもへの影響，人としての尊厳・
尊重

2 ; 4；5
1.自尊感情 2.自尊感情

8.決断，なし崩しは×！
　恋愛の危険を軽減する

恋愛関係・性行為を始めること，続けるこ
とは意思を持って「決断」することが重要 2 ; 4；5 1.自尊感情

1.信頼関係
2.自尊感情

9.コミュニケーションで
何を得るの？　　　　
　　

全ての人間関係におけるコミュニケーショ
ンと葛藤の対処法，けんかをしそうな時の
会話法

1；4
2.コミュスキル
2.親 /友人人間関

係

1.コミュスキル
3.親 /友人との関

係
10.コミュニケーション

の挑戦とより多くの
スキル　　　 

問題が生じるときのコミュニケーションの
パターンを知る，表面化していない問題の
対処方法

1；4
2.コミュスキル
2.親 /友人人間関

係

1コミュスキル
3.親 /友人との関

係
11.SEXについて話そう 性行為，性感染症及び避妊に関する意思決

定， 4

12.SEXの選択・計画 　
　

性行為に関する意思決定，性の価値，位置
づけ， 4

13.子どもの目を通した
家族 

若くして子どもを持つことのデメリット 4

14.テクノロジーとソー
シャルメディア 

現実とヴァーチャル，SNS恋愛や性的メッ
セージの危険性，ネットいじめ・ポルノの
影響と実態

4

  　

また、先に述べたようにLOVE NOTE3.0（Pearson 2018）のプログラムマニュアルの各
章の最後に、親を含む「信頼できる大人」と、恋愛や性に関して、どのような会話を、ど
のようにすれば良いのか、具体的に教示されている。そして、その話し合いの結果信頼で
きる大人から、若者に対してメッセージやコメントをもらう書き込み式のシートが提示
されている。このことから、父母との関係性の築き方を学ぶ教育的支援策4 に関しては、
Table9.に示してあるテキストのコミュニケーションに関する章だけではなく、プログラ
ム全体を通して、恋愛や性、人間関係，そして人生に関する全てのことについて包括的に、
より良い関係性の築き方が学べるように構成されている（Pearson 2018）。これらのことか
ら、米国REプログラムLove Notes 3.0（Pearson 2018）は、本研究における調査参加者に対
して活用できる可能性が示唆された。

教育的支援策3に関しては、女子大生に対する教育的支援ではなく、その親に対する支
援策であるため、このLOVE NOTE3.0には含まれていない。対応策として、大学生を子
どもに持つような、長年夫婦を続けている夫婦のための、夫婦関係改善のための教育的支
援が望まれる。

第5章：総括

本研究では、女子大学生に焦点を絞り、交際関係の有無による、親子関係や自尊感情に
関連するファクターとの関係性について検証した。調査結果から、半数弱のものに交際経
験があることが明らかになった。

交際経験のある者、ない者の両グループに共通して見られた傾向は、同性と異性とのコ
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ミュニケーション力との間に見られた相関関係があること、及び容姿と性格の満足度の間
に見られた相関関係があることであった。

上記両グループの異なる傾向は以下に示す通りである。
1．交際経験のあるグループより交際経験のないグループの方が、同性・異性とのコミュ
ニケーション力が低い。
2. 交際経験のあるグループは自尊感情と「容姿」「性格」の満足度のどちらとも関係性が見
られなかったが、交際経験のないグループには関係性が認められた。これは、交際経験が
ないものほど、自分の容姿や性格と自分の存在価値を関連付けて考える傾向があることが
推察される。
3．交際経験のある者は ｢異性とのコミュニケーション｣ が得意なものほど、自尊感情が高
い傾向が見られ、これは実際に異性とコミュニケーションをする機会に恵まれ、その経験
が、彼女らの自尊感情に影響を与えていると考えられる。それに対して、交際経験のない
ものは「同性とのコミュニケーション」が得意なものほど、自尊感情が高い傾向が見られた。
この結果の違いについては、日頃よく交流する者の性別によると考えられる。
4．交際経験のあるグループに関しては、同性とのコミュニケーション力と、父母との関
係性の満足度との間に関係性が認められたが、交際経験のないグループでは認められな
かった。
5．交際経験のある者は「父親との関係」と ｢母親との関係｣ との間に強い相関関係が見ら
れ、また、父母それぞれの関係性と｢親の夫婦関係の在り方｣との間に相関関係が見られた。
それに対して、交際経験のないものは、「父親との関係性」と ｢母親との関係性｣ との間に
相関関係は認められず、「親の夫婦関係の在り方」と ｢父親との関係性｣ のみにしか相関関
係が見られなかった。これらの結果から、交際経験のある者は、調査参加者の認知する親
子関係と、親の夫婦関係が互いに影響し合っており、｢家族｣ としてもつながりを感じて
いるが、交際関係のないものは「家族」のつながりがどこかで途切れていると捉えている
と考えられる。
6．現在恋人がいると答えた者の、恋人との関係性の質を示したQRは、「父親との関係性」
のみと相関関係が認められたことから、異性の親との望ましい関係性が恋人との関係性の
クオリティーも高める傾向があることが明らかになった。

以上、本研究で得られた調査結果より、交際経験の有無にかかわらず、女子大生自身の
自尊感情や、コミュニケーション力を高めることが、恋愛には重要なファクターであるこ
とが明らかになった。また、交際経験のある者とないものとでは、自尊感情や親子関係や
親の夫婦関係など家族間の関係性などに、違いが認められる。特に、交際経験のある者の
方が、交際経験のないものよりも「家族としての繋がり」を感じ取っている傾向があるこ
とが浮き彫りになったことは、注視するべき点であると考えられる。

先に述べたように、女子大学生が自尊感情やコミュニケーション力をはじめとする、恋
愛に関する知識やスキルを習得するための教育的支援策が求められる。その一つの方策と
して米国で開発されたLove Notes 3.0等のREプログラムを参考に、日本の女子大学生の
実情とニーズ、及び言語や文化的な面な違いを考慮し、彼女らに適した独自の恋愛教育プ
ログラムを開発し、教育的支援を実施していくことが求められる。加えて、｢家族全体の
関係性｣ を改善するためには、女子大学生の「親の夫婦関係」を改善していくことの必要性
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も示唆された。この課題については、泉（2021）が提唱する、中高年者のための夫婦関係
を改善するマリッジエデュケーション（ME）の活用が一つの方策として考えられる。女子
大学生の恋愛支援をするためには、当事者のみならず、全ての若者や子どもを持つ親も、
親子・恋人・夫婦などの関係性における、それぞれの抱える課題 /問題を解決 /改善する
ためのスキルや知識を学ぶことが望まれる。また、この研究で焦点を当てた米国の恋愛教
育プログラムLove Note 3.0ではTable 9に示すように、プログラムマニュアルの中に「13. 
子どもの目を通した家族」という項目を設定している。内容としては、夫婦・パートナー
との関係が、如何に子どもたちの心身の発達や、学業などに影響を及ぼすのかを伝えてい
る。良好な夫婦関係を築くことは、自分たちだけのためではなく、次の世代の子どもたち
を健全に育成し、その子どもたちが健全な恋愛や結婚をするためにも重要なことであるこ
とを若い世代に伝えていく必要がある。

以上のことから、若者の親たちの夫婦関係の改善だけではなく、子どもを持ちたいと考
える若者たちに、次の世代の子どもたちのためにも、自分たちの夫婦やパートナーとの関
係性を良好に保つための知識やスキルを伝えていかなければならない。そのためには、日
本における個人や世代のニーズ等状況に応じたRE やMEの教材の開発、指導者の育成、
教育の場の設置など総合的な恋愛・結婚教育のシステム作りが求められる。
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小学校教師を目指す大学生の
米国恋愛教育プログラムLove Note 3.0のインパクト

―ソーシャルメディアを介した
性や男女関係に関する被害防止のための教材に焦点を当てて―

泉　　　光　世*

（2021年11月25日受付，2022年1月13日受理）

第1章：研究の背景

近年、インターネットを利用する児童が ソーシャルネットワークキングサービス（SNS） 
等を通して性に関する情報に触れる機会が増加している。そして、それに伴いSNSの利用
による児童が受ける被害件数も増加傾向にあり、インターネットを正しく安全に使う力を
身につける必要性が増している。（村上、 2018；大澤、青柳、2018：中條 , 2020）しかし、
学校でSNSの利用に関する指導を受けているのは、SNS利用による被害を受けた児童のう
ち約半数にとどまっているという報告がされている（政府広報オンライン、2019）。大澤、
青柳（2018）は、小学校5.6年生（有効回答数112名：男 子56名、女子56名）と小学校養
護教諭（有効回 答者数15名）を対象とした男女交際に関する調査研究を実施している。大
澤らは、その研究において、児童の中には男女交際が原因となり、その他の人間関係に悪
影響を及ぼすケースがみられるため、「異性のかかわり方」「付き合う上で気を付けるこ
と」「SNS利用上のトラブル防止」など男女交際に限らず相手を 尊重する気持ちや良好な
人間関係を築くためのコミュニケーション能力を養う児童に対する指導や支援が求められ
ると、養護教諭の意見として報告している。

小学生を取り巻く、SNS、性・男女関係を含む人との関わりに関する問題を改善するた
めには、小学校の学校現場において、健全な性や男女関係をはじめとする人間関係の在り
方 /築き方を学ぶ必要性があり、SNS等を介した性被害から身を守るための教育が求めら
れる（村瀬、2003；鹿児島県総合教育センター、2016）。しかし、学校現場においては教
師の指導力不足・性・恋愛に関する専門的知識不足・インターネットのサービスや機能に
対する経験不足などが原因となり、学習・授業環境が整っていない。加えて、児童・保護
者の性・恋愛教育への認識不足等が原因で、児童に対する指導が行き届いていないのが実
情である（泉、2020）。

以上のことから、小学校において教師自身が、正しいSNSの活用法、健全な性活動の

＊　　岩手大学教育学部
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在り方、男女関係な人との関わり方に関する知識やスキル等を習得する必要があると考え
られる（鹿児島県総合教育センター、2016；Balter, Rhijin, & Davies, 2018）。理想としては、
教師になる前の小学校教師を目指す大学生が、児童に指導するために必要な性・男女関係、
SNSの活用法に関する知識やスキルなど習得することが望まれる。以上のことから、教員
養成系大学などにおいて、小学校教師を目指す大学生に効率的・効果的に上記学習内容を
指導することができる教材の開発が至急求められると考える。
本研究における語句の定義
恋愛教育：主に若者を対象とした、性や恋愛関係及び、人間関係全般について、お互いの
心身に悪影響を及ぼすような不健全な関係を回避し、健全な関係性を築くために必要な
知識やスキルについて包括的に学ぶものである。（Ponzetti, Jr., 2016；Pearson, 2018；泉、
2020）。 
Love Notes 3.0 （Marline Pearson,2018）：16-24歳を対象とした恋愛教育プログラム
基礎理論
①Theory of Reasoned Action / Planned Action: 若者が恋愛関係、性行動、個人の成長・発達
に関 する意思決定をする際に影響する信念や価値観を 提示する。 
②Social Learning Theory: 若者が行動を起こすために、自信を高め、行動の許容範囲を広
げることを目的とし、若者が行いそうな行動の在り方の 基本的考え方を提示する。 
③Youth Development Perspective: 若者が健全 な成長・発達を経験するために必要な実際の
資源 やスキルを提供する。（Ponzetti, Jr., 2016）　

このプログラムは、上記３つの理論を基に、指導者及び学習者に対する教材が開発され
ている。このプログラムのファシリテーター用マニュアルをもとに、学習内容について６
つのカテゴリーに分類した。（表 - 1.参照）このファシリテーター用マニュアルには、パワー
ポイント、ワークブック、ゲーム、音楽、動画など豊富な教材や関連する情報が提示 /別
添されており、その活用法や教授法について詳細が記載されている。また、このプログラ
ムについてDr.Kerpelmanらが、米国内において５年間にわたり、8000人の高校生を対象に、
トレーニングを受けた学校の教師がこのプログラムを実施し、教育効果について評価した。
その結果、以下の3つのことが明らかにされた：１．言葉による恋人からの暴力の減少、２．
不道徳・不適切な男女関係を持つという考えを持つ高 校生の減少、３．問題の対処法を
上達させる。（Ponzetti, Jr., 2016；Pearson, 2018）。

本研究では、表 - １に示す④性について、⑥恋愛・性に関するテクノロジーとバーチャ
ルリアリティーの教材を活用し、調査参加者に対して筆者が講義を行った。

表－１． Love Note 3.0 学習内容の概要
学習項目 学習内容

①自分を知る・自尊感情を高める       過去・現在を客観的に捉え
理想の未来像を描くための方法

②健全・不健全な恋愛の見 分け方 望ましいパートナーとの関係の在り方
適切なパートナーの選び方

③コミュニケーション /人間関係構築法 パートナー・人間関係の築き方・別れ方
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④性について 性規範性行為の危険性とメリット
性行為を実行する際の心構え /性にかかわる問題

⑤親教育 若くして子どもを持った親のための教育
⑥恋愛・性に関するテクノロジーとバーチャ

ルリアリティー
SNS・ソーシャルメディアの適切な活用法
利用上のトラブル防止

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第2章：研究の目的

本研究では、実際に教員養成課程に在籍する大学生に対して、恋愛教育プログラム
Love Note 3.0の中の性に関する知識や、SNSの正しい活用法について扱われている一部の
教材を活用し講義を実施した。本研究は、この講義や利用した教材についての調査参加者
である大学生にとっての教材としてのインパクト、及び小学生の教材としてインパクトに
ついて明らかにし、将来の教員養成系大学の学生のための教材として活用できるかその可
能性を探ることを目的とする。

第３章：研究の方法

調査対象：I大学教育学部 小学校課程の家庭科に関する科目を履修する男女大学生76名
（2-4年生）
調査時期：2021年6-7月
データコレクション：無記名によるオンラインアンケート調査
調査質問項目：表２- ４に示す
分析方法：SPSS ver.28 による記述統計分析を実施した。

倫理的配慮：本研究における調査は、無記名によるオンラインアンケート調査で、筆者が、
講義の際に、調査参加者に対して口頭で、個人情報の保護及び、いかなる理由においても
このアンケート調査の回答を途中離脱することが可能で、回答をしたくない設問に関して
は回答する必要がないことを説明した。さらに、調査参加者がオンライン上でアンケート
を実施する直前の画面において、上記事項について文書で説明をした。本研究は、岩手大
学医学系研究倫理審査委員の承認を得て実施している。

第4章：結果と考察

１．学習内容
①調査参加者に対して実施した講義の中で扱った表 - 2.に示す学習内容につい調査参加
者自身の生活の中で役立つと思うものを選択した結果（複数回答可）を、グラフ -1に示
す。このグラフ -1が示す通り、調査参加者が最も役立つと回答していたのは「ソーシャル
メディアを利用することについての良い点・悪い点」（n=60, 78.9%）で、次いで「対面と
ソーシャルメディア（SNS）を通した交流の違い」（n=41, 53.9%）、三番目として「セクス
ティング（性的なメッセージや画像などをSNSなどネット上に書き込む）危険性について」
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（n=37,48.7%）が多く選択されていた。

表－２．設問項目１- ３＆学習内容
　設問項目1-3 学習内容　選択肢

1.今回受けた授業の中で自分自身
の生活の中で役立つと思った学
習内容はどれですか？ 

 　（複数回答可）
2.自分が将来小学校における授業

の教材として適切だと想う学習
内容はどれですか? 

 　（複数回答可）
3.自分が将来小学校における授業

の中で取り扱う際に不適切だと
想う学習内容はどれですか?

 　（複数回答可）
　　

1．ソーシャルメディアを利用することについての良い点・悪い点
2．コミュニケーションの構成要素（言葉、声や声のトーン、ボ

ディーラングエイジ）の割合
3．ソーシャルメディアを使うことによって感じる孤独感
4．ソーシャルメディアを使うことと幸福感
5．ソーシャルメディアを使う時間とお金
6．対面とソーシャルメディアを通した交流の違い
7．ソーシャルメディアを通した交際と親密さを増していくことの

危険性
8．セクスティング（性的なメッセージや画像などをSNSなどネッ

ト上に書き込む）の危険性について
9．セクスティングを通した被害から身を守る方法

10．意図しないでネットいじめの加害者になる可能性
11．SNS利用についてのルールを考える
12．「親密さ」とはどういうことなのか（体の関係だけが親密なこと

ではないということ）
13． 信頼関係を伴わない、早急な性行為が「感情」に与えるリスク
14．「安全な性行為」のために必要なこと
15.  その他（不適切と思うものはない）　設問３のみ適用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
グラフ－１．大学生が役立つと思う学習内容
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②調査参加者が将来小学校における授業で扱う題材として、表 -2に示す学習内容から適
切だと思うものを選択した結果（複数回答可）をグラフ -2に示す。グラフ -2が示す通り、
最も多くの調査参加者が選択していたものは「ソーシャルメディアを利用することにつ
いての良い点・悪い点」（n=67,89.3%）で、次いで「SNS利用についてのルールを考える」

（n=53,70.7%）であった。三番目に多く選択されていたのは「意図しないでいじめの加害
者になる可能性」（n=52,69.3%）で、四番目には「対面とソーシャルメディアを通した交
流の違い」（n=49,65.3%）が多く選択されていた。

グラフ－２．小学校の学習内容として適切なもの

③調査参加者が将来小学校の授業の題材として扱う際に、表 -2.に示す学習内容の中で
不適切と思われるものを選択した結果（複数回答可）をグラフ -3に示した。グラフ -3
に示す通り、最も多くのものが選択していたのは「安全な性行為のために必要なこと」

（n=28,50%）で、次いで「信頼関係を伴わない、早急な性行為が感情に与えるリスク」
（n=25,44.6%）、三番目に多く選択されていたのは「親密さとはどういうことなのか（体の
関係があることだけが親密ではないということ）（n=16,28.6%）であった。上記3つの学
習内容以外の11項目の（その他を除く）の学習内容に関して、不適切であると回答してい
たものは回答者数全体の20％未満であった。また、少数ではあるが、調査回答者75名中
3名がその他を選択し「不適切な学習内容はない」と回答していた。     
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グラフ－３．小学校の学習内容として不適切なもの

以上の結果から、調査参加者である大学生は、「ソーシャルメディアを利用することに
ついての良い点・悪い点」という学習内容に関しては、自分自身及び小学生の双方の教材
として肯定的に捉えている傾向があること明らかになった。しかし、「セクスティング（性
的なメッセージや画像などをSNSなどネット上に書き込む）危険性について」は、自分た
ちにとっては役立つと考えるものが多いが小学生にとって適切な教材だと捉えているもの
は少ない傾向がみられた。総じて、小学生に対する教材として不適切だと思う学習内容と
しては「性行為」に関する学習内容を選択するものが多い傾向がみられた。このことから、
小学生に対して性行為に関する授業を行う際には、今後扱う資料や、学習内容の修正・改
善が求められることが示唆された。またSNSの利用のルールや、意図しないいじめの加
害者になる、という学習内容については、自分よりも小学生に適切な学習内容であると捉
えている傾向があることが明らかになった。

本研究で扱った学習内容は、小学生を対象とした学習の題材として不適切であると捉
えているものは少数派であった。このことから、本研究で扱った、恋愛教育プログラム
Love Note3.0の④性についてと、⑥恋愛・性に関するテクノロジーとバーチャルリアリ
ティーで扱われている学習内容は、修正・改善するべき内容はあるものの、小学校教師を
目指す大学生が、将来小学生のための学習の題材として活用できる可能性が示唆された。
２．学習教材・学習形態
①本研究において調査対象者に対して実施した講義の中で利用した教材及び、授業形態に
ついての、調査参加者のインパクトについて「1.とても学習しにくかった」～「6．とて
も学習しやすかった」という6段階のリッカート尺度を用いて測定した。（表 -3.参照）
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表－３．設問項目4
質問項目４ 尺　度

4.今回の学習の中で使われた以下に示す学習スタイル・教材について、
学習しやすさについて答えてください。

①レクチャー（講義）
②ワークシート：円グラフに1日の生活時間をかく
③ワークシート：セクスティングに関するアンケート　
④グループディスカッション
⑤動画：1．スマホだけでのメッセージのやりとりをする交際と直接会

う交際
⑥動画：2．過去の自分の危険な行為などが写った写真などが、就職試

験の面接官に見られている
⑦動画：3．動画：男女がビデオ通話機能を使って会話していて、当事

者である女の子の傍らに、画面に映らない二人の女の子がその通話の
状況を黙ってみている状況の中、当事者の女の子が男の子に裸になる
ことを要求する

⑧動画：4．クラスメートの男の子からもらったラブレターを面白半分
で、ネット上にアップした結果、男の子が退学に追い込まれ

1.とても学習しにくかった ～
6.とても学習しやすかった

結果は表 - 4.に示す通りである。この表 - 4.から、調査参加者に最も学習しやすいとさ
れた教材は、動画（面接試験）（M=4.92 SD=1.02）であり、次いで動画（ラブレター）（M=4.73 
SD=1.05）であった。これらの動画は、登場人物が英語でセリフを話しているため、筆者
が視聴前に口頭で、調査参加者にあらすじを日本語で説明をした。一つ目の動画の内容は、
就職活動をしている学生が面接官の前で、自己アピールをする際に、面接官はPC上でそ
の学生又は、第三者によってインターネット上に投稿された不適切な行動が撮影されてい
る写真を眺めているというものである。これは、ソーシャルメディアをはじめとするイン
ターネットを利用する際の危険性について説明をするために利用した教材である。二つ目
の動画は、高校のクラスメートの女の子に好意を寄せる男子高校生が、手書きのラブレター
を彼女の鞄に忍ばせる。帰宅後そのラブレターに気づいた女の子は、面白がってそのラブ
レターを写真にとってインターネット上に投稿する。翌日、その男の子はその事実を知り、
学校にいられなくなってしまう。これは、自分は意図しないでも、軽はずみな行動が、相
手を傷つけ、自分が加害者になってしまう可能性があることを説明する際に利用したもの
である。上記２つの動画は、インターネット上の軽率な言動が、人の人生を狂わせてしま
う可能性を孕んでいることを伝えているものである。この結果は、この教材が調査参加者
にインターネットを利用する際には、常に自分が加害者にも被害者にもなりうることを想
起させたことを示唆している。このことから、この教材を活用し、今後ネットを利用する
際の軽率な言動を抑止する効果を期待できることが示唆された。また、先に述べた通り、
調査参加者に対して、筆者が事前にあらすじを説明してあるものの、この動画で使われて
いる言語が英語であるため、学習者にとって内容が正確に理解できない場面があったこと
が推察される。このことから今後は、日本語訳を記した紙媒体の資料などの補助教材が求
められる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三番目に多く選ばれたのは、「WS:円グラフに一日の生活時間を書く」（M=4.72, 
SD=1.00）であった。これは、学習者に、円グラフを使って、一日24時間のうち何時間（何％）
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PC/スマホの利用時間に使っているのか「見える化」させる学習教材である。これは、一日
のうち多大な時間を、自分が無意識的にPC/スマホを使っていることを理解させ、如何に
自分たちがそれらに依存した生活を送っているのかについて考える機会を与えるための教
材である。　　　　

以上の結果から、調査参加者らは、インターネット・ソーシャルメディア等を利用する
際の危険性や、それらに依存している自分たちの生活について見直すことの重要性につい
て認識していることが示唆された。

また、「セクスティング（性的なメッセージや画像などをSNSなどネット上に書き込む）
に関するアンケート」については、他の教材に比べて学習のしやすさに対するスコアが低
かった（M=4.04 ,SD=1.29）。これは、講義の際に、セクスティングに関して、自分や周り
の者が行ったことがあるか、又は、見聞きしたことがあるかなどについてアンケート形式
で提示したワークシート（WS）を各自回答するように指示を与えた。このアンケートを記
載しているWSは、提出する必要はなく、アンケートの結果を記録したり、集計したりす
ることを目的としないことを調査参加者に事前に周知しておいた。しかし、アンケート
の内容が非常にプライバシーにかかわる問題であるため、講話中は学習活動の際にクラス
メートや、講師である筆者が机間巡視の際目にする可能性があることを憂慮し、提示した
設問に回答しづらかったことが推測できる。また、この結果は、先に述べた自分にとって
役立つ学習内容として、三番目に多くの調査参加者が「セクスティング（性的なメッセー
ジや画像などをSNSなどネット上に書き込む）危険性について」を選択している結果と矛
盾するものとなっている。つまり、「セクスティングの危険性」について学ぶことについ
ては肯定的にとらえているが、この教材の学習のしやすさとしての評価が低いということ
は、扱う題材に問題があるのではなく、教材の内容（言葉・表現など）や、学習の形態や
アプローチの仕方（アンケート形式、集団学習）などが調査参加者のニーズに即していな
いことが推測される。

学習形態としては、グループディスカッションという学習形態についての学習のしやす
さについての評価 （M=4.01,SD=1.12 ） は、レクチャーの評価（M=4.39,SD=1.12）に比べ
て低かった。これは、先に述べたように、プライバシーにかかわる内容については、話し
合いがしづらいこともあったことが考えられる。また、男女混合のクラスであったため、
周囲の目を意識して、自分の意見を発言することに抵抗を感じていた可能性も考えられる。

以上のことを踏まえ、個々の大学生の性に関
するソーシャルメディアの活用の仕方や、セク
スティングなど抱えている問題についての実態
や、望まれる学習内容、学習形態、アプローチ
の仕方などについてのニーズを十分に把握した
うえで、それぞれの実態とニーズに対応できる
ような、カスタマイズ可能な教材の開発と学習
システムが必要であることが示唆された。　　

表－４. 大学生の学習のしやすさ
講義・教材タイプ M SD

レクチャー (n=76) 4.39 1.12 
WS:円グラフ(n=76) 4.72 1.00 
WS:PC/スマホ時間 (n=76) 4.64 1.20 
WS:セクスティング (n=75) 4.04 1.29 
ディスカッション (n=72) 4.01 1.12 
動画 :スマホ交流 (n=74) 4.69 1.16 
動画:面接試験(n=75) 4.92 1.02 
動画 :男女ビデオ (n=76) 4.67 1.05 
動画:ラブレター (n=74) 4.73 1.05 
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②調査参加者が将来小学校の授業の中で活用してみたいと思う、学習形態・教材について
質問した結果をグラフ‐4に示した。グラフ‐4が示す通り、最も多くの調査参加者が「WS:
円グラフに一日の生活時間を書く」（n=54, 71.1%）を選択していた。次いで「WS:PC/スマ
ホなどを使う時間を減らすことで、よくなること、悪くなること」（n=44, 57.9%）、三番
目に「グループディスカッション」（n=45, 59.8%）が多く選ばれていた。

グラフ－４．将来小学校の授業で活用したい教材・学習形態

また、小学校で利用する教材として、不適切だと思われる教材について質問した結果は、
グラフ‐5に示す通りである。このグラフ‐5から、この質問の回答者71名中半数強の38
名（53.5%）は、不適切と思うものはないと回答していた。しかし、19名（26.8%）のもの
は「動画：男女がビデオ通話機能を使って会話していて、当事者である女の子の傍らに、
画面に映らない二人の女の子がその通話の状況を黙ってみている状況の中、当事者の女の
子が男の子に裸になることを要求する」、13名（18.3%）のものは「WS:セクスティングに
関するアンケート」、7名（9.9%）のものは「動画：過去の自分の不適切な行為が写った写



泉　　　光　世

62

真などが就職試験の面接官に見られている」など、不適切な教材として報告していた。　
　　　グラフ－５．小学生の教材として不適切なもの

以上の結果から、「WS:円グラフに一日の生活時間を書く」は、調査参加者が自分たち
大学生、及び小学生の双方にとって学習しやすい教材として捉えられていることが明らか
になった。また、この教材を使った学習に連動した学習として、自分たちが如何にスマ
ホに依存しているのかを認識し、その生活を見直すきっかけを与えるための教材として、

「WS:PC/スマホなどを使う時間を減らすことで、よくなること、悪くなること」を、将来
小学生を指導する際に適切な教材として認識していることがうかがえる。また、小学生に
とって適切な学習形態として「レクチャー」を選んだものより（n=44,57.9%）、「グループ
ディスカッション」を選んだものの方がわずかに多いが、どちらの形式も約6割のものが
活用してみたいと肯定的に捉えていた。「動画：男女がビデオ通話機能を使って会話して
いて、当事者である女の子の傍らに、画面に映らない二人の女の子がその通話の状況を黙っ
てみている状況の中、当事者の女の子が男の子に裸になることを要求する」、「WS:セクス
ティングに関するアンケート」、「動画：過去の自分の不適切な行為が写った写真などが就
職試験の面接官に見られている」などの性にかかわる教材は、小学生に対する教材として
は不適切であると報告するものが多い傾向がみられた。これらの教材については、日本人
の小学生の実情に即した内容に修正することが求められる。しかし、先に述べた通り、本
研究で使用した教材について、過半数の調査参加者が小学生の教材として不適切な教材は
ないと回答していた。また、本研究で扱った米国の恋愛教育プログラムLOVE NOTE 3.0
の教材に対して性に関する教材以外は、不適切なものであると捉える者は少数派であるこ
とが明らかになった。以上のことから、この米国の教材は、小学校教師を目指す大学生が、
将来小学生のための学習の教材として活用できる可能性が示唆された。
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総括

本研究における調査参加者の講座に対するインパクト：
１．学習内容：ソーシャルメディアを利用することについてのメリットデメリットなどに
関する内容や、セクスティングに関する学習内容などが、自分にとって役立つとものであ
ると捉えていた。
２．教材：

①学習しやすさについて高い評価を得た「面接試験」「ラブレター」の２つの動画に関し
ては、インターネットの利用に際して、常に自分が加害者にも被害者にもなりうること
を想起させ、ネット上での軽はずみな行為を自制する可能性が示唆された。これらの英
語の動画は映像を見るだけでほぼ内容が理解できるようなものだが、学習者がより正確
に理解ができるように、今後は日本語訳を記した補助教材が求められる。
②「セクスティングに関するアンケートに対する」評価は低いが、学習内容としては役
立つと回答したものが多くみられたことから、今後教材の内容やアプローチの仕方を大
学生の意見やニーズを反映したものに改善していく必要性が示唆された。
③円グラフを使って一日24時間のうちどのくらいの時間を使っているのか「見える化」
できる教材に対する評価が高い傾向がみられた。これらのことから、インターネット・
ソーシャルメディア等を利用する際の危険性や、それらに依存している自分たちの生活
について見直すことの重要性について認識していることが明らかになった。

３．授業形態：
グループディスカッションについての評価は、レクチャーに比べ低いという結果となっ

た。これは、「性」というプライバシーにかかわるテーマを含み、かつ男女混合のクラス
であったため、自分の意見を発言することに抵抗を感じたことが推察される。
将来小学校で扱う教材としてのインパクト：
１．学習内容

①適切：SNSの利用のルールや、意図しないいじめの加害者になる、という学習内容に
ついては、小学生に適切な学習内容であると捉えている。
②不適切：「安全な性行為のために必要なこと」

「信頼関係を伴わない、早急な性行為が感情に与えるリスク」
「親密さとはどういうことなのか（体の関係があることだけが親密ではない）」

２．教材
①将来使ってみたい教材
⃝WS:円グラフに一日の生活時間を書く
⃝WS:PC/スマホなどを使う時間を減らすことで、よくなること、悪くなること」
②不適切：主に「性」に関係する教材。
⃝動画：男女がビデオ通話機能を使って会話していて、当事者である女の子の傍らに、

画面に映らない二人の女の子がその通話の状況を黙ってみている状況の中、当事者の
女の子が男の子に裸になることを要求する」
⃝動画：過去の自分の不適切な行為が写った写真などが就職試験の面接官に見られてい



泉　　　光　世

64

る
⃝WS:セクスティングに関するアンケート
＊過半数の調査参加者が本研究において使用した教育教材は、小学生の教材として不適

切な教材はないと回答していた。
３．授業形態
「レクチャー」より「グループディスカッション」の方が小学生にとって適切である

以上の結果から、本研究で扱った米国の恋愛教育プログラムLOVE NOTE 3.0の教材は、
本研究の調査参加者である、小学校教師を目指す大学生自体が、性に関するソーシャルメ
ディアの活用法について学ぶ教材として肯定的な印象を抱いているという結果が得られ
た。また、将来小学生に対する教育するための教材としても、修正・改善するべき点も挙
げられるが、全体としては不適切な教材という印象を抱くものは少数派であった。このこ
とから、上記米国のREプログラムは将来の小学校教師を目指す大学生の教材として、ま
た将来の小学生の教材として活用できる可能性が示唆された。
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2011年 北地方太平洋沖地震及び福島第一原子力発電所事故における
福島県内の避難指定区域にあった小学校や中学校、高等学校の教育活動継続の取組

2011年 東北地方太平洋沖地震及び福島第一原子力発電所事故に
おける福島県内の避難指定区域にあった小学校や中学校、

高等学校の教育活動継続の取組

鈴　木　久米男*　・　福　島　正　行**　・　阿　部　洋　己***  

（2021年12月22日受付，2022年1月13日受理）

１　はじめに

　本研究の目的は、2011年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による揺れや津波
による災害やその後の福島第一原子力発電所事故等（以降地震及び災害両者の場合：東日
本大震災と記載）での小学校や中学校及び高等学校における教育活動継続のための取り組
みを検証することである。このことにより、重大な災害や事故における教育活動継続のた
めの、県や市町村等の行政対応の在り方を検討する。
　本稿で扱う重大な災害や事故の発生において、学校における教育活動を継続させるため
には、解決すべき様々な課題がある。地震等の被災において、教育活動を継続させるため
には、児童生徒の安否確認とともに、学校施設の状況確認が必要となる。それらの確認を
教育委員会及び学校管理職、教員等が適切に実施することが求められる。さらに、様々な
状況により学校施設が使用不能となった場合、教育委員会が中心になって教育活動を継続
させるための対応にあたることになる。
　本稿では、2011年３月に発生した東日本大震災による教育活動継続のための取組とし
て、福島県における市町村や県の教育行政及び学校の対応を検証する。このことにより、
重大な災害における学校の危機管理の在り方を検討する。
　本研究の課題を設定した理由は、福島第一原子力発電所事故による重大事故において、
教育行政や学校が直面した課題が多くあったことにある。それは、学校における安全な教
育活動の展開において、児童・生徒の安全確保に関する正しい情報に基づいた危機管理が
あった。さらに、重大な自然災害や事故は、児童生徒を含んだ住民の居住権をも侵害する
ことを認識すべきである。加えて、重大な災害や事故は、教育活動の継続を阻害する場合
もある。また、原子力発電所事故においては、教員や教育行政担当者及び児童生徒が放射
線のリスクの程度を正しく評価できる科学的な知識をもつ必要があり、このことが、放射
線の危険性に対して「正しく恐れること」につながること等であった。これらの課題を検

＊ 岩手大学教育学部
＊＊ 盛岡大学文学部
＊＊＊ 福島県立本宮高等学校
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討することが、本研究の目的を設定した理由である。
　本研究の論点を踏まえて、重大災害時の学校における危機管理及び原子力発電所事故時
の住民の避難行動、さらに原子力発電所事故と学校の教育活動との関わりについてこれま
での先行研究をたどる。
　第一は、重大事故時の学校における危機管理に関する先行研究である。学校における危
機管理について、宮崎（2015）は既存の資料を整理し課題等を考察した。その中で、学校
における危機管理の内容を整理するとともに、学校における実践を検証している。その上
で、教職員が危機管理意識をもつとともに、地域や関係機関との連携の必要性を指摘して
いる。また、学校における災害発生時の対応の実態について、上野・鈴木・吉川　他（2017）
が、考察している。その中で、和歌山県内の学校における防災教育の実践を踏まえ、教育
活動と地域連携の観点から、学校が避難所となった場合の取り組みについて検証している。
さらに横澤（2017）は、高等学校の視点から学校事故について考察している。報告の中で、
建物や施設等及び生徒指導、教科指導、部活動に関わる事故の具体例をあげ、対応を検討
するとともに、学校事故対応として危機管理マニュアルの見直しや教職員全体での危機管
理の必要性等を指摘している。同様に、松尾・平田（2019）は、学校の危機と校長のリーダー
シップに関して考察した。その中で、学校の安全・安心に関する動向を整理するとともに、
危機管理として、平常時や事故発生時、収束時の３つのフェーズを踏まえた対応が必要で
あることを示した。さらに、危機管理における校長のリーダーシップでもっとも重要なの
は危機発生時の対応であり、そのための研修の機会が重要であるとした。
　これらの先行研究は、学校における災害発生時の危機管理や校長のリーダーシップ等を
検討している。しかし、これらは原子力発電所事故等の重大事故により学校が移転し、教
育活動が中断されるような状況は想定していない。
　第二は、原子力発電所事故時の被災状況及び住民の避難行動に関する先行研究である。
被災状況として、坂井（2012）は、東日本大震災における被災地の現状を報告した。その
中で、福島県の現状について原子力発電所に比較的近い福島県立田村高等学校の社会科教
諭の報告を掲載している。報告では、福島第一原子力発電所と地域との関わりや被災状況
を述べるとともに、放射線等への不安を「正当にこわがる」ことの必要性を指摘している。
また、和井田（2017）は、東日本大震災の現状について、福島県内の福島市及び相双地区
を中心に現地調査の結果を報告している。その中で、福島第一原子力発電所事故の被災状
況とともに、教育活動との関わりを踏まえた復興への取組の現状や一部の学校の復帰状況
を報告した。加えて、住民の避難状況について、長谷川（2014）は、福島第一原子力発電
所事故による長期避難生活の拠点形成の現状と課題を報告している。その中で、復興公営
住宅への入居希望の実態及び、双葉町や大熊町等の公営住宅への入居希望さらに避難状況
の実態等を示した。加えて、今後の課題として住宅の整備とともに、ソフト面としての生
活支援やコミュニティ形成支援の重要性を指摘した。
　これらの先行研究は、東日本大震災による被害状況や住民の避難の実態等を明らかにし
ているが、報告の中で学校に通う児童・生徒の状況との関連づけは十分ではない。
　第三は、原子力発電所事故時における学校の教育活動に関する先行研究である。鈴木

（2013）は、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故時の学校管理職としての経験に
基づき、放射線に対する教員及び生徒の知識の少なさによる危険性の過小評価及び漠然と
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した恐怖の実態を指摘した。また、福島（2012）は大熊町、吉田（2018）は浪江町、小島
（2014）は福島県立学校及び笹田（2017）は福島県内の自治体の対応を報告した。さらに、
千野・須沢・井本 他（2018）は、原子力発電所事故後の小・中学校の再編プロセスの検証
を福島県内の南相馬市や楢葉町、双葉町、広野町、大熊町、富岡町、葛尾村、飯舘村、田
村市の９市町村を対象として行った。報告の中で、避難に関する９市町村の統一性のなさ
や市町村独自の対応の実態を報告した。
　これらの先行研究は、東日本大震災及び原子力発電所事故における、小・中学校や高等
学校の対応状況を検証している。しかし、原子力発電所事故後の小・中学校や高等学校の
実態及びその後の経過についての検証は不十分である。
　以上の先行研究の成果と課題を踏まえ、本報告の目的を、2011年３月11日に発生した
東北地方太平洋沖地震及びその後の福島第一原子力発電所事故、いわゆる東日本大震災に
おける教育活動継続のための取り組み状況を踏まえ、重大な災害や事故における対応につ
いて検討することとした。そのために、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故の状
況とともに、市町村教育員会や県教育委員会の対応の経過をたどる。
  研究の目的に迫るために、２章において、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故
発生時の学校及び住民の避難の実態を明らかにする。３章では、避難指定区域の住民の避
難状況や小・中学校の教育活動継続のための取組を検証する。さらに４章では、県立学校
の取り組みを、県教育委員会の対応を踏まえて検証する。５章では、まとめを行う。

２　東北地方太平洋沖地震及び福島第一原子力発電所事故の状況

　本章では、東北地方太平洋沖地震及び福島第一原子力発電所事故の主な経過とともに、
避難指示区域内住民の避難状況をたどる。

（1）東北地方太平洋沖地震発生時及び住民の避難状況
　本節では、東北地方太平洋沖地震及び福島第一原子力発電所事故の経過、国や福島県な
どの行政の対応とそれに応じた該当地区住民の避難状況をたどる。
　2011年３月11日14時46分に、宮城県男鹿半島沖の東南東130㎞、深さ24㎞を震源と
するM9.0の東北地方太平洋沖地震が発生し、ゆれにより東北地方を中心に東日本全域に
被害を及ぼした。加えて津波により青森県や岩手県、宮城県、福島県、茨城県等は甚大な
被害を受けた。
　地震発生後の状況として、福島県いわき市における被害状況（1）を示す。３月11日の東
北地方太平洋沖地震において、いわき市では震度６弱の揺れにより建物被害とともに下水
道や水道、電気などのインフラ設備が一時的に使用不能となった。さらに津波により多
くの家屋が倒壊した。加えて４月12日の余震でも震度６弱を観測し、渡辺地区において
山崩れなどの被害を受けた。2011年８月19日時点でのいわき市全体の人的被害は、死者
308名、行方不明者39名にも及んだ。
　加えて、福島第一原子力発電所では地震により送電線の鉄塔が損壊し外部からの送電が
停止した。その後の津波で原子力建屋の非常電源が喪失したことにより、原子炉が冷却停
止に陥り、核燃料のメルトダウン及び水素爆発が発生した。このことにより放射性物質が
各地に拡散し、地域の放射線量が急激に上昇したことで、地区住民が避難しなければなら
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ない状況に陥った（成合 2012）。　
　該当地区住民の避難の状況として、福島県災害対策本部の被害状況即報（第913報）（２）

によると、2013年４月１日において、福島県の住民の98,764人が県内へ避難、56,920
人が県外に避難していた。また、震災関連の人的被害として、直接死、関連死の合計は3,191
人となっていた。
　現在の該当地区住民の避難状況として、被害状況即報（第1782報）（３）によると、令和
３年11月５日現在、福島県の住民の8,826人が県内へ避難、27,819人が県外に避難して
いる。さらに、震災関連の人的被害として、直接死、関連死の合計は4,162人となっている。
　以上のように、該当地区住民の現在の避難状況として、2013年当時と比較して、県内
避難の住民数は約1/10に減少したものの、県外避難は約１/ ２と多くの住民の避難生活が
続いている。

（2）福島第一原子力発電所事故の経過
　東北地方太平洋沖地震の発生時、東京電力福島第一原子力発電所の１から３号機は運転
中であったが、４から６号機は定期検査中で停止中だった。地震の強い揺れにより、１
から３号機は、運転が自動緊急停止された（東京電力福島原子力発電所事故調査委員会
2012）。さらに、地震の揺れにより施設外部から電気を供給するための送電線の鉄塔が倒
壊し、送電が停止した。そのために非常用ディーゼル発電機が起動し、電気の供給を開始
した。しかし、その後の津波の襲来により、全電源を喪失した。このことにより、１号機
は同日18時50分頃に炉心損傷が始まり、翌日の15時36分に原子炉建屋の水素爆発が発
生した。２号機は３月14日から炉心の損傷が始まり、翌日の朝６時に圧力抑制室の破損
が原因とされる放射性物質が放出された。３号機は３月13日から、炉心の損傷が始まり、
翌日の11時01分に原子炉建屋で水素爆発が発生した。加えて４号機は運転停止中では
あったが、３月15日の６時過ぎに原子炉建屋で水素爆発が発生した（表１ 参照）。

（3）原子力発電所事故による放射性物質の拡散と住民への避難指示
　福島第一原子力発電所の冷却停止により原子炉が損傷を受け、大量の放射性物質が拡散
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した。このことにより、国は放射性物質の拡散状況を踏まえ、住民を避難させる区域を決
定した。
　東京電力は、原子力発電所の制御不能の状況により、国に対して原子力災害対策特別措
置法15条該当事象を通報した。このことを踏まえ国は、３月11日19時03分に緊急事態
宣言を発出した（東京電力福島原子力発電所事故調査委員会　2012）。このことを受け福
島県は、福島第一原子力発電所から２㎞圏内の住民に対して避難を要請した。その後国は、
原子力発電所から３㎞圏内に避難指示、さらに10㎞圏内には屋内退避指示を出した。そ
の後の福島第一原子力発電所１号機の水素爆発により、20㎞圏内に避難指示が出された。
　３月14、15日の３号機、４号機の水素爆発による放射性物質の拡散により、４月21、
22日には原子力発電所から20㎞圏内を警戒区域として原則立ち入り禁止とした。同時に、
計画的避難区域と緊急時避難準備区域を設定した。
　福島市における放射線量の推移として、３月15日には25μSv/hという高い値を示した。
原子力発電所の水素爆発は12日に発生しており、このことは、放射性物質の拡散は同心
円状ではないことを示していた。さらに、事故発生から約一ヶ月後の放射線量の分布状況
によると、水素爆発が起こった時の風向きにより、放射性物質の拡散状況に偏りが見られ
ることが明らかになった。　
　初期の段階では、放射性物質の拡散による被害を避けるための避難区域の設定であり、
原子力発電所からの距離によって設定された。これは、実際の拡散状況の調査結果に基づ
いた指示ではなかった。このことから、住民の避難に関して後に混乱を招くこととなった。
　住民の避難が強制された避難指示区域には、幼稚園や小学校、中学校、高等学校等があり、
域内での教育活動の継続は不可能となった。その後、避難指示区域は、放射線の年間積算
線量が50mSvを超え５年を経過しても20mSvを下回らないおそれのある「帰還困難区域」
と、年間積算線量が20mSvを超える「居住制限区域」となった。このことにより、該当地
区の住民は帰還が長期的に困難になった。
　以上のように、福島県の太平洋沿岸は、東北地方太平洋沖地震の発生による揺れや津波
で被害を受けるとともに、福島第一原子力発電所建屋の水素爆発等による大量の放射性物
質の放出により、住民は居住地からの退避を余儀なくされた。さらに、当初は、爆発した
原子力発電所からの距離で避難指示が出されたが、放射性物質の飛散状況が明らかになる
につれて、指定区域が特定され、場所によっては30㎞圏内にも及んだ。その後、帰還困
難区域と居住制限区域が指定され、該当地区の住民は長期的に帰還が困難になった。 

３　避難指示区域内の小・中学校の取り組み

　福島第一原子力発電所の水素爆発事故により、大量の放射性物質が原子炉外に放出され
た。当初、国及び福島県は、原子力発電所からの距離により避難等を指示した。しかし、
後に放射性物質の拡散は同心円状ではなく、天気や風向きなどにより偏りがあることが明
らかになった。そこで地区の放射線量に応じた避難指示がされるようになった。特に放射
線量が高い地区は「避難指定区域」となった。このことから避難指定区域内の住民は避難
を強制されるとともに、指定区域内の学校は教育活動ができない状況に陥った。そのため
に、避難指定区域内の町村教育委員会は、学校再開のための様々な取り組みをした。小・



鈴　木　久米男　・　福　島　正　行　・　阿　部　洋　己

72

中学校の再開については、これまで福島（2012）や吉田（2018）等が報告している。この
ことを踏まえ本章では、県全体の状況及び浪江町や双葉町、富岡町、大熊町及び楢葉町の
状況を検証する。

（1）避難指定区域住民の避難状況
　避難指定区域内の住民は当初、臨時に設置された避難所や親戚、知人を頼って避難した。
また、多くの住民が県外にも避難した。
　避難の際、避難地区の住民が地区のまとまりごとに避難する傾向がみられた。このこと
から、表２「避難指示区域町村住民の県内への避難状況」（４）に示したように、各町村の避
難者が比較的多い市や町に仮設住宅が建設されて入居したり、民間アパートを借り上げ住
宅として入居したりした。また公営住宅や雇用促進住宅に入居する住民もいた。さらに、
親戚や知人宅などに住まわせてもらう住民もいた。
　具体的な避難状況として、飯舘村であれば各地の借上住宅とともに福島市が最も多く、
同様に浪江町は二本松市や福島市、大熊町は会津若松市、富岡町は郡山市等となっていた。
これらのことから、各町村の役場機能もこれらを踏まえて飯館村は福島市、浪江町は二本
松市等に移転した。 　
  

　さらに、避難先は県内ばかりではなく、
県外に及び、2013年３月の時点で、避難
者は約６万人にも及んだ。主な避難先とし
て、山形県が9,420人と最も多く、次いで
東京都の7,415人、新潟県の5,688人等と
なっていた。
　以上のように、避難指定区域内の住民は
県内外での避難生活を余儀なくされた。そ
れらの実態として、浪江町や双葉町、富岡
町、大熊町、楢葉町の住民の避難状況及び
学校再開の実態を概観する。

（2）浪江町の状況
　浪江町の東日本大震災発生後の避難状況を、なみえ創成小学校・中学校の記録により概
観する（7）。福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、国は2011年３月11日21時23分に原
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子力発電所から3㎞圏内に避難、10㎞圏内に屋内退避指示を発令した。さらに翌12日５
時44分に国は、避難指示区域を10㎞圏内とした。浪江町では、３月12日の朝に、町の
広報で原子力発電所が危険な状況にあり、津島方面に避難するようにとの呼びかけがあっ
た。そこで多くの町民が、着の身着のままで、津島方面に避難した。さらに同日の15時
36分には、同原子力発電所の1号機で水素爆発が発生し、建屋が損壊した。このことを
踏まえて国は、避難指示区域を20㎞圏内とした。これを受け、浪江町民は、津島地区か
ら二本松市や福島市等に移動した。同時に役場機能を二本松市の東和支所へ、さらに同市
郭内その後同市平石に移した。
　東日本大震災発災時の町の人口は20,905人であった。それらの多くの町民が福島市や
二本松市、そして郡山市等に避難した。また、３割程度は県外に避難していた。
　３月27日現在で同町内の小学生は1,162名であり、中学生は610名であった。避難後
間もない４月には、新年度である2011年度の入学式が行われた。町内の児童・生徒は避
難先の小・中学校に区域外就学の手続きを行い入学した。
　浪江町教育委員会は、住民が比較的多く避難し役場も移転していた二本松市において、
同年８月25日に浪江小学校・中学校を再開することができた。同校の在籍数は、小学生
28名、中学生33名であった。その後、2014年４月には、同町立津島小学校が二本松市
の別の場所において在籍児童数３名で再開した。
　同町教育委員会は、避難区域解除後の学校再開を想定して、2016年10月28日に、学
校再開のための準備委員会を設置した。翌年の2017年３月、国は帰還困難区域を除く一
部の地区に避難指示の解除を行った。この避難指示の解除を踏まえ、同年５月に浪江町学
校教育復興推進協議会を設置した。検討結果を踏まえ、2018年４月に、浪江町幾世橋地
区に、浪江町立なみえ創成小学校・中学校が開設された。小学校に８名、中学校に２名の
計10名が入学し、「なみえ創成型コミュニティ・スクールの教育活動」がスタートした。
2020年３月13日には、創立後初めてとなる卒業式が実施された（浪江町 2021）。

（3）双葉町の状況　　
　双葉町の避難状況を概観する。双葉町は、福島第一原子力発電所の立地自治体である。
震災直後、３月12日までに原発から20㎞圏内に避難指示区域を拡大しているが、全町が
その範囲内にある。震災直後の避難と役場機能の移転については次のようになっている（双
葉町HP「各年度の町の動き」（８）、広報ふたば〈災害版〉（９））。
　双葉町は、３月12日までに川俣町へ集団避難することを決定した。川俣町に避難した
のは約2,200人ほどであった。その後、３月15日に原発周辺20－30㎞屋内退避指示が
出たことを受け、３月18日には、さいたま市へと避難先を変え、３月末からは埼玉県加
須市の旧騎西高校に避難先を変えた。６月時点での避難先は、福島県内に2,872人、集団
避難先がある埼玉県に1,591人、そのほかは宮城県や関東地方を中心に約2,500人という
状況であった（2010年時点の双葉町人口は6,932人）。
　役場機能についてみてみると、4月１日、集団避難先となった加須市に双葉町埼玉支所
が開設され、同日同猪苗代出張所（９月30日まで）が開設となった。10月28日には福島
支所（郡山市、2013年６月に「郡山支所」に改称）、12月12日にはつくば出張所（つくば市）、
2012年４月１日にはいわき南台連絡所が開設された。その後、2013年、役場機能の本体
がいわき市に移転することになるが（双葉町いわき事務所）、埼玉支所、郡山支所は、避



鈴　木　久米男　・　福　島　正　行　・　阿　部　洋　己

74

難者支援のために残されることになった。2020年３月４日に、双葉町内初となる避難指
示解除が実現したことを受け双葉町内に「コミュニティセンター連絡所」が開設すること
になったが、2021年時点において、避難指示が解除されているのは双葉町の中でもごく
一部にとどまっている。役場機能はいわき市にあり、郡山・埼玉の各支所及びつくば・南
相馬（2014年６月30日から）の各連絡所は解消されていない。
　双葉町立学校は震災
前において、幼稚園１
校（2010年時点で130
人）、小学校２校（同
343人）、中学校１校

（同208人）であった
（福島県HP（10））。震災
直後においては、避難
先の学校への転入によ
り対応した。2013年
度における双葉中学校
の区域外就学の状況を示したのが、表４である。県内に避難した生徒は、いわき市や郡山
市が多く、さらに福島市や白河市等であり、合計は90人であった。さらに、県外避難生徒は、
神奈川県や栃木県、富山県等で合計は77人であった。
　双葉町教育委員会は、2014年４月１日にふたば幼稚園や双葉南・北小学校、双葉中学
校をいわき市内の民間企業の旧店舗にて再開した。同年８月には完成した仮設校舎に移っ
た。2020年末の在籍者数は、幼稚園１校に５人、小学校２校に30人、中学校１校に12
人であった。

（4）富岡町の状況
　富岡町の避難状況を概観する。富岡町は、福島第一原子力発電所の立地自治体である大
熊町の南側に位置している。震災直後、３月12日までに原発から20㎞圏内に避難指示区
域を拡大しているが、全町がその範囲内にある。震災直後の避難と役場機能の移転につい
ては次のようになっている（富岡町2015、2016年以降は『広報とみおか』（11）参照）。
　富岡町は、３月12日までに富岡町の西隣にある川内村に全町避難を開始した。その後、
３月15日に避難指示区域が再拡大すると、３月16日には「ビッグパレットふくしま」（郡
山市）に避難先を移した。「ビッグパレット」を含む郡山市には、約1,700人の町民が避難
した。また、避難に当たっては友好都市である埼玉県杉戸町のバスが利用されたこともあ
り、一部の住民が杉戸町とその周辺の自治体に避難した。他にも東京都や栃木県の公共施
設が避難者を受け入れた。その後、郡山市や三春町、大玉村、いわき市に町応急仮設住宅
を建設し、町民はそれらに二次避難することとなった（６月以降）。2014年３月時点の避
難状況は、郡山・三春・大玉の各市町村に約3,600人、いわき市に約5,800人、その他県
内市町村に約1,600人、県外避難者4,300人という状況であった（2010年の富岡町の住民
は15,755人）。
　役場機能についてみると、まず、2011年４月14日には富岡町役場郡山出張所が「ビッ
グパレット」内に開設された。12月19日には、郡山出張所が郡山市内に移転された他、
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仮設住宅があり町民が多く住むいわき市（のち2014年いわき市内にいわき支所として移
転）、三春町、大玉村にそれぞれ出張所が開設された。2015年10月1日に、復旧課・復
興推進課が富岡町内で再開された後、2017年３月の町内における避難指示の解除を受け

（帰宅困難区域を除く町面積の85%）、４月には町内において役場機能が再開された（いわ
きと郡山に支所を残し、町外の出張所等が閉じられた）。
　富岡町立学校は震災前において、幼稚園３校（2010年時点で192人）、小学校２校（同
937人）、中学校２校（同550人）であった（福島県HP（12））。震災以降、町立学校は臨時休
校となり、2011年の新学期以降は、それぞれの避難先で区域外通学をすることになった。
教員は、町立学校と児童生徒が通学する学校とを兼務する形で、町外の学校に配置された。
富岡町教育委員会は、2011年９月１日、富岡町立学校園を三春町に再開した（三春校）。
幼稚園児7人（教職員7人）、小学生29人（教職員19人）、中学生28人（教職員19人）でス
タートした（本来の在籍園児・児童・生徒数の５％）。2015年６月には、三春校敷地内に
仮設体育館を竣工した。2018年４月１日、富岡町立小中学校が富岡町内で再開され（富
岡校）、小学校２校、中学校２校については、それぞれが三春校を残しつつ、現在に至っ
ている（2021年時点）。2020年現在、町立幼稚園在籍者数は39人、小学校在籍者数は35
人、中学校在籍者数は15人となっている。

（5）大熊町の状況
  大熊町の避難状況を概観する。大熊町は、福島第一原子力発電所の立地自治体であった。
震災直後、３月12日までに原発から20㎞圏内に避難指示区域を拡大しており、「全町避難」
が急務な状況であった。震災直後の避難と役場機能の移転については次のようになってい
る（大熊町2017）。
　大熊町は、３月12日までに田村市へ集団避難した。この時点では集団避難先の田村市
以外にも、三春町や小野町、郡山市など、20以上の避難所に町民は避難していた。その後、

「落ち着いた環境」「町民と一緒にこれからを考える拠点」「４月からの学校再開」を視野に、
３月25日には町長により会津若松市を二次避難先とする表明があり、4月３・４日にバ
スにて町民の避難が行われた。５日には役場機能を会津若松市に移した（会津若松出張所）。
2011年９月の時点で、会津若松市をはじめ、会津地方に避難した町民は4,175人である

（2010年時点の大熊町人口は11,264人）。
　帰町に向けての動きについてであるが、2011年10月11日に、大熊町から遠くないい
わき市にいわき連絡事務所を開設した。2012年10月１日には、二本松市に中通り連絡事
務所を開設した（2016年4月1日に郡山市へ）。またこの年の12月10日に避難指示区域
が、避難指示解除準備区域（町面積の23%、人口の0.2%）、居住制限区域（町面積の15%、
人口の3.3%）、帰宅困難区域（町面積の62%、人口の96.5%）へ再編されたことに伴い、
大熊町内に現地連絡事務所を開設するに至った（2013年４月）。その後、2019年４月10日、
大熊町内の大川原地区などの避難指示が解除されたことに伴い、19日、大川原地区に大
熊町新庁舎を開設した。
　大熊町立学校は震災前において、幼稚園２校（2010年時点で352人）、小学校２校（同
756人）、中学校１校（同371人）であった（福島県HP）（13）。大熊町教育委員会は、2019
年に大熊町内に移すまでの期間に役場機能を置いていた会津若松市の廃校に、幼稚園と小・
中学校を開設し、４月16日には入学式、19日には始業式を実施した。2011年４月28日
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時点において、会津若松市に開設された学校に通学した児童生徒等は、幼稚園（２校１施設）
で136人、小学校（２校１施設）で351人、中学校（１校）で213人であった。会津若松市
に避難しなかった児童生徒もいたが、区域外就学で対応した。会津若松市立学校に区域外
就学したのは、小学生121人、中学生55人であった（福島2012）。2013年４月には大熊
中学校の仮説校舎が建てられた（会津若松市）。その後、2021年度より、中学校が、別の
場所に開設していた小学校校舎内に移転することになり、2021年現在では、小中学校が
１施設となっている。
　2023年、大熊町大川原地区での義務教育学校開校が予定されている（大熊町総合教育
会議2020年６月「教育大綱」）。2020年現在、町立幼稚園在籍者数は５人、小学校在籍者
数は９人、中学校在籍者数は３人となっており（いずれも会津若松市）、大熊町の教育大
綱でも「幼児・児童・生徒は被災前の約1.4%まで減少」していることを記している。

（6）楢葉町の状況
　楢葉町の避難状況を概観する。楢葉町は、福島第一原子力発電所の立地自治体である大
熊町の南方に位置している。震災直後、３月12日までに原発から20㎞圏内に避難指示区
域を拡大しているが、町の大部分がその範囲内にある。震災直後の避難と役場機能の移転
については次のようになっている（楢葉町2014；2016；2021）。
　楢葉町は、３月12日までに広野町を挟んで南に位置するいわき市に全町避難を開始し
た。両市町には「災害時における相互応援協定」が締結されている経緯があった。市内９
か所の避難所に5,366人が避難した。その他約2,000人は、県内外へ避難した（2010年の
楢葉町の住民は7,700人）。３月16日以降同じく「災害時における相互応援協定」が締結さ
れていた会津美里町へ集団避難した。この時、実際に会津美里町に避難したのは1,195人
であった。これは、会津美里町における避難者の収容人数に制約があったためである。こ
のことから、引き続きいわき市で避難を続けた町民も多かった。いわき市避難者について
は６月までに約450人が、会津美里町及び周辺３市町避難者については９月までに約600
人が二次避難を終えたが、避難所生活を続けた住民や独自で家を借りた住民も多かった。
並行して仮設住宅への入居も始まった。2014年７月時点で、避難者は、いわき市（5,478
人）、会津美里町（379人）、会津若松市（132人）、郡山市（107人）等となっており、県内
避難者は6,376人であり、県外避難者は、関東地方を中心に1,269人であった。
　役場機能についてみると、３月25日、避難先である会津美里町に楢葉町役場会津美里
出張所が開設された。他方で、避難者数が多いいわき市には、いわき明星大学（2019年
に医療創生大学と名称変更）大学会館にいわき出張所を開設した。その後、９月に緊急時
避難準備区域の解除などがあり、2012年１月17日には、災害対策本部を会津美里町から
いわき市に移した。また、８月10日には町内の警戒区域が解除となり、避難指示区域が
避難指示解除準備区域へと変更された。これらの状況を受け、2014年６月には、帰町準
備室など役場機能の一部を楢葉町内に移した。2015年には避難指示が解除となり、役場
機能が町内に復帰した。
　楢葉町立学校は震災前において、幼稚園１校（2010年時点で168人）、小学校２校（同
432人）、中学校１校（同254人）であった（福島県HP（14））。震災以降、会津美里町に避難
した児童生徒は会津美里町立学校へ、その他の地域に避難した児童生徒の通学は保護者に
委ねられた。楢葉町教育委員会は、2012年４月６日、いわき市内に仮校舎を設置して町



77

2011年 北地方太平洋沖地震及び福島第一原子力発電所事故における
福島県内の避難指定区域にあった小学校や中学校、高等学校の教育活動継続の取組

立小中学校を再開した（児童63人、生徒38人）。2013年にはこども園の仮設園舎を設置
して幼児教育を再開した。避難区域の解除に伴って、2013年には、震災の被害が少なかっ
た町内の小学校１校の復旧工事が始まり、楢葉町内の中学校も2015年には新校舎が完成
した。2015年に設置された学校再開検討委員会は、避難者の意向を汲みながら学校再開
までの道筋を探り、2017年、町内で小中学校の再開が実現した。2020年現在、町立こど
も園在籍者数は107人、小学校在籍者数は98人、中学校在籍者数は38人となっている。
　以上のように、東北地方太平洋沖地震による原子力発電所事故により、避難指定区域内
の住民は、県内や県外に避難した。避難は地区ごとに行われる状況がみられ、さらに役場
機能を浪江町は避難者が多い二本松市、双葉町は一度は埼玉県の加須市に移したがその後
いわき市に移転するなど行政の対応は異なった。このような状況の中、各町村は教育委員
会が中心なって学校再開に取り組んだ。現時点で、震災前の町村に戻った学校として飯館
村や浪江町等があるが、双葉町や大熊町、富岡町の一部の学校は未だに復帰が叶っていな
い。その中で、富岡町は2021年度末をもって、三春校の閉校が予定されている。

４　避難指示地区域内の高等学校の取り組み

（1）サテライト校の開設
　本章では、東日本大震災時に福島県の避難指定区域にあった県立高等学校の状況を、県
教育委員会の取り組みを踏まえて検証する（鈴木 2022）。
　 2011年３月12日に、国は福島第一原子力発電所から半径20㎞圏内の住民に避難指示
を出した。この指示により、住民は福島県内の各地域及び県外へ避難した。小・中学生の
場合、避難先にある小・中学校に編入学したり、市町村が避難先で学校を開設するのを待っ
たりすることもあった。しかし、高等学校では、入学者の居住地が広範囲にあることから、
避難先が多様であったり、転入学の制度が異なったりした。このことから小・中学校とは
異なる対応が求められた。
　同年３月下旬には、避難指定区域にあった各高等学校において入学試験の結果を踏まえ、
合格発表が行われた。しかし、各高等学校の生徒及び入学希望生は県内、県外の様々な地
域に避難していた（表２、３参照）。このような状況を踏まえ、福島県教育委員会は、避
難指定区域内にあった県立高等学校の再開の対応にあたる部局を、福島県教育庁学校経営
支援課とした。その後県教育委員会は、避難指定区域内高等学校の再開において、県内の
避難住民が多い地区に新たに臨時的に校舎を開設するいわゆるサテライト校を設置するこ
とにした。
　サテライト校設置のために、はじめに取り組んだのは各地区に分散して避難していた生
徒の状況把握であった。人数把握後、サテライト校の設置場所を決定した。サテライト校
設置の概要が確定した後、県教育委員会は、同年４月３日に、「避難指示区域・屋内避難
区域内（いわゆる30㎞圏内）の県立高等学校のサテライト設置と学習活動について」とす
る通知文を発出した（15）。
　その中で、サテライト校を、県北、県中、会津、いわき、相双の各地区に設置予定であ
ることや、各地区のサテライト校への希望者が10名を超えた場合に開設すること等の基
本方針を示した。これらの方針に基づき、４月上旬には方部別説明会を開催し、４月中旬
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には、転入学希望の受付が行われ、さらに４月22日には各サテライト校の生徒数を確定
した。これらの手続きを踏まえ、サテライト校の開設とともに教員の配置を確定した。そ
の後、開設準備が終了した避難指示区域内にある高等学校のサテライト校を順次開校して
いった。このことにより５月９日には、双葉高校や浪江高校、双葉翔陽高校の一部が、さ
らに、10日には富岡高校等が開校した。同月18日の相馬農業高校飯館分校の開校により、
全てのサテライト校が開校した（表５ 参照）。
　各高等学校のサテライト校は、表５に示したように何カ所にも分散して運営された。双
葉高校は福島南高校やあさか開成高校等４カ所、小高工業高校は二本松工業高校や郡山北
工業高校等５カ所にも及んだ。

（2）浪江高校の震災対応と学校再開
　サテライト校を開設した高等学校として、浪江高校の震災対応の実態を当時の校長（鈴
木　2012）の報告を基にたどる。
　東北地方太平洋沖地震が発生した３月11日、浪江高校では高校入試期間中であり、教
職員それぞれが入試業務にあたっていた。校地内に生徒はいなかったが、部活動のため校
門付近に十数名の生徒がいることを確認し、教員が高台に向かわせた。14日の合格発表
は延期との知らせがテレビニュースで放映された。臨時に会議を開催して対応を協議し、
浪江高校の本校を当面休校とし、分校である津島校も浪江町民の避難所となったことから、
当面休校措置とすることを決定した。翌12日早朝に町の防災放送と広報車が津島地区へ
の避難の呼びかけをした。本校の職員も津島校へ避難し、避難所の運営を行った。その後
の原子力発電所１号機、３号機、４号機建屋の水素爆発により、15日の夜に、津島校か
ら二本松方面に避難した。
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　18日には県教育委員会から４月の人事異動凍結の連絡と生徒の安否確認の指示を受け
た。21日には、浪江高校の臨時窓口を岩瀬農業高校に置くとの連絡が入り、翌22日に臨
時窓口を設置、学校再開に向けた業務を開始した。23日時点で、全校生213名のうち、
県内への避難者は106名、県外は106名、未確認生徒1名であった。30日に県教育委員
会より、安達高校での授業再開はどうかとの打診を受け、サテライト校開設の準備を開始
した。４月３日にサテライト校に関する説明会が福島第一小学校で開催され、浪江高校の
サテライト校の候補校が示された。最終的には、学校本部機能の拠点となるのが安達高校、
いわき地区のサテライト校が好間高校となった。その後、安達高校において授業再開に向
けた準備を進め、同月26日に実施した運営委員会で、始業日を５月９日、新入生オリエ
ンテーションを10日に、授業開始を11日にすることを決定した。同時に津島校は、安達
高校に仮設校舎が完成するまで二本松市文化センターを借用することも決定した。
　始業日である５月９日現在の安達サテライト校の在籍生徒数は108名、好間サテライト
校は22名の合計130名であったことから、在籍生徒数は４月８日時点の279名の約半数
であった。教員によっては安達サテライト校と好間サテライト校を兼務していることから、
移動の負担が大きかったが、二学期以降は講師が配置され、緩和された。津島校について
は、５月９日現在の在籍生徒数は50名であり、４月８日時点の生徒数が61名であったこ
とから11名が県内外の高等学校へ転学したことになった。
　授業の実施において、協力校との関係で使用施設が重なったり、学校外の施設を使用す
るために時間的な制約があったりした。さらにグラウンドの放射線量が高くなって使用で
きないこともあった。同様に部活動も練習場所の確保など制約が多かった。加えて、避難
所から通学してくる生徒は、遠距離通学や避難所での生活環境のため十分な学習時間が確
保できない状況にあった。さらに、保護者の生活基盤が失われたことから、生徒の進学希
望の実現が難しい状況に陥った。
　以上が、浪江高校における地震発生から授業再開までの主な経過である。その後、浪江
高校は、安達高校及び好間高校のサテライト校が集約され、本宮高校に設置されたサテ
ライト校に移転した。さらに2015年４月のふたば未来学園高等学校の開校により、2017
年の３月をもって休校となった。

（3）サテライト校集約と高等学校新設の動き
　サテライト校開設の翌年である2012年度に改編が行われ、双葉高校と双葉翔陽高校の
２校が、いわき明星大学に集約された。さらに浪江高校は安達高校と好間高校にあったサ
テライト校を、本宮高校に新設した仮設校舎に集約された。加えて、浪江高校の津島校が
安達高校の仮設校舎に移転した。富岡高校は、光南高校と磐城桜が丘高校のサテライト校
はいわき明星大学に集約されたが、福島北高校、猪苗代高校、静岡県立三島長陵高校の４ヶ
所での分散状況は、休校となる2017年３月まで続いた。
　そのような中、双葉地区の将来に向けた人材育成を踏まえ、高等学校の新設構想が浮か
び上った。2012年12月に、「福島県双葉郡教育復興に関する協議会」が双葉郡教育長会
や福島県、福島大学、文部科学省、復興庁をメンバーに設置された。その中で、双葉地区
の震災後の教育の在り方を協議した。同協議会は2013年７月に「双葉郡教育復興ビジョ
ン」を発表し、中高一貫校の新設を打ち出した（福島県双葉郡教育復興に関する協議会）（17）。
この教育復興ビジョンを踏まえ2015年４月に、広野町立広野中学校の校舎を間借りする
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ことにより、「福島県立ふたば未来学園高等学校」が開校した。同校の開設により、双葉
高校や富岡高校、浪江高校等は募集停止となり、在校生が卒業した2017年３月には休校
となった。
　以上のように、避難指示区域内の県立学校は、該当地区住民の避難状況により、サテラ
イト校を開設して学習機会の確保をした。東日本大震災の翌年度には、それらのサテライ
ト校は本来の教育環境にするために、一部例外はあったが集約されたり、設立当時の場所
に復帰したりした。さらに「双葉郡教育復興ビジョン」に基づいて、ふたば未来学園高等
学校が新設され、双葉高校や浪江高校、富岡高校等は休校となった。

5　おわりに

　本研究は、2011年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び福島第一原子力発電
所事故に伴う、避難指定区域にあった小・中学校及び県立高等学校の状況を検討したもの
である。
　福島県の太平洋沿岸地区住民の状況として、東北地方太平洋沖地震の発生による揺れや
津波で被害を受けるとともに、福島第一原子力発電所建屋の水素爆発による大量の放射
性物質の放出により、居住地からの避難を余儀なくされた。住民の避難については、当初
は、爆発した原子力発電所からの距離で避難指示が出された。しかし、放射性物質の飛散
状況が明らかになるにつれて、指定区域が特定され、場所によっては30㎞圏内にも及んだ。
さらに放射線量により、帰還困難区域と居住制限区域が指定され、該当地区の住民は長期
的に帰還が困難になった。 
　避難指定区域内の住民は、県内や県外に避難した。避難は地区ごとに行われる状況がみ
られ、さらに役場機能を浪江町は避難者が多い二本松市、双葉町は一度は埼玉県の加須市
に移したがその後いわき市に移転するなど行政の対応は異なった。このような状況の中、
各町村は教育委員会が中心なって学校再開に取り組んだ。現時点で、震災前の町村に戻っ
た学校として飯館村や浪江町等があるが、双葉町や大熊町、富岡町の一部の学校は未だに
復帰が叶えられていない。その中で、富岡町は2021年度末をもって、三春校の閉校が予
定されている。
　高等学校の対応として、避難指示区域内の学校は、該当地区住民の避難状況により、サ
テライト校を開設して学習機会を確保した。東日本大震災の翌年度には、それらのサテラ
イト校は本来の教育環境にするために、一部例外はあったが集約されたり、設立当時の場
所に復帰したりした。さらに「双葉郡教育復興ビジョン」に基づいて、中高一貫校である
ふたば未来学園高等学校・中学校が新設され、双葉高校や浪江高校、富岡高校等は休校と
なった。
　以上のように、2011年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による揺れや津波に
よる災害やその後の福島第一原子力発電所事故等における小学校や中学校及び高等学校に
おける教育活動継続のための取り組み状況を、県や町村等の行政の対応を踏まえて検討し
た。
　教育活動を継続させるために、福島県や各市町村は、できうる様々な手立てを講じてい
た。しかし、放射線量の違いにより現在も学校が避難当時の場所に戻ることができていな
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2011年 北地方太平洋沖地震及び福島第一原子力発電所事故における
福島県内の避難指定区域にあった小学校や中学校、高等学校の教育活動継続の取組

い状況にある。このことから、教育活動に対する福島第一原子力発電所事故による影響は
まだ収束していない。
　本研究は、東日本大震災による福島第一原子力発電所事故による避難指示区域内の小学
校や中学校、高等学校の状況をみてきた。しかし、町村により住民の避難の実態や各学校
の状況は様々であり、概要を検討したにすぎない。今後は、小学校や中学校及び高等学校、
各校の具体的な対応の経過を明らかにしていきたい。
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岩手県盛岡市「尾入野湿性植物園」のトンボ相

―小学校生活科や理科における教育利用のための基礎資料として―

佐々木　　　全*　・　渡　辺　修　二**

（2021年11月13日受付，2022年1月13日受理）

第1章　問題と目的

　小学校生活科や理科においては，学校周辺における自然観察が行われることがある。そ
の題材の一つに昆虫がある。これは，小学校学習指導要領解説理科編による「飼育が簡単
で身近に見られる昆虫を扱う」や，小学校学習指導要領解説生活科編による「動物を飼っ
たり，植物を育てたりする活動を行う」との内容に基づくものである。
　これに関して，岩手県内で使用されている生活科の教科書７種類注１），理科の教科書５
種類注２）では，いずれにおいてもトンボが取り上げられている。トンボは身近でなじみ深く，
かつ多様性に富み，種によって発生する季節や生息環境を変えることから各地域の自然環
境を象徴する指標ともなり，教育利用には一定の価値があると考えられる。
　生活科や理科の授業として，昆虫を採集する活動が実施される場合，トンボをはじめチョ
ウやバッタなどが対象とされることが多い。この活動は，一学期に設定される内容である
ため，必然的にその季節に発生する種に限定される。また，ここで採集した昆虫を飼育し，
生育過程を観察する活動が実施される場合，モンシロチョウが多く用いられる。これは，
卵や幼虫の採集が容易であり，草食であることから給餌もしやすいこと，成虫になるまで
の期間が短いことによる。一方でトンボは，卵や幼虫（ヤゴ）の採集が容易ではなく，肉
食であることから給餌もしにくい。そのためトンボの飼育は比して難しいものと察せられ
る。
　教科書で取り上げられているトンボは，種名が明示されているものでは，シオカラトン
ボ，アキアカネ，オニヤンマ，ギンヤンマの４種がある。しかし，自然観察においては，
季節や地域によって，確認される種は多少なりとも異なるだろう。例えば，岩手大学キャ
ンパス内の人工池においては，例年，初夏になると複数の小学校の児童が訪れ自然観察や
昆虫採集でにぎわう。ここで確認された種に上記４種も含まれるが，一学期における季節
消長をみるならば，オツネントンボ，ホソミオツネントンボ，オゼイトトンボ，クロスジ
ギンヤンマ，ノシメトンボ，コシアキトンボ，ショウジョウトンボ，シオカラトンボ，シ

＊　　岩手大学大学院教育学研究科
＊＊　岩手県立博物館

岩手大学教育学部研究年報　第81巻 （2022. 2）83 ～ 95
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オヤトンボなど４科９種の確認が期待される（佐々木・渡邊，2021）。
　このように，地域によっては，教科書に例示される種を越える豊かで独自のトンボ相が
ある。元来，盛岡市は，都市部，山間部，河川部など多様な自然環境を有しており，それ
に応じたトンボ相がある。また，その環境下に小学校が42校設置されているが，各小学
校周辺地域におけるトンボ相を予め把握することは，教育利用のために有益であろう。
　そもそも，岩手県のトンボは12科82種が報告されており（小岩，1986），盛岡市では
当初 12科58種が報告され（小岩，1980a；1980b；1981），後に５科７種注３）が追加され（盛
岡市民生活部生活環境課，1996），さらに，これらから四半世紀を経て，岩手大学キャン
パス内における調査によって２科２種注４）が新たに記録された（佐々木・渡辺，2021）。こ
れをもって，盛岡市における既知種は12科67種とされる。
　しかし，これらは，限られた調査地であり，各学校周辺の地域におけるトンボ相を明ら
かにしているとはいえない。各小学校における教育利用のためには，各地域に根差した調
査が必要であろう。
　例えば，盛岡市の西端で雫石町に隣接する繋地区には，「尾入野湿生植物園」がある。
ここは，北上川水系雫石川に建設されたダム湖である御所湖周辺に整備されたレクリエー
ション施設「岩手県立御所湖広域公園」の一画である。実のところ，尾入野湿生植物園は
トンボの生息地として市民に知られており，初夏から秋にかけて，トンボとりをする親子
の姿がよくみられる。また，例年，近隣の盛岡市ならびに雫石町の小学校による自然観察
が行われている。加えて，指定管理者による一般市民向けのイベントとして，「ホタル鑑
賞会」「自然観察会」などが開催されており，尾入野湿生植物園には学校教育にとどまら
ない文化的・教育的な価値がある。
　しかしながら，尾入野湿性植物園は，トンボ相についての盛岡市における過去の調査い
ずれにおいても，調査地には含まれておらず，ここでのトンボ相は，指定管理者による発
行物注５）の文中に断片的な記載が散見されるものの，これまでに十分な調査記録はない。
　そこで，本研究では，盛岡市「尾入野湿性植物園」のトンボ相を明らかにすることを目
的とする。このことは，盛岡市内全域のトンボ相を明らかにすることの端緒であり，ひい
ては，各小学校周辺の地域におけるトンボ相を明らかにし，小学校生活科や理科における
教育利用のための基礎資料を得ようとするものである。

第2章　方法

第１節　調査地 
　調査地である尾入野湿生植物園は，東西を山林に挟まれた谷にある。谷底には，北側か
ら河川が流れ込み，南側で御所湖に通じている。岩手県道258号線に面した駐車場から遊
歩道を下ると，展望所，カキツバタ園，スイレン園に行きつく。５月中旬から６月中旬に
は，カキツバタやスイレンが見頃となる。園内各所の案内表示において，生息する動植物
が紹介されている。この内容では，カキツバタやスイレン，ホタルはもとより，シオヤト
ンボやシオカラトンボ，モリアオガエルなどが紹介されている。無論，これらは園内にお
ける豊かな生物相の一部にすぎない。調査地の概観を図１に示した。
　また，2018 ～ 2020年における第一筆者の事前調査において，安定的なトンボの飛来
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地あるいは生息地であること，歩道が
整備され，トンボを観察しやすい状況
にあることを確認した。なお，調査に
用いた歩道の長さは約400m程度，標
高約180 ～ 205ｍであった。 
　なお，調査期間中，６月上旬にカキ
ツバタ園の水が抜かれ，草刈り作業が
実施された。併せて，遊歩道周辺の区
域の草刈り作業が行われた。
第２節　調査方法 
　調査はルートセンサス法（福井，2005）
をもって実施した。ルートは，園内の
遊歩道とした。調査者は，これを歩きながら上下左右各５ｍ程度の範囲を目視で確認，あ
るいは捕獲し，種及び雌雄の別を同定した。種及び雌雄の別 を同定に際しては，日本に
分布するトンボ全203種を網羅した図鑑「日本のトンボ」（尾園・ 川島・二橋，2012）に
準拠し実施した。また，捕獲した個体については，位置情報と撮影日及び時間が自動的に
記録されるよう設定したカメラで撮影したのちリリースした。
　また，個体数については，「１頭（単独）」「２～３頭（少数）」「４～９頭」「10頭以上（多数）」 
として概算として記録した。なお，目視や捕獲による確認と同定ができなかった個体につ
いては記録しなかった。 
　さらに，確認された種が，調査地に飛来した種か，調査地で生息・定着している種なの
かを検討するために，羽化の形跡（未成熟な個体の確認も含む）や繁殖行動（連結，産卵）
の有無を記録した。
　調査の期間は，2021年５月下旬～９月下旬（約４ヶ月間）とし，月２～３回程度を目安
に全20回，1回あたり２時間程度実施した。これは，2018 ～ 2020年に実施した事前調
査から把握した調査地におけるトンボの季節消長を参考とした。調査開始日は，天候を鑑
み５月23日とした。当日は最高気温が20℃をやや下回り，時折日差しが注ぐものの薄曇
りの天候であった。前年の同じ時期に比して，シオヤトンボとコサナエの個体数は少なめ
であり，羽化後間もない個体が目立った。調査終了日とした９月23日は，一時的に最高
気温25℃程度まであがったものの，薄曇りの天候であった。総じて，9月は最低気温が
20度を超えることはなく，太陽が陰ると肌寒く感じられる日が続いていた。日が当たる
時間帯や場所に限りノシメトンボ，アキアカネ，マユタテアカネなどが飛び交っていた。

第3章　結果

　調査の結果，尾入野湿性植物園において９科31種が確認された。これには事前調査に
おいて確認された種も含めた。その内容として，科名及び種名，個体数（概算），雌雄の別，
確認回数等及び盛岡市における過去の調査における確認状況との対比を表１に示した。ま
た，季節消長を表２に一覧した。これらの概況を以下に記す。なお，種の掲載順及び学名
は尾園・川島・二橋（2012）に従った。 

図１　尾入野湿生植物園の外観（2021.9.4）
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第１節　アオイトトンボ科 Lestidae　 
アオイトトンボ科では，オオアオイトトンボのみ1種が

確認された。
オオアオイトトンボ Lestes temporalis Selys,1883は，７

月に調査地中心部のスイレンが繁茂する池にて，盛んに羽
化し，飛び立つ♂♀両個体多数が確認された。♂個体の写
真を図２に示した。

第２節　カワトンボ科  Calopterygidae 
カワトンボ科では，ニホンカワトンボ，ハグロトンボ，

アオハダトンボ，ミヤマカワトンボの４種が確認された。
また，いずれにも羽化の形跡や繁殖行動は確認されなかっ
た。

ニホンカワトンボ Mnais costalis Selys,1869は，５月下
旬から６月中旬にかけて調査地南側のカキツバタが繁茂す
る湿地と河川の間の茂みにて，飛翔する♂♀両個体いずれ
も単独が２回確認された。♂個体の写真を図３に示した。

ハグロトンボ Atrocalopteryx atrata （Selys,1853）は，8月
上旬に調査地南側のカキツバタが繁茂する湿地周辺の歩道
にて，飛翔する♀個体単独が１回確認された。ただし，本
調査において鮮明な写真が得られなかったため，調査地近
隣地域で撮影した代替の写真を図４に示した。

アオハダトンボ Calopteryx japonica Selys,1869 は，本調
査では確認されなかったが，事前調査では，５月下旬から
６月中旬にかけて調査地南側のカキツバタが繁茂する湿地
脇の小高い樹木に止まる♂♀両個体いずれも単独が２回確
認された。♂個体の写真を図５に示した。

ミヤマカワトンボ Calopteryx cornelia Selys,1853は，本
調査では確認されなかったが，事前調査では，５月下旬か
ら６月中旬にかけて調査地南側のカキツバタが繁茂する湿
地脇を飛翔する♀個体単独が１回確認された。♀個体の写
真を図６に示した。

第３節　モノサシトンボ科 Platycnemididae
モノサシトンボ科では，モノサシトンボのみ１種が確認

された。
モノサシトンボ Pseudocopera annulata （Selys,1863） は，

７月～８月に調査地中心部のスイレンが繁茂する池にて，
盛んに羽化し飛翔する♂♀両個体多数が確認された。また，
８月には繁殖行動が確認された。♂個体の写真を図7に示
した。なお，♂個体の写真を図７に示した。

第４節　イトトンボ科 Coenagrionidae 

図２　オオアオイトトンボ　♂
（2021.7.10.）

図３　ニホンカワトンボ　♀
（2021.6.12.）

図５　アオハダトンボ　♀
（2020.6.13.）

図６　ミカワカワトンボ　♀
（2020.6.20.）

図４　ハグロトンボ　♀
（2020.7.18.　滝沢市）
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イトトンボ科では，キイトトンボ，オゼイトトンボ，モー
トンイトトンボの３種を確認した。また，いずれにおいて
も，未成熟な個体が確認された。

キイトトンボ Ceriagrion melanurum Selys,1876は，７月
下旬に調査地南側のカキツバタが繁茂する湿地内とその脇
の草地にて，草に紛れ飛翔する♂♀両個体少数が２回確認
された。♂個体の写真を図８に示した。

オゼイトトンボ Coenagrion terue （Asahina,1949）は，５
月下旬から８月下旬に調査地北川と南側のカキツバタが繁
茂する湿地内とその脇の草地にて，草に紛れ飛翔する♂♀
両個体が少数確認された。なお，♂個体の写真を図９に示
した。

モートンイトトンボ Mortonagrion selenion （Ris,1916） 
は，７月下旬に調査地南側のカキツバタが繁茂する湿地内
とその脇の草地にて，草に紛れ飛翔する♂♀両個体少数が
２回確認された。♂個体の写真を図10に示した。

第５節　ヤンマ科 Aeshnidae 
ヤンマ科では，ミルンヤンマ，オオルリボシヤンマ， ル

リボシヤンマ，ギンヤンマ，クロスジギンヤンマの５種が
確認された。 

ミルンヤンマ Planaeschna milnei （Selys,1883）は，８月
下旬に調査地中心部のスイレンが繁茂する池にて，産卵と
ホバリングを繰り返す♀個体単独が確認された。♀個体の
写真を図11に示した。

オオルリボシヤンマ Aeshna crenata Hagen,1856 は，８月
中旬から９月中旬に調査地の至る所で縄張飛行し種の異同
を問わず争う♂個体，産卵する♀個体が確認された。これ
には，♂型の♀個体が含まれた。争った異種には，ギンヤ
ンマ，コオニヤンマ，オニヤンマがいた。珍しい♂型の♀
個体の写真を図12に示した。 

ルリボシヤンマ Aeshna juncea （Linnaeus,1758）は，８月
下旬から９月上旬に調査地南側のカキツバタが繁茂する湿

図９　オゼイトトンボ　♂
（2021.6.12.）

図８　キイトトンボ　♂
（2021.7.23.）

図 10　モートンイトトンボ　♂
（2019.6.23.）

図７　モノサシトンボ　♂
（2020.7.18.）

図 13　ルリボシヤンマ　♂
（2021.8.29.）

図 12　オオルリボシヤンマ　♀
（♂型　2021.8.21.）

図 11　ミルンヤンマ　♀
（2021.8.29.）
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地にて縄張飛行する♂個体単独が２回確認された。また，
羽化の形跡や繁殖行動は確認されなかった。♂個体の写真
を図13に示した。

ギンヤンマ Anax parthenope（Selys,1839）は，８月上旬
に調査地北側のカキツバタが繁茂する湿地にて，オオルリ
ボシヤンマと争う♂個体単独が1回確認された。また，羽
化の形跡や繁殖行動は確認されなかった。♂個体の写真を
図14に示した。

クロスジギンヤンマ Anax nigrofasciatus Oguma,1915 は，
５月下旬から７月上旬に調査地の至る所で縄張飛行する♂
個体，産卵する♀両個体が確認された。♂個体の写真を図
15に示した。 

第６項　サナエトンボ科 Gomphidae　 
サナエトンボ科では，コオニヤンマ，オナガサナエ，ダ

ビドサナエ，コサナエの４種が確認された。
コオニヤンマSieboldius albardae Selys,1886は，６月下

旬から８月下旬に調査地の至る所で飛行したりスイレンの
葉や遊歩道の地面に止まったりする♂個体，産卵する♀両
個体が少数確認された。♂個体の写真を図16に示した。 

オナガサナエ Melligomphus viridicostus（Oguma,1926）は，
９月上旬に調査地中心部のスイレンが繁茂する池にて飛翔
する♀個体単独が１回確認された。また，羽化の形跡や繁
殖行動は確認されなかった。♀個体の写真を図17に示し
た。

ダビドサナエ Davidius nanus（Selys,1869）は，５月下旬
に調査地北側のカキツバタが繁茂する湿地脇の草地にて，
葉に止まる♀個体単独が1回確認された。また，羽化の形
跡や繁殖行動は確認されなかった。♀個体の写真を図18
に示した。

コサナエ Trigomphus melampus （Selys,1869）は，５月下
旬から７月下旬に調査地南側のカキツバタが繁茂する湿
地脇の草地にて葉の上に止まる♂♀両個体が少数確認され
た。また，未成熟な個体が確認された。なお，♂個体の写
真を図19に示した。

第７節　オニヤンマ科 Cordulegastridae 
オニヤンマ科では，オニヤンマのみ１種が確認された。
 オニヤンマ Anotogaster sieboldii（Selys,1854）は，7月上

旬から９月中旬に調査地の至る所で縄張飛行し種の異同を
問わず争う♂♀両個体が確認された。争った異種には，オ
オルリボシヤンマ，ギンヤンマ，コオニヤンマがいた。ま

図 14　ギンヤンマ　♂
（2021.8.22.）

図 17　オナガサナエ　♀
（2021.9.4.）

図 15　クロスジギンヤンマ　♂
（2021.6.5.）

図 16　コオニヤンマ　♂
（2021.7.10.）

図 18　ダビドサナエ　♀
（2021.5.23. ）
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た，連結が確認された。♀個体の写真を図20に示した。 
第８節　エゾトンボ科 Corduliidae 
エゾイトトンボ科では，タカネトンボのみ1種が確認さ

れた。 
タカネトンボSomatochlora uchidai Forster,1909は，7月

上旬に調査地中央部の小高い樹木の冠部分を狭く縄張飛行
する♂♀不明個体が確認された。また，羽化の形跡や繁殖
行動は確認なかった。♂個体の写真を図21に示した。

第９項　トンボ科　Libellulidae 　
トンボ科は，ナツアカネ，ノシメトンボ，アキアカネ，

マユタテアカネ，ミヤマアカネ，コシアキトンボ，ウスバ
キトンボ，ハラビロトンボ，シオカラトンボ，シオヤトン
ボ，オオシオカラトンボの11種が確認された。

ナツアカネ Sympetrum darwinianum （Selys,1883）は，7
月中旬と９月下旬に調査地北側のカキツバタが繁茂する湿
地を飛翔する♂♀両個体少数が確認された。♂個体の写真
を図22に示した。

ノシメトンボ Sympetrum infuscatum （Selys,1883）は，７
月上旬から９月下旬に調査地の至る所で飛翔する♂♀両個
体多数が確認された。また，連結が確認された。♀個体の
写真を図23に示した。

アキアカネ Sympetrum frequens （Selys,1883）は，７月下
旬から10月下旬に調査地南側のカキツバタが繁茂する湿
地を飛翔する♂♀両個体が多数確認された。また，連結が
確認された。♀個体の写真を図24に示した。

マユタテアカネ Sympetrum eroticum （Selys,1883）は，７
月上旬から９月下旬に調査地中心部のスイレンが繁茂する
池にて，盛んに羽化し飛翔する♂♀両個体多数が確認され
た。ここでは，♂型の♀個体と，翅端に黒色斑のある♀個
体が含まれた。また，連結・産卵が確認された。♀個体の
写真を図25に示した。

ミヤマアカネ Sympetrum pedemontanum （Allioni,1766）は，

図 19　コサナエ　♂
（2020.6.20. ）

図 21　タカネトンボ　♂
（2019.7.20.）

図 20　オニヤンマ　♂
（2021.8.22.）

図 22　ナツアカネ　♂
（2021.9.23.）

図 25　マユタテアカネ　♀
（2021.7.10.）

図 24　アキアカネ　♂
（2019.7.21.）

図 23　ノシメトンボ　♀
（2020.7.24.）
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本調査では確認されなかったが，事前調査では，７月下旬
に調査地北側のカキツバタが繁茂する湿地を飛翔する♂♀
両個体少数が１回確認された。また，羽化の形跡や繁殖行
動は確認されなかった。♀個体の写真を図26に示した。 

 コシアキトンボ Pseudothemis zonata （Burmeister,1839）は，
本調査では確認されなかったが，事前調査では，６月下旬
から７月下旬に調査地北側のカキツバタが繁茂する湿地脇
を飛翔したり，調査地中心部のスイレンが繁茂する池の水
面を飛翔したりする♂♀両個体それぞれ単独が確認され
た。♂個体の写真を図27に示した。 

ウスバキトンボ Pantala fl avescens （Fabricius,1798）は，
９月上旬に調査地にて飛翔する♂♀不明個体が確認され
た。また，羽化の形跡や繁殖行動は確認されなかった。た
だし，本調査において鮮明な写真が得られなかったため，
調査地近隣地域で撮影した代替の写真を図28に示した。

ハラビロトンボ Lyriothemis pachygastra （Selys,1878）は， 
本調査では確認されなかったが，事前調査では，６月下旬
から７月下旬にかけて調査地南側のカキツバタが繁茂する
湿地脇を飛翔する♀個体単独が２回確認された。また，羽
化の形跡や繁殖行動は確認されなかった。♀個体の写真を
図29に示した。

シオカラトンボ Orthetrum albistylum（Selys,1848）は，
６月上旬から７月下旬に調査地にて飛翔する♂♀両個体が
確認された。また，未成熟個体が確認された。♂個体の写
真を図30に示した。

シオヤトンボ Orthetrum japonicum （Uhler,1858）は，５月
下旬にから７月上旬に調査地南側のカキツバタが繁茂する
湿地内にて飛翔する♂♀両個体が確認された。また，未成
熟個体が確認された。♂♀両個体の写真を図31に示した。

オオシオカラトンボ Orthetrum melania（Selys,1883）は，
７月上旬から９月上旬に調査地の至る所で縄張飛行する♂
個体と草地に潜む♀個体少数が確認された。また，未成熟
個体が確認された。♂♀両個体の写真を図32に示した。 

第10項　種ごとの個体数（概算）と確認回数
確認された９科31種が，調査地に飛来した種か，調査

地で生息・定着している種なのかを検討する作業のために，
種ごとの個体数（概算）と確認回数に基づき散布図を作成
した。これを図33に示した。この中で個体数と確認回数
が少ない種については飛来種である可能性がある。個体数
と確認回数が少ない種について，個体数が「１頭（単独）」

図 26　ミヤマアカネ　♀
（2020.7.24.）

図 27　コシアキトンボ　♂
　（未成熟、2020.7.24.）

図 28　ウスバキトンボ　♀
（2020.9.5.　滝沢市）

図 29　ハラビロトンボ　♀
（2019.6.23.）

図 30　シオカラトンボ　♂
（2021.6.12.）
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または「２～３頭（少数）」かつ確認回数が２回以下のもの
と操作的に定義するならば，これには次の17種が該当し
た。すなわち，ニホンカワトンボ，ハグロトンボ，アオハ
ダトンボ，ミヤマカワトンボ，キイトトンボ，モートンイ
トトンボ，ミルンヤンマ，ルリボシヤンマ，ギンヤンマ，
オナガサナエ，ダビドサナエ，タカネトンボ，ナツアカネ，
ミヤマアカネ，コシアキトンボ，ウスバキトンボ，ハラビ
ロトンボであった。

第4章　考察

　調査地である尾入野湿生植物園において確認されたトン
ボは９科31種であった。これらを盛岡市における既知種
12科67種（小岩，1980a；1980b；1981；1986及び盛岡
市市民生活部生活環境課，1996；佐々木・渡辺，2021）
と対照させたところ，全て合致した。

図 32　オオシオカラトンボ
（上が♀、下が♂　2019.7.21.）

図 33　個体数と確認回数の散布図

図 31　シオヤトンボ
（上が♀、下が♂　2021.5.23. ）



佐々木　　　全　・　渡　辺　修　二

94

　次いで，「岩手レッドデータブック」（岩手県環境生活部自然保護課，2014）と対照させ
たところ，モートンイトトンボがＤランク（準絶滅危惧種に準ずる種，及び優れた自然環
境の指標となる種）とされていた .また，環境省レッドリスト（環境省，2020）と対照させ
たところ， アオハダトンボと，モートンイトトンボの２種が準絶滅危惧種とされていた .
　さらに，確認された９科31種のうち，個体数と確認回数が少ない17種について，事前
調査における確認の有無，事前調査並びに本調査における羽化の形跡（未成熟な個体の確
認も含む）や繁殖行動（連結，産卵）の有無を対照させるならば，次の仮説が得られた。
　すなわち，①少数であるものの，本調査並びに事前調査で確認された，あるいは羽化の
形跡や繁殖行動が確認された５種（ハグロトンボ，キイトトンボ，モートンイトトンボ，
ミルンヤンマ，コシアキトンボ）は，個体数が少ないものの，調査地に生息・定着してい
る種ではないか。②本調査で確認されず，事前調査のみで確認された５種（ミヤマカワト
ンボ，アオハダトンボ，ミヤマアカネ，ハラビロトンボ）は，当時の飛来種ではないか。
③少数であり，事前調査で確認されず，羽化の形跡や繁殖行動が確認されなかった8種（ニ
ホンカワトンボ，オナガサナエ，ダビドサナエ，タカネトンボ，ルリボシヤンマ，ギンヤ
ンマ，ナツアカネ，ウスバキトンボ）は，本調査期間における飛来種ではないか。これら
の仮説は，継続的な調査によって検証されるだろう。
　本調査で確認された豊かなトンボ相は，尾入野湿生植物園ひいては盛岡市並びに御所湖
周辺地域の豊かな自然環境の一端を示唆するものとも考えられる .今後，盛岡市内の他地
域における調査を実施し，市内全域のトンボ相を明らかにするとともに，各小学校周辺地
域におけるトンボ相を明らかにしたい。また，得られた資料を利活用した小学校生活科や
理科の教育実践の創出を促進したい。

注

１） 参照した生活科の教科書は，東京書籍，教育出版，大日本図書，啓林館，学校図書，光村図書，日本
文教出版による出版物（岩手大学所蔵）であった。

２） 参照した理科の教科書は，東京書籍，教育出版，大日本図書，啓林館，学校図書による出版物（岩手大
学所蔵）であった。

３） ここで記録されたオオモノサシトンボは，そもそもその分布が限られており（尾園暁・川島逸郎･二橋亮，
2012），記録の正しさに疑問があるため，本稿では誤同定として扱った。

４） ここで記録されたセスジイトトンボとチョウトンボは，盛岡市における新記録であった。しかし，セ
スジイトトンボについては，新記録であることが明記されていなかった。これは過去の記録の誤認
によるものであり，本稿ではこれを正して扱った。

５） 発行物とは，岩手県立御所湖広域公園のホームページにて毎月公開されている「御所野随想」であ
る。2009年８月に創刊号が発行，2021年９月現在までに154回の発行を数える。ここでは，種
名が明記された記事も含まれ，アオイトトンボ，オオルリボシヤンマ，マユタテアカネ（NO.83，
2015.9.13.開催の「虫の観察会 in尾入野湿生植物園」の記事）が確認された。なお，ホームページで
は，尾入野湿生植物園を含む関連施設ごとの案内がある（https://www.koiwai.co.jp/shiteikanri/gosyo_

park；2021.9.7閲覧）。
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永井庄蔵の「憲法科」創設提案について

土　屋　直　人*

（2021年12月23日受付，2022年1月13日受理）

はじめに　

　本稿は、戦前から生活綴方実践を重ね、戦後もその実践を継続しながら岩手の戦後民間
教育研究運動の中核を担ってきた一人の小学校教師、永井庄蔵（ナガイ・ショーゾー）らが、
1950年代後半に提起・主張していた、「憲法科」の創設の提案をめぐる議論に注目し、そ
の主張の特質と意義について検討しようとするものである。
　今から約60数年前の、1956 ～ 57年頃、全国的に特設「道徳」の教育政策動向をめぐる
議論がなされていた時期、岩手・胆江地区の当時の教員サークル「イサワ教育こんわ会」
の教師たちは、独立した一つの教科「憲法科」の創設についての考察を進め、県内での議論・
主張を進めていた。教育科学研究会編の機関誌『教育』の復刻版に所収の、『教科研ニュース』
第19号（1957年10月10日発行）に、「サークル機関紙から」欄（謄写刷）があり、そこに
はイサワ教育こんわ会の「なぜ　憲法科の特設を　主張するのか―いまの日本で　ぜひ　
まなばなければならない　憲法―」というタイトルの論稿が収められていた（1）。その文体
や内容からして、この稿をその中心となって考え、文を執筆したのは、イサワ教育こんわ
会の中心人物の一人、永井庄蔵（ナガイ・ショーゾー、1911 ～ 1998）であったものと思
われる。
　この永井は、その後、全国的な教育雑誌『教師の友』（2）の1960年5月号に、「永井庄蔵」
の名で、「憲法科を創設することの提案」という論稿を書いていた（3）。
　筆者は以前に、上記の「イサワ教育こんわ会」の憲法科創設論についての検討を行った（4）。
本稿は、1958年の「道徳」特設後の、1960年の時点で、その永井が個人名で記した上記
の論考を、直接の検討の対象とするものであり、上記拙稿の続編に位置付くものである（5）。
　永井（ら）は当時、何故「憲法科」創設を主張したのか。彼らはどのような議論を展開し、
何を主張しようとしていたのか。その「憲法科」創設論の中に、永井の人となりや、その戦前・
戦後の教育実践運動の歩みのなかで考えていたことの一端がどのように現れていたのか。
永井の「憲法科」創設提案の実質を、いま一度捉え返すべく、永井の論考の記述を丁寧に
追いながら、その議論の内実を具体的に確かめ、その主張を吟味し、彼の当時の問題提起
の持っていた意義を問い直してみたい。

＊　　岩手大学教育学部

岩手大学教育学部研究年報　第81巻 （2022. 2）97 ～ 116
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１．永井庄蔵（ナガイ・ショーゾー）の略歴等について

　永井庄蔵（ナガイ・ショーゾー）の教師としての歩みやその人柄、その活動の展開や、
残してきた論稿などの一部は、ナガイ・ショーゾー追悼文集編集委員会編『追憶と論考　
北の教師ナガイ・ショーゾー』（2000年）に詳しい（6）。ここでは、同書に依りながら、そ
の略歴の一端のみを確認したい。
　永井庄蔵は1911（明治44）年3月15日、水沢に生まれる。1930（昭和5）年3月、岩手
県師範学校を卒業。同年9月より以降、下閉伊・宮古地帯の小学校教師となる。戦後も胆江・
水沢地域の「生活綴方教師」として実践を重ねていた。戦前には『よくなる子』ほか、戦後
は『はたらく子ども』ほかの学級文集をつくっていた。
　そして永井は、戦後、教育科学研究会にその「再建」当初から参加。岩手教科研、岩手
民教連、イサワ教育こんわ会など戦後岩手の民間教育運動を、それらの創設以来一貫して
支え、その中心にあって進めた教師であった。水沢・常盤小学校時代は、卒業式で子ど
もたちと「緑の山河」を歌っていたが、一部の地域住民・PTAから不当な干渉・攻撃を受
け、事態収拾のために同校全教員同時異動となる出来事があった（いわゆる「常盤小問題」、
1960年）（7）。本稿で対象とする論考を記していた当時（1959年末頃）に、永井は、常盤小
学校に勤めており（校長事務取扱）、およそその全員転出騒動の起こるすぐ直前の頃であっ
たと推察される。
　永井らが「憲法科」の創設（「特設」）を論じていた時期はほぼ、彼がこのいわゆる「常盤
小問題」の渦中にあった頃であり、1960年5月の論稿「憲法科を創設することの提案」を
書いていたのはこうした事情・条件下であったということをも、念頭に置く必要がある。
1967年に小学校教員を退職後は、民主的な地域をつくる市民運動に力を注ぐ。1998年3
月16日逝去、享年87歳（8）。
　永井はその自らの名を記す時、論稿にも大抵「永井庄蔵」ではなく「ナガイ・ショーゾー」
とカタカナ書きしていた（9）。ここで取り上げる論考は、その筆名を永井庄蔵と記している、
数少ない論考のうちの一つである（10）。

２．憲法を国民の「血肉」・「常識」に

　永井庄蔵の論考「憲法科を創設することの提案」（『教師の友』1960年5月号）の全体は、
7つの章からなる。
　同論稿の第1章の冒頭、永井はこう述べ始める。

　一九五八年でした。水沢の東ホテルで、憲法科を日本の義務教育のなかにもうけて、学んでいかな
ければならないと話しかけ、夜中まで論争したが、納得してもらえなかった。日本の義務教育のなかに、
憲法科をもうけて、子どもたちも教師も学習してきたなら、それにともなって、ＰＴＡでも家庭でも
学習されてきたにちがいない。国民の広い層に、憲法の精神が平明に、しかもしっかりとつかまれた
にちがいない。そのため、むだな混乱をおこさないで、すんだのではないか。
　それどころではない、教育も政治もいきいきとした建設的なものになっていたのではないか。憲法
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は国民に方向づけをするものだ。教育も国民に方向づけをするものだ。ものの見方、考え方、行動を
方向づける。日本の教育は、日本の憲法の精神、条文にもられているなかみにのっとっておこなわれる。
憲法の理想の実現は、根本的には教育の力によらなければならない。教育と憲法はとくに密接な関係
がある。（11）

　永井は議論の冒頭、約2年前に、県内の教師たちに憲法科創設を訴えたが「納得しても
らえなかった」ことを記す。永井らは、文部省が1958年に「道徳」の時間を特設する以前
から憲法科特設を主張していたが、「道徳」特設と同年にも、研究会で憲法科創設を訴え
ていた（12）。
　永井は、もしも、日本の義務教育に憲法科を設け、子どもたちと教師たちが学習をして
きていたならば、それに伴い、ＰＴＡでも家庭でも憲法が学習され、ひいては、国民の広
い層に憲法の精神が平明に、しっかりとつかまれたに相違ない、とする。こうして、もし
憲法科があったならば、「教育も政治もいきいきとした建設的なものになっていたのでは
ないか」。永井は、当時の教育と政治のなかに、（それらを「建設的なもの」にさせない）「む
だな混乱」が起きていたとの認識を持っていたことが知れる。
　この永井の所論には、学校の社会科等の教科での狭義の憲法学習という議論に収まらな
い、社会教育という文脈を含めた、国民教育運動としての、広い意味での国民的な憲法学
習への視点・視座がある。
　憲法も、教育も、「国民に方向づけをするもの」であり、また、国民の「ものの見方、考
え方、行動を方向づける」ものである。教育基本法の前文にある通り「憲法の理想の実現は、
根本的には教育の力によらなければならない。」（13）その意味で「教育と憲法はとくに密接
な関係がある」。永井は、日本の教育は日本の憲法の精神、条文に盛られている「なかみ」
に則って行われるという原則に言及しつつ、憲法と教育との密接なつながりという点から、
憲法科創設提案を論じ始めている。
　永井は次に、こう論じ進める。

　封建社会では、封建社会の秩序をたもちつづけるために必要な教育をした。資本主義社会では、資
本主義社会を維持発展させ、それをすこしでも破壊するものはわるいものとしてしまうように判断し、
にくむような国民にしていく教育をするようにしている。
　主権在民、恒久平和、基本的人権が尊重される社会をめざす日本では、そのような憲法をもち、そ
のような教育をすすめていかなければならない。
　教育は反動勢力とその政策によって圧迫され、制度や教育の内容まで変えられてきている。だが、
平和に反するもの、民主主義に反するもの、基本的人権の尊重に反するものにむかって、憲法をより
どころにして抵抗している。平和と民主主義と基本的人権を保障している憲法があるという事実は、
だれも否定することはできない。日本国憲法は、日本の社会を進歩発展させる役割をじゅうぶんもっ
ている憲法である。
　しかし、まだ、国民の血肉とはなっていない。常識となっていない。義務教育がほんとうに国民教
育としての役割をはたすには、民族の歴史、人類の歴史のなかで創造された真理と原則、苦闘のなか
で獲得した憲法を、国民のものにしていく仕事をなしとげなくてはならない。（14） 
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　「封建社会」ではその秩序維持に必要な教育をしてきたし、「資本主義社会」でもそれを
維持発展させ、その破壊は悪と判断し憎む国民にしていく教育をしている。しかし、「主
権在民、恒久平和、基本的人権が尊重される社会をめざす日本」では、その内実を持つ憲
法を保持しているのであるから、その憲法を実質化・現実化する、「そのような教育をす
すめていかなければならない。」
　「教育は反動勢力とその政策によって圧迫され、制度や教育の内容まで変えられてきて
いる」。この現状のなか、「平和に反するもの、民主主義に反するもの、基本的人権の尊重
に反するものにむかって、憲法をよりどころにして抵抗している」者がいる、と永井は確
認する。「平和と民主主義と基本的人権を保障している憲法があるという事実」は、誰も
否定はできない。日本国憲法は「日本の社会を進歩発展させる役割をじゅうぶんもってい
る」。しかし、未だ国民の「血肉」「常識」となっていない。
　憲法とは「民族の歴史、人類の歴史のなかで創造された真理と原則、苦闘のなかで獲得
した」ものなのだ。だから「義務教育がほんとうに国民教育としての役割をはたすには」、
その憲法を、「国民のものにしていく仕事」を成し遂げなくてはならない、と主張していた。

３．父母負担軽減、義務教育無償と「憲法」の学習

　では、憲法が国民の血肉・常識になっていない現実とその背景を、永井はどこに見てい
たか。永井は続く第2章で、憲法26条の内実に関連する、次のような叙述を具体的に展
開する。

　わたしたちは、ものの見方、考え方を大切にしてきた。それにともなう行動を大切にしてきた。教
育活動のなかでも、教員組合運動のなかでも……。
　そこで、いままで、わたしたちの民主的で自主的な組織である教員組合の運動方針や運動のすすめ
方についても、やかましく論議した。見方、考え方をあいまいにしておけば、その行動、実践もあい
まいになる。見とおしのないものになる。スローガン、方針もかざりものになる。
　父母負担の軽減をはかろう――これは、このごろ、毎年かかげられるスローガンだ。運動の方向と
して拍手のもとに決定される。しかし、この運動はあいまいなものである。それは、父母の負担が軽
減されていない事実が証明している。
　なぜ、父母負担の軽減をはかるのか。われわれの運動としなければならないのか。主体的につかん
でいるか。自己のなかに確立された運動となっているのか。
　（１）父母の生活が苦しいから、負担をかるくしてやらなくてはならないからだ。
　（２）父母との提携のためにかかげるのだ。
　（３）教育の機会均等、子どもに差別をつけないためだ。
といったぐあいにいろいろだ。
　わたしたちは、このスローガン、具体的な運動の方向を積極的に理解してPTAや職場のなかで、具
体化していくとはいっても、それは理想で、現実はちがう。PTAの公費肩がわり、寄付あつめはおこ
なわれる。人間が人間であるために必要な教育をうける権利、差別なく、どの子どもも教育をうける
権利をもっていることに根ざしている教育無償への一段階としての父母負担軽減が、多くの職場や
PTAでは、それほど重要なものであるという自覚がない。（15）



永井庄蔵の「憲法科」創設提案について

101

　「わたしたち」は「ものの見方、考え方」を大切にしてきたはずだが、この、「見方、考え
方をあいまいにしておけば、その行動、実践もあいまいになる」。父母負担軽減の実現は
毎年、教育運動のスローガンに掲げられはするが、「この運動はあいまいなもの」になっ
ている、と永井は断じる。それは「父母の負担が軽減されていない事実が証明している。」
運動の方向への「理解」はあれど、その実現は「理想」と見做され、PTAの公費肩代わりや
寄付集めが行われている「現実」を許している。この運動の「あいまい」（16）さの後ろ側には、

「教育をうける権利」を内容とする憲法への「自覚」の欠落がある。父母負担軽減が「教育
をうける権利」に根ざす「教育無償」への一段階として重要なのだという自覚がない。こう
して、永井は憲法科への議論の中で、「わたしたち」教員の「ものの見方、考え方」の質を、
そしてその「あいまい」さが及ぼす、実践と運動の不徹底さを、問題にしていたのであった。
　そしてこう議論を続ける。

　義務教育が無償であることを憲法が保障しているのはなぜか、そして、現実にそうならないのはな
ぜか、学習されていない。とおりいっペんである。「しらしむべからず、よらしむべし」は、封建社会
の支配者が、支配のための鉄則として口ぐせにいったことばだ。いまもそうである。そして、われわ
れ教師も、教育をすすめていくうえの基本、国民の基本的な人間としての権利、平和と民主主義を保
障する憲法を知り、常識化していくしごと、それを正しく伝え知らせるしごとさえ、していないので
はないか。理想と現実はちがう、憲法は理想だといい、憲法はあってもないのも同然なものとしてい
るのではないか。
　法によって圧迫されてきた経験は多い。けれども、法をもってたたかってきた経験はすくない。基
本である憲法を知って、父母負担の軽減から教育無償へ、そして教育の本質をあきらかにして、その
精神を常識化、つまり国民のすべての見方、考え方にまでし、国民のための国民教育としていかなく
てはならない――とわたしたちは考える。（17）

　憲法がなぜ義務教育無償を記しているか、なぜ現実にそうならないのかが（国民に、そ
して教師に）学習されていない。永井は、「われわれ教師」は「教育をすすめていくうえの
基本」でもある憲法を知り常識化していく仕事、それを正しく伝え知らせる仕事さえして
いない、と強く問う。ここには、「われわれ教師」の現状に対する、実に厳しい、直截な
自己批判がある。無論それは同時に永井の、自己自身への厳しい問いと戒めでもあったろ
う。
　支配者の「支配のための鉄則」としての「しらしむべからず、よらしむべし」に貫かれた、
日本の政治教育の歴史。それは「いまもそうである」。憲法は「理想」だとうそぶき、「憲法
はあってもないのも同然なものとしているのではないか」と、「われわれ教師」の憲法認識、
立憲主義認識を問い質す。うわべだけで誠意のない「とおりいっペん」ではないか、と。
　憲法は「現実」からかけ離れた、「現実」から切断された単なる「理想」などではない。「憲
法を知る」ことは、「父母負担の軽減から教育無償へ」の道筋や「教育の本質をあきらかに」
することにつながり、教育を、「国民のための国民教育としてい」くことにつながる。「義
務教育がほんとうに国民教育としての役割をはたすには」憲法を「国民のものにしていく
仕事をなしとげなくてはならない」。憲法を「国民のすべての見方、考え方にまで」してゆ
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くのだ。憲法を知り、それを「血肉」「常識」にすることは、教育をほんとうの「国民教育」
とすることなのだ、と永井は主張していた。この永井の所論には、学習権の思想、「教育
を求める権利」を保障する政治をつくる教育への期待と主張が含み込まれている。　
　かくして、憲法科をつくり、教育を「国民のための国民教育」にしていくこと。そうし
て憲法を血肉・常識にし、憲法を「国民のすべての見方、考え方にまでし」ていくこと、
そして憲法を「現実」にしていくことを、永井らは考えていた。

４．強制寄付と憲法の「自由」

　永井の論考の、続く第３章では、「強制寄付」と信教の自由、「不合理と封建制」の由来
などについて、永井の自身の経験を含め、実感的に議論を述べ重ねている。

　また、わたしは、かつて“NHK村の公民館”の放送原稿を
⎝ ママ⎠

、松丸志摩三さんから送られてきたこと
があった。それは、こうであった。――千葉県のある部

⎝ マ マ ⎠
落にすんでいる高校の先生が、村の鎮守の社

の改築費寄付をことわった。「あいつはなまいきだ。とっちめてやろう」というので、部落民全員が集
まっているところに呼びだした。高校の先生は、憲法第二十条をだし、信教の自由、宗教上の行為・
祝典・儀式・行事に強制的に参加させてはいけないこと、強制すれば憲法違反になることをじゅんじゅ
んと説いた。とっちめようとした部落民が、かえって説得され、この強制寄付はできなかった。高校
の先生は憲法によって自由を守ることができた――。
　当時、水沢地方にも強制寄付が多く、不満をもっているが、しかたなく寄付をだしていた人がたく
さんいたことを知っていた。学校と神社・仏閣の寄付はことわれない。子どものことだ。神様のことだ。
仏のことだ。ごむりごもっともと、だしていた。ここから、不合理と封建制がはびこる。ボスがふるまう。
　そこで、強制寄付反対同盟をつくつた。そして、市民として、国民として、人類がながい間たたかっ
て獲得し、憲法に保障されている信教の自由、教育は国民の権利、政府の責任とすることに反する行
為に、反対することにした。そういうときだったから、高校のこの先生が、憲法を日常生活のなかで
いかしたことに、市民として心を動かされた。（18）

　地域にはびこる「不合理と封建制」、強制寄付という「市民として、国民として、人類が
ながい間たたかって獲得し、憲法に保障されている信教の自由、教育は国民の権利、政府
の責任とすることに反する行為に」反対すべく、「強制寄付反対同盟をつくった」永井ら。
そういう時だったからこそ、その経験から永井は、寄付を断った「高校のこの先生」の「憲
法を日常生活のなかでいかした」行為の話に、「市民として心を動かされた」と記している。
憲法が日常生活に生きる道筋を、永井は求めていた。
　後に教員を退職したあと、永井は陳情等の様々な地域活動を手がけてゆくが、その根底
には、憲法に貫かれた「自由」を求める気概があったことが、想像される。

５．憲法に貫かれた「教育実践」

　そして、論考の第４章で、永井は教師と教育実践の実際と、その内在的課題に言い及ぶ。
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　真実をもとめる、基本的な人間の権利をもとめる、平和をもとめる教育実践。それをいつも集団に
までたかめる教育実践。学級づくり、学校づくりに、努力している教師たちがいる。子どもたちの認
識を大切にする、ひとりびとりの人権を大切にする、それを集団のものとしていく努力をしている教
師たちがいる。教科の独自な役割をはたさせるような学習のなかで、また教科外活動のなかで、真実
を見ぬき、真実に感動する人間。みんながしあわせになるため、人間としての権利がゆがめられたり、
はぎとられたりしないように、尊重されるようにと働く人間。そして、そのためにひとりだけでなく、
みんなと手をつなぎ、団結してやる人間となるように教育をすすめていく、そういう教師たちがいる。
　しかし、こういう教師たちは、教師のすべてではない。無意識にではあるが、かえってこのような
教育をさまたげる結果になったりすることもある。だから、わたしたちの民主的で自主的な組織＝教
員組合のなかで研究討議し、つくりあげている民主教育の方向と、ずれるようなことさえしているこ
とがある。
　わたしたち教師が、国民が否定することのできない客観的な事実としてある憲法、人類歴史の成果、
日本民族のぶっつかった戦争の不幸のなかから得た憲法のもつ恒久平和、基本的人権の尊重、民主主
義をめざし、最大悪―戦争とそれにつらなるいっさいに反対し、封建的なのこりかすに反対し、不合
理に反対し、社会を前進させていくものを、教育実践のなかに脈うたせなくてはならないのではない
か。そうでなければ、憲法軽視・無視の動きのなかで、教師はこんらんするのではないか。どの教師も、
教育実践をつらぬかれるべきもので、つらぬいていなくてはならない。それは、国民のだれもが否定
することのできない憲法によることだと考えた。（19）

　人権・平和を子どもたちのものにしていく教師、真実を見抜き人権を尊重する人間を育
てる教育をすすめる教師たちは、いる。だが、「すべてではない」現実がある。
　「国民が否定することのできない客観的な事実としてある」憲法は、「人類歴史の成果、
日本民族のぶっつかった戦争の不幸のなかから得た」ものだ。だから「わたしたち教師」が、
その憲法の「もつ恒久平和、基本的人権の尊重、民主主義をめざし」て「最大悪」である「戦
争とそれにつらなるいっさいに反対し、封建的なのこりかすに反対し、不合理に反対し、
社会を前進させていくもの」を、「教育実践のなかに脈うたせなくてはならない」。「教育
実践をつらぬかれるべきもの」としての憲法。憲法を人間尊重のための「教育実践のなか
に脈うたせ」ること。その憲法に貫かれた教育実践を求めるために、との主張である。
　ここには、「わたしたち教師」にとってこそ、憲法科の創設が必要なのだ、という永井
の明確な一つの主張が読み取れる。あの戦争の時代を潜り抜け、戦前から生活綴方教師と
して実践を一貫して続けてきた永井にとって、「憲法」は大切にされるべきものだった。

６．「国民の意志」、父母の願いと憲法

　続いて、第５章で、また別の角度から、永井はこのように記す。

　一九五三年、東北地区教育科学研究大会が水沢でひらかれたときにこられた斎藤秋男さんが、
一九五五年に『世界の教育』を送ってきた。そのなかで、社会主義のある国の教育では、正式な教科と
して憲法学習をしていることを知った。社会主義の国では、誠実に、人民の意志の結集である憲法を
国民教育のなかできちんと子どもたちに伝え知らせ、その国の社会発展と国民の幸福を、人民の努力
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のなかで着実にすすめようとしているからであろうかと考えた。その国の方針をあきらかにしている
憲法をそまつにしていることは、国民の意志をそまつにしていることになる。主権在民に反すること
だ。この国の教育が、この国の国民の意志を大切にするなら、この国の憲法を国民のだれにもきちん
としみとおらせ、国民のエネルギーとすることが大切でないか。
　わたしたちは、父母の願いにこたえるということが、父母の個人的な願い、さまざまな願い、ある
ときはたがいに相反するような願いに当惑してしまうことになってしまうことにぶっつかる。しかし
父母の願いは、それを深く国民の意志として見るとき、憲法のなかにあるのではないか。（20） 

　ここには、立憲主義の理念が明確にある。憲法の中には「国民の意志」がある。とすれば、
「父母の願い」も、「憲法のなかにある」のだといえる。「国民の意志」としての憲法を大切
にすることは、「父母の願い」を大切にすることに連なる。「その国の方針をあきらかにし
ている憲法をそまつにしている」公権力は、「国民の意志をそまつにしていることになる」。
ここには、憲法第99条に照らして、政府の教育政策、公権力を担う人々は憲法を、国民

（の意志）を大切にしているものであるかを問う視座がある。「この国の教育が、この国の
国民の意志を大切にするなら、この国の憲法を国民のだれにもきちんとしみとおらせ、国
民のエネルギーとすることが大切でないか。」この言に、憲法科の必要性、その国民教育
としての必然的要求の根拠が、言い尽くされているといってよい。

７．「年表」づくりから

　第６章では、永井が、勤評反対闘争のとらえにかかわって、年表をつくっていったこと
が述べられており、その作成意図のほか、そこに書き込んでいったことの内実についても、
具体的に詳述されている。

　勤評反対闘争のなかで、まず、わたしたち自身、歴史的にどんな意味をもつものかをはっきりして
おかなくては、たたかう力、意欲がおきてこない。親たちにわかってもらえない。国民的なたたかい
にならない。
　そう考えて、権力に奉仕する教育か、子どもたち＝国民のためにする教育か、天下り教育か、創造
されていく教育かに目をむけながら“表”をつくっていった。年代、世界の動き、日本の政治教育（権
力側）、教育（国民の側・現場）とにわけてつくっていった。
　一九五四年から一九五五年の間に、つぎのようなことがつよくぎっしりつまっていた。
　――バートランド・ラッセルなどが原子戦のキケンを訴える。一方、日本では、日米共同（もちろ
ん政府）で日本の防衛と海外派兵が声明としてだされ、安保条約が双務防衛条約に発展する見とおし
を得たことで、つぎへの歴史の一歩をふみだしたものだと保守党が喜んだ。自衛隊増強案がでる。オ
ネストジョンがくる。地方自治を財政再建特別措置法でおさえ、独占資本、ボスにつながる保守政府
の考えに教科書をあわせ、教育をあわせるように教委任命制にし、教科書検定を一方的に偏向させる
行政措置教科書調査官制度とし、小・中学校指導要領改訂と教師への不信の空気をつくるために学力
調査結果の発表がなされ、大きな効果をあげた――。
　――自治と教育への強い圧力・空気つくりのなかで憲法改悪のための改正論が政府与党からだされ
てくる。もうすでに社会科は民主党の“うれうべき教科書”問題以後、圧迫され、平和、人権、科学的
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な地理・歴史、真実はゆがめられてきた――。
―― 一九五四年、近くの姉体中学の高野善一先生は教科学習のなかで憲法学習をやっていたが、おい
だされる結果となった――。（21）

　永井は、「たたかう力」と「意欲」をおこすために「勤評反対闘争のなかで」憲法と権力、
憲法と教育を考えながら、年表をつくり、年表をつくりながら「憲法科」を考えていた（22）。
　「憲法改悪のための改正論が政府与党からだされ」続けている政治状況の中、「権力に奉
仕する教育」「天下り教育」ではなく、「国民のためにする教育」「創造されていく教育」を
と、歴史を凝視する、この永井の「年表づくり」という作業が、憲法科創設の構想にあたっ
てなされていたことは、興味深い。そこには、永井の同時代認識がはっきりと記されている。
　一方、永井は、「もうすでに」社会科は「圧迫され、平和、人権、科学的な地理・歴史、
真実はゆがめられてきた」という認識を持っていた。永井は厳しく、社会科をとりまく状
況を押さえている。
　また、高野善一（23）の免職処分のことについても触れ、岩手・水沢地域のなかにある厳
しい現状にも言及していた。

　勤評はひとつぽつんととりだして、考えてみてもわからない。一九四九年、朝鮮戦争をはじめるま
えの年から、急速にアメリカ政府と合作のうえで国民を分裂させ、労働組合や民主的な団体を孤立化
させようとしてきている。そして、一方では、従順な人を育成しようとしている。アメリカのきらい
なものは、①憲法、②民主団体と労働組合、③銃をとらない青少年、日教組ということだ――。
　日本国憲法で保障されている諸権利、人類がながい歴史のなかでたたかいとってきた人類の平和と
幸福のために有効な諸権利が、日本政府、資本家を代弁する党によって制約される。なかでもとくに
教師が制約されてきている。人間として、国民として、か

⎝ マ マ ⎠
たわにされている教師が、抑圧されている

教師が、人間教育をやるということはむずかしい。教育をするためにも、また人間となるためにも、いっ
さいの権力による抑圧をとりのぞくために、わたしたちはたたかわなくてはならない。手あるものは
手で、口あるものは口で、足あるものは足で、それぞれの力で、と、年表のわきにかきそえた。
　そして、実在としている憲法、主権者である国民のすきな憲法で、そういうエネルギーを、国民教
育のなかにもたせるべきではないかと考えた。
　市民として、人間として、組合員として生き、たたかうなかで、教員として、教育をやっていくなかで、
だれでもやれるようにしていけるには、なにをもとにしていけばよいかを考えているうちに、憲法を
教材とした教科をつくることではないかと、思うようになってきた。だれでもみとめざるを得ないも
のこそ、有力なのだ。 （24）

　人間として、国民として「抑圧されている教師が、人間教育をやるということはむずか
しい」との厳しい言葉を、永井は自らの年表に書き込んでいた。「いっさいの権力による
抑圧をとりのぞ」き、「教育をするために」そして「また人間となるために」、「わたしたち
はたたかわなくてはならない」。そして永井は、「教育をやっていくなかで、だれでもやれ
るようにしていけるには、なにをもとにしていけばよいかを考えているうちに、憲法を教
材とした教科をつくることではないかと、思うようになってきた。」と憲法科への着想を
記す。それは「だれでもみとめざるを得ないもの」である故に「有力なのだ」。市民として、
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人間として、そして教員として、「だれでも」やれるように、「だれでもみとめざるを得な
いもの」としての憲法を「もとにしていけばよい」。この思考が、永井の、「国民教育」とし
ての「憲法科」創設提案、その主張の底に流れる根拠、その主張の論理の筋の一つであった。
憲法に貫かれた「国民教育」は、「人間教育」のための「たたかい」なのだというのである。

８．「社会科を中心とする全教科でやっていくべきだとする人たち」の主張

　最後に、第７章では、約４年前の教育研究集会での議論の内実について、こう振り返る。

　一九五六年、憲法科論議をおこなったが、そこで、どんな教育のために、どんな教科が必要か、そ
の教科はどんな役割をはたすべきかを検討し、教育と教科を批判した。
　そのとき、教科構造特別委員会は、その時代に一定の役割をはたす教育と、それにしたがう教科が
だされなくてならないというのであった。
　習字ははじきだされ、英語については国際理解のうえからも特定の外国語だけに限定されている現
状はイカンだということになった。
　これにひきつづき、市民のなかに、国民のなかに、憲法が常識としていきいきといきて生活の力と
なっていないとき、とくに反動的な勢力から憲法が軽視され無視され、日に日に逆コースの力をまし、
生活・人権・真実をゆがめようとしている時代にこそ、日本の義務教育のなかに憲法科を設けるべき
だと、わたしは主張した。しかし、社会科を中心とする全教科でやっていくべきだとする人たちの主
張は、つぎのようであった。（25）

　永井らは、「道徳」特設のおよそ２年前頃から、岩手県教員組合教育研究集会の「特別委
員会」の場、教科構造を議論する場において、憲法科の提起と、議論を行っていたのであっ
た。
　続く行論では、「社会科を中心とする全教科」論と、憲法科創設論の、あいだで、議論があっ
たことを記している。その「教科構造特別委員会」については、教育研究集会の記録に、
僅かな記載があるが（26）、実質的な議論の内実の詳細についてはそこからは窺い知れない。
　永井は具体的に、「社会科を中心とする全教科でやっていくべきだとする人たちの主張」
を次の12点に要約している。

（１） 憲法科特設は現状では不可能ではないか。
（２） 憲法科の特設と社会科の改廃との関連をどうするか。社会科を解体して地理・歴史・憲法とし

てゆくのがのぞましいが、現状ではキケン性がある。時期が早すぎる。
（３） 日本人の人間像が具体的につかまれていなかったために、いろいろな問題がおきている。これ

をはっきりさせる必要がある。憲法科でなく、全教科ではっきりさせていくべきだ。
（４） 憲法科は野党の道徳教育、修身科は与党の道徳教育と一般に誤解されやすい。現行制度のもと

でやったほうが、政治的にならずに実質的でよい。
（５） 社会科のねらいと憲法科のねらいは、一致しているはずだ。
（６） 現行制度のもとでやれるはずであるから、やり方を考える。教育基本法・憲法の精神の研究が

大切。重点をおさえておく指導方法を考えてやればよい。
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（７） 特設すると、徳自主義におちいりやすく、文部省の意図にはまりやすい。
（８） 系統学習をさせないといわれてきたことが憲法科特設でひっくりかえる。生活単元学習という

新しい教育の方法をくつがえすことになるから反対。
（９） 憲法科特設の場合、さらに一時間ふやすのか。中学校では時間が多くなつているが、ガイダン

スのなかでやってもよいではないか。
（10） 憲法科を特設すると、中学校では教科担任制なので、一部教師にかぎられる傾向がでる。全教

科のなかでやっていくとよい。
（11） 各教科のなかに、憲法についての具体的指導計画をたてる。
（12） 現行のワク内で、憲法重視の道徳教育をどう進めていくか。

小学一年　　命を大切にする。安全教育（たとえば、まわりみちで）
小学二年　　差別をつけない（自分のもちもの）
小学三年　　働く（産業をさかんにする）
小学四年　　みんなのために―遊びときまり（自治活動のなかで）
小学五年　　日本の産業（産業の知的なもの）
小学六年　　政治と歴史（民主主義と政治）（27）

９．「憲法科」特設の主張の具体

　一方、永井らは、「こういうことでよいだろうか」と上記の主張に異議を唱え、「憲法科
特設」の主張として、彼らの憲法科特設を主張する論拠20点を、続いて列挙している

　こういうことでよいだろうか。わたしたちは憲法科特設を主張した。
（１） 現行制度のなかでは、憲法の精神が強調されない。ほねぬきにされた社会科では、憲法の精神

が強調されない。
（２） 社会科には、社会科としての独自の任務がある。
（３） 中学校では全数科のなかで憲法をいかしていくというが、むずかしいのではないか。
（４） 現行制度のままでは、大部分の教師は憲法の精神で教育をすすめていけない。やると偏向教育

ということになる。
（５） 教科書の改悪がおこなわれている現状では特設されればこそ、はっきりとやれる（とくに教科

書教師だから、われわれは）。
（６） 憲法科をつくることによって各教科、生活指導、教師と子どもの人間関係にも、すっきりした

すじがはいる。
（７） 憲法の中味からでてくる徳目ならいいのではないか。
（８） 憲法の精神がはっきりつかまれることによって、道徳も自然あらたになる。
（９） 教師自身も精神的支柱を失いかけていないか。憲法は教師をふくめ、国民の精神的支柱である。
（10） 人権尊重の憲法がみんなのものになっていない。権利意識がまだ低い。憲法教育が必要だ。あ

らたな問題意識のめざめをうながす。
（11） 憲法学習のなかで、国家権力、封建性ののこりかすでおさえられていることを学ぶ。
（12） 憲法科特設によって、事大主義的傾向のある親たちをふくめて人間改造がなされ、教育と子ど

もの生きている社会環境がよくなる。民主教育がしやすくなる。
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（13） 憲法尊重の空気はつくられる。現状としては、政治的な意味でもとりあげるべきだ。
（14） 憲法科特設の必要は、人命軽視、封建、差別、圧迫、ギヤクタイ、レイゾクなどとたたかう手

だてとして、意識の統一、父母と手をにぎり拡大していくために必要だ。国民共通のものとし
て憲法があるということは有効である。

（15） 戦前は、教育勅語が教育の基盤であった。戦後は憲法がそうだ。憲法を教育勅語ぐらいに大事
にしていくべきだ。

（16） 憲法科特設によって国民が憲法のなかにのっていることがら（言論の自由、差別とりのぞき、
義務教育無償、労働の権利、学問思想の自由、税金のゆくえなど）を獲得した歴史を知ること、
またそれと照応して現状はどうか、原因、これからどうしていけばよいかなどについて国民的
自覚がもてる。

（17） 条文の学習だけにおわらないで、憲法は歴史的所産であり、国民の意志、カで変えることがで
きるということによって、発展の見とおし、民族の若々しさをもたせる。

（18） 教師は公務員として、他の公務員とともに憲法を尊重し、守ることの自覚を、子どもたちや親
たちとの関係のなかでたかめることができる。

（19） 週一時間のもんだいは教科構造の再編成、時間割編成で考える。
（20） 新しい日本国民のすすむみちをしめした平和と民主主義と人権尊重の憲法を大事にまなびとる

憲法科の特設は、当然だ。（28）

　永井は、以上のように「教科構造特別委員会」での議論をまとめている。
　そして、それに続いて論考の末尾ではこのような指摘をしている。

　三日間二十時間にわたって、論争はつづけられ、特設については異論はあったが、憲法重視は支持
された。
　憲法重視の考えが確固としているなら、国民にしみとおっていない現状のなかで、とくに憲法科特
設は実現されなくてはならない。
　一、二年　①いのちを大事にする。②差別をしない。③要求をだしあう。④集団でしごとをしていく。

――子どもたちの生活を子どもたちと教師が見るなかで、めざめさすなかであつかう。
　三、四年　①みんながくらしよくするためみんなで働く。②人を支配しないし、人に支配されない。

差別しない。③憲法の内容のうち、大切なものを理解する。
　五、六年　①三・四年の土台のうえに、知的にその内容を理解する。②正しい社会的実践の基礎に

なる考え方、感じ方を育てる。
　中学校　　①憲法の中味を歴史的につかみ、見とおしをつけさせる。社会の進歩に対する確信をも

たせるようにあつかう。②時事問題を憲法の精神でつかませる。③条文についてもまな
ぶ。

　日教組でだした『憲法学習』『わたしたちの憲法』（有斐閣）などや外国の憲法学習、憲法とかかわり
のある教材あつめなどの作業をすすめていかなくてならないと考えている。なお、憲法について学び
たいという声がでてくれば、憲法科特設を国民請願によっても盛りあげ、実現させうるのではないか。

（29）

　ここに記されている各学年段階での学習構想は、日教組編『憲法学習』を参考にしたも
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のであると考えられる（30）。なお、『わたしたちの憲法』（有斐閣）とは、憲法学者・宮沢俊
義と教育評論家・国分一太郎の編になる少年少女向けの憲法読本のことである（31）。永井は、
憲法科への着想や、憲法科の具体的な教育課程を構想するにあたり、日教組編『憲法学習』
や『わたしたちの憲法』（有斐閣）を参考にしていたことが窺われる。

10. 「社会科を中心とする全教科」論と憲法科創設論の相違
　
　こうして、「教科構造特別委員会」での双方の見解と議論を見ていくと、それぞれの論
拠と疑念が、それぞれの立場から提起されていたことがわかる。
　社会科中心・全教科論の中では、科目の特設は現状では不可能・不必要で憲法教育は現
行制度のもとでやれるという主張があった。そして、以下の疑念や懸念、意見・主張、憲
法科創設反対論、消極論があった。即ち、中学校では教科担任制なので、憲法科を特設す
ると一部教師に限られる傾向が出てしまう。中学校では時間が多くなっているので憲法科
特設で「さらに一時間ふやす」のは良くない。憲法科は「野党の道徳教育」と誤解されやすく、
現行制度のもとでやったほうが政治的にならない。特設すると徳自主義に陥りやすく、文
部省の意図にはまりやすくなる。系統学習をさせないとの趣旨が憲法科特設でひっくりか
えり、生活単元学習という新しい教育方法を覆すことになるので、全教科のなかでやって
いくとよい。現行の枠内で憲法重視の道徳教育をどう進めていくか。各教科の中に憲法に
ついての具体的指導計画を立てればよいので憲法科はいらない……。
　また、憲法科の特設と社会科の改廃との関連をどうするかとの課題も示され、社会科を
解体して地理・歴史・憲法としてゆくのが望ましいとする見解もあったという。だがそれ
は「現状はキケン」で時期尚早であるので、社会科を解体・廃止して憲法科を創設するの
は反対であるという議論である。一方、社会科のねらいと憲法科のねらいは一致している
のであるから憲法科はいらないという考えもあった。
　他方、これらの疑念や主張に対して、「こういうことでよいだろうか」と、永井らは憲
法科特設をこう主張していた。
　まず、社会科は「ほねぬきにされ」ている現状があり、この「ほねぬきにされた社会科で
は、憲法の精神は強調されない。」そして憲法科が創設されても「社会科には、社会科とし
ての独自の任務がある。」
　そして、道徳及び道徳教育については、「憲法の中味からでてくる徳目」は大切であり、

「憲法の精神がはっきりつかまれることによって、道徳も」新たになる。「戦前は、教育勅
語が教育の基盤であった」が、戦後は憲法が「教育の基盤」となったのであって、故に憲法
を「大事にしていくべきだ」。
　一方、教師にとってはどうか。われわれは「教科書教師」だから、教科書改悪が行なわ
れている現状では、特設されればこそ、はっきりと憲法教育がやれる。「憲法科をつくる
ことによって各教科、生活指導、教師と子どもの人間関係にも」すっきりした筋が入る。「大
部分の教師は憲法の精神で教育をすすめてい」くことができる。憲法は「教育の基盤」にあ
るものであり、教師の、国民の精神的支柱である。憲法科特設は「人命軽視、封建、差別、
圧迫、ギヤクタイ、レイゾクなどとたたかう手だてとして、意識の統一、父母と手をにぎ
り拡大していくために必要」である。「教師は公務員として、他の公務員とともに憲法を
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尊重し、守る」という憲法第99条への自覚を、「子どもたちや親たちとの関係のなかでた
かめることができる。」
　子どもや父母（親）、国民にとってはどうか。憲法科があれば「憲法の精神がはっきりつ
かまれる」。憲法科特設によって「国民が憲法のなかにのっていることがら（言論の自由、
差別とりのぞき、義務教育無償、労働の権利、学問思想の自由、税金のゆくえなど）を獲
得した歴史を知ること」ができる。「憲法が常識としていきいきといきて生活の力となっ
てい」くように、憲法科を創るのだ。「人権尊重の憲法」を「みんなのものに」してゆく（た
めに）、「権利意識」を高めるために、憲法科を創設しての、憲法教育が必要である。それは、
新たな問題意識の目覚めを促すためでもある。憲法学習のなかで、「国家権力、封建性の
のこりかす」で抑えられていることが学べる。「憲法科特設によって、事大主義的傾向の
ある親たちをふくめて人間改造がなされ、教育と子どもの生きている社会環境がよくなる。
民主教育がしやすくなる。」。
　こうして、憲法科によって「憲法尊重の空気はつくられる」。また諸権利の獲得の歴史
と「照応して現状はどうか、原因、これからどうしていけばよいかなどについて国民的自
覚がもてる」。「新しい日本国民のすすむみちをしめした平和と民主主義と人権尊重の憲法」
を「大事にまなびとる憲法科」の特設は当然だ。
　最後に、上記の2つの立場・主張を、７つの論点に整理しておきたい。（下掲【表】参照）

【表】〈社会科中心での全教科論〉と〈憲法科創設論〉の比較
７つの
論点

「社会科を中心とする全教科でやっていくべきだ
とする人たちの主張」 「わたしたち」の「憲法科特設」の主張

社会科と
憲法科、
現状・現
行制度で
は…？

（1）憲法科特設は現状では不可能ではないか。
（2）憲法科の特設と社会科の改廃との関連を
どうするか。社会科を解体して地理・歴史・
憲法としてゆくのがのぞましいが、現状では
キケン性がある。時期が早すぎる。

（6）現行制度のもとでやれるはずであるから、
やり方を考える。教育基本法・憲法の精神の
研究が大切。重点をおさえておく指導方法を
考えてやればよい。

（1）現行制度のなかでは、憲法の精神が強調
されない。ほねぬきにされた社会科では、憲
法の精神が強調されない。

（5）教科書の改悪がおこなわれている現状で
は特設されればこそ、はっきりとやれる（と
くに教科書教師だから、われわれは）。

（5）社会科のねらいと憲法科のねらいは、一
致しているはずだ。

（2）社会科には、社会科としての独自の任務
がある。

全教科
で？

（3）日本人の人間像が具体的につかまれてい
なかったために、いろいろな問題がおきてい
る。これをはっきりさせる必要がある。憲法
科でなく、全教科ではっきりさせていくべき
だ。

（10）憲法科を特設すると、中学校では教科担
任制なので、一部教師にかぎられる傾向がで
る。全教科のなかでやっていくとよい。

（11）各教科のなかに、憲法についての具体的
指導計画をたてる。

（3）中学校では全教科のなかで憲法をいかし
ていくというが、むずかしいのではないか。

（6）憲法科をつくることによって各教科、生
活指導、教師と子どもの人間関係にも、すっ
きりしたすじがはいる。

政治的？ （4）憲法科は野党の道徳教育、修身科は与党
の道徳教育と一般に誤解されやすい。現行制
度のもとでやったほうが、政治的にならずに
実質的でよい。

（4）現行制度のままでは、大部分の教師は憲
法の精神で教育をすすめていけない。やると
偏向教育ということになる。

（13）憲法尊重の空気はつくられる。現状とし
ては、政治的な意味でもとりあげるべきだ。
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徳目主
義？
憲法と道
徳

（7）特設すると、徳自主義におちいりやすく、
文部省の意図にはまりやすい。

（12）現行のワク内で、憲法重視の道徳教育を
どう進めていくか。
　小学一年    　命を大切にする
　小学二年    　差別をつけない　
　小学三年    　働く
　小学四年   　 みんなのために
　小学五年  　日本の産業　
　小学六年 　 政治と歴史

（7）憲法の中味からでてくる徳目ならいいの
ではないか。

（8）憲法の精神がはっきりつかまれることに
よって、道徳も自然あらたになる。

（15）戦前は、教育勅語が教育の基盤であった。
戦後は憲法がそうだ。憲法を教育勅語ぐらい
に大事にしていくべきだ。

系統学
習？教育
の内容・
方法

（8）系統学習をさせないといわれてきたこと
が憲法科特設でひっくりかえる。生活単元学
習という新しい教育の方法をくつがえすこと
になるから反対。

（16）憲法科特設によって国民が憲法のなかに
のっていることがら（言論の自由、差別とり
のぞき、義務教育無償、労働の権利、学問思
想の自由、税金のゆくえなど）を獲得した歴
史を知ること、またそれと照応して現状はど
うか、原因、これからどうしていけばよいか
などについて国民的自覚がもてる。

（17）条文の学習だけにおわらないで、憲法は
歴史的所産であり、国民の意志、力で変える
ことができるということによって、発展の見
とおし、民族の若々しさをもたせる。

（20）新しい日本国民のすすむみちをしめした
平和と民主主義と人権尊重の憲法を大事にま
なびとる憲法科の特設は、当然だ。

週一時
間？

（9）憲法科特設の場合、さらに一時間ふやす
のか。中学校では時間が多くなっているが、
ガイダンスのなかでやってもよいではないか。

（19）週一時間のもんだいは教科構造の再編
成、時間割編成で考える。

教師、父
母（親）、
地域、国
民

（なし？） （9）教師自身も精神的支柱を失いかけていな
いか。憲法は教師をふくめ、国民の精神的支
柱である。

（10）人権尊重の憲法がみんなのものになって
いない。権利意識がまだ低い。憲法教育が必
要だ。あらたな問題意識のめざめをうながす。

（11）憲法学習のなかで、国家権力、封建性の
のこりかすでおさえられていることを学ぶ。

（12）憲法科特設によって、事大主義的傾向の
ある親たちをふくめて人間改造がなされ、教
育と子どもの生きている社会環境がよくなる。
民主教育がしやすくなる。

（14）憲法科特設の必要は、人命軽視、封建、
差別、圧迫、ギヤクタイ、レイゾクなどとた
たかう手だてとして、意識の統一、父母と手
をにぎり拡大していくために必要だ。国民共
通のものとして憲法があるということは有効
である。

（18）教師は公務員として、他の公務員ととも
に憲法を尊重し、守ることの自覚を、子ども
たちや親たちとの関係のなかでたかめること
ができる。

（永井庄蔵「憲法科を創設することの提案」（『教師の友』1960年5月号）60-61頁より筆者作成。）
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　憲法学習・憲法教育を、社会科を中心に全教科でという論と、憲法科創設論との間の大
きな相違点は何か。上の表を参照してわかる通り、「社会科を中心とする全教科」論に欠
落している（あるいは、弱い）視点（そしてそれは憲法科創設論の特質でもある）は、言わ
ば〈父母、地域、国民、教師〉〉という視点、〈父母、地域、国民、教師〉への視点である。
　憲法科創設論はこう主張する。憲法科特設によって、日々の国民生活それ自身が「国家
権力、封建性ののこりかすでおさえられていることを学ぶ」ことができ、「事大主義的傾
向のある親たちをふくめて人間改造がなされ、教育と子どもの生きている社会環境がよく
なる。民主教育がしやすくなる。」そしてそれにより「憲法尊重の空気はつくられる」こと
になるのではないか。「憲法科特設の必要は、人命軽視、封建、差別、圧迫、ギヤクタイ、
レイゾクなどとたたかう手だてとして、意識の統一、父母と手をにぎり拡大していくため
に必要」であり、「国民共通のものとして憲法があるということ」の有効性に目を向けるべ
きだ。憲法科創設論には「国民教育」論が内在していたのである。
　と同時に、これらの主張の諸点は、憲法前文の文脈、平和的生存権に通じる視点であり、
そして憲法を「生活の力」とするべく、「たたかう」ための、社会権としての学習権、「教育
を求める権利」の指摘でもあった。
　かくして、ここに20点にわたって示されている、永井らの憲法科創設論には、大きく
見て、以下の4つの視点・論点があるように思える。

（１）道徳と憲法について：憲法が道徳の内容を構成する、とする議論。
（２）道徳の特設と、憲法の創設について：道徳の時間の特設ではなく憲法科の創設を、
という議論。

（３）国民教育運動のための憲法科創設論について：憲法の精神を「血肉」「常識」にしてゆ
くために、真に国民のための教育をつくっていくために。国民教育に憲法という支柱をつ
くる。憲法に基づく政治の実現のために、憲法に基づく教育を、憲法を学ぶ教育を、とい
う議論。教育を受ける権利の保障を実質化するため、という議論。

（４）教師のための憲法科創設論について：教師が憲法を学んでいない。憲法の精神で教
育をすすめていけるように、教師が憲法を学ぶためにも憲法科が必要である、という議論。

11．若干の考察

　永井は、同時代の状況を「生活・人権・真実をゆがめようとしている時代」と見ていた。
永井は、現実の政治が憲法に基づくものとなっているか、憲法を実現する政治となってい
るかを問い、その実現を、国民教育の自己変革の中で見通し、そこから憲法科の創設を唱
えていた。
　敗戦後、長く政権与党を占めてきた自由民主党は、結党以来一貫して憲法「改正」、「新
憲法」制定を主張してきた。敗戦後以降、今日まで続く、言わば〈憲法の危機〉に対して、
憲法を国民のものとする国民教育を念願し、求めるため、永井らは「憲法科」創設を提起
していた。
　近代以降の日本において、学校における教科・科目の改廃は、時々の政権、公権力がそ
の実質を担ってきた（支配してきた）。地域住民・市民や父母、教員と児童・生徒が、そ
の改廃に関わる議論の場に直接広く参加し、民主的な協議と合意形成のなかで教科等の改
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廃の決定をしてゆくことは、公式的にはなされてこなかった。その意味で、教育は国家の
ものであり続けてきたのである。その点で、1960年代以降の、いわゆる教育課程の自主
編成運動は、家永教科書裁判や「国民の教育権」論などの展開の中で、重い意味を占めて
きたと言ってよい。民間教育研究運動にかかわる、一教師、あるいは一市民としての、永
井らのこの、1950年代半中盤頃の、「憲法科」という新教科を創設し、その教育課程を現
場からつくりあげようと呼びかける主張は、近代日本教育史の中でも特筆すべきものであ
り、また、のちの教育課程の自主的編成の運動の流れ（の源流）、その発想の走列の中にあっ
た〈一つの魁〉であったとも言える。
　本稿の冒頭に記した通り、『教科研ニュース』第19号（1957年10月10日発行）の「サー
クル機関紙から」欄（謄写刷）に、「イサワ教育こんわ会」の「なぜ　憲法科の特設を　主張
するのか」という稿が収められていた。その議論の内容と、永井の筆名になるこの論考で
の議論を重ね合わせれば、両者の主張に一貫したものがあることは明らかである。（32）

　ただし、この上記の1957年の論考「なぜ憲法科の特設を主張するのか」の議論は、
1958年の道徳の時間の特設以前、特設「道徳」ではなく憲法科を特設しようと主張するこ
とを主眼とするものであった。本稿で参照した永井の憲法科創設提案の論考は、「道徳」
の時間特設から約2年後のものである。その意味で、言わば道徳科の代わりに憲法科をと
いう論旨の強調は、この論考の中では僅かの部分にあるのみで、全体的な論旨の基調には、
特設道徳を許してしまったにせよ、主に、憲法の精神を国民の血肉・常識とするにはどう
すればいいか、父母の公費肩代わりの問題や父母負担軽減、強制寄付などの不合理・封建
性を打ち破る方途として憲法を暮らしに生かし「自由」を求める国民教育をいかにしてつ
くっていくか、という問題意識からの議論・主張であったように思われる。

おわりに

　なぜ「憲法科」の創設が必要なのか。「憲法科」創設の意図は何か。そして「憲法科」の創
設を提案する（した）ことの意図は何か。
　前述の通り、永井らの主張の一つの根拠は、父母や地域の理解（人権尊重、憲法尊重）
のため、社会をよりよい方向へと変えるため、「国民教育」としてそれが必要である、と
いう点から出てきている。「社会科を中心とする全教科」論と、憲法科創設論の、両論の
相違性、あるいは齟齬の所以の一つは、「社会科を中心とする全教科」論の現状論（憲法教
育観）にこうした視点が欠落していたからであった、とも読める。
　また、永井には、上に見たように、政権与党が改憲を迫る中「もうすでに社会科は民主
党の“うれうべき教科書”問題以後、圧迫され、平和、人権、科学的な地理・歴史、真実
はゆがめられてきた」、社会科は「ほねぬきにされ」てきた、という状況認識があった。こ
れはある意味では憲法という存在に対する、社会科という教科の持つべき役割・意義への
深刻な問いかけであるとも読める。「ほねぬきにされた社会科では、憲法の精神は強調さ
れない。」永井らのこの憲法科創設論は、常に「圧迫され」「ゆがめられてきた」戦後社会科、
その憲法教育に占める意味・意義への、一つの問いかけではなかったか。憲法を教えるは
ずの、本来の「社会科」への問い返しとは読めまいか。
　戦後日本における、一貫してこの憲法を言わば「壊そう」とする政権与党の姿勢は、憲
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法に基づく政治の実現を理想とする教育、そして、日本国憲法に示された理想の実現が基
本的に教育の力によるとした、戦後日本の「教育基本法」（47基本法）と、相容れるもの
ではない。現に、第一次安倍政権は、2006年、この47教育基本法を「改正」し、「われらは、
さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福
祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべ
きものである。」という文言を消し去った。
　現在の学校教師、国民の憲法認識の実態、社会科その他学校教育全体における憲法教
育の実際、そして、教育運動としての憲法教育の不振と、「憲法学習」の形骸化の実態を、
どう見ればよいか。「圧迫」により「ゆがめられ」、いわば〈骨抜き〉にされてきた末の今日
の教育。今から約50年前の、戦前から生活綴方教師として生きてきた永井の、われわれ
へのこの問いかけは、重く大きいものと言わねばならない。
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（10）永井が、その論稿の筆名を漢字にしているのは、現時点で、筆者の見る限り、この憲法科創設提案の
論稿の他数点のみである。
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（11）永井、前掲「憲法科を創設することの提案」56頁。
（12）前掲拙稿「『イサワ教育こんわ会』の憲法科特設論について」を参照されたい。
（13）1947年の教育基本法は、法律では異例の前文を置き、約1 ヵ月後に施行される日本国憲法との関連に
あえて言及していた。その前文が、平和と民主主義、個人の尊厳の実現を求める憲法の精神、その理想の
実現が「教育の力」による、と記していたことは重要である。民主国家の実現を担う主体の形成は、教育に
かかっている。憲法の理想を実現するための具体的な教育理念の表明として教育基本法が制定されたこと、
ここに、教育基本法が「準憲法的性格」を持つ「教育の憲法」といわれた所以が端的に示されていた。だが
2006年12月15日、第一次安倍政権の下、改正教育基本法が臨時国会において成立、同月22日に公布・
施行され、この「教育の力」の文言・文脈はその前文から消された。1947年の教育基本法は、戦前の教育
が軍国主義と極端な国家主義に奉仕したことへの深い反省に立ち、憲法の理念の実現を教育に託したもの
であった。なお、堀尾輝久『いま、教育基本法を読む―歴史・争点・再発見―』岩波書店、2002年、ほか
参照。あわせて、拙稿「Q16 憲法に教育についての条文が少ないのはなぜですか」（歴史教育者協議会編『ちゃ
んと学ぼう ! 憲法１』青木書店、2008年）を参照されたい。

（14）前掲、『追憶と論考 北の教師 ナガイ・ショーゾー』56-57頁。
（15）永井、前掲「憲法科を創設することの提案」57頁。
（16）後の1960年代後半の、ナガイ・ショーゾーの「誌上シンポジウム《「平和の理念と教育的立場」 意見・
Ⅷ》 あいまいと　すりかえは　いたるところに」（『教育』№217、1968年2月号）と題する論考の一部には、
このような記述がある。「いま、繁栄と開発、道徳、協力などのコトバと行動によって　国民が教師がむ
しばまれている。新装国民精神総動員運動が　すすめられている。主犯者はだれであるか。教員は　その
協力者として分担させられている。さしあたり　教員はホウ助罪というところか。公費かたがわりは　税
外負担として、憲法、地財法にさえ　そむくのに、子どものためにというすりかえ

4 4 4 4

で　生活を圧迫してくる。
…（後略）…」（120-121頁。なお、同論考は、前掲『追憶と論考　ナガイ・ショーゾー』に所収。）永井の
念頭には、「生活を圧迫」する「すりかえ」、公費肩代わりという憲法違反への認識が明瞭にあった。

（17）永井、前掲「憲法科を創設することの提案」57頁。
（18）永井、前掲「憲法科を創設することの提案」57-58頁。
（19）永井、前掲「憲法科を創設することの提案」58頁。
（20）永井、前掲「憲法科を創設することの提案」58-59頁。
（21）永井、前掲「憲法科を創設することの提案」59頁。
（22）勤務評定をめぐっては、例えば岩手県教職員組合の組合員が交渉を求めて県教育庁の庁舎に徹夜で座
り込み、その「排除」のために警官隊が出動し、激しいもみ合いとなりけが人が出たとされる。岩手県教職
員組合編『岩教組20年史』1977年、716-771頁。

（23）岩手県胆沢郡姉体中学校教諭であった高野善一は、1954年1月23日、「偏向教育その他約十二項目に
わたるところの教員としてふさわしからぬ行為」があるとして、姉体村教育委員会から懲戒免職処分をう
けたとされる（「第19回国会　衆議院文部委員会　第16号　昭和29年3月12日」（国会会議録テキスト、
https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=101905115X01619540312&spkNum=0#s0）。なお、高野善一「Z

先生失敗の巻」（教育科学研究会編『教育』1953年12月号）、高野善一『教育の探求』時事通信社、1969年、
高野善一『小説 偏向教師』鳩の森書房、1976年、前掲『語り継ぐ胆沢の教育』129-130頁、明神勲「教職員レッ
ド・パージ概要ノート（その1）―青森・岩手県における教職員レッド・パージ―」（『北海道教育大学紀要（第
一部C 教育科学編）』第34巻第1号、1983年）、参照。

（24）永井、前掲「憲法科を創設することの提案」59-60頁。
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（25）永井、前掲「憲法科を創設することの提案」60頁。
（26）岩手県教員組合教育研究集会報告『岩手の教育』1958年（岩手県立図書館所蔵）。その「特別委員会」の
記録の箇所には、「教科構造のぎん味　胆沢　常磐小　永井庄蔵」という記載が見られ、永井の報告があっ
たことが窺われる（280頁）。

（27）永井、前掲「憲法科を創設することの提案」60-61頁。
（28）永井、前掲「憲法科を創設することの提案」61頁。
（29）永井、前掲「憲法科を創設することの提案」61-62頁。
（30）日本教職員組合教育文化部編集『憲法学習―教師のための案内―』（日本教職員組合、1956年）。なお、
拙稿「小学校低学年における生活指導と『憲法学習』―土田茂範『村の一年生』の再読から―」（『岩手大学
文化論叢』第10輯、2021年）を参照されたい。

（31）宮沢俊義・国分一太郎編『わたしたちの憲法』（有斐閣、1955年）。
（32）前掲拙稿「『イサワ教育こんわ会』の憲法科特設論について」をあわせて参照されたい。
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＊　　岩手大学教育学部

岩手大学教育学部研究年報　第81巻 （2022. 2）117 ～ 130

 小学校教員養成における国語科教育の課題

「書くこと領域」の学習内容の設定

藤　井　知　弘*

（2021年12月20日受付，2022年1月13日受理）

１章　問題関心と問題設定

　論者は、20年に渡り本学において「小学校教育法」の授業担当をしてきている。学会等
において提示される様々な研究内容は、国語教育に対する造詣が深い人々に拠っているが
故に理論が先行し、実態に即したものといえるかは不確かなところがある。本学で授業を
履修する学生は主免許が小学校コースの85名（うち国語科は15名）中学校コース（国語は
6名程度）を含めて授業科目受講者は前後期を併せて130名程度が通例である。その多く
は国語を専門としない学生であり、こうした学生のうち、副免許状としての中学校国語、
高等学校国語を取得していく学生を除くと、多くは「小学校教育法」1科目だけの履修で、
小学校教員として採用されていくことになる。（下線  藤井）100分×14回の授業を履修し
ただけで、小学校において最も授業時数の多い国語科の学習を行うことを保証することと
なり得るのだろうか。カリキュラム編成は各大学によって異なるので、必修科目がこれだ
けでも取得できるというのは、カリキュラムマネージメントの問題ともいえる。（書写の
授業科目は1科目あるが、必修であった教科専門教員も関わる「小学校国語A」は選択と変
更された）もちろん、教師になってからの研修等によって、また教科書指導書をなぞるこ
とによって授業自体を行うことは可能となるだろう。採用されてから一人前になるのだと
いうことで、教員養成としての責務を果たしたといえるだろうかは常に考えることである。
　ここで問題としたいのは、国語教育に熱心に取り組んでいる人たちを対象としてではな
く、国語が嫌い、国語科苦手と感じているよう学生が、教員になったときにどのような授
業を展開するだけの能力を大学教育として準備できうるのかという点である。本学におい
ては、理数コースの設定によって、小学校教員を目指す理系の学生が一定数おり、こうし
た学生は国語に対する関心も違い、教材の見方や指導法については「小学校教育法」にお
いて初めて触れるということがほとんどである。教育実習に向けて苦手教科の克服として
設定された「小学校実践研究」（国語、算数は全員選択、理科、社会、英語はどれか1教科
を選択、各教科の授業回数は4回）の授業は昨年度まで3年生の必修科目であったが、今
年度は選択となり、同時間帯の必修科目の設定により、わずか14名の履修にしか過ぎな
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かった。確かに教育実習において実践経験は踏むものの、コロナ下にあっての実習は4週
間から3週間に減り、実習で実際に授業を行ったのは8時間（附属小学校）程度となってい
る。そのうち国語の授業は1時間であり、学習材の一部分を担ったに過ぎないのが現状で
ある。こうした国語科実践の経験のまま、4月には新採用として教壇に立つ者が、「楽しい、
わかる、やってみたい」といった実践を展開できるかどうかは難しいことだろう。初任研
を通しての研修は行われるが、なってからの修養によって実践力は時間と共に身について
いくと割り切れるものではない。だからといって論者は、最初からそれ相応の授業を行う
ことを求めているのではない。教員スタート時に最低限身に備わっておくべき、知識や技
能、授業方法や教材研究はどの程度が必要とされるかについての共通理解を持つべきだと
考える。
　そこで本論においては問題設定を、○小学校教師を目指す学生にとって、既習の学習経
験がどれほどのものとして生きているか　○授業を通して学生は何を学んでいるか　を踏
まえた上で
◆授業科目「教育法」においてどれだけの内容を押さえるべきかについての問題提起を行
い、学会において同じく教科教育を担当している会員と問題を共有し、今後その内容を明
らかにしたいと考える。中でも「書くことの学習」に絞ってそのあり方について検討する
こととする。

２章　教師教育における課題

2－1　学部教育における課題 
　ここでは、本学の教科教育学の先人である望月善次と教師教育に積極的に国語科教育の
教師教育並びに教科内容について発言を重ねている鶴田清司を中心に学部教育の課題につ
いて述べる。　
　望月善次（1983）は学部教育について研究と教育の統一の困難さに対処するために「大
学教師各自が自らの教育実態を吟味し直す」ことがなされていないことを指摘している。
そして教科教育担当者の分担する講義内容について、　

　教育職員免許法との対応を第一義とされる様な事態が現出し、その内容・レベルが余り吟味され
ないままに「教育法」「教材研究」の名称が用いられている。甚だしきに至っては、「教育法」は教育方

法を「教材研究」は教材を研究する時間であるとする笑えぬ悲喜劇をもたらしている。*1

と述べ、当時における小学校免許希望者による授業科目「国語科教材研究」（2単位）と「国
語科教育法」（4単位・中学校免許希望者）とに分けていることの問題をあげている。また
望月・飛田（1988）では「教師教育から見た小学校『国語』教師」の中において大学におけ
る教育と就職後の勤務実態との乖離をあげている。*2

　さらに望月（2006）は教師の力量形成の課題を7観点に渡ってあげている。中でも［①（教
授・学習材）分析力］［②（年間計画／単元）構成力］が具体的には教科指導に関わることと
なるが、望月は①の定着度は充分とはいえず大学の責任が重いこと、②では卒業後の力量
形成に頼らざる得ないとみている。論者は［④教室対応力］であげられている「発問・指示・
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説明の言語化」は教育法の中でも具体的な授業場面を想定して扱える内容と考える。*3

　望月は、岩手大学に最初に赴任した「教科教育学」の教員として本格的な教科教育学の
実践へと向かったが、当時においては教科教育学は学問ではないという批判も学内におい
て強かったと聞いている。昭和57年当時、望月は「教育職員免許法」上の「国語科教育法」「国
語科教材研究」を分けて実施している。「教材研究」が小学校教諭・教職に関する専門科目
となっており必修、「国語概論」（教科に関する専門科目）が必修、合計4単位が必要とさ
れていた。「国語科教材研究」は計13回実施され、中でも「表現（作文）」は、戸田唯巳（1975）

（1980）『作文＝どのように書かせるか』『続・同』（共に明治図書）を用いての授業を行っ
ているが、書くことに関してはこの1回だけとなっている。
　望月（2006）があげた「教師の力量」7観点は以下の通りとなっている。

①（教授・学習材）分析力　②（年間計画／単元）構成力　③集団（統率）力　④教室
対応力　⑤（学校）組織（対応）力　⑥臨床力　　⑦展望力（個体史・歴史・国際）

以上7点について、①がカリキュラムに組み込みやすいものとしているが、具体的な分析
方法を身につけないまま卒業していく学生も多いと指摘、その他の項目すべてが大学にお
いて十分に扱えていないと述べている。それらが就職してから後の現場において頼らざる
得ないとしているが、学校現場には、場と時間が不足していると述べている。
　④教室対応力の内容としてあげられる「発問・指示・説明の言語化」については、論者
は授業の中において、学生に実際の場面を想定して授業者が「発問」しその適切さや内容
の吟味する、また自分だったら何と言うのかということで、ペアワーク、もしくは四人グ
ループでの検討などを活動として組んで考えるようにしている。
　鶴田清司（2007）*4は、「大学における授業改革の試み」として、全国大学国語教育学会
編『国語科教育学研究の成果と展望Ⅱ』（2013）において「教師教育」の観点から先行研究
をレビューしている。その結果、「自らの教師教育実践に基づく臨床的・具体的データに
基づいて、国語科教師教育のカリキュラムや授業内容の見直しをすること」と総括し、教
師教育のあり方を共同で模索していくことの必要性を提示している *5のは論者の問題意識
と合致したものとなっている。
　また鶴田（2013）は、大学での講義、演習のあり方を見直す中で、「学び合う」ことを実
感させることが生きた「テキスト」となること、卒業論文の意義について検討されるべき
ことを指摘している。学部の卒論指導は、個々の教員の取り組みに大きな差異があり、少
なくとも本学ではその質保証が科内において十分に検討・吟味されているとはいえない。。
ウィキペディアからの引用によって構成されるような卒論も見受けられるのは由々しき問
題である。国語科のみならず、論理的に文章を作成する知見について学ぶ場は重要であり、
その力量はやがて現場における教材研究や研究の促進につながることになる。鶴田（2002）
によれば、研究方法論の科目が設定されている大学、一般的学部科目としての論文作成に
関わる科目が設定されている大学は極めて少ないことも報告されている。*6

2－2　初任研における内容
　では初任者である新任教員はその１年目においてどのような内容を研修において学ぶこ
とになるのかを、「初任者研修会」の内容から見てみる。
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　初任者研修において示された内容　平成〇年度の例  講習時間90分
〇資料：「I県小学校初任者研修講座Ⅰ　教科指導の進め方　国語科」I県総合教育センター
・平成20年版学習指導要領　国語科の目標と29　年版の目標との比較
　注目点として「言葉による見方・考え方を働かせ」「言語活動を通して」
・国語科の学習過程と指導事項（解説p.9）
・課題解決的な言語活動を位置づけた単元構成（モデル図）（センターガイドブックp.15）
・「本県の授業づくり3つの視点」
　①学習の見通し（学習課題を設定し学習のゴールを見通す）
　②学習課題（学習問題）を解決するための学習活動〈発問作り演習〉
　③学習の振り返り（学習内容と学習プロセスの振り返り）
◆発問づくり演習の例　ごんぎつねにおける「どうしてごんは兵十のかげぼうしをふみな

がらついていったのですか」→（演習を通して）〈考えを広げたい場合の例〉「ただつい
ていくだけで二人の話は聞けるのに、ごんはなぜ兵十のかげぼうしをふもうと思ったの
だろう」

⇒この研修においては、領域は「読むこと」素材としては文学的文章のみを扱い、「書くこと」
領域には触れていない。初任1年目において国語科についての研修はこれだけとなってい
たことからも、現場においてつけるべき能力は多岐に渡り、大学教育の担うことが多いこ
ととなる。

3章　「教育法」の授業内容に関する先行研究

3－1　全国大学国語教育学会編テクストの内容
　全国の教育養成系大学の国語科教育学担当者を中心として構成されている「全国大学国
語教育学会」では『小学校国語科教育研究』と題したテクストとなり得る刊行を1991年（長
谷川孝士理事長）2009年（吉田裕久／同）2019年（山元隆春／同）と行っている。それぞ
れが当時の学習指導要領を反映した内容となっているが、書くことを扱う頁数も増えてい
る。*7

［1991　 pp74-82　 9頁 ／全168頁　5.3％比］
［2009 　pp70-89   19頁／全182頁　10.4％］
［2019 　pp104-124  20 頁／全181頁　11％］
　その内容構成としては見出しから整理すると       

1991 2009  2019
意義と目標 ○ ○ ○
文章形態 ○ ○文種 ○ジャンル
作文能力 ○ 
指導の方法 ○ ○低中高
指導上の留意点 ○
書くことの学習過程 ○ ○ ○
学習者の発達と指導 ○低中高 ○低中高
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言語活動例 ○
学指要　領域と構成 ○ ○
現代的な書く ○ ICT

　2009年以降において「様式」を意識しての内容が登場することになる。指導方法は学習
過程に沿って記述され、低中高の段階に合わせてその内容が示されているが、共通してい
るのは、書くことの目的でもある「自分の思いや考えを表現できる」とするための指導の
あり方を示していることである。
　学会編でテキストともなる『小学校国語科教育研究』では学会所属会員による執筆となっ
ているが、91年版においては平成元年３月の学習指導要領を踏まえたものとなっている
ので、各学年毎の目標設定であり、［表現］［理解］の領域設定のもとでの内容構成となっ
ている。
　09年版においては平成20年版学習指導要領を受け、２学年表示による内容提示となり、
言語活動例が示されることになった。「書くこと」に関わる言語活動例12を受け、執筆者
である渡部洋一郎は「文章の種類」として西尾実、飛田多喜雄の論を踏まえ、「文種に応じ
た指導」の重要性を述べている。*8そこで渡部は発達段階に即した指導がそれによって可
能となることを指摘する。文種を発達段階と照らしたのは、井上一郎（当時文科省小学校
教科調査官）が先導した学習指導要領によっても明らかにされており、その後の大きな柱
となっていく。
　2019年版においては、平成29年版の学習指導要領を受けての内容記述となり、学習過
程が明確に示され、［題材の選定］から［共有］までの指導事項が明示された。「文種」に「ジャ
ンル」という用語も用いられ、各学年の指導においてもそのジャンルを意識しての指導方
法や内容が記述されることとなっている。特に論者は文産出過程を踏まえてのモニタリン
グや協働的な活動、ICTを踏まえての記述活動にも言及しており、これからの書くことの
学習の方向性を示した。*9

　その他に「小学校国語科教育法」を扱った出版物として管見の範囲では以下のものもあ
げられる。
○藤井國彦（1980）『小学校国語科教育法』図書文化
○中西昇、野地潤家、安西廸夫、湊吉正編（1985）『小学校国語科教育法』桜楓社
○田近洵一、井上尚美、大熊徹編（1985）『教育養成基礎教養シリーズ　新版小学校国語科授業研究』教育

出版

○野地潤家、湊吉正編（2002）『新編　小学校国語科教育法』おうふう

  いずれのものも、「書くこと」についての記述は限られたものとなっており、扱うべき具
体的な指導事項が示されたものとはなっていない。*10

3－2　研究論文における内容の取り扱い
　鶴田（1997）は国語科教育教員養成について「単に『授業で何をどう教えるか』『教材研
究をどのように行うか』『指導案をどう書くか』といった実務的・方法的レベルにとどま
ることはできない」と指摘しているが、学生の立場からするとその点が最も知りたい、学
びたい重要な学習内容といえる。また鶴田（2001）では「実践に役立つ知識・技能・方法
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は学生一人ひとりが切実な実践経験の場を通して獲得するしかない」としている。*11

　大学における授業として「教育法」のあり方を検討している研究としては、今井敏博
（1998） 世羅博昭（2003） 遠藤庄治・渡辺春美（2005） 町田守弘（2008） 時田詠子（2009） 
都築則幸（2011） 天野かおり・志々田まなみ・宮﨑尚子（2014） 鈴木愛理（2014） 吉田茂
樹（2015） 桐生直代・東茂美（2019）などがあげられる。これらの多くが、大学での模擬
授業の実施による考察が中心となっている。*12

　鈴木（2014）は小学校学習指導要領に拠りながら、毎時間毎の予習としての宿題を元に
してワークショップで協議、発表、まとめというパターンで進めている。書くことについ
ては、1回の扱いである。鈴木は「大学において大切なのは、いま国語科教育に求められ
ているものを自らどうにかして知ろうとし、その知る方法を学ぶことである」として学習
指導要領を理解した上で、「何を教えることが国語教育で、なぜ国語を教育するかなどを
自分のものとして向き合えること」を目標とした授業展開をしている。毎回の授業のテー
マに関わる内容について理解してくることを予習として宿題とし、授業中において各が考
えたことをグループで話し合い、全体化しまとめとするという展開である。こうした展開
の中で、学生たちは本質的に「ことばの教育」について自分なりの理解を深めていくこと
ができているように見受けられた。
　吉田（2015）は「自ら経験することを通して実践的な授業力」という観点から学習指導案
作りが5週、班別代表模擬授業を5週にわたって展開する。桐生らは、短期大学での中学
校二種免許対象の実践であるが、書くことの学習が2週、模擬授業を5週にわたって展開
している。
　いずれの研究においても学生が学ぶ学習内容として何を設定したかについては明記され
ておらず、模擬授業授業が適切であったかどうかの考察は、学生の感想によってしか測る
ことことができない。
  国語科教師教育に関する研究は、学会でも1985年以降においてもその研究が重ねられ
ていることは先にも述べたように『国語科教育学研究の成果と展望Ⅱ』*13において鶴田が
整理している。そこでは2010年までの学会における９回に渡る課題研究やシンポジウム
において国語科教師教育のあり方が取り上げられている。ここでの「国語科教師」とはや
はり国語教育を専門とする教師を少なくとも指していると思われ、国語に関心がない、国
語が好きではないというごく普通の教師を対象とはしていない。
　先行研究の中でも、今井（1998）は教育実習後の学生が行った議論を取り上げているが、
そこで学生は「大学の授業は理想論のように感じられる。（中略）授業の方法などの基礎的
な事は大学でふれられることはあるが、実際に子どもたちと接する場面で生ずるであろう
事柄については扱われてはいない。」「３回生までで大学で学んだことで教育実習に実際役
立ったことは少なかったと思う。大学の授業と教育実習とを全く別のものとしてとらえて
しまっている。」「教科教育法の授業も様々で、教育法を学んでいるという実感のあるもの
もあるが、そうでないものもあるように思う。」「特に小学校教科〇〇という科目の授業
は、小学校の教師を念頭において大学で授業してほしい。」など学生の本音が表されている。
教育法担当者として傾聴しなければならない意見といえる。
　都築（2011）は平成20年度の私立大学20校における授業内容を整理する中で、「国語科
教育法」の授業の約半数が「読むこと」に関する内容と、模擬授業にあてられていることを
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特徴的な点として指摘している。教育法担当者が一般学部出身であれば、文学教材を中心
とした「読むこと」指導に偏ることは当然で、それを学んだ学生が教師になったときには
この偏りが再生産されることになると述べている。
  2021年段階においては、都築論文より10年が経過し、アクティブ・ラーニングが叫ば
れる中において、さすがに文学偏重は改善されてきているとはいうものの、学生の既習学
習体験は、圧倒的に物語教材の記憶だけが残っている者がほとんどといえる。
　その他の先行研究は、先に述べたように「模擬授業」を柱とする展開となっている。模
擬授業については、論者は否定的な立場である。確かに鶴田のいうように実践経験へと模
擬授業がつながることは認めるが、学習者反応のないところでの模擬授業（学生が生徒役
をやったとしても）では、発問や、指示、板書の適切さを見取ることができても、反応を
元に学習者の考えを紡ぎ出していく、学習者相互の交流による授業、予測反応事象に対す
る対応の仕方などは難しい。模擬授業実施において克服しなければならない点としては以
下のようなことが考えられる。
○一教材における授業展開のあり方が、他教材、他単元へと生かすことへとつながるか
○単元構想の中における一単位時間として見る事が難しく、どうしてもその場面における
　展開が対象となってしまうこと
○学習者の反応を学生が代弁することによって、リアルな実態予想へとつながるか
○教師主導型の展開で進めるしかなく、発問や指示、板書の提示などの有用性の検討に限
　定されがちである
○予想外反応の設定が難しく、即興的・即時的な対応にはなりにくい
○教室に立つ教師としての立ち振る舞い、音声言語表現の適切さなどを見ることはできる
　が、そのことと国語科学習内容とが分離しがち

4章　学生の学びの実際

4－1　学習の履歴による意識
　R3年度「小学校教育法」を受講している2年生小学校コースが主となる学生77名に簡単
なアンケートを実施した。（R3.6.14）
○書くことが（好き27％／嫌い38％／どちらでもない33％）
○書くことの学習が今に生きていると感じることは（ある79％　ない21％）
→「ある」の回答のほとんどが、高校時における小論文指導をあげている
○今になってこうしたことを教えてほしかったは
→自由記述による異なり回答数のべ100を整理すると
・様々なジャンル・文章の書き方に関わる回答　39　（小論文やレポートなどの文種10

／　読書感想文9　／メール　など手紙4 ／目的に応じた書き方3 ／　社会に出てから
書く　文章の書き方2  など）

・文章構成に関わる回答　19（構成11 ／まとめ方3　構想の立て方2　 など）
・その他の回答（推敲の仕方4 ／要約の仕方4 ／　記述前指導4 ／目的意識・相手意識2

　など）
■4割近くの学生が嫌いと答える中、入試のための小論指導の学習経験が大学生のレポー
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ト作成などに生きていることを実感しつつも、論理的な文章の書き方を「教えてほしかっ
た」とあげているのも特徴的である。

4－2　既習の学習経験から
  本研究室4年生・本堂桜花による学生調査による文種による指導を受けたかどうかにつ
いての記憶について回答を得た。
文種指導を受けた記憶と長期休業課題　　　（R3.7月実施）

文　種 指導を受けた記憶 長期休業課題
説明文 40名 71％ 8名 14％
記録文 5 9 5 9
報告文 6 11 1 2
意見文 27 48 3 5
新聞記事 27 48 4 7
物語文 39 70 8 14
俳句短歌 35 63 10 18
詩 32 57 3 5
日記 24 43 36 64
手紙 31 55 1 2
読書感想文 17 30 5 93

■対象学生は4-1と同学生　回答にあっては、書くこと単元というだけでなく、読むこと
の単元中における書く活動も含み混在しての回答となっている。説明文、物語文を書くこ
との指導は多く行われてきたことがうかがえる。反対に読むこと領域ではあるが、「読書
感想文」の指導されることなく、課題としてだけほぼ出されていたことは大きな課題とい
える。
■学生の記憶では、小学校時代の学習経験は曖昧であるが、文種に応じた指導については、
説明文、物語文というおおきなくくりの中でとらえており、大学入試に関わる小論文指導
が論理的な文章指導としては最も大きな学習経験となっている。読書感想文の経験は、読
書感想文コンクールに向けての課題として出されているためだが、7割の学生がどのよう
に書くかについての指導がなされていないことがわかる。この対象となる大学生は、平成
20年版の学習指導要領に準拠して学んできた人たちであるので、単元を通して言語活動
の充実を図る学習を受けてきている。しかし、書くことの単元において文種を意識しての
学習経験は少なく、論理的文章としては、説明文、意見文に集約される。これらの文種は
読むことのテクストとセット化されたものとして経験してきている。作文の学習として従
来からも多く行われてきたいわゆる「行事作文」としての記述経験は高いが、そこでの技
能向上を伴う指導というよりも、経験を日記的に残す意図が強いと反応からは見て取れた。
また日記指導も同様で学習者の生活や内面理解といった生徒指導的意味から行われていた
といえる。
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5章　「書くこと」の学習における学習内容

5－1　論者の授業における学習内容の提示
　論者の「小学校教育法」における目標は
○言語の教育の重要性を知ること
○自分の受けてきた学習にとらわれることなく新しい（未来志向）の学習のあり方につい

て知り、そのあり方について考えること
　そして「書くことの学習」領域については、2回半の時間（実質230分間：朝読みと称し
て新聞の読みを毎回授業導入時に入れている）設定の中において以下のような内容を扱っ
た。（通算でレジュメA3を13枚配布している）
■基本的には講義解説をし、実際の授業であり得る場面を想定しての発問を混ぜ展開した。
○文産出の過程（フラワー＆ヘイズ）の提示
　→先行スキーマに基づき、構想・記述・推敲の段階をたどることは学習指導要領の項目
　　段階とも共通していること、今回の学習指導要領では書き終えたものを「共有」する
　　ことがキーとなっていること
○心理学が明らかにしている書くことの研究
　→記述量や質は何によって影響されるか
○NHK人間ドキュメント「岩手県木細工小学校」における書くことの日常化のビデオ視聴
　→生活綴り方に通じる「生活作文」の実際例
○渡辺雅子「4コマ漫画の作文実験」日米仏の記述スタイルを比較する『BERD』6号
　→時系列型と因果型、俯瞰型の違いはそれぞれの国の国語教育のあり方が影響している
　　こと *14

○様式に応じて書くということ： PISAの結果から求められる「書くことの授業改善（文科
省）」

○井上一郎による様式論の整理：文種の提示
○学習指導要領に示された言語活動例の確認
○大村はま「筆無精と国語教室」
○「大村はま国語教室」から単元の実践
　「この人のこの作文をめぐって」ことばを選ぶ／書き足す　「先生への手紙」*15

　→語彙の拡充や書き足すことも書くことの学習となること、書いたものの自己評価のあ
　　り方と教師による評価観点の設定
○ワークショップ：教科書（東京書籍版　H20年学習指導要領準拠版）をペアで1セット

用い、書くこと単元の洗いだしと文種の見取りを行った後に、ペア課題として「書くこと」
単元の系統表（1年から6年）作りを課して提出させた。（整理する観点として［目標］［文
種］［主な活動］）

■授業形態としては、大人数の受講（半期毎約70名）となっているので、ペアを組み、発
問、問題提起について言語活動としての対話を通して考えることを基本的な進め方として
いる。考えの多様性や追求などの話題、課題の場合には対話ペア×2の4人組によって交
流を進めている。
■渡辺雅子の指摘の通り、日本の書くことの指導は小学校1年生から「順序よく」という
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指導事項によって時系列による記述が、生活文記述においてはほとんどとなっている。大
学生への聞き取りにおいてもそのことはうなずける。教科書におけるモデル文においてし
かるべき段階において書き方（構成）の異なるモデルを提示し、自分の書きたいものはど
のような記述によるのが適当であるかを選択させたり、考えさせることも必要だろう。
■大村はまの「先生への手紙」は中学校の実践ではあるが、小学校段階においても活用で
きる指導法、評価法といえる。つけるべき言語能力が明確化されていない作文活動では、
教師の評価も曖昧な内容に対するコメントになりがちである。学習者自身が［題材］［め
あて］［特に書き表したかったこと］［そのために工夫したこと］などを意識して記述に取
り組んだり、振り返ったりすることが自らの表現に自覚的になることができる。また［表現］
について作文の文章中に記号とつけ、自分のうまくかけていること、迷いなど教師に指導
やアドバイスをもらい箇所を明記することも、内容だけの評価でなく具体的に評価するこ
とにもつながり、国語が専門ではない教師にとっても観点を示すことができるものとなる。
もちろん小学校では、発達段階や学年段階、もしくは記述能力に応じてこうした観点設定
を工夫する必要はある。（末尾に掲示）

5－2　学習者である学生の反応：ポートフォリオ
◆学生A（社会サブコース）私自身が、様々な様式で文章の書き方を理解しておらず、書
いた経験のある文章の様式が少ないということ。また自分自身が文章を書いた経験が少な
いのに、児童に文章を書く手立てを教えることができるか不安に感じた。
◆学生B（国語サブコース）今まで作文を書くときに、構想をしっかり考える時間は特に
なく、いきなり「書いて下さい」といわれていた。その為、書いているうちに自分の考え
がうまくまとまらず、結局よくわからないようにという風になっていた。教師はまず構想
の部分を指導すべきだ。
◆学生C（教育学サブコース）書くことの学習の ICT活用について考えた際、複雑な感情
となった。その感情の原因は、文字を手書きすることの意義の揺らぎである。班の話し合
いの中でも社会に出たらパソコンで資料を作成することがほとんどであるから小学生のう
ちからパソコンに慣れておくべきだという意見もあり、一旦納得したが、書道以外に書く
機会がなくなるなるということでは、手書きによって得られる自分の考えがはっきりして
くる感覚や書く内容に対する思いは、文字を打つ行為では得られにくいと考えるように
なった。
◆学生D（特別支援サブコース）私が今まで受けてきた授業に意味はあったのかと思える
ほど、様々な学習方法・指導方法を学んだ。特に書くことでは、構想・記述・推敲の各段
階で課題に沿っているかをモニタリングする指導方法は参考になった。高校になって、推
薦入試のために小論文指導を受けていたが、課題に沿った記述が出来ていないクラスメイ
トが多くいたことを覚えている。

5－3　ミニマムスタンダードとしての学習内容
　以上の学生の状況に鑑み以下の項目、内容はミニマムスタンダードとして押さえる必要
があると考える。
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○書くことの意義と目標 
○学習指導要領の指導事項の内容 
○指導事項の順序性が記述のプロセスとなっていること（産出過程）   
　→記述前、中、後における指導のあり方 
○言語活動例の内容他にも想定される活動例の提示  活動例が例の提示であることの

理解 
○文種に応じた指導（学年段階に応じた文種の設定）   
○学年段階別の指導のポイント   
　→「思い」から「考え」へ　帰納から演繹へ　時系列から因果律へ   
○ ICT時代におけるコンピュータ等を利用しての「打つ表現」での留意点  
○「協働的」に書くことの具体例 
　→編集する、相互批評を行う   
○「共有」における観点 
　→良さを見出す、共感する、疑問を持つ、批評する共有する場の設定 

■すべての項目が、概説的な教授ではなく、実践例を用いながら、こうした事項について
具体的な授業場面においてどのように機能するかを考えさせ、わからなければ指導し、そ
の状況を思い描くことができるようにすることが肝要と考える。特に教科書において示し
ているモデル文は、どのように「学習内容」と結びつけて活用するかを考え、いずれは自
分で学習材として作成できるまでにその力を伸ばしてあげたいが、実際は時間不足ででき
ていない。
■教育法の授業の多くが模擬授業を取り入れ展開しているのは、実践場面に身を置くこと
によって具体的に考える事が狙いにもなっているだろうが、ある教材のある場面において
考えることが他の場面や材においても応用活用できるようになるかがポイントとなるだろ
う。そのことを踏まえると、実践例や実践場面における具体的な状況において、どんな発
問や指示を出すかを協働的に考え（このグループでは低学年に、別のグループでは、中学
年においてのように、大人数を分散させ）、交流し合うことで、学年に応じた指導のあり
方へと広げていくことが展開の方法論として設定できる。
　例えば、意見文が書けない児童に対しては、［意見が形成されていないのか］［構成が定
まってないのか］［文章レベル、語句・語彙レベルで躓いているのか］など様々な場合を
考えさせた上で、記述前指導における意見の醸成が十分であるかという単元レベルで考え
をすることも重要であることを考えさせてみるなど、その場面だけでなく、単元としての
あり方に目を向けさせる必要がある。

6章　結語

　本論では、問題提起として小学校教員養成課程において、様々な学習経験 /履歴を持っ
ている学生、それも必要最小単位において免許を取得しようとするような学生に対して、
どれだけのカリキュラム内容を提供すればよいのかについて提示を行った。全国学調に
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おいて繰り返し指摘される「表現力」の弱さは、何をどのように書くのかという段階から、
考えることが出来ないという段階にまでなってきているように感じられる。それは今の大
学生にも当てはまる。だとすれば、書く機会を言語活動として様々な場面、状況の中にお
いて設定し、学習者に与え、思考を文章として確定させ無ければならない。その学習の場
を生み出す立場である教師そのものが記述人としての能力を有していなければならないと
いえる。国語が苦手、嫌いという学生は、十分に書くこと価値や意味、喜びや楽しさを味わっ
てきておらず、受験のための記述に明け暮れた者が多い。今までの既習の経験から、また
数少ない教育実習での体験のみから（実習校では国語の授業は2時間程度の実施がほとん
どとなっている現状）それを再びなぞるだけのような授業を展開するのでは新しい展望は
築けないだろう。
　大学においては、多くの研究者が教育者として学生に対峙している。免許を与えるため
の重要な科目である「教育法」が自分の得意分野や趣味の世界の授業内容であってはなら
ない。理論と実践の往還が実の意味を持つためには、理論が実際の授業場面においてどの
ように機能するかを示すことによって学習者も納得することができる。そして実際の学習
では、何よりもいわゆる書けない児童の立場に立っての「手立て」を講じることが重要と
なる。「書くことが好きではなく、書けなかった」経験の持ち主であればこそ、「書き出し」
が浮かばない児童に対して、大村はまのようにいくつもの書き出しをその状況に応じて提
示できる教師となってほしい。
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いじめ問題対応教師効力感の獲得

－大学生の学修成果と現職教員との比較－

山　本　　　奬*

（2021年11月16日受付，2022年1月13日受理）

Ⅰ．問題と目的

　2013年にいじめ防止対策推進法が施行されて以降，学校におけるいじめ問題はそれま
での生徒指導上の問題では収まらない学校経営上の性格をも併せてもつようになった。ひ
とたびいじめの重大事態が生じると，学校は正常な教育活動を維持できなくなり，その機
能を失うことが多い。また，いじめの重大事態に至らない事案においても，その対処の失
敗は学校や教員にとって大きな負担をもたらす。いじめ問題は，今日，児童生徒はもちろ
ん，教員にとっても大きな課題であり，学校安全を脅かす問題となっている。教員及び教
職科目を履修する大学生には，いじめ問題に対応できる具体的な能力の獲得が求められて
いる。
　いじめ防止対策推進法は，児童生徒の人権や尊厳の保持のために設けられたものである
が，その定義において，行為の対象となった者の苦痛を基準とする主観主義を採用したこ
とから，学校現場には戸惑いが生じた。苦痛の訴えがあれば，たとえその行為が好意から
為されたものであったとしても，いじめだと判断されることになる（文部科学省，2013，
2017）。そこには人権侵害を伴う深刻な問題に加えて，人間関係上のスキルや態度の未熟
さから生じる問題や，場合によっては「被害者」側の認知の様式に起因する問題も含まれる。
　このように，教員が備えなければならないいじめ問題への対応能力や知識は，制度上の
理解や児童生徒の人権や尊厳を保持しようとする態度，人間関係を円滑に進めるための姿
勢や能力を涵養する力，加害者や被害者双方の心理や行動に関する専門的知見など，多岐
にわたることが推察される。
　この課題に関し，教員に求められている力について，伊藤・山本（2020）は国や都道府
県教育委員会が実施する教員研修会のプログラムから接近することを試みている。そこで
は，研修内容を収集し，（ⅰ）いじめ事例を取り扱うもの，（ⅱ）いじめの認識を点検する
もの，（ⅲ）未然防止，早期発見，情報共有の方法に関するもの，（ⅳ）他機関や保護者と
の連携に関するもの，（ⅴ）心理臨床の視点に関するものに分類できるとしている。そして，
その件数には大きな偏りがあり，いじめ事例を取り扱うものが全体の３分の２を占め突出
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していることを報告している。さらにそれが事例の提示とグループ協議によるものであり，
これでは，教員が持っている普段の力で対処しようとするため，新たな発想に至ることが
できないと指摘している。このように，対応に必要とされる力は必ずしも明確に整理され
ているわけではない。
　では，教員にはどのような力が求められ，教員自身はどのような力を必要としているの
であろうか。そして，教員養成では，どのような力を獲得させる必要があるのだろうか。
これらを追究するにあたり，現職教員や大学生の能力そのものを査定することは困難であ
るが，このような場合，その能力の遂行の見通しに関する効力期待に着目し，効力感につ
いて追究することが，これまでも試みられてきた（不登校問題を扱った山本（2015）など）。
　教員がその職務全般を遂行しようとする際に生じる効力感は教師効力感（Teacher 
Efficacy）と呼ばれるが（Gibson & Dembo，1984），それとは別に教科の指導や不登校問
題など課題毎に固有の教師効力感があることが指摘されていることから（岩永・吉川，
2001；山本，2015など），いじめ問題の対応にも課題固有の教師効力感が存在すること
が推察される。そしてそのいじめ問題対応教師効力感について追究したものには上村・茅
野（2018）や伊藤・山本（2020）の尺度開発の研究がある。
　上村・茅野（2018）は，教育実習を終えた大学生を対象に調査を行い，「子どもからな
んでも相談してもらえる関係を築く」「級友と協同活動をする楽しさを味わえるようにす
る」などによる〈関係づくり〉，「説教・説諭に偏らず，子どもの気持ちを丁寧に聞く」「い
じめた側の子の抱える課題にも目を向け支援をする」などによる〈子ども・保護者への対
応と支援〉，「子どもとの個別相談を定期的に行う」「どんな理由があろうといじめはいけ
ないという姿勢を崩さない」などによる〈教師の主体的な行動と態度〉の３下位尺度により
構成される「いじめ対応教師効力感尺度」を作成している。そして 被援助志向性を高める
ことが効力感を向上させることを指摘している。
　これに対し，伊藤・山本（2020）の「いじめ対応教師効力感尺度」は，いじめ問題に関す
る教員研修会の成果を測定するために開発されたものである。そして，「加害者にいじめ
以外の行動をとるようにさせる」「いじめの当事者以外の周りの生徒にいじめを止めさせ
る」などによる〈加害者指導〉，「自分の学校のいじめ基本方針を保護者に説明する」「いじ
め対策委員会に報告する基準を理解している」などによる〈ルールに沿った手続き〉，「職
員間で児童生徒に関することについて何でも話せる関係を作る」「職員間で連携して対応
する」などによる〈早期発見〉の３下位尺度により構成される「いじめ対応教師効力感尺度」
を作成している。そして研修会を実施することで〈加害者指導〉に関する効力感を向上さ
せることはできたが，他の２つの効力感を向上させ得なかったことを報告し，各課題に焦
点を当てた研修会の必要性を指摘している。
　これらの尺度は，前者は大学生を，後者は現職教員をそれぞれ対象として開発されたも
のである。しかし，大学生がいじめ問題対応教師効力感をどのように獲得していくのかを
追究するためには，そして学校教育の向上に資する知見を追究するためには，結果期待に
添う事項について教育現場を理解する現職教員から収集した上で，教員及び大学生に共通
して適用可能な尺度を開発する必要があると考えられる。そして，これに近似の取組には，
山本（2020）の「いじめ問題対応教師効力感暫定尺度」がある。これは「いじめ問題に対応
するために教師に求められる力」を，教育学研究科で学修する現職院生及び学卒院生から
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収集し，大学生（学部生）への適用を試みたものである。それは次の７カテゴリーに基づ
く45項目からなるものであり，そのカテゴリーは，（ⅰ）法令や学校のルールの理解に関
する『分かる』，（ⅱ）未然防止に関する『防ぐ』，（ⅲ）早期発見に関する『見つける』，（ⅳ）
心情や客観的事実の理解と把握に関する『聴き取る』，（ⅴ）生じているいじめの制止に関
する『止める』，（ⅵ）心理や行動の理解に基づく介入に関する『変える』，（ⅶ）事態の収拾
に関する『収める』であった。しかし，その構造は未だ不明であり尺度化には至っていない。
　そこで，本研究では，いじめ問題対応という課題固有の教師効力感について，現職教員
及びいじめ問題について学修する大学生に共通して適用可能な尺度を，その構造を基に作
成した上で，学修者の当該効力感の獲得に関する諸相を明らかにすることを目的とする。
本研究によって得られる知見は，いじめ問題に自信と展望をもって対応できる教員の養成
に資すると共に，学校教育における教員支援に資することが期待される。

Ⅱ．研究１：いじめ問題対応効力感尺度の作成

１　目的
　いじめ問題対応教師効力感尺度を作成する。

２　方法
調査対象：教職科目を履修する大学生172名及び研修会に参加した現職教員93名を対象
に調査を行い，これを因子分析及び内的整合性の検討に用いた。
　教育学研究科で学ぶ大学院生（現職院生8名及び学卒院生10名）を対象に調査を行い，
これを安定性及び妥当性の検討に用いた。
調査時期：2019年７～９月
調査材料：効力感に関しては，45項目からなる「いじめ問題対応教師効力感暫定尺度」（山
本，2020）を用いた。これは，各項目に「とても自信がある」から「全く自信がない」まで
の５件法で回答を求めるものである。
　妥当性を検討するために，伊藤・山本（2020）の「いじめ対応教師効力感尺度」を用いた。
これは，29項目に５件法で回答を求めるもので，〈加害者指導〉，〈ルールに沿った手続き〉，

〈早期発見〉の３下位尺度からなる。
調査手続き：大学生に対しては，教職科目「生徒指導・進路指導」の授業時に質問紙を配
布し，その場で回答を求め回収した。現職教員に対しては，研修会場で質問紙を配布しそ
の場で回答を求め回収する方法と，質問紙を配布し研修会終了後任意の時間に回答しても
らい機関（学校）毎に取りまとめて貰う方法によった。大学院生に対しては，研究協力者
を通して質問紙を配布し，任意の時間に回答して貰い，これを取りまとめて貰った。
倫理的配慮：いずれにおいても回答が任意であること，一旦回答を始めてもいつでも自由
に止めることができること，回答の有無や回答の内容が成績等に影響することがないこと
を質問紙に明記し，その上で口頭により説明を行った。

３　結果と考察
　大学生からは160名の協力が得られ（回収率93.02％），現職教員からは90名の協力が
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得られ（回収率96.77％），分析に用いられた。大学院生は全員から協力が得られた。

（１）構造の探索
　いじめ問題対応教師効力感の構造を因子分析により探索することとした。大学生と現職
教員を別々に分析したが，同一の構造だと判断されたので，合わせて分析を行うこととし
た。累積寄与率50％超と固有値の落差を手がかりに因子を抽出したところ，解釈可能な
４因子が得られた（最尤法，プロマックス回転，累積寄与率53.69％）。そのパターン行列
と因子間相関を表１に示した（表１にはこの後に記述する内的整合性，安定性，下位尺度
間相関に関する情報も記載している）。
　第１因子では，「いじめが起きにくい学級を作ることができる」や「いじめを早期に発見
することができる」など，暫定尺度作成時のカテゴリーでは主に「防ぐ」「見つける」「止める」

「収める」の項目で高い負荷量が見られた。これらはいじめ防止対策推進法が求める未然
防止，早期発見，適切な対処にあたるものだと考えられたことから『防止・発見・対処』
因子と命名した。
　第２因子では，「勤務した学校のいじめ防止基本方針の内容を理解することができる」
や「勤務した学校のいじめ対応のルールを理解することができる」など，暫定尺度作成時
のカテゴリーでは主に「分かる」の項目で高い負荷量が見られた。これらは法令や各校の
定めるルールや手続きなどの理解に関するものだと考えられたことから『制度の理解』と
命名した。
　第３因子では，「周囲の子供たちから何があったのか事実を聴き取ることができる」「加
害者の言い分を聴き取ることができる」など，暫定尺度作成時のカテゴリーでは主に「聴
き取る」の項目で高い負荷量が見られた。これらは心情や客観的事実の理解と把握に関す
るものだと考えられたことから『聴き取る力』と命名した。
　第４因子では，「なぜいじめが起こるのか子供の心理と行動の仕組みを理解している」「い
じめの状況に応じた対応方法を理解している」など，暫定尺度作成時のカテゴリーでは主
に「変える」の項目で高い負荷量が見られた。これらは心理や行動の理解や介入に関する
ものだと考えられたことから『心理と行動の理解』と命名した。
　また，確認的因子分析の結果は，GFI=.859，RMSEA=.048であり，４因子モデルの適
合性は概ね認められた。

（２）信頼性と妥当性の検討
　次に，各因子に高い負荷量を呈した項目への回答を足し上げる下位尺度を作成すること
を試みた。『防止・発見・対処』尺度のCronbachのα係数は .884であり十分な内的整合性
が得られた。また削除することでα係数が向上する項目も見られなかった。同様に，『制
度の理解』尺度では .828，『聴き取る力』尺度では .843，『心理と行動の理解』尺度では .824
であり，十分な内的整合性が確認された。
　安定性については，大学院生のデータを用いて，１週間の間隔を置く再検査のPearson
の積率相関係数を求めることで検討した。その結果，『防止・発見・対処』尺度では .908，『制
度の理解』尺度では .897，『聴き取る力』尺度では .899，『心理と行動の理解』尺度では .899
であり，高い安定性が認められた。
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表１　いじめ問題対応教師効力感の因子分析結果
因子 内的整合性

平均 ＳＤ 1 2 3 4 安定性
136_いじめが起きにくい学級を作ることができる 3.080 0.855 0.856 -0.046 -0.018 -0.152 α=.884

142_いじめを早期に発見することができる 2.867 0.939 0.823 -0.126 0.004 -0.030 ｒ =.908**

123_いじめを未然に防止することができる 2.587 0.868 0.798 -0.162 -0.085 -0.016 

135_発生したいじめを解決することができる 2.887 0.871 0.692 0.010 -0.105 0.129 
144_加害者にいじめをしにくい環境を提供することがで

きる 3.000 0.803 0.640 0.003 0.062 0.062 
117_いじめの被害を受けている子供に気づくことができ

る 3.453 0.799 0.533 -0.003 0.175 -0.098 

145_被害者に安心感を提供することができる 3.353 0.891 0.497 0.008 0.245 0.017 

128_加害者の保護者の納得を得ることができる 2.807 0.888 0.457 0.104 -0.049 0.221 
127_いじめられないための方策を被害者に獲得させるこ

とができる 2.913 0.897 0.436 0.119 0.128 0.141 

112_被害者に安全な環境を提供することができる 3.420 0.821 0.417 0.202 0.132 -0.041 
115_勤務した学校のいじめ防止基本方針の内容を理解す

ることができる 3.807 0.841 -0.089 0.831 0.066 -0.110 α=.828
122_勤務した学校のいじめ対応のルールを理解すること

ができる 3.873 0.805 -0.093 0.751 0.190 -0.182 ｒ =.897**
129_法令が定めるいじめの「重大事態」とは何かを理解し

ている 3.753 0.941 -0.141 0.589 -0.112 0.165 

108_いじめ防止対策推進法の内容を理解している 3.013 1.043 0.125 0.579 -0.124 0.039 

101_法律が定める「いじめ」とは何かを理解している 3.887 0.886 -0.118 0.573 -0.075 0.169 
124_いじめの加害行為にはどのような種類があるのかを

理解している 3.673 0.909 0.080 0.487 -0.066 0.237 

109_いじめとは何かを子供に理解させることができる 3.833 0.862 0.094 0.448 0.178 -0.021 
131_いじめの発見につながるアンケートを作成すること

ができる 3.193 1.085 0.161 0.392 -0.060 0.233 
125_周囲の子供たちから何があったのか事実を聴き取る

ことができる 3.840 0.752 -0.007 0.003 0.770 -0.032 α=.843

138_加害者の言い分を聴き取ることができる 3.833 0.772 -0.204 -0.168 0.685 0.434 ｒ =.899**
118_被害者側から何をされたのか事実を聴き取ることが

できる 3.940 0.658 0.060 -0.054 0.682 0.028 
111_加害者側から何をしたのか事実を聴き取ることがで

きる 3.720 0.778 0.049 -0.133 0.671 0.148 

126_発生した事案を正確に把握することができる 3.593 0.812 0.164 0.103 0.520 -0.094 
143_発生した事案を事実に基づいて記録することができ

る 3.740 0.847 0.044 0.270 0.491 -0.024 

104_被害者の苦痛を聴き取ることができる 3.853 0.789 -0.015 0.060 0.454 0.088 
134_なぜいじめが起こるのか子供の心理と行動の仕組み

を理解している 3.300 0.932 -0.069 0.246 -0.003 0.646 α=.824

139_いじめの状況に応じた対応方法を理解している 3.207 0.922 0.216 0.005 0.073 0.580 ｒ =.899**
130_どのような状況のときに子供がいじめをするのかを

理解している 3.440 0.855 -0.080 0.298 0.018 0.523 
113_加害者が何のためにいじめをしているのかその理由

を理解することができる 3.560 0.790 -0.081 -0.111 0.310 0.521 
140_加害者の行動を変容させるための手立てを理解して

いる 3.000 0.905 0.331 0.124 -0.046 0.504 

防止･発見･対処 0.431 0.526 0.575 

制度の理解 .558** 0.465 0.537 

聴き取る力 .609** .531** 0.452 

心理と行動の理解 .734** .670** .755**

累積寄与率=53.688% 下位尺度間相関（左）と因子間相関（右）
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　これらにより作成された尺度は，『防止・発見・対処』尺度は10項目で50 ～ 10点の間
で点数化され，得点が高いほどそのいじめ問題対応教師効力感が高いことを表すもので
ある。同様に，『制度の理解』尺度は８項目で40 ～８点の間で，『聴き取る力』尺度は７項
目で35 ～７点の間で，『心理と行動の理解』尺度は５項目で25 ～５点の間で点数化され，
得点が高いほどそのいじめ問題対応教師効力感が高いことを表すものである。その下位尺
度間相関を表１に示した。その相関は中程度からやや高いもので，完全には独立せず，相
互に関連し合ったものであることがうかがわれた。
　さらに，妥当性を検討するために，ここで作成した「いじめ問題対応教師効力感尺度」
と既存の伊藤・山本（2020）の「いじめ対応教師効力感尺度」の各下位尺度間のPearsonの
積率相関係数を算出した（表２）。その結果，『防止・発見・対処』は伊藤・山本（2020）の

〈加害者指導〉と，『制度の理解』は〈ルールに沿った手続き〉と，『聴き取る力』は〈早期発見〉
と，『心理と行動の理解』は〈ルールに沿った手続き〉と関係することが示された。その関
係は合理的なものであり，本尺度はいじめ問題対応という課題固有の教師効力感を適切に
測定しているものと考えられた。これと，先の確認的因子分析による４因子モデルの適切
性とを併せて，妥当性は認められたものと考えられた。

表２　いじめ問題対応教師効力感尺度の伊藤・山本（2020）の尺度との相関
伊藤・山本（2020）のいじめ対応教師効力感尺度

下位尺度 加害者指導 ルールに沿った手続き 早期発見
防止・発見・対処 .807 ** .710 ** .465 *
制度の理解 .438 * .829 ** .182
聴き取る力 .496 ** .598 ** .655 **
心理と行動の理解 .580 ** .783 ** .431 *

*p<.05 **p<.01

Ⅲ．研究２：効力感の大学生と現職教員との比較

１　目的
　いじめ問題について学修途上にある大学生のいじめ問題対応教師効力感について，現職
教員との異同を明らかにする。

２　方法
調査対象：研究１と同一の大学生160名及び現職教員90名を対象とした。
調査時期：大学生は2019年５月と７月の２回の測定を行った。７月調査に関しては研究
１と同一データである。現職教員は研究１と同一データであり１回の測定を行った。
調査材料：研究１で作成された「いじめ問題対応教師効力感尺度」を用いた。
調査手続き：160名の大学生は教職科目「生徒指導・進路指導」を履修し，同一授業（対面，
講義形式）を受講した。いじめ問題を未学修の状態で５月の測定を行い，９回のいじめ問
題に関する授業の最終回に７月の測定を行った。90名の現職教員の調査手続きは研究１
と同一である。
倫理的配慮：研究1と同様の配慮を行った。
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３　結果と考察
（１）学修前の大学生と現職教員の比較
　下位尺度毎に，大学生と現職教員の得点をｔ検定により検討した。各条件の平均と標準
偏差及びｔ検定の結果を表３に示した。分析の結果，いずれの下位尺度においても，大学
生と現職教員の得点差は有意で，大学生の方が低かった。これにより，未学修の状態にお
いては，大学生は低い効力感しか備えていないことが分かった。

表３　学修前の大学生と現職教員の比較
Ｎ 防止・発見・対処 制度の理解 聴き取る力 心理と行動の理解

現職教員 90 平均 29.87 28.30 26.00 15.58 
SD 6.71 5.43 4.10 3.48 

大学生 160 平均 25.55 21.11 24.18 13.26 
SD 6.28 5.15 4.50 3.55 

ｔ (248) 5.09 ** 10.40 ** 3.17 ** 5.00 **
Cohen's d 0.67 1.37 0.42 0.66 

†p<.10 *p<.05 **p<.01

（２）学修後の大学生と現職教員の比較
　下位尺度毎に，大学生と現職教員の得点をｔ検定により検討することとした。本尺度は
高い安定性を備えたものであったので，現職教員の効力感は容易には変化しないものと考
えられた。そこで，ここでの現職教員のデータは，上の「（１）学修前の大学生と現職教員
の差」で用いたものと同一のものとした。各条件の平均と標準偏差及びｔ検定の結果を表
４に示した。分析の結果，『防止・発見・対処』，『制度の理解』，『聴き取る力』については，
前節に示したとおり学修前はその差は有意で大学生の方が低かったが，学修後ではその差
は有意ではなくなった。『心理と行動の理解』には有意差が見られ，学修前とは逆に大学
生の方が高かった。これにより，大学生は学修によりいじめ問題対応教師効力感を向上さ
せ，特に『心理と行動の理解』にあっては，現職教員よりも高い効力感を備えるに至った
ことが示された。

表４　学修後の大学生と現職教員の比較
Ｎ 防止・発見・対処 制度の理解 聴き取る力 心理と行動の理解

現職教員 90 平均 29.87 28.30 26.00 15.58 
SD 6.71 5.43 4.10 3.48 

大学生 160 平均 30.66 29.32 26.78 17.83 
SD 5.71 4.79 3.84 2.90 

ｔ (248) -0.99 -1.54 -1.49 -5.48 **
Cohen's d 0.13 0.20 0.20 0.72 
※現職教員のデータは表３と同一である。　　　　　　　　　†p<.10 *p<.05 **p<.01
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Ⅳ．効力感向上に関する授業方法による比較

１　目的
　いじめ問題について学修途上にある大学生のいじめ問題対応教師効力感の獲得につい
て，異なる授業方法の成果を手がかりに検討する。ここでは，その授業方法について，既
に研究１及び２で用いた通常の対面授業と，これとは異なるものとして遠隔授業を取り上
げることとした。一般に遠隔授業は，（ⅰ）遠隔会議システムを用いて教員・学生間双方
向で画像データ及び音声データを送受信するリアルタイムによるもの，（ⅱ）教員が講義
を収録し，学生がこれを任意のタイミングで受講するオンデマンドによるもの，（ⅲ）教
員が資料や課題を提示し，学生がその指示に従いレポートを作成しこれを提出する課題提
示型の3種類に大別されると言われる。ここでは，その中でも対面授業との差異が最も大
きいと考えられる（ⅲ）の課題提示型の実践における成果を用いた。

２　方法
調査対象：いじめ問題について学修する大学生を対象とした。対面授業受講者は研究１及
び２と同一であり，そのデータは研究２で用いたものと同一である（160名）。遠隔授業受
講者はその翌年度の同期同一科目受講者203名であった。
調査時期：対面授業受講者に対しては，研究２と同一であり，2019年５月と７月の２回
の測定を行った。遠隔授業受講者に対しては2020年５月と７月の２回の測定を行った。
調査材料：研究１で作成した「いじめ問題対応教師効力感尺度」を用いた。
調査手続き：対面授業受講者の調査手続きは研究２と同一である。遠隔授業受講者の授業
は，テキストの指定箇所を読み，課されたレポートの提出を求めるもので，授業の指示は
カリキュラム管理システムを用いて発出した。期間中に13問の課題を課し，その提出締
め切り後に解説を同管理システム上で掲示した（山本，2021）。「いじめ問題対応教師効力
感尺度」も同管理システムによりデータファイルで配布した。併せて学内に設けられた所
定の窓口で質問紙を配布した。これらを，同管理システムによりデータファイルで，また
は学内に設けられた提出ポストまたは郵送により用紙で回収した。
倫理的配慮：研究1と同様の配慮を行った。

３　結果と考察
　遠隔授業（2020年度前期）では190名から回答が得られた（回収率93.60％）。対面授業
のデータは研究２と同一であるので160名であった。対面授業と遠隔授業における学修者
のいじめ問題対応教師効力感の獲得成果を比較するために，下位尺度毎に，処遇要因（対
面授業・遠隔授業）×事前事後要因の２×２の２要因混合計画の分散分析を行った。各条
件の平均と標準偏差及び分散分析の結果を表５に示した。分析の結果，いずれの下位尺度
においても，交互作用は有意でなく，処遇要因と事前事後要因の主効果がそれぞれ有意で
あり，遠隔授業が対面授業よりも高く，事後が事前よりも高かった。　　　　　　　　　
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表５　学修前後の大学生の変化
Ｎ 防止・発見・対処 制度の理解 聴き取る力 心理と行動の理解

対面授業 160
事前 平均 25.55 21.11 24.18 13.26 

SD 6.26 5.14 4.48 3.53 

事後 平均 30.66 29.32 26.78 17.83 
SD 5.69 4.77 3.83 2.89 

遠隔授業 190
事前 平均 30.53 25.18 26.23 15.70 

SD 7.05 5.38 4.74 3.53 

事後 平均 35.66 33.01 28.06 20.28 
SD 7.04 4.58 4.25 3.22 

処遇要因 Ｆ (1,348) 67.00 ** 83.85 ** 17.13 ** 71.92 **
ηp² 0.16 0.19 0.05 0.17 

事前事後要因 Ｆ (1,348) 194.18 ** 600.76 ** 85.29 ** 479.41 **
ηp² 0.36 0.63 0.20 0.58 

†p<.10 *p<.05 **p<.01

　いじめ問題対応教師効力感尺度のすべての下位尺度において，事前よりも事後の方が有
意に向上していることから，授業方法に関わらず，学修者は，いずれの効力感についても
獲得することができたものと考えられた。その中でも，効果量から『制度の理解』と『心理
と行動の理解』の向上が著しいことが分かった。これらの２つは知識の獲得に依るところ
が大きく，『防止･発見･対処』と『聴き取る力』の２つは実践に依るところが大きいと考え
られる。この違いにより，効果量に差異が生じたものと考えられた。
　そして，すべての効力感において，遠隔授業は対面授業に比べて，高い効力感が得られ
ていることが示された。しかし，いじめ問題の学修前の段階から既に遠隔授業の方が高い
効力感を呈していることから，肯定的な結果とは言えないと考えられた。いじめ問題を扱
う前の時点で既に，対面授業によって受講者に伝えられる現実の困難さや職務遂行上の要
点が，遠隔授業では同程度に伝えることができていないとの問題が生じていたと考えられ
た。これがいじめ問題学修前の５月測定時の高さの理由だと推察された。そして，それは
いじめ問題の学修過程においても修正することができず，そのために７月の学修後の測定
においても同じく高い反応になったものと考えられた。事前事後間で，知識に係るものは
効果量が高く，実践に係るものはそれが低いとの，直前に得た知見を踏まえると質感を伴
わない指導では，現実に即さない過度な自信や展望が獲得される危険があるとの示唆が得
られたものと考えられた。それは，必ずしも遠隔授業特有の課題とは言えないことから，
いじめ問題に有効に対応できる教員養成を行うためには，テキストで伝えられる知識とと
もに現実の質感の伝達が欠かせないことが示されたと言えよう。

Ⅴ．総合的な考察

　本研究の目的は，いじめ問題対応という課題固有の教師効力感について，現職教員及び
いじめ問題について学修する大学生に共通して適用可能な尺度を，その構造を基に作成し
た上で，学修者の当該効力感の獲得に関する諸相を明らかにすることであった。検討の結
果，いじめ問題対応教師効力感は，『防止・発見・対処』『制度の理解』『聴き取る力』『心
理と行動の理解』の４つの側面から捉えられることが示唆され，これに沿った信頼性と妥
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当性を備えた尺度を作成することができた。また，教職科目を履修する大学生は，各効力
感を備えていないところから学修を開始し，学修によりこれを向上させている様子が捉え
られた。それは，効力感という自己評価の上では現職教員に追いつく過程であり，その中
でも『心理と行動の理解』という効力感は，現職教員よりも高い自己評価を得ていること
が示された。確かに，『心理と行動の理解』は，教育心理学や臨床心理学などの学問的な
背景をもつものであることから，実践家としての教師よりも，学修者としての大学生の方
が容易に向上させられるという側面をもつ。しかし，質的情報を伴わない学修が，非現実
的な自信や展望を生じさせることが示唆されている。これを踏まえると，『心理と行動の
理解』の向上についても，その実質は必ずしも現職教員を上回るものではなく，質的な側
面に留意しながら，効力感を獲得させる必要があるものと考えられた。
　ここで得られた知見は，現職教員や学校支援，そして教員研修会の在り方にも援用でき
ると考えられる。伊藤・山本（2020）は，いじめに係る教員研修会が事例検討に偏ってい
ることを指摘しているが，そこで扱われる内容は，本研究で作成した「いじめ問題対応教
師効力感尺度」の『防止・発見・対処』に相当するものだと考えられる。しかし，研修会で
得られた効力感は般化し難いとの伊藤・山本（2020）の指摘を踏まえると，研修会でこの
ような内容を行うだけでは，教員が必要としている『制度の理解』『聴き取る力』『心理と
行動の理解』には応えられないと考えられる。例えば，いじめ防止対策推進法制定後は，
児童生徒支援に加えて，法令や学校自身が公表する学校いじめ防止基本方針が定める手続
きに沿った対応を行うことが求められるようになった。学校いじめ防止基本方針が，学校，
児童生徒，保護者，地域間の契約であることを踏まえると，教員は自校のそれを熟知する
必要があり，その意味で『制度の理解』に関し教員研修会で扱うことの意味は大きいと言
えよう。一方，『聴き取る力』は，教員の生徒指導や教育相談の力の基盤となるものであ
ると考えられる。同時に，例えば山本・大谷・小関（2018）が，加害者からの聴き取りには，「い
じめ」という評価的な用語を用いず，具体的な行動そのものを扱うことが要点だとしてい
るように，そこには，いじめ問題固有の技術が存在することも推察される。そのことから，
教育相談に関する研修会といじめ問題に関する研修会を関連付けながら計画運営する必要
があると考えられる。さらに，教員が自身の経験と信念に基づいて実践しているいじめの
防止や発見や対処について，『心理と行動の理解』に関する理論的な視点から定期的に点
検することは，対応の実効を担保するものとなるであろう。
　加えて，各効力感の安定性が高いことが示され，容易にはこれが変容できないことや，
研修会の効果は減衰しやすいとの伊藤・山本（2020）の指摘を考慮すると，現職教員に対
しては，計画的に繰り返し研修会を開催し受講してもらうことが要点だと考えられた。
　本研究は，上記の成果を上げたが，その一方で大学生に対して，授業のどの部面がいず
れの効力感を向上させるのかを明らかにするには至っていない。また，現実的な効力感の
向上のために必要な質的情報についても，精査し特定することが求められると考えられた。
また，現職教員の不登校問題に対する効力感の向上要因を追究した山本（2015）の成果と
同様に，いじめ問題に対する効力感の向上要因を明らかにすることが，今後の課題として
残された。
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要旨

　本研究の目的は，いじめ問題対応という課題固有の教師効力感について，いじめ問題を
学修する大学生と現職教員に共通して適用することができる尺度を，その構造を基に作成
した上で，学修者の当該効力感の獲得に関する諸相を明らかにすることであった。まず，
大学生160名と現職教員90名を対象に質問紙調査を行い，因子分析に基づき，『防止・発
見・対処』『制度の理解』『聴き取る力』『心理と行動の理解』の４下位尺度からなる「いじ
め問題対応教師効力感尺度」を作成した。これを用いて，大学生と現職教員を比較したと
ころ，大学生は現職教員よりも，学修前はいずれの効力感も低く，学修後は現職教員に追
いつき，『心理と行動の理解』に限っては現職教員を上回ることが示された。その一方で，
授業方法の違いを用いて大学生の学修成果を検討したところ，実践に沿わない過剰な自信
を得ている可能性が示唆された。
キーワード：いじめ，教師効力感，教職科目
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戦後の小学校内肢体不自由特殊学級の意義についてⅠ

―盛岡市立河北小学校肢体不自由特殊学級の開級の経緯に着目して―

柴　垣　　　登*

（2021年11月23日受付，2022年1月13日受理）

第1章　はじめに
　
　我が国の戦後の肢体不自由教育は、肢体不自由児施設等に設けられた特殊学級から始ま
り、次いで公立養護学校の設置にともない養護学校での教育が行われるという経緯をた
どっている（文部省1978）。そのような状況の中で、昭和27（1952）年4月に大阪府教育
委員会によって、大阪府立盲学校内に特殊学級が設置されている。ただし、これは肢体不
自由養護学校創設の前段階として実験的研究のために設置されたものである。地域社会か
ら通学してくる肢体不自由児のための特殊学級は、昭和29（1954）年5月に姫路市立広畑
小学校に、同30（1955）年4月には尼崎市立長洲小学校及び姫路市立粟生小学校に設置さ
れている。本研究の対象とする盛岡市立河北小学校肢体不自由特殊学級（以下「河北小肢
体学級1」という）は、これらとほぼ同時期の昭和31（1956）年11月に設置された我が国
でも初期の小学校内肢体不自由特殊学級の一つである。
　岩手県内初の肢体不自由養護学校である岩手県立養護学校の設置は昭和37（1962）年4
月であり、それに先立ち設置された同学級の設立の経緯とその後の60年間にわたる実践
の経過を明らかにすることは、岩手県内の肢体不自由教育のみならず、戦後の我が国にお
ける肢体不自由教育の歴史を明らかにすることにも資すると考えられる。
　我が国全体や岩手県の戦後の肢体不自由教育の歴史について概括的に明らかにしたもの
に、文部省（1978）の『特殊教育百年史』や岩手県障害児教育史研究会（1996）の『岩手の
障害児教育史』がある。このうち後者は、戦前戦後の岩手県の障害児教育史について全体
的な流れとともに障害種ごとの歴史について明らかにしている。しかし、肢体不自由教育、
特に河北小肢体学級の歴史については、ごく簡潔に述べられているのみで、同学級の設置
の経緯とこれまでの実践の持つ意義が十分に明らかにされているとはいいがたい。そのよ
うな状況の中で、戦後の肢体不自由教育の草創期に設置された同学級の設置の経緯とその
後に展開されてきた実践の持つ意義 2を明らかにすることは、肢体不自由特殊学級に着目
して戦後の我が国における肢体不自由教育の歴史について検討するという独自性を持って
いる。そして同時に、障害の有無にかかわらず全ての子供が共に学ぶことを目指すインク
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ルーシブ教育システムの構築を推進していくための方向性や具体的な方策を検討する上で
も、有益な知見を提供するものであると考える。
　本論文では、そのような研究を進めていく上での出発点として、我が国の戦後肢体不
自由教育の発展について概括するとともに、現時点で収集できている資料をもとに河北小
肢体学級の設置の経緯を中心に同学級の設置後の状況を明らかにする。その上で、資料の
収集や関係者からの聞き取りなど今後の研究を進める上での方向性や課題について整理す
る。

第2章　戦後肢体不自由教育の展開

　河北小肢体学級が、戦後肢体不自由教育が展開していく中でどのような位置づけを有す
るのかを検討する前段として、本章では『特殊教育百年史』（文部省1978）と『新版　日本
の肢体不自由教育』（村田1997）、『日本障害児教育史［戦後編］』（中村2019）に拠りながら、
我が国の戦後肢体不自由教育の展開を概括する。

　1　肢体不自由児施設の設置と学校教育
　先述のように我が国の戦後の肢体不自由教育は、肢体不自由児施設等に設けられた特殊
学級から始まり、次いで公立養護学校の設置にともない養護学校での教育が行われるとい
う経緯をたどっている（文部省1978）。表1は肢体不自由児施設設置と学校教育開始の状
況を示したものである。

表1　肢体不自由児施設設置と学校教育開始の状況（昭和25年～ 31年）

 

文部省（1978）『特殊教育百年史』P.416より
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　肢体不自由児教育が、肢体不自由児施設設置に伴って設けられた特殊学級における教育
から発足した背景には、以下のような事情があった。

　児童福祉法の草案起草委員の一人でもあった高木憲次が、児童の福祉を守り、これ
を増進する児童福祉法に、肢体不自由問題を含めることを再三再四力説した結果、肢
体不自由児問題は、法的な裏づけのもとに、肢体不自由児療育事業として発展させる
ことができるような基盤が、確立されたからである。（文部省1978［413］）

　表1にあるように昭和25（1950）年以降順次肢体不自由児施設が設置されていく。それ
にともない入所する子供たちへの教育の問題が顕在化していく。設置当初子供たちの教育
は施設において解決しなければならない問題とされ、施設職員による独自の教育が行われ
た。また、施設入所中の学齢児童生徒を就学させる義務が施設の長にあるのか、保護者に
残されているのかが不明であったが、施設の長が保護者に準じて直接就学させる義務を負
うことが明らかにされた。この結果、肢体不自由児施設に入所する学齢児童生徒に対する
義務教育を実施する必要に迫られ、施設内に近隣小・中学校の特殊学級が設けられるよう
になった。このように戦後の肢体不自由教育は、施設内に特殊学級を設置するという方式
で出発することになった（村田1997）。
　肢体不自由児施設内に近隣の小・中学校の特殊学級を設置することと並行して、地域に
居住する肢体不自由児のために小学校内に肢体不自由特殊学級が設置されはじめた。先述
のように、昭和27（1952）年4月に大阪府教育委員会によって、大阪府立盲学校内に設置
された最初の肢体不自由児のための特殊学級は、肢体不自由養護学校創設の前段階として
実験的研究のために設置されたものである。また、地域社会から通学してくる肢体不自由
児のための特殊学級は、昭和29（1954）年5月に姫路市立広畑小学校に設置されたものが
初めてになる。同30（1955）年4月には尼崎市立長洲小学校及び姫路市立粟生小学校、同
市立船場小学校にも設置された。その後、同31（1956）年11月に河北小肢体学級が、同
33（1958）年には西宮市立浜脇小学校に設置されている（文部省1978、村田1997）。
　昭和22（1947）年に学校教育法に養護学校が規定されたが、戦前にほとんど実体のな
かった養護学校制度を新規に構築するための資源は、戦争に敗れ社会的にも経済的にも極
度の貧窮状態にあった我が国にはなかった。養護学校の機能を代替するものとして特殊学
級の設置が促進されたが、肢体不自由児のための特殊学級の設置もその方向性と軌を一に
する。特に小学校内の特殊学級の設置には次のような特長がある。

　この時代には、この前後にみられない現象があった。それは、文部省と現場教員あ
るいは市町村との協力のもとに、特殊学級（補助学級・特別学級等）によって、養護
学校に代わる機能を果たそうとしたことである。したがって、特殊学級の運営責任は、
県の協力も必要ではあったが、市町村の尽力が中心だった。これは、国が強力なイニ
シアティブをとり、県がそれに協力するシステムであった養護学校義務制時代とはか
なり異なる状況だった。この意味で、精神薄弱児とその教育が地域社会にとって、養
護学校時代よりも近かったといえるのではなかろうか。（中村2019［160］）。
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　ここでは精神薄弱児とその教育の地域社会との近さが述べられているが、それは肢体不
自由でも同じであると考えられる。施設内の特殊学級と小学校内の特殊学級では地域社会
との近さが大きく異なる。少ないとはいえ、昭和30（1955）年前後に市立小学校内に肢体
不自由特殊学級が設置されたことの意義は大きい。現行学習指導要領では社会に開かれた
教育課程が重要であるとされているが、河北小肢体学級設立の経緯とこれまでの経過を明
らかにすることは、肢体不自由教育が地域の中でどのように受けとめられ展開されてきた
のかを明確にするという意味でも重要であると考えられる。

　2　肢体不自由養護学校の設置
　戦前に肢体不自由児のための唯一の学校であった東京市立光明学校は、疎開先である長
野県上山田温泉に所在したまま昭和22（1947）年4月に学校教育法により東京都立光明小
学校・中学校となった 3。学校教育法に養護学校が規定されたにもかかわらず小学校・中
学校となったのは、養護学校が義務教育ではないために国からの支援が受けられず財政的
に不利であったためである（文部省1978）。昭和30（1955）年4月に開校した神戸市立友
生小学校も実質は肢体不自由養護学校であったが、同じ理由から養護学校とはせず小学校
として発足している4。
　そのような中で国の支援を受けず独自の裁量で昭和31（1956）年4月に開校したのが
大阪府立養護学校である（河合2019a）。昭和26（1951）年4月に群馬整肢療護園（昭和25

〈1950〉年3月完成）内に「養護学校」と称する日本最初の肢体不自由児のための学校であ
る「養護学校嫩葉学園 5」が開校していたが、これは私立であり公的な教育機関としては大
阪府立養護学校が初めての養護学校であった。同校は、昭和27（1952）年4月に大阪府立
盲学校内に設置された肢体不自由児のための特殊学級を母体としたものである。また、同
じ昭和31（1956）年4月に愛知県立養護学校が開校している。同校は、昭和30（1955）年
6月に設置された肢体不自由児施設である青い鳥学園内に設けられた特殊学級を母体とし
ている。前者のように肢体不自由児施設や病院と関係なく設けられ通学する者のみを対象
とする学校を「単独養護学校」、後者のように施設内の児童のみを対象とする学校を「併設
養護学校」、「併設養護学校」として発足し、その後家庭からの通学児も対象とするように
なった学校を「隣接養護学校」と呼ぶ（文部省1978）。
　昭和32（1957）年の公立養護学校整備特別措置法の施行後、肢体不自由養護学校が増加
していく。肢体不自由児施設は表1に示したもの以外にも、昭和32（1957）年には7施設、
33（1958）年には7施設、34（1959）年には6施設、35（1960）年には6施設、36（1961）
年には5施設と着実に増加し、昭和36年度には全都道府県に設置された（村田1997）。そ
してこれらの肢体不自由児施設内に設置された特殊学級も順次養護学校となっていった。
　文部省は養護学校の設置を促進するために昭和35（1960）年を起点とする五か年計画を
立て、全国どこの都道府県にも少なくとも1校の肢体不自由養護学校を設置させることを
目標として整備を進め、昭和44（1969）年に滋賀県立養護学校が開設され全都道府県設置
が実現した。図1は肢体不自由養護学校数の推移を、図2は肢体不自由養護学校在学者数
の推移を示したものである。昭和44（1959）年時点での養護学校数は95校であり、在学
者数は13,080人である。養護学校義務制の実施にともない就学猶予・免除されていた重
度・重複障害のある児童生徒が就学することにともない6、昭和54（1979）年度には158校、
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特別支援教育制度7に移行する直前の平成17（2005）年度には198校まで増加している（図
1）。肢体不自由養護学校数が増加するにともなって在学者数も増加し、昭和28年度に46
人であったものが、昭和54（1979）年度には19,871人、平成17（2005）年度には18,713
人に増加している。在学者数の増加とともに肢体不自由養護学校在学者のうち重度・重複
障害のある児童生徒の占める比率は、平成29（2017）年度には89.1％にまで高まっており、
教育課程の編成や日々の指導・支援をどうするかや、年々増加する医療的ケアを必要とす
る児童生徒への対応などが大きな課題となっている（柴垣2019）。

 

文部科学省『令和元年度特別支援教育資料』所収のデータから作成

図1　肢体不自由養護学校数の推移

 
文部科学省『令和元年度特別支援教育資料』所収のデータから作成

図2　肢体不自由養護学校在学者数の推移
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　3　肢体不自由特殊学級の推移
　図3は、昭和27年度から平成7年度までの肢体不自由特殊学級数の推移を示したもの
である8。これを見ると昭和32（1957）ごろから学級数が急激に増加しており、これは「昭
和32年ごろからの肢体不自由児施設の急激な増加」（（村田［1997］115）に対応したもの
である。その後昭和38（1963）年をピークに一時減少傾向にあるが、これは「昭和37年ご
ろからの肢体不自由養護学校の急激な増加」（（村田［1997］115）に対応したものである。
また、昭和44（1969）年ごろから学級数が増加しているが、これは「訪問指導のための学
級（いわゆる訪問学級）として設置される特殊学級の試みがなされるようになった反映で
あると推測される」（（村田［1997］116）。
　昭和52年度に585学級まで増加した学級数はその後減少に転じる。これは昭和54

（1979）年に養護学校義務制が実施されたことにより、それまで「就学猶予・免除の対象
となっていた子供の受け皿となっていた特殊学級が閉級となったり、特殊学級が独立して
肢体不自由養護学校となったりしたためといえる（河合［2019b］727）。図4は、昭和27
年度から平成7年度までの肢体不自由養護学校数と肢体不自由特殊学級数の推移を示した
ものであるが、これを見ると村田や河合のいう肢体不自由特殊学級の増減と肢体不自由養
護学校の増加との関係がよくわかる。

※昭和28年度～ 30年度は調査資料なし。

図3　肢体不自由特殊学級数の推移

　平成期に入ると一転増加に転じるが、「これは、対象児が一人のような場合であっても、
肢体不自由特殊学級を設置する市町村が増えている結果といえる。また、肢体不自由につ
いては、平成5年度から開始された通級による指導を行う通級指導教室の数が極めて少な
く（平成18年度では、小学校5人、中学校1人のみである）、このことが特殊学級数の増
加につながった可能性もある」（河合［2019b］727-728）からであるとされる。そう考え
る根拠として河合（2019b）は、肢体不自由特殊学級一学級当たりの児童生徒数が昭和40
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（1965）年度には10人程度であったものが、平成7（1995）年度には一人台にまで減少し
ていることをあげている。このような傾向はその後も続き、令和元（2019）年度には小中
学校合わせた肢体不自由特別支援学級数は3,150学級、在籍児童生徒数は4,697人、一学
級当たり児童生徒数は1.5人となっている9。

図4　肢体不自由養護学校数と肢体不自由特殊学級数の推移の比較

　以上のことから、肢体不自由特殊学級（特別支援学級）数の推移は、肢体不自由養護学
校の整備状況や、保護者・本人の地域の小中学校で学びたいというニーズなどその時々の
状況などと関連しているといえる。河北小肢体学級設立の経緯とこれまでの経過を明らか
にする際には、このような時々の状況との関連も踏まえながら検討することが必要である。

　4　肢体不自由特殊学級在籍児童生徒の実態
　4.1実態調査
　昭和29（1954）年度に、文部省が小学校に就学する児童等を対象に肢体不自由児の実態
調査を実施している10。調査の結果、肢体不自由児の数は約80,000人、比率は0.67％であっ
た。また、在学児童中の肢体不自由児の疾患別分類の比率は表2、障害の程度や状況から
適当と考えられる教育的取扱いの比率は表3の通りである（文部省1978）。
　この調査結果から、肢体不自由養護学校か特殊学級、あるいは肢体不自由児施設内学級
で教育を行なうべき者が50.7％おり、特殊教育の対象とすべき肢体不自由児の比率が小
学校に就学する児童等のうち0.34％程度いることが示された。またこの調査で、小学校
に通学している肢体不自由児は、普通児に比べて一学期中11日以上欠席する者の比率が
高いことや、1 ヶ月以上の欠席者が8％もいることが注目されている（文部省1978）。疾
患別の分類では、マヒ性疾患が最も多く38.36％、次いで結核性骨関節疾患が14.22％と
なっている。後年肢体不自由養護学校及び肢体不自由特殊学級在籍児童生徒の中で多数を
占める脳性（小児）マヒの割合は14.55％とそれほど多くはなっていない。
　昭和42（1967）年度に、文部省は中学校も含めて再度実態調査を実施している 11。調査
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の結果、肢体不自由児の学齢児童生徒人口中に占める比率は0.18％、その数は約26,000
人であった。昭和29（1954）年度の調査と比較して比率がかなり低くなっている。この点
については、昭和29（1954）年度の調査が、「①部分的で小規模であったこと、②重複障
害を有する児童生徒が、重複する障害のそれぞれの数に重複して含まれていたこと、③そ
の後の国民の生活水準及び保健・医療の向上などがあずかっていたと考えられる」（文部
省［1978］426-427）。昭和42（1967）年度の肢体不自由特殊学級に在籍する児童生徒数は
2,184人であり、小中学校に在籍する肢体不自由児のうちの約8％である。

文部省（1978）『特殊教育百年史』P.425より

表2　疾患別分類比率 表3　適当と考えられる教育的取扱い

文部省（1978）『特殊教育百年史』P.425より

　4.2病類別児童生徒の変化
　「肢体不自由教育の対象児童生徒の変化のうえで最も注目されるのは、草創期の肢体不
自由教育では、脊髄性小児まひ、結核性骨・関節疾患、先天性股関節脱臼が比較的多かっ
たが、近年の予防医学や治療医学の進歩によって、それが減少し、代わって脳性まひ児が
増加してきたことである」（文部省［1978］427）。その根拠となるのが表4である。ポリ
オや骨関節結核などが年々減少し、代わって脳性まひが増加していることがよくわかる。
このことは義務教育段階の肢体不自由児でも同じであり「昭和51年（1976）の全国肢体不
自由養護学校長会の調査では、全国の在学児童生徒の約70パーセントが脳性まひ児であ
る。このように当時すでに、肢体不自由教育のおもな対象は脳性まひ児に移りつつあって、

文部省（1978）『特殊教育百年史』P.427より

表4　肢体不自由児施設における入所患児の病類別推移（全国）
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さらに、その脳性まひ児の障害の状況は、それまでと比べると、かなり重度の者が多くなっ
ており、加えていわゆる重度・重複障害児が相対的に増加しているということができる」（村
田［1997］119-120）。
　養護学校義務制実施にともなっていったん減少傾向にあった肢体不自由特殊学級が、平
成になってから増加傾向に転じたことは先に述べた（図3）。このことの理由について村田

（1997）は次のように述べている。

　肢体不自由特殊学級在学者の起因疾患についても、養護学校在学者の場合とほとん
ど変わらず、全児童生徒の67パーセントが脳性まひ等の脳性疾患によるものである。
また、在学児童生徒の60パーセントが精神薄弱養護学校の教科を取り入れた教育課
程によっていることから推測すると、その障害の状態も養護学校在学者と比べて軽度
であるとは言い難い状況にあると思われる。教育措置基準によれば、軽度の肢体不自
由児童生徒が肢体不自由特殊学級の対象とされているが、ほとんど養護学校在学者と
同様の障害の肢体不自由児童生徒が、特殊学級に在学していると言うことができる（村
田［1997］128）。

　河合は、平成12（2000）年に国立特殊教育総合研究所が行った肢体不自由特殊学級の全
国調査結果をもとに「学校教育法施行令第22条の3の規定に従えば、肢体不自由養護学校
への就学に該当するような障害の重い子どもも肢体不自由特殊学級に在籍していたことが
わかる」としている（河合［2019b］730）。以上のように肢体不自由特殊学級においても、
脳性まひ児の増加と障害の重度・重複化が進んできた。

　5　肢体不自由養護学校及び特殊学級の指導の実態
　在籍児童生徒の実態の変化は肢体不自由特殊学級における指導の態様の変化をもたら
す。学習指導要領が制定される以前の肢体不自由養護学校の教育は、学校教育法施行規則
の規定に従い小学校や中学校の学習指導要領の基準によっていた 12。文部省では「発足間
もない養護学校においては、この教育のありかたをはじめ、教育課程そのものについても
暗中模索の状態」であったことや、「研究の場である養護学校そのものの数がきわめて少
なく、求めうる資料もほとんどなかった」ために学習指導要領の作成が不可能であったこ
と、「学校の自由な研究を促進し、その成果をよりどころにして指導ができるように」昭
和34（1959）年ごろまでは学習指導要領の作成を見合わせていた（村田［1997］102）。し
かし、養護学校が漸次増加していく中で学校間の相違が生じていたことや、養護学校自体
での研究の積み重ねもできてきたことから校長会等を通じて教育課程の基準を定める要望
が高まってきた（文部省1978）。このような動きを受け、昭和38（1963）年度から『養護
学校小学部学習指導要領肢体不自由教育編』が、同39（1964）年度から『養護学校中学部
学習指導要領肢体不自由教育編』がそれぞれ実施された。この学習指導要領は「肢体不自
由という単一の障害を有するもので、しかも学校の教室に通って授業を受けられるものを
対象として作成され、重複障害児や肢体不自由児施設等に入所療養中のものについては、
特例という形で考慮13」されるものであった（村田［1997］103）。
　養護学校に在籍する児童生徒の重度・重複化が進むにつれ、肢体不自由単一の障害を対
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象とした学習指導要領では十分な対応が難しくなり、それぞれの障害の状況に応じたより
きめ細かな教育を行なうことできるように教育課程を改善することが求められた。こうし
て学習指導要領の改訂が行われ、昭和46（1971）年3月に『養護学校（肢体不自由教育）小
学部・中学部学習指導要領』が、同47（1972）年10月には『養護学校（肢体不自由教育）高
等部学習指導要領』が告示され、小学部は昭和46（1971）年度から、中学部は同47（1972）
年度から、高等部は同48（1973）年度から実施された。この学習指導要領では、心身の発
達上の遅滞や欠陥を補うために必要な特別の指導分野を充実するために「養護・訓練」の
領域が新設されたことや、児童生徒の障害の種類、程度や能力・適性等の多様性に応ずる
ため、教育課程の弾力的な編成が可能となるようにしたという特色がある。しかし、この
学習指導要領は「就学者に占める脳性まひ者の割合が高まりつつあっても、基本的には教
育課程編成の本則が、おおむね肢体不自由という単一の障害を有するものを想定している」
ものであり、「原則的には、小学校・中学校・高等学校の各教科等の目標・内容に準ずる
という点に変わりはなかった」（村田［1997］104）。
　養護学校義務制が実施された昭和54（1979）年には学習指導要領が改訂された。それま
で障害種別ごとに分かれていた学習指導要領が一本化され『盲学校、聾学校及び養護学校
小学部・中学部学習指導要領』、『盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領』とし
て告示、昭和55（1980）年度の小学部から学年進行で中学部、高等部と実施された。養護
学校義務制実施により、それまで就学猶予・免除されていた子供たちが就学し重度化・重
複化が一層進行することにともない教育内容の充実と指導法の開発や個に応じた指導を推
進することが求められた。肢体不自由教育においても、障害の重い子供に対応できる教育
課程の編成が求められ教育課程の類型化14が行われるようになった。
　先述のように肢体不自由特殊学級に在籍する児童生徒の実態はほとんど養護学校在学者
と変わらず、その指導の実態も大きくは変わらない。河合（2019b）は、国立特殊教育総
合研究所が昭和63（1988）年、平成5（1993）年、平成12（2000）年に実施した全国肢体
不自由特殊学級についての実態調査の結果から、「肢体不自由特殊学級の教育課程は基本
的には小学校や中学校と同一であるが、（一）で述べた通り、障害の状態は肢体不自由養
護学校に類似していたため、学校教育法施行規則第73条の19の『特別の教育課程による
ことができる』という規定を適用し、養護学校の学習指導要領の内容を取り入れた教育課
程が編成されていた」（河合［2019b］732）としている。このことからも、肢体不自由特殊
学級における指導の実態は、肢体不自由養護学校の指導の実態と同様であったと考えられ
る。

第3章　河北小肢体学級の設置とその後の経緯

　1　岩手県肢体不自由児協会の設立
　戦前から肢体不自由児への教育の必要性を訴えていた高木憲次 15 は、戦後も児童福祉
法の草案起草委員や、昭和20（1945）年の空襲によって施設の大部分を焼失した整肢療護
園の再開など様々な形で肢体不自由児の教育や福祉の推進・充実のために尽力していた。
高木は昭和23（1948）年には、肢体不自由児療育事業の推進母体となる日本肢体不自由
児協会16を発足させている。同協会は昭和24（1949）年12月から同27（1952）年秋まで
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全国都道府県にわたって、肢体不自由者（児）巡回療育指導を実施するなどして、肢体不
自由児療育事業の重要性を社会的に認識させることに重要な役割を果たしている（文部省

［1978］413-414）。
　岩手県では、まず小川口清17らによって昭和28（1953）年に岩手県肢体不自由児母の会
が結成されている。同会では療育施設設置運動を展開したが、母親のみの力では弱く、広
く一般社会の賛同者を糾合すべく準備を進め、昭和29（1954）年9月に岩手県肢体不自由
児協会が設立されている。同協会は当時の国分兼吉岩手県知事を会長に頂き、小川口は常
任理事として協会の中核となった（岩手県障害児教育史研究会1996）。
　岩手県肢体不自由児協会では昭和32（1957）年に肢体不自由児保育園を発足させ、入園
児の診断、療育指導などに大きな力を発揮した。同33（1958）年には盛岡市の援助を得て、
盛岡市青山町に園舎を建て運営を軌道に乗せている。また、肢体不自由児のための療育施
設設置を県に陳情し、昭和32（1957）年12月には肢体不自由児療育施設である県立都南
学園（現「岩手県立療育センター」）が設立された。
　治療とともに教育の重要性を考えた小川口を中心とした同協会が盛岡市に肢体不自由特
殊学級の設置を陳情した結果、昭和31（1956）年に河北小肢体学級が設置されている。昭
和37（1962）年には、同協会を中心とした設置運動により岩手県立養護学校（後に岩手県
立盛岡養護学校、現「岩手県立盛岡となん支援学校」）が開校している。
　以上のように岩手県肢体不自由児協会は岩手県内の肢体不自由児の療育の発展・充実に
大きな役割を果たしたが、平成31（2019）年1月に解散し、その役割を終えている。

　2　河北小肢体学級の設置
　河北小肢体学級が設置されるに至るまでの経過及び昭和31（1956）年11月1日の入学
式の様子について、翌日の11月2日の岩手日報の記事が詳しく報じているので、少し長
くなるが引用する。

　一日盛岡市河北小学校で九名の児童の入学式があった。これまで放置されたまま満
足に学校生活を送れなかった身体不自由児のための県下初の「身体不自由児教室」の
入学式　―　学齢になっても学校に行けなかった子、入学しても普通学級でツマは
じきにされる子、「本読みたい」と訴えても登校出来なかった子。しかしこの日九人 18

の子供たちの表情は明るかった。それにもまして母親たちの感慨は深く、これまで不
幸の連続だった不びんな愛児たちの幸福そうな姿にどの母親も泣いていた。
　　　
　県身体不自由児協会が中心になって身体不自由児の保護育成運動が続けられてきた
が、盲、ろう学校があり、さらに精薄児のための特殊学級も県下主要小学校に設置さ
れているのに、身体不自由児の教育だけは放置されたままだった。不自由児は県下で
五千人、小学校の児童だけで千三百人いる19。
　その半数は脳性マヒなどにより知能が遅れ、普通学級でみんなと一緒にやっていけ
ない児童たちばかり。このほか通学出来ても手足が不自由のため学校生活が無理で就
学免除、就学猶予の児童も十名に八名の割合でいるといわれ、また入学していても手
足が不自由のためツマはじきにされてとり残されていく児童も多かった。
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　こうした実状から盛岡市教委では春以来「身体不自由児教室」を計画、三十万円の
予算を計上して交通の便が良く、また教室に余裕のある河北小学校を選んだ。テスト・
ケースなので一、二年だけ募集したところ九名（市内の小学校に在籍中の者八名就学
猶予中の一名）の申し込みがあった。担任教師は宮古市で精薄児特殊学級で成果をあ
げた佐藤ミツ先生。教育するかたわら治療するため岩手医大整形外科島田助教授を嘱
託医に依頼、ほかに児童心理学の先生二人が加わり学級を運営していく。また教室の
机、イスは児童が疲れないよう特別につくった。

　入学式は一日午前十時から阿部盛岡市教育長、玉村厚生部長、佐野校長、佐藤ミツ
先生らが出席し九人の児童とともに九人の母親もつきそっていた。各関係者の祝辞な
どあったのち、河北小の児童たちが歓迎の合唱、紙芝居などやって新しい友達を喜ば
せた。母親たちは無心に喜ぶ子供達の姿に泣きくずれていたが、中には「学校に行き
たいとせがまれてもどうにも出来ず抱きあって泣いてくらしました」「学校から泣い
て帰ってくるので聞いてみると同級生にビッコといってはやされて次の日から学校に
行きたくないというのです。胸が張りさけるばかりでした」「知能が遅れていること
が判ってどうにもならず行末が心配で楽しいと思った日は一日もありませんでした」
―　とこれまでの辛苦を語り「このような特殊学級で学ばせてもらえるとは夢のよう
です」と感涙にむせんでいた。なお身体不自由児の特殊学級は東北、北海道でも例が
無いが、市教委では今後三学級までふやす予定だという。

　記事に書かれているように河北小肢体学級の設置は、「県身体不自由児協会が中心になっ
て身体不自由児の保護育成運動が続けられてきた」結果である。それまで「身体不自由児
の教育だけは放置」され、「学校に行きたいとせがまれてもどうにも出来ず抱きあって泣
いてくらし」たり、「学校から泣いて帰ってくるので聞いてみると同級生にビッコといっ
てはやされて次の日から学校に行きたくないというのです。胸が張りさけるばかりでした」
など、肢体不自由のある子供を持つ親の心情には切実なものがあった。
　盛岡市教育委員会では、このような子供たちの願いや保護者の子供を思う心情に応える
形で河北小肢体学級を設置したが、学級の設置に当たって肢体不自由学級設置協議会を設
けてその準備に当たった。同協議会の委員には、盛岡市の教育委員3名、医師4名、岩手
大学教授2名、河北小学校など小学校代表4名、合計13名の関係者が委嘱され、「入級基準、
入級児童選考、学級経営、施設設備等にいたるまで学級開設に向けての計画が慎重に審議
された」（岩手県障害児教育史研究会［1996］143）。設置後も記事にあるように「岩手医大
整形外科島田助教授を嘱託医に依頼、ほかに児童心理学の先生二人が加わり学級を運営」
するなど十分な手立てが講じられていたことがわかる。初代の担任であった佐藤教諭20は、
平成18（2006）年11月に学級設置50周年を記念して刊行された『あおば学級開級記念』誌
の中でこの当時のことを「輝いて余りある50年」と題して次のように回想している。

　昭和31年、菊香る11月1日、市内の小学校から2年生に進級する児童と、1年生7
人で県下初の普通学校における肢体不自由特殊学級が開級したのでした。
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　担任の私は10月1日の着任でしたから、佐野格校長先生に急がされて、机や椅子、
機能訓練器具の発注をはじめ、養護学校や養護施設見学に走りました。先輩、同僚の
声援を受け、希望して着任したのだと自分に言い聞かせながらの毎日でした。（佐藤

［2006］6）

　佐藤教諭は学級設置直前の10月1日の着任であり、そこから入学式までの1 ヵ月の間
に準備に奔走した様子がよくわかる。同教諭によれば入学式後の児童の様子は次のような
ものであった。

　児童の身体的な面では岩手大学の石川桂司先生を頼りました。急がず、慌てず、先
を見据えながらと激励され、試行錯誤が続きました。広く街の人々の支援もあり、男
児5人、女児2人へと、7つのお人形を抱えての訪問もありました。このお人形遊びで、
親指と人差し指が合わせられるようになり、鉛筆で文字らしきものを書き出したので
した。親の喜ぶ姿はいまも忘れません。
　学校生活にも馴れ出した頃、2年生は、社会科と音楽の時間、普通学級での学習が
始まり、喜んで出かけ、喜んで原学級に帰りました。いつの日か普通学級で学習する
日を待ちながら機能訓練に励む子の姿はいじらしかったです。
　給食には全員揃いました。ミルクをこぼしたり、パンをちぎる手でおかずを引っ繰
り返す等は毎回のことでしたが、兄弟のようにいたわり、助け合いながらの食事は微
笑ましいものでした。給食を食べたいから欠席はしないとの言葉に涙したこともあり
ました。（佐藤［2006］6）

　先例がない中での学級設置であり、担任にとって試行錯誤の日々であったが、学校に通
えるようになった子供たちが嬉々として学習に励む様子や、学校で給食を食べるという当
たり前のことが肢体不自由の子供たちにとってかけがえのないものであったことがよくわ
かる記述である。ここからは、学校に通うという当たり前のことが持つ意味がどのような
ものであるかを改めて考えさせられるものである。このような経過を経て同学級は設置さ
れ、爾後60年を超える歩みを始めた。

　3　河北小肢体学級設置後の経過
　河北小肢体学級設置当時の肢体不自由特殊学級の対象となる児童の障害の状態や程度が
どのようなものであったかを、昭和28（1953）年6月に出された文部事務次官通達「教育
上特別な取扱を要する児童生徒の判別基準について21」から見る。

定義
　肢体（体幹と四肢）に不自由なところがあり、そのままでは将来生業を営む上に支
障をきたす虞のあるものを肢体不自由者とする。
基準
1　きわめて長期にわたり病状が持続し、あるいはしばしば再発を繰り返すもの、お

よび終生不治で機能障害が高度のもの。
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2　治療に長期間（二か年以上）を要するもの。 
3　比較的短期間で治療の完了するもの。
4　約一か年で治療が完了するもの、またはこの間に運動機能の相当の自然改善、進

歩が望まれるもの。
教育的措置
1　基準1に規定した程度に該当するものに対しては、就学免除を考慮する。 
2　基準2に規定した程度に該当するものに対しては、養護学校（有寮）か特殊学級に

入れて、教育を行い治療を受けることが望ましい。
3　基準3に規定した程度に該当するものに対しては、特殊学級に入れて指導するか、

または普通学級で特に留意して指導するのが望ましい。
4　基準4に規定した程度に該当するものに対しては、就学猶予を考慮する。

　この当時の肢体不自由児の主たる疾患が脊髄性小児まひや結核性骨・関節疾患、先天性
股関節脱臼などであったことから、治療に要する期間が教育的措置を判断する基準となっ
ている。これによると特殊学級の対象となるのは基準の2と3に該当するものになる。
　昭和38年10月に発刊された河北小学校の『創立10周年記念誌』に掲載されている肢体
学級の病種別児童数では、脳性小児マヒ8名、脊髄性小児マヒ6名、骨髄炎1名、股関節
脱臼1名、外傷後後遺症1名となっている。同誌の記述では肢体学級在籍児童の機能訓練
について次のように記述されており、その障害の程度が治療あるいは改善が可能な児童が
多かったことがわかる 22。

　機能訓練、盲学校生徒と先生の奉仕によるマッサージによる不自由な身体の機能を
回復し普通学級へ復帰できた児童をはじめ、現在学級には入級当初鉛筆をにぎること
も不能だった児童が筆記が可能となり、歩行困難な児童がどうやら歩行可能となった
ものもある。また普通学級との接触も多く経験も豊富になり極めて明朗快活に育って
いる。（河北小［1963］10）。

　また、肢体学級設置後の学校全体の雰囲気について岩持祐三第二代校長（昭和33年4月
～同36年3月在任）は、昭和48（1973）年11月に発刊された河北小学校の『創立20周年
記念誌』で次のように述べている。

　当時の職員は皆、肢体不自由児学級の子ども達を大事にしたことです（今もそうだ
と思いますが）この子ども達は職員室を一番気楽に振舞える場所と心得ているように
見えました。職員のこの子ども達を大事にする心が全校生徒に伝わらない筈はありま
せん。昇降口、廊下いたる所でこの子ども達を危険から護り、大事にしている場面が
見られました。教育は口で伝えるものではなく、行動で教えるものだということをあ
らためて学びました。（岩持［1973］10-11）

　しかし、同学級の歩みは設置当初からけっして平坦なものであったのではない。初代担
任の佐藤教諭は、平成5（1993）年11月に発刊された河北小学校の『創立40周年記念誌』
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で設置当時の様子を回想した文書の中で次のように述べている。　

　既に、手代森に都南学園が設立されていて、本学級もやがての日には、そこに吸収
されるのではとの考えもあったようでしたが、普通学校内に開設された意義が、後々
大いに発揮され歴史を重ねることになったわけです。（佐藤［1993］30）

　先に引用した岩手日報の記事では「市教委では今後三学級までふやす予定だという」と
記されていたが、このように河北小肢体学級が設置された当初には、いずれは県内に肢体
不自由養護学校が開校した際にはそこに吸収されるとの考えもあったことがわかる。昭和
47年度から56年度まで同学級の担任であった杉村景弘教諭は昭和53（1978）年に『教育
研究　岩手』第41号に「交流学習のあり方を求めて」と題した報告を行なっている。その
中で設置以後の同学級の存在意義の変化について次のように述べている。

　本校における肢不学級は、本県最初の肢体不自由教育の場であり困難の多いスター
トだったが、公開研究会や、研究指定校の機会に恵まれる一方、マスコミにとり上げ
られたり参観者が訪れるなどして、社会の関心を集め実践も深まった。しかし、県立
都南学園（現都南の園）、県立養護学校（現盛岡養護学校）が開園開校し、充実発展す
るに従い肢不学級の存在が薄くなってきた。
　しかも、ポリオや脳性まひの児童がふえるに従って、障害が多様化、重度化、重複
化してきたことにより、肢不学級が普通校にあることに対する疑問が論議されること
になった。（杉村［1978］50）

　そもそも療育施設や養護学校との関係性の中から「そこに吸収され」るとの考えがあっ
たことや、「肢不学級の存在が薄くなってきた」ことの理由は、我が国の戦後の肢体不自
由教育が発展してきた経緯にある。第2章で述べたように、我が国の戦後の肢体不自由教
育は、肢体不自由児施設等に設けられた特殊学級から始まり、次いで公立養護学校の設置
にともない養護学校での教育が行われるという経緯をたどっている。岩手県内では県立肢
体不自由児療育施設である県立都南学園の設立が昭和32（1957）年、肢体不自由養護学校
である県立養護学校の設置が昭和37（1962）年である。肢体不自由児の教育施設としては、
都南学園の設立にともない学園内に都南村立手代森小学校、同乙部中学校の特殊学級が設
置されたのは、河北小肢体学級の設置よりも1年遅れとなっている。当時義務制ではなかっ
た養護学校は、建築費の補助や教職員給与費、教材費などの国庫負担がなく、そのことが
設置の大きな障壁となっていた。昭和31年6月に公立養護学校整備特別措置法23 が成立
し、翌32年4月から国の負担や補助を受けられることとなったことを受け、その後は全
国で肢体不自由養護学校の設置が促進されることになった。肢体不自由の子供たちが通う
学校がない状況の中で設置された河北小肢体学級が、専門の施設・設備や多くの教員を有
する肢体不自由養護学校が設置され充実発展していく中で、また学級に在籍する児童の障
害が多様化、重度化、重複化し肢体不自由養護学校に在籍する児童と変わらないという状
況の中で、その存在意義が薄れていくのはやむを得ないことであったかと思われる。
　しかし結果から見れば、河北小肢体学級は県立養護学校等に吸収されることはなく現在
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まで存続している。杉村は「昭和31年に開級した河北小学校肢体不自由児学級が、児童の
実態の変化や肢体不自由児教育機関の開設といった状況の中で、学級の存在意義は健体児
とあるいは普通学級との“交流”にあるのではないかと考え、それをふまえた学級経営に
取り組」んだと述べている（杉村［1978］50）。肢体不自由児学級が小学校内に存在するこ
との意義を交流にあるとする考え方は現在に至るまで引き継がれている。現在（2021年4
月現在）の河北小肢体学級の担任である千葉奈穂美教諭は、同学級に在籍する児童の学び
について次のように述べている。

　令和二年度の全校児童数は156名。このうち、あおば学級として、知的障がい学
級に3名、肢体不自由学級に12名、計15名の児童が在籍しています。学年や発達段
階、障がいの種類も、二分脊椎、筋ジストロフィー、脳性まひ等それぞれです。教育
課程や学習、生活の場はそれぞれ異なります。各学級での学び、あおば学級合同での
学び、交流学級である通常の学級での学び等、一人一人に合った場所や内容で、個に
応じた学びを推進しています。なかでも、交流学級との学びについては、開設当時か
らの本校の特色でもあり、今日の「交流及び共同学習」につながるものといえます。（千
葉［2021］18）

　
　このように河北小肢体学級の存在意義として「交流」が持つ意味は大きく、同学級の担
任経験者の回想や開級35周年や50周年の節目の校長の挨拶の中でも、そのことは必ず述
べられている。肢体不自由の種類や程度に応じた専門的な教育を施すことのみを志向する
のであれば肢体不自由養護学校と変わらず、あえて肢体不自由特別支援学級を小学校内に
置く意義はない。「交流」にその存在意義を認め、子供たち同士が「一生懸命頑張る仲間と
して心を通い合わせ、助け合い、温かい絆を結んでいる」（三浦2006）ことが、河北小肢
体学級が現在まで存続してきた最大の理由であると考えられる。

第4章　まとめ

　河北小肢体学級は、身体の不自由を補いながら共に学ばせたいという保護者や関係者の
強い願いのもとに設置され、共に学ぶという基本理念を受け継ぎながら現在に至ってい
る（千葉2021）。それは、障害の有無に関わらず全ての子供が共に学ぶことを目指すイン
クルーシブ教育システムの理念を先取りし具現化してきたものといえる。その意味におい
て、河北小肢体学級の設置以後現在に至るまでの経緯を明らかにすることは、今後のイン
クルーシブ教育システム構築に向けた取組を推進していくための方向性や具体的な方策を
検討する上で有益な知見を提供するものである。
　しかし現在、同学級について残された資料は少なく、その少ない資料もまとまった形で
整理もされていない。筆者は2020年から河北小学校に残された資料や、盛岡市教育委員
会、岩手県教育資料センター、岩手県総合教育センター等に収蔵されている特殊教育（特
別支援教育）関係の資料に当たり、その中から同学級に関するものを策出・収集しているが、
まだまだ十分とはいえない。
　そのような状況の中で、同学級について研究を進めていく上で今後取り組んでいくべき
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方向性を以下のように考えている。一つは、同学級に関する資料を引き続き収集していく
ことである。これに関しては、岩手県肢体不自由児父母の会や岩手県身体障害者福祉協会
などの関連団体などにも範囲を広げていく。二つには、岩手県立養護学校（現岩手県立盛
岡となん支援学校）や岩手県立都南学園（現岩手県療育センター）の開設の経緯やその後の
経過と同学級のこれまでの経過を比較検討することを通して、岩手県下の肢体不自由教育
が進展していく中での同学級の位置づけや存在意義を明らかにすることである。三つには、
同学級の担任経験者や在籍した児童及び保護者という当事者からの聞き取りを行うことで
ある。聞き取りからは、同学級での生活や経験とそのことをどのように価値づけているか
を知ることによって、文献資料からだけでは知ることができない同学級の存在意義を明ら
かにすることができると考える。
　以上の取組を進めることにより、インクルーシブ教育システムの構築において同学級の
これまでの実践が持つ意義を明らかにしていくことが今後の課題である。

1 　平成19年4月より特殊学級は特別支援学級となった。これにともない盛岡市立河北小学校肢体不自
由特殊学級も特別支援学級となっている。本論文では、両者を一括して「河北小肢体学級」という。

2 　中村（2019）は、市町村が主体となって特殊学級や養護学校が設立されていった意義について次のよ
うに述べている。

　これらの事実は、行政と思考の枠組みが中央集権体制を基本としている現在、戦後初期における
特殊教育機関の設立主体の意義を評価する人はほとんどいないと思われるが、今後の日本の障害児
教育の在り方を考える場合、重要な示唆を与えるように思われる。（中村2019［165］）

  　中村がいうように、障害の有無にかかわらず地域の小中学校で共に学ぶことを志向するインクルー
シブ教育システムの構築を目指すとき、戦後初期に市町村が主体となって特殊教育機関が設立されて
いったことの意義を評価し、そのことから学ぶことは重要であるといえる。

3 　同校は東京に寄宿舎が完成する昭和24（1949）年5月まで約4年間長野県上山田温泉で疎開生活を
送っている（内田・河合2019）。

4 　同校は、昭和32年4月から公立養護学校整備特別措置法が施行され国からの支援が受けられるよう
になるとともに神戸市立友生養護学校と改称している（文部省1978、河合2019a）。

5 　同校は教員の人件費等を賄うのが困難になり、昭和31（1956）年10月に群馬町立金古小学校と群馬
町立中央中学校の「嫩葉分校」となり、同34（1959）年1月に「群馬県立二葉養護学校」となっている。（河
合2019a）。 

6 　東京教育大学（現筑波大学）教育学部附属桐が丘養護学校教諭、文部省特殊教育課教科調査官、群馬
大学教育学部助教授、教授として肢体不自由教育の進展に一貫して関わり、国立特殊教育総合研究所
理事長も務めた細村迪夫は、我が国の戦後の肢体不自由教育の歩みについて、二十世紀後半の約50年
間の「特殊教育の時代」と21世紀に入ってからの「特別支援教育の時代」とに大別している。その上で
特殊教育の時代を養護学校義務制実施までの30年間とその後の20年間に分け、後半の20年間を、主
として社会の変化や児童生徒等の障害の重度・重複化、多様化等に応じて教育課程編成の弾力化や医
療的ケア等の問題への対策を講じた時代としている（細村2011）。
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7 　学校教育法等の改正により平成19年度から特別支援教育制度に移行したことにより、養護学校は複
数の障害種に対応する特別支援学校となった。

8 　村田（1997）P.116に所収の「表4-3　肢体不自由特殊学級数および児童生徒数の推移（毎年度5月1
日現在）」より作成。

9 　文部科学省（2020）『令和元年度　特別支援教育資料』より。
 　https://www.mext.go.jp/content/20200916-mxt_tokubetu02-000009987_02.pdf（2021.11.22閲覧）
10 　この調査の対象は、昭和29（1954）年度において小学校に就学すべき年齢に達したもので実際に就

学しなかった児童（就学猶予・免除者を含む）及び同年度において小学校第1学年ないし第6学年の各
学年に在学する児童（長期欠席児童を含む）である。ただし、中学校の生徒は、この調査から除かれて
いる。調査は、同年9月から10月にかけて行われた。調査の方法は、大阪府、兵庫県、長崎県、岡山県、
徳島県及び岩手県の全小学校児童を対象に悉皆で行われている（文部省1978）。

11 　この調査は、昭和42年度の全国の公立小・中学校に在籍するすべての児童生徒（特殊学級を含む）を
対象とした第一次調査と、全国から約2％の公立小・中学校を抽出し、当該校における第一次調査で「心
身に障害があるか、またはその疑いがあるとされた」すべての児童生徒を対象とした第二次調査からな
る（文部省1978）。

12 　その当時の肢体不自由養護学校における「教科と週配当時数」の実例は次のようなものである。

　学習指導要領において重要な部分を占める「教科と週配当時数」について、その当時の肢体不自由
養護学校の実例をみると、国語等の各教科のほかに、「治療三単位時間」（昭和31年度、大阪府立
養護学校）、「療育、体育と合わせて六単位時間」（同33年度、京都市立呉竹養護学校）、「機能訓練、
体育と合わせて11単位時間」（同33年度、愛知県立養護学校）のように肢体不自由教育独自の教科
が設けられていた。
　このように、当時の養護学校における教科とその週配当時数が、同じ時期の小・中学校における
それに準拠していたことがうかがわれるが、現在の「養護・訓練」に相当する指導が、大阪府立養護
学校で「治療」として、また京都市立呉竹養護学校では「療育」として、更に、愛知県立養護学校では「機
能訓練」といった教科名で週三時間から一一時間にわたる配当時数で行われていたのは興味深い（文
部省［1978］430）。

13 　教育課程編成の特例として次のように規定されている。

　重症脳性まひ児童のために特別に編制された学級や肢体不自由児施設等に入院治療中の児童につ
いては、実情に応じた特別な教育課程を編成し実施することができる（文部省昭和37年度版『養護
学校小学部学習指導要領　肢体不自由教育編』3）。

14 　一般的には以下のような教育課程のことをいう。
　　Ａ：通常の学校と同一の教育目標・内容に養護・訓練を加えた教育課程（準ずる課程）
　　Ｂ：目標・内容を下学部・下学年の目標・内容に代える教育課程（下学年適用の課程）
　　Ｃ：知的障害養護学校の教科の目標・内容と代える教育課程（知的代替の課程）
　　Ｄ：養護・訓練の時間数を多く充てる養護・訓練を主とした教育課程（養護・訓練を主とした課程）
15 　明治22（1889）年～昭和38（1963）年。東京帝国大学医学部整形外科学講座教授、整肢療護園初代理
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事長等を歴任。肢体不自由児の父、療育の父と呼ばれる。我が国の肢体不自由児の療育の充実・発展
に重要な役割を果たした。詳細は、以下を参照。

 https://www.youtube.com/watch?v=uPf9_1GHYZY&t=45s（2021.11.22閲覧）
16 　昭和23（1948）年9月に任意団体として発足し、同27（1952）年に社会福祉法人に組織を変更し今

日に至っている。その起源は、大正14（1924）年に高木憲次が設立した「肢節不完児福利会」にまでさ
かのぼることができる。この協会は、一般への啓発活動や事業推進のための民間活動を行ってきたが、
特に草創期の肢体不自由教育の発展のために大きな貢献をしたとされる（文部省［1978］441）。

17 　岩手県の肢体不自由教育の母と呼ばれる。明治38（1905）年東京生まれ。大正11（1921）年に岩手県
立盛岡高等女学校本科卒業後、翌12（1922）年に同校補習科を修了し、同年小学校教員免許状、昭和3

（1928）年に盲唖学校教員免許状を取得。
　 　大正12（1922）年に私立岩手盲唖学校教員となり、その後岩手県立盲唖学校、滋賀県立聾話学校、台

北州立盲唖学校、岩手県立盲唖学校を歴任。
　 　二男が脳性まひであり、その療育に尽力した経験から岩手県内の肢体不自由児療育の充実と発展に

尽力した。昭和28（1953）年に「岩手県肢体不自由児母の会」を結成し、療育施設設置運動を展開した。
同29（1953）年に「岩手県肢体不自由児協会」を設立し、昭和31（1956）年の「肢体不自由保育園」の発
足や、昭和32（1957）年の「肢体不自由児療育施設県立都南学園」の設置に尽力した。河北小肢体学級
の設置でも大きな役割を果たした。その後も肢体不自由児の福祉と教育の発展に貢献し、平成7（1995）
年死去（89歳）。（岩手県障害児教育史研究会1996）

18 　同記事ではこの時に入学した児童は9人となっており、河北小肢体学級開設50周年記念誌（河北小
2006）等でも昭和31年度の児童数は9人とされている。しかし初代担任の佐藤ミツの回想によればこ
の時の児童数は7人となっており相違がある。詳細は不明。

19 　昭和29（1954）年当時、県内公立小学校に在籍する肢体不自由児童数は男女合計1,230名で　あった
とされる（岩手県教育委員会［1982］582）。また、学齢児童生徒中の肢体不自由児数は2,720名、割合
は0.94％であったとされる（岩手県教育委員会［1982］562）。

20 　昭和31（1956）年11月から同34（1959）年3月在任。
21 　国としての施策を立てるに当たって肢体不自由児がどれくらいいるのか実数を把握する必要上、肢

体不自由児とみなす基準を一定する必要があった。そのために文部省は昭和26（1951）年1月に「異常
児鑑別基準作成委員会」を設け、「教育上特別な取扱を要する児童生徒の判別基準試案」の作成に着手し、
この基準試案を「教育上特別な取扱を要する児童生徒の判別基準について」として公にし、同時にこの
基準試案の解説書を発行した（文部省［1978］421-422）。この通達は昭和37年3月、学校教育法施行
令の改正に伴って失効した。

22 　この時の入級基準及び経営方針、教育内容、方法等は以下のようなものであった。

　入級基準は、市内小学校一、二年在籍中の者で、IQ70以上、機能訓練の効果の可能性があり、基
礎的な生活能力を有する者となっていた。経営の方針は、機能が回復した場合普通学級に復帰させ
ることとし、個別指導に重点を置き、機能訓練及び学習指導の効果を高めることとした。同校の教
育は、小学校学習指導要領に基づいて行われ、一・二年複式の学習形態をとった。教育の中で重要
な位置を占めた機能訓練は、校医である岩手医科大学整形外科島田昌治の指導を受け、体育（即機
能訓練）の時間に取扱った。この教育では、児童にとって総ての動作が機能訓練であり、父兄も機
能訓練による機能の回復を強く要望した。しかし、学校としては普通教育の充実も大切であり、医
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療と教育をどう並行させるかが大きな課題であった。（岩手県教育委員会「1982」582-583）

23 　昭和31（1956）年6月の第24回国会において議員立法として成立した。養護学校における義務教育
の早期実施を目標として公立養護学校の設置を促進し、併せて公立養護学校における教育の充実を図
ることを目的としており、具体的には、建物の建築費、教職員の給与費、教材費等について、他の公
立教育諸学校と同様に、国庫による負担又は補助の道を講じた。この法律の規定のうち、建物の建築
費の補助に関する部分は公布と同時に施行され、その他の国の負担に関する部分については、翌32年
度から施行されることとなった（文部省［1978］202）。

 　内実としては肢体不自由養護学校であった東京都立光明小・中学校や神戸市立友生小学校は国庫に
よる負担や補助がなかったことから義務制の小学校や中学校として発足したが、同法の成立により補
助を受けられるようになったことから養護学校となり、校名を東京都立光明養護学校、神戸市立友生
養護学校と改称している。
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戦後の小学校内肢体不自由特殊学級の意義についてⅡ

―盛岡市立河北小学校肢体不自由特殊学級の
養護学校義務制実施までの状況に着目して―

柴　垣　　　登*

（2021年11月23日受付，2022年1月13日受理）

第1章　はじめに
　
　我が国の戦後の肢体不自由教育は、肢体不自由児施設等に設けられた特殊学級から始ま
り、次いで公立養護学校の設置にともない養護学校での教育が行われるという経緯をた
どっている（文部省1978）。盛岡市立河北小学校肢体不自由特殊学級（以下「河北小肢体学
級」）は、そのような状況の中で昭和31（1956）年11月に小学校内に設置された通学制の
学級である。同学級の設置に当たっては、昭和29（1954）年9月に設立された岩手県肢体
不自由児協会を中心とした、肢体不自由のある子供を持つ親たちの我が子を学校に通わせ
たいという切実な願いに基づいた運動があった。
　以後60年にわたり同学級は共に学ぶことを基本理念として取組を進めてきたが（千葉
2021）、その道筋はけっして平坦なものであったわけではない。同学級の設置の当初から、
いずれ肢体不自由養護学校や肢体不自由児療育施設等の整備が進めばそこに吸収されると
いう考えがあった（佐藤1993）。また、県立養護学校や県立の療育施設が整備されていく
中で、同学級の存在意義そのものが問われることになった（杉村1978）。
　そのような状況の中で、同学級の存在意義は何かを考えた杉村（1978）は、その存在意
義を健常児あるいは普通学級との「交流」に求め、それをふまえた学級経営に取り組んだ
と述べている。そもそも同学級が小学校内にある意義を子供たちの交流にあるとする考え
方は、同学級設置の当初から河北小学校の中に通底するものであった。同校の第二代校長

（昭和33年4月～ 36年3月在任）であった岩持祐三（1973）は、当時の職員が同学級の子
供たちを大事にしたこと、職員の同学級の子供たちを大事にするという心が全校の子供た
ちに伝わり、同学級の子供たちを大事にする場面が見られたとしている。
　学級設置から現在までの60年間の歩みの中でその存在意義を問われることはあったが、
同学級が現在まで存続してきた最大の理由は「交流」にあったと考えられる（柴垣2022）。
障害の有無にかかわらずすべての子供が共に学ぶインクルーシブ教育システムの構築が進
められている今、「交流」をその存在意義として取組を進めてきた同学級のこれまでの経

＊　　岩手大学教育学部
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緯を明らかにし、そこからすべての子供が共に学ぶことを実現するために必要な理念と実
践の在り方を学ぶことが求められる。本論文では、同学級の設置から養護学校義務制が実
施された昭和54（1979）年までの状況に着目し、そこからすべての子供が共に学ぶことを
実現するために必要な理念と実践の在り方を明らかにすることを目的とする。なお期間を
昭和54年までとするのは、その期間に肢体不自由養護学校の整備が進んだこと、養護学
校義務制が実施されたことにともない、小学校内の通学制肢体不自由特殊学級の存在意義
が変化していく状況が顕著に見られるためである。

第2章　河北小肢体学級の設置と養護学校義務制実施までの状況

　1　河北小肢体学級設置までの経緯
　文部省は、昭和29（1954）年度に小学校に就学する児童等を対象に肢体不自由児の実態
調査を実施している1。調査の結果、肢体不自由児の数は約80,000人、比率は0.67%であっ
た（文部省1978）。この時、岩手県でも実態調査が実施されている。その結果、県内公立
小学校に在籍する肢体不自由児数は男女合計1,230人（岩手県教育委員会［1982］582）、
学齢児童生徒中の肢体不自由児数は2,720人で、その割合は0.94%であったとされる（岩
手県教育委員会［1982］562）。この当時は肢体不自由児のための特殊学級や養護学校はな
く、肢体不自由の程度が軽度で知的な遅れのない児童生徒が通常学級で教育を受けていた2。
しかし、通常学級では肢体不自由児の障害特性に応じた指導や他児からの理解が得られて
いたわけではない3。　　　　
　このような状況の中で昭和29（1954）年に結成された岩手県肢体不自由児協会 4は、盛
岡市に肢体不自由特殊学級設置の陳情を行い、その結果河北小肢体学級が昭和31（1956）
年11月1日に開級した。盛岡市は同学級の開級に向けて肢体不自由学級設置協議会5を設
けてその準備に当たった。また、昭和31（1956）年8月には河北小学校の教諭1名を特殊
学級（肢体不自由者）担当者講習会に派遣し、県下公立学校最初の肢体不自由特殊学級開
設に備えている（岩手県教育委員会［1982］565）。
　昭和31（1956）年11月2日の岩手日報は、前日の11月1日に行われた河北小肢体学級
の入学式での児童や保護者の様子を次のように伝えている。

　学齢になっても学校に行けなかった子、入学しても普通学級でツマはじきにされる
子、「本読みたい」と訴えても登校出来なかった子。しかしこの日九人の子供たちの
表情は明るかった。それにもまして母親たちの感慨は深く、これまで不幸の連続だっ
た不びんな愛児たちの幸福そうな姿にどの母親も泣いていた。　　

　同学級の初代担任（昭和31年11月～同33年3月在任）であった佐藤ミツ教諭は、同学
級の開級後の状況を次のように述べている。

　机、椅子は身体を支えやすく工夫され、昇降口は緩やかな傾斜に手摺が付けられ、
教室内には、訓練用の器具が少しずつ備えられました。中央病院の嶋田教授、岩大の
石川桂司先生のご指導を頼りに、未経験の私は、やる気だけを頼りの担任となりまし
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た。（中略）
　学習中、新聞記者が見えたり、参観者も数多く見えましたが、嫌がることもなく人々
に心を開いていました。
　特別の教科に限り普通学級でということから協力学級の先生、多くの友達から声を
かけられて学校生活の範囲が広がりました。
　バス停迄おんぶして送るのを欠かせない子も二人いました。待たせている間に行方
不明となり学校中を騒がせたこともありました。母親に「学校の給食をもう一度食べ
たい」と言い残し息を引きとった子もいました。（佐藤［1993］30）

　施設・設備から訓練や学習指導、介助のすべてが手探りの状況であったことがわかる。
そのような状況の中で、子供たちにとっては先生や多くの友達に見守られながらのかけが
えのない学校生活であった。

　2　設置から養護学校義務制実施までの状況
　表16 は、同学級に関わる事項を年表にまとめたものである。内容は河北小肢体学級に
関する事項、県内の肢体不自由児者の療育や教育に関する事項、全国の肢体不自由教育に
関する事項、全国の教育一般・特殊教育に関する事項からなっている。期間は、我が国初
の肢体不自由児のための学校である東京市立光明学校7が設立された昭和7（1932）年から
養護学校義務制が実施された昭和54（1979）年の間となっている。以下その内容も踏まえ
ながら、河北小肢体学級の設置後から昭和54（1979）年の養護学校義務制実施までの状況
について各種の資料に拠って述べる。

 

 

 

表1　河北小学校肢体不自由特殊学級関連年表
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　2.1昭和30年代の状況
　2.1.1全国及び県下の状況
　先述のように、我が国の戦後の肢体不自由教育は、肢体不自由児施設等に設けられた特
殊学級から始まり、次いで公立養護学校の設置にともない養護学校での教育が行われると
いう経緯をたどっている。岩手県内でも、昭和32（1957）年12月に県立の肢体不自由児
施設である都南学園が開設され、同時に学園内に手代森小学校、乙部中学校の特殊学級が
設置されている。昭和32年4月に公立養護学校整備特別措置法8が施行され、建築費や教
職員給与、教材費等について国の負担や補助が受けられるようになったことにともない、
以後は公立の肢体不自由養護学校が順次開設されていくことになる。岩手県内でも昭和
37（1962）年4月に、都南学園に隣接して岩手県立養護学校が開校している。
　2.1.2河北小肢体学級の児童数や病類の状況
　表2に示したように、在籍する児童数も順次増加し、昭和35（1960）年には2学級となり、
児童数は15人となっている。昭和37年には岩手県立養護学校が開校しているが、その後
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も児童数は増加し昭和39（1964）年には19人となっている。
　　　　

　　　

　また、昭和30年代は在籍する児童の病類が変化した時期でもある。表3は病類別の児
童数の推移を示したものである。開級した当初は、CP（脳性マヒ）と結核性関節炎がほぼ
半々となっているが、結核性関節炎は徐々に減少し、昭和35（1960）年あたりからはポリ
オが増加するとともに、先天性股関節脱臼や外傷、骨髄炎が出てくるなど多様化の傾向が
生じてきていることがわかる。昭和30年代に結核性関節炎が減少し、CPやポリオが増加
するのは全国的な傾向であり（文部省1978）、河北小肢体学級でも同じ状況であった。
　在籍児童数が増加し、その病類が変化していく中で学級運営上の課題も生じている。昭
和33（1958）年11月23日～ 25日に、河北小学校を会場にして岩手県教員組合教育研究
集会の特殊教育分会が開催され、河北小肢体学級初代担任の佐藤ミツ教諭が報告を行って
いる9。数が圧倒的に多い精神薄弱児の指導が主とした議題となる中で、肢体不自由児特
殊学級の課題としては、精神薄弱との重複障害（報告では「二重障害」と記されている）の
児童が混在している場合の指導が困難であることを報告している。同分科会の報告（記録）
には以下のように記述されている。

　肢体不自由児はすべて知能が低いわけではない。普通の知能をもったものが多いの
である。こうなると教育課程も普通学級に準じて選択配列されなければならない。し
かし精薄児にはそうした考え方は矛盾している。特別にくまれた教育課程によって指
導の徹底を期さなければならない。更に肢体不自由児には機能訓練に指導の重点がお
かれなければならない等から精薄児が混在していると、複雑な教育課程を必要として、
個別指導に不徹底となり、どちらのためにも不利益であるばかりでなく、教師の負担
が増し、遂には教師が倒れてしまうか、特殊学級の中に忘れられた子らを作る結果に
なってしまう。（岩手県教員組合［1958］38）

　　　

表2 昭和30年代の
 児童数推移

表3　昭和30年代の病類別児童数推移

杉村（1973）より抜粋

河北小（1992）より抜粋
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　肢体不自由の原因となる病類の変化だけではなく、肢体不自由と精神薄弱の重複障害の
ある児童が在籍することによって、教育課程が複雑になること、障害の状態や程度に応じ
た個別指導が不徹底になること、教師の負担が増すことなどが課題として述べられている。
このことからは、先に見た病類の多様化の傾向とともに肢体不自由単一の児童と、肢体不
自由と精神薄弱の重複障害の児童が混在することによる教育課程編成や指導の困難さが生
じていたことがわかる。このような教育課程編成や指導の困難さは、後述するように昭和
40年代の河北小肢体不自由学級の実践上の課題にもつながっていく。
　2.1.3河北小肢体学級の指導の状況
　岩手県立養護学校が開校するまで、自宅で生活する肢体不自由児を対象とした学校は河
北小肢体学級だけであった。このような状況の中で河北小肢体学級の実践は注目を集め、
表1の年表にもあるように昭和35（1960）年、同36（1961）年、同38（1963）年には公開
研究会を開催し、同38（1963）年には『研究記録　肢体不自由児の研究10』を刊行している。
　昭和38（1963）年に発刊された河北小学校の『創立10周年記念誌』には、「肢体不自由
教育の進展を期して」と題して、肢体学級の開設以来の経緯と意義が次のように述べられ
ている。

　本校では開設以来斯教育の普及と向上をはかり県内1,500人以上といわれる肢体不
自由児が教育の上から救済されるよう唯一の特殊学級として既に3回の研究公開を行
い、各位の御指導をいただいた。身体不自由のため普通学級の一隅に或は校庭のほと
りに、家庭にとりのこされ、さびしく一日をおくっている児童の上に充分療育と教育
が行きわたるよう願うものである。（河北小［1963］10）

　また同誌には「特殊児童の機能訓練」と題して同学級での機能訓練等の実践により在籍
児童の障害が改善した様子が述べられている。

　機能訓練、盲学校生徒と先生の奉仕によるマッサージによる不自由な身体の機能を
回復し普通学級へ復帰できた児童をはじめ、現在学級には入級当初鉛筆を握ることも
不能だった児童が筆記が可能となり、歩行困難な児童がどうやら歩行可能となったも
のもいる。また普通学級との接触も多く経験も豊富になり極めて明朗快活に育ってい
る。（河北小［1963］10）

　同誌には児童が機能訓練に取り組む様子
を撮影した写真が掲載されている（図1）。
肢体学級の児童が機能訓練として自転車を
漕いだり、大きなハンドル様の器具を回し
たりしていることが確認できる。また、い
ずれの児童も体幹や立位が安定し自ら機能
訓練に取り組んでいる状況が見られ、当時
の在籍児童の障害の状況や程度がよくわか
る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

図1　昭和30年代の機能訓練の様子
（河北小10周年記念誌より転載）
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　2.1.4昭和30年代の総括
　昭和30年代の河北小肢体学級は、肢体不自由児の教育保障の場として、また県内の肢
体不自由教育を主導するという位置づけのもとで実践を進めていた。それは単に学級だけ
の取組にとどまらず学校全体としての取組であった。先に引用した初代担任の佐藤の回想

（佐藤［1993］30）の中の「特別の教科に限り普通学級でということから協力学級の先生、
多くの友達から声をかけられて学校生活の範囲が広がりました」という記述や、第二代校
長の岩持祐三（1973）が同学級の子供を全校の職員や子供たちが大事にしたことを回想し
ているように、子供たちの「交流」を重視するという現在に続く同校の基盤が形成された
時期であった。
　また、その一方では在籍児童の病類の多様化や肢体不自由と精神薄弱の重複障害のある
児童が在籍するようになったことにともなう教育課程編成や指導の困難さというその後も
続く学級運営上の課題が萌芽した時期でもあった。
　2.2昭和40年から同54年養護学校義務制実施までの状況
　2.2.1全国及び県下の状況
　昭和40年代には全国的に肢体不自由養護学校の学校数が増加し、昭和44年の滋賀県立
養護学校の開設をもって全都道府県への設置が完了した。
　図2は昭和27（1952）年度から平成7年度までの肢体不自由養護学校数と肢体不自由特
殊学級数の推移を示したものである。肢体不自由特殊学級数は昭和39（1964）年度と同
43（1968）年度には一時的に減少するものの、昭和31（1956）年度以降一貫して増加して
いることがわかる。肢体不自由特殊学級数の推移は、「昭和32年ごろからの肢体不自由
児施設の急激な増加」と「昭和37年ごろからの肢体不自由養護学校の急激な増加」（村田

［1997］115）に対応したものである。また、昭和45（1970）年ごろからの学級数の増加は、
「訪問指導のための学級（いわゆる訪問学級）として設置される特殊学級の試みがなされる
ようになった反映であると推測される」（村田［1997］115）。

図2　肢体不自由養護学校数と肢体不自由特殊学級数の推移の比較（柴垣2022より）
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　また昭和40年代には養護学校義務制実施への気運が高まり、昭和48（1973）年には、
昭和54年度から養護学校義務制を実施するとの予告政令が出された。これは、それまで
就学猶予・免除されていた重度・重複障害の児童生徒が就学してくることによる肢体不自
由養護学校の教育課程の変革が迫られることを意味するものであった。
　昭和40年代の県下の状況は、岩手県立養護学校が県下の肢体不自由教育の中で重要さ
を増していった時代になる11。表1の年表にあるように、量的な面では昭和40（1965）年
には高等部が、同42（1962）年には中学部に特別学級（重複学級）が設置され、同49（1974）
年には都南学園分室が分校に昇格している。また、同47（1972）年には養護・訓練の専
門担当者が配置され、同49（1974）年には文部省特殊教育課程研究校として「よりたしか
な肢体不自由教育をめざして」を主題に研究を開始するなど質的な面での充実も図られて
いった。
　肢体不自由特殊学級では、同49（1974）年に奥中山小学校に肢体不自由学級が新たに設
置されている。
　2.2.2河北小肢体学級の児童数や病類の状況
　表4は昭和40（1965）年から養護学校義務制が実施された同54（1979）年までの河北小
肢体学級の児童数の推移を示したものである。昭和40年から同54年にかけてばらつきは
あるものの減少傾向であることがわかる。特に養護学校義務制直前の同52年（1977）以
降は一気に減少している。　

     

　表5は、同じ時期の病類別の児童数の推移を示したものである。ただし、昭和48（1973）

     

表4　昭和40年から同
54年までの児童数推移 表5　昭和40年から同54年までの病類別児童数推移

杉村（1973）より抜粋

河北小（1992）より抜粋
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年から同54年のデータは現時点では明らかではないため同47年までのデータのみを示し
ている。昭和46（1971）年まではポリオの児童も一定数いるが、同47（1972）年になると
ポリオはゼロとなりCPがほとんどとなっている。
　昭和47（1972）年度に盛岡市教育研究所が市内小中学校児童生徒の心身の障害の状況を
調査している 12。小学校に在籍する肢体不自由のある児童数は55人で、そのうち障害の
程度がA（日常生活や体育等の実技教科の学習に概ね参加できる）の児童が37人、B（日
常生活や体育等の実技教科の学習への参加がかなり困難）の児童が19人で、重度の児童
はゼロとなっている。そのうちBの8人が河北小肢体学級に在籍しており他は普通学級に
在籍している。Bの児童でも普通学級に在籍している児童数の方が多いが、この理由につ
いては「小学校普通学級の1、2年に肢体不自由児のB段階の児童が多い。理由としては、
河北小学校肢体不自由の特殊学級があまり知られていないこと。障害に対する理解が一般
の人々に深まっていないことが考えられる」と述べられている（盛岡市教育研究所［1973］
11）。この結果から昭和47年には、河北小肢体学級に在籍する児童はすべてBの児童であ
り、日常生活や体育等の実技教科の学習がかなり困難な者がほとんどであったことがわか
る。また、昭和46（1971）年度の河北小学校の実践記録集に所収されている肢体学級の指
導案からは中度の精神薄弱のある児童が在籍していたことがわかる（河北小1971）13。在
籍児童の病類の変化とともに、在籍児童の教育の在り方が様々に問われることになった。
　2.2.3河北小肢体学級の指導の状況
　2.2.3.1肢体不自由教育の全体状況
　昭和40年代は、肢体不自由養護学校数が増加するとともに、それまで学校によってバ
ラバラであった養護学校における教育課程の基準が定められていった時期でもある。それ
までは小学校や中学校の学習指導要領の基準によっていたものが、昭和38（1963）年度か
ら『養護学校小学部学習指導要領肢体不自由教育編』が、同39（1964）年度から『養護学校
中学部学習指導要領肢体不自由教育編』が実施され、肢体不自由養護学校独自の教育課程
の基準が定められた。ただ、これらの学習指導要領はあくまで肢体不自由単一の障害を有
する者を対象としており、昭和40年代になり養護学校に在籍する児童生徒の重度・重複
化が進んだことへの対応が難しくなった。そのため、昭和46年（1971）年3月に『養護学
校（肢体不自由）小学部・中学部学習指導要領』が、同47年（1972）年10月には『養護学校

（肢体不自由）高等部学習指導要領』が告示され、新たに「養護・訓練」の領域が新設14され
るとともに、教育課程の弾力的な編成が可能になった15。
　2.2.3.2河北小肢体学級の学級経営方針など
　このような全国的な状況の中で、河北小肢体学級はあくまで肢体不自由単一の児童を対
象とすることを基本としていた。昭和41（1966）年2月の河北小学校『学級経営の概要』に
は「肢体不自由児学級の経営について」として1項が設けられている。その中で経営方針
は次のようにされている。

　普通教育の中で身体の不自由からくる困難性を調整し、克服して強い意志と自信を
持たせ、明るい、健康的な精神と社会に適応できる能力を養う。（下線筆者、河北小

［1966］29）
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　また、児童選定の基準は次のようにされている。

　イ　市内在住で通学可能なもの。
　ロ　IQ（知能指数）80以上のもの。
　ハ　機能訓練の効果の可能なもの。
　ニ　基礎的生活能力のある人。
　ホ　学級は3学年複々式となるので人員は10名位とする。（下線筆者、河北小

［1966］29）

　下線部に示されているように河北小肢体学級では、後述するように実態は必ずしもそう
ではなかったとはいえ、あくまでも肢体不自由単一で知的障害のない児童を対象に普通教
育を行い、その中で肢体不自由から生じる困難を調整、克服することを目的とするとして
いた。
　2.2.3.3学習指導の状況
　昭和46（1971）年9月に実施された河北小肢体学級高学年（4、5、6年）の「国語」の授業は、
6年生の男児4名と女児1名、4年生の男児1名の計6名を対象にしている。高学年学級に
は他に女児1名が在籍しているが、同児は中度の精神薄弱があり一緒に授業は受けていな
い。異学年合同の授業であることや同学年であっても差が大きいことから、6年生2グルー
プと4年生のそれぞれで教材も異なり複々式で授業が行われている。授業後の教師の反省
には「能力差の大きい少人数の学級でしかも複式の授業となると個別指導中心になりやす
い。そのため相互作用により自主的に考え、創造的な可能性を培うために両学年共通の学
習目標を設定して協力的な学習活動を展開し、学習効果を高めるために同単元異教材指導
が適当と思われる」と述べられ、この時期の学習が肢体学級の中で、複式あるいは複々式
で異なる教材を用いて行われていたことがわかる16。また「指導形態やカリキュラム編成
など工夫することも大事であるが、一番この子供達にとって大事なことは普通に扱っても
らいたい。普通学級に対する劣等感のように思われる。やはり、数多くの友達と磨きあい、
いろいろな経験の場を与えてやることではないだろうか。その意味で10月から全教科普
通学級で学習できることになったことは喜ばしい事だと思う」（河北小1971）とも述べら
れているように、この年度の後半から全教科を普通学級で学習する交流学習が実施される
ようになったことがわかる。
　昭和50年度の学級経営案では、経営方針として可能な限り普通学級（普通児）との交流
をはかることを第一にあげるとともに、教科指導では各教科の基礎的な事項の指導に時間
をかけ、理解を確かなものにすること、個別指導の利点を生かすとともに集団学習の経験
を大切にすることなどをあげている。生活（特活）指導では自分たちで問題解決を図る自
主的、実践的な生活行動を育てることや障害をのりこえ進んで行事や児童会クラブの活動
に参加する態度を育てることなどをあげている。これらの基にあるのは肢体不自由による
経験不足や受け身的行動が多くなることから、心理的な葛藤や情緒的な不安定さがあると
いう児童の実態からである（河北小1975）。
　先述のようにこの時期に在籍児童の病類が変化していったことや上記のような児童の実
態により、肢体学級の教育の在り方が問われ、複々式形態による少人数学級での指導から、
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普通学級での教科学習を基本とし交流を重視する方針へと転換していった。
　2.2.3.4機能訓練等の状況
　学習指導とともに、「障害の改善、機能の向上或いは成長過程にみられる二次変形の防
止と残存機能の向上、とくに言語障害の訓練等について、児童一人一人の障害の状況に応
じて訓練を行い、日常の起居動作の不自由を克服して生活能力を育成する」ことを目的と
して機能訓練や言語訓練、職能訓練にも力が入れられていた。教室の他に訓練室も設けら
れ、階段付スベリ台、肋木、訓練用平均台、自転車運動訓練器、肩関節輪転運動器など様々
な訓練器具が整備され、それらを活用して個人別、能力別に日常機能動作訓練、発声や呼
吸の基本訓練、教育活動全般の中で求められる総合的な応用動作の訓練などを行っていた

（河北小1966、図1を参照）。
　2.2.4普通学級との交流の取組
　昭和47（1972）年度から同56年（1981）年度まで河北小肢体学級の担任を務めた杉村景
弘は、昭和47年当時の同学級の問題点として次の6点をあげている（杉村［1973］43）。

　①普通学校に併設する意義
　　a　肢体不自由学級の性格は何か
　　b　養護学校との関連においてどうか
　　c　普通学級との交流の基本理念は何か
　　d　それをどう具体化するか
　②入学入級について
　　a　入学案内の手続きや機関はどうなっているか
   　 b　入級基準はどうか
　　c　判別委員会の設置と役割について
　　d　その最終判定者と時期
　③教育課程の編成について
　　a　教育課程の特質（ねらい、内容、時数、学級形態など）について
   　 b　特に「養護・訓練」について（だれが、何にもとず

ママ
いて、どのように行うのか）

　④経営上の予算について
　　a　施設設備について
　　b　研修について
　⑤重度障害児の取扱いについて
　　a　実態と学級経営について
　　b　市や学校としてどうするか
　⑥通学について
　　a　通学をどう保障するか

　これらの問題について杉村は、校内の肢体不自由児対策委員会で協議し、その結果を職
員会議にはかる（4月）、市教委と話し合いをもち、以後検討の会をもつことにする（5月）、
解明、対策の基調となるとらえ方をまとめる（6月）、基調となる考え方と対策を職員会議
で討議し、検討する（7月）といった手順を踏みつつその問題の解決に取り組んでいった。
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10月以降具体的な取組を進め、理学療法士の来校による機能訓練の実施17、児童それぞ
れに応じた進路の処置18、市からの補助により登校時のタクシー利用の実現19（下校時は
前年度から）などが図られた。
　交流学習については、交流学級を決め、該当の児童（1年1名、2年2名、3年2名、6年5名）
は朝から普通学級で生活し、合同体育、給食、清掃の時に肢体学級に戻るという形がとら
れた20。交流で期待される面と問題点を予想し、その克服のための担任連絡会を定期的に
もつという対応も取られた。子どもの様子は、高学年よりも低学年ほどスムーズに順応し
ており、肢体学級で生活していた時に比べて生き生きとし、生活が意欲的になり、けじめ
のある生活態度になってきたとされている。一方で交流学級では、意欲はうかがえるが発
言が少なく、積極性に欠ける面もあるとされている。交流学級の児童たちは、多少遠慮し
ながら、そっと見守っているといった態度をとっていた（杉村1973）。
　2.2.5昭和40年から同54年養護学校義務制実施までの状況の総括
　河北小学校の創立20周年記念誌に肢体学級の在籍児童が学級紹介を書いている。そこ
では、ここまで記述してきた当時の同学級の様子が児童の視点から描写されている。

　わたしたちの学級は、先生を入れて十人です。先生一人、二年生一人、三年生三人、
四年生三人、五年生二人と学年がばらばらです。また、住んでいるところもちがいま
す。本宮、東中野、新庄、山岸、夕顔瀬、青山、月が丘、北厨川などです。からだが
不自由なので、遠くから通学するのはとても大変でしたが、ことしの四月からは、行
き帰りのタクシーで通学できるようになり、とてもうれしいです。
　わたしたちは、ほかの学級の人たちと同じような勉強をしていますが、一つだけち
がうところがあります。それは「訓練」の時間があるということです。思うように動
かせないからだが少しでも動かせるように訓練するのです。
　学校のめあては二つあります。「つまらないけんかをしない。」「注意されたらすな
おに聞く。」です。毎日、終わりの会で反省をしてみんなで守るためにがんばってい
ます。
　わたしたちは、これからも、元気で、明るく、強くなるように、みんなで力をだし
あっていきます。（河北小［1973］48）

　児童たちが盛岡市内全域から通学
していること、通学にタクシーが利用
されていること、普通学級と同じよう
な勉強をしていること、訓練があるこ
と、実践的な生活行動を身に付けるた
めに毎日の終わりの会で反省をして
いることがわかる。また、同誌には学
級担任と児童の集合写真（図3）が掲載
されているが、当時の在籍児童の状況
がよくわかる。この写真を見る限りで
は車いすの児童は1人もおらず、体育

図3　学級の集合写真
（河北小20周年記念誌より転載）
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の授業は普通学級で一緒に受けることは難しくても、国語などの授業を一緒に受けたり児
童会や特活等で一緒に活動したりすることが可能な児童たちであったことがわかる。
　昭和40（1965）年から養護学校義務制実施の同54（1979）年までは、肢体不自由養護学
校における教育の充実や、在籍児童の病類の多様化や障害の重度重複化という課題への対
応など同学級の存在意義が問いなおされ、そこから小学校内にあることを生かした普通学
級との交流を重視した実践の推進や、関係機関との連携の中で機能訓練の充実などを図っ
た期間であった。

第3章　まとめ
　
　杉村は、設置以来17年にわたる河北小肢体学級の位置づけの変化について次のように
述べている（杉村［1973］43）。

　無からスタートした肢体不自由教育であったので、初めから暗中模索の状態であっ
た。しかしただ一つの場でもあったので関心も高く、研究校に指定されたり、公開研
究会を開催したり、研究会の会場にあてられたりした。またマスコミにもとりあげら
れ紹介されることも多かった。その中で施設設備もふえ、実践もふかまり、2学級と
広がってきた。しかし、養護学校が開校し都南学園が充実してくるにつれて肢体不自
由児教育の場が移り、学級の存在がうすれ、担当者の努力にもかかわらず関心が低く
なっていったことはいなめない。
　また、児童の実態を見ると、最初は軽度のものだったとはいえない。脳性マヒと結
核性関節炎のこどもたちだったけど、中にはその障害で死亡するこどももいたほどで
ある。それでも、そのうちポリオがふえてくるに従って障害が多様になり、ポリオの
全盛が過ぎると脳性マヒにしぼられ、総体的にしだいに重度化、重複化してきたとい
える。
　以上のような推移の中で、学級の存在意義を検討せざるをえない状況になってきた
といえる。（杉村［1973］43）

　杉村は、以上のような問題意識のもとで先述のような実践に取り組んだのであるが、養
護学校義務制が実施される直前の昭和53（1978）年には、交流学習の経験年数が多い高学
年になるに従って、同情的意識や好意的意識に加えてなかま的意識が出てくるという普通
学級の児童への意識調査の結果も踏まえて、交流学習が大きな意義をもっていることを述
べている。同時に、在籍児童の重度重複化に対応し、より望ましい交流のあり方を追求す
ることの必要を述べている（杉村1978）。
　昭和40（1965）年から養護学校義務制が実施された昭和54（1979）年への河北小肢体学
級のあゆみは、肢体不自由養護学校が整備されてくる中での養護学校との差異化や、在籍
児童の病類の変化や重度重複化が進行していく中での肢体学級の存在意義を模索していっ
た時期であったと考えられる。同時に設置当初は社会の注目を集めた同学級が、昭和40
年代後半には「河北小学校肢体不自由の特殊学級があまり知られていない」（盛岡市教育
研究所［1973］11）状況となっており、同学級在籍児童と同程度の肢体不自由の児童が普
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1 　この調査の対象は、昭和29（1954）年度において小学校に就学すべき年齢に達したもので実際に就
学しなかった児童（就学猶予・免除者を含む）及び同年度において小学校第1学年ないし第6学年の各
学年に在学する児童（長期欠席児童を含む）である。ただし、中学校の生徒は、この調査から除かれて
いる。調査は、同年9月から10月にかけて行われた。調査の方法は、大阪府、兵庫県、長崎県、岡山県、
徳島県及び岩手県の全小学校児童を対象に悉皆で行われている（文部省1978）。

2 　昭和31（1956）年度の『岩手県　教育年報　1956』によれば、肢体不自由による就学免除者数は36
人、就学猶予者数は67人となっている。ちなみに県内の肢体不自由児数は昭和29（1954）年度の調査
で1,200人であったことが記載されている。

3 　昭和30年代の通常学級に在籍する肢体不自由児の状況について、昭和34（1959）年11月に岩手県教
育研究所が発行した『岩手教育』に事例が報告されている。対象児童は、生後8カ月目に高熱を発し脳
性小児麻痺と診断されている。両足の麻痺により歩行が不安定で転倒しやすく介助が必要である。知
能指数は62で、国語学習には興味があり読むことを楽しんでいるが、算数は苦手で、具体物があれば
20以内の数の把握が可能と報告されている。登下校はもちろん授業中も母親が付き添い、用便の世話
や担任の手が届きかねるところを介助している。対象児童が一緒に学校生活を送ることについて、学
習上や生活上のきまりなどを学級活動で話し合いを重ねたことなどにより、学級の雰囲気が変わって
いった様子や対象の児童の性格が明るくなったことが報告されている。しかし、4年生の段階では、他
の児童と同じ学習についていくことが難しいこと、50名もいる児童の中では担任としても手が回らな
いことなどの問題が生じていることが報告されている（菅野1959）。

 　一学級の定員も多く、施設・設備や校内の体制も現在とは比べものにならない中で、通常学級で肢
体不自由児を受け入れていくことには大きな困難があった。この事例では母親の協力や他児の理解、
担任の努力があり通常学級での受け入れが行われているが、このような事例の方が少なかったのでは
ないかと考えられる（少ないからこそ県の教育事務所が発行する公的な機関誌に事例報告が掲載された
とも考えられる）。対象児の肢体不自由や知的発達の程度によっても異なるが、当時通常学級において
肢体不自由児を受け入れることはそう簡単ではなかった。

4 　自身が肢体不自由児の母であった小川口清を中心に昭和29（1954）年9月に設立された。同協会は、
昭和32（1957）年の肢体不自由児保育園の発足、同32（1957）年12月の肢体不自由児療育施設である
県立都南学園（現「岩手県立療育センター」）の設立、同37（1962）年の岩手県立養護学校（後に岩手県
立盛岡養護学校、現「岩手県立盛岡となん支援学校」）の開校に尽力した（岩手県障害児教育史研究会
1996）。

 　以上のように岩手県肢体不自由児協会は岩手県内の肢体不自由児の療育の発展・充実に大きな役割
を果たしたが、平成31（2019）年1月に解散した。

5 　同協議会の委員には、盛岡市の教育委員3名、医師4名、岩手大学教授2名、河北小学校など小学校
代表４名、合計13名の関係者が委嘱され、「入級基準、入級児童選考、学級経営、施設設備等にいた

通学級に在籍する者の方が多いという状況があった。そのような状況に対応するためにも
その存在意義を明確にしていく必要があった。昭和40（1965）年から養護学校義務制実施
の昭和54（1979）年の時期は、同学級を取り巻く校内外の状況の変化に合わせ、小学校内
に存在する肢体不自由特殊学級の存在意義を問い直し、現在に続く交流を重視した実践の
基盤を構築していった重要な時期であったといえる。
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るまで学級開設に向けての計画が慎重に審議された」（岩手県障害児教育史研究会［1996］143）。
6 　文部省（1978）『特殊教育百年史』、村田茂（1997）『新版　日本の肢体不自由教育』、岩手県障害児

教育史研究会（1996）『岩手の障害児教育史』、盛岡市立河北小学校の周年記念誌、同肢体不自由特殊
学級の開級記念誌等を参考にして作成した。

7 　我が国最初の肢体不自由児学校。小学校に類する各種学校として昭和7（1932）年6月に設立された。
小学校に準じた教科目や授業時数の他、治療・矯正が行われた。校医の指示により、マッサージ療法、
太陽燈照射、日光浴、入浴、ギプス療法、矯正体操を看護婦が毎日実施した。戦後は、義務制ではなかっ
た養護学校として発足する財政的な不利益等を避けるため、東京都立光明小学校・中学校となってい
たが、昭和32年4月からは東京都立光明養護学校となった（文部省1978）。

8 　昭和31（1956）年6月の第24回国会において議員立法として成立した。養護学校における義務教育
の早期実施を目標として公立養護学校の設置を促進し、併せて公立養護学校における教育の充実を図
ることを目的としており、具体的には、建物の建築費、教職員の給与費、教材費等について、他の公
立教育諸学校と同様に、国庫による負担又は補助の道を講じた。この法律の規定のうち、建物の建築
費の補助に関する部分は公布と同時に施行され、その他の国の負担に関する部分については、翌32年
度から施行されることとなった（文部省［1978］202）。

9 　岩手県教育組合（1958）『岩手の教育　1・2・3・4分科会』より。なお、この分科会には共同討議者
として岩手県肢体不自由児協会が、講師として岩手県立肢体不自由児施設である都南学園の箱崎喜雄
氏が参加したことが記録されている。

10 　現物は未確認（2021年6月末時点）。
11 　平成5（1993）年に刊行された岩手県立養護学校の『創立30周年記念誌』では、同校が設置された昭

和37（1962）年から同46（1971）年までを「草創期」、同47（1972）年から同56（1981）年までを「発展
期」と区分している。本論文で取扱った昭和40年代から養護学校義務制実施（昭和54年）までの時期は、
この「発展期」にあたる。

 　同校の初代教頭であった渡辺正治は、設置当初の同校の状況について次のように述べている。
1.　教育の対象となる「肢体不自由児」とは、いかなる障害を持った子供であるかを直接、子供たち

と寝食を共にして知ることから始めることであった（これは、まさに教育の原点である）。
2.　県内各地から集まった子供たちに対する最も基本的な問題はなんであったか。それは、この子供

たちに、毎日いかにして食べさせ、いかにして寝させ、いかにして入浴させ排泄させ、いかにし
て人と人との和をつなげさせるかにあった。

　　当時は、寄宿舎未完成、浴室もなく、寝室もなかった　－理科室を寝室とし、古いボイラーで
仮浴室を造り入浴させた。教材の大部分と機能訓練の小道具は教職員の工夫考案による手作りで
ある。

3.　教職員には本来の役割がある。しかし、そんな分けをするような状態ではない。手の空いてい
る者は誰であれ、自発的になんでもやらねば学校は動かぬ。かくして、昭和37年度は無我夢中で
過ぎていった。－それなるがゆえに教職員の団結と自発性、独創性は養われたものと思う。この
動因となったのは、つねに眼前の肢体不自由児である。そして、その教育の姿は、寝食を共にし、
苦労を分かち合う「生活塾」の姿勢である。

 　心から、子供たちに感謝と敬意を表し、その将来に期待をおくものである。（渡辺［1993］51）
 　施設や設備も十分ではない中で、教職員が子供たちと共に生活する中で様々な努力と工夫を重ねな

がら取組を進めていったことがわかる。このような状況の中から、「草創期」には寄宿舎や体育館の完
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成などの施設面の整備、教職員の工夫考案による手作りの教材や機能訓練用の小道具の整備、小学部・
中学部に加えて昭和40（1965）年には高等部が設置されるなど制度面での整備が進められていった。

 　昭和47（1972）年からの「発展期」には、同46（1971）年の養護学校（肢体不自由教育）学習指導要領
によって教育課程に位置付けられた養護・訓練への対応や、増加しつつある脳性まひ児への対応、特
別学級（重複学級）の設置、小・中学部における音楽活動、高等部のスポーツ活動などの多彩な教育活
動が行われていった（岩手県立盛岡養護学校1993、岩手県障害児教育史研究会1996）。

12 　結果は昭和48（1973）年4月に発行された『盛岡市における児童・生徒の心身障害に関する実態調査』
にまとめられている。この調査では肢体不自由の程度はA、B、Cの3段階で区分されている。それぞ
れの区分の判断基準は以下の通りである（盛岡市教育研究所［1973］49）。

A　体育（保健体育）、図画工作（美術）、家庭（技術、家庭）などの各教科の学習が、ときにはできな
かったり、あるいは見学していることもあるが、だいたいは普通の児童、生徒と変わりなくでき、
さらに登下校、学校内の移動、用便、学校給食等の日常の学校生活もほとんど支障なく、教育評
価も通常の基準に従ってできる者

B　下記の（1）（2）の両方か、いずれか一方に該当する者
（1）体育（保健体育）、図画工作（美術）、家庭（技術、家庭）などの各教科の学習に普通に参加する

ことがかなり困難である。
（2）登下校、学校内の移動、用便、学校給食等の日常の学校生活がかなり困難である。

C　肢体不自由のために長期間（おおむね3 ヶ月以上）にわたって欠席している者
13 　昭和40年代の河北小肢体学級に肢体不自由だけでなく、精神薄弱のある児童が在籍していた状況は

当時の各種の資料からもわかる。例えば盛岡市教育研究会が毎年発行している研究紀要の昭和43年度
版に河北小肢体不自由学級の音楽指導の事例が掲載されている。そこには学級編成上の課題として以
下の3つが挙げられている（盛岡市教育研究会［1969］223）。

　　　・年令差が大きく、病種が多様である→病虚の施設に入ると思われる。
　　　・IQ差の巾も大きく、測定不能者もおる→精薄施設に入るもの。
　　　・訓練基準がないので訓練の目やすがつかない。
　　また、このことに関連して、盛岡市教育研究会特殊教育研究班の中の精薄班（含肢体不自由）の昭和

42（1967）年度の報告には、14才の肢体不自由と精神薄弱の重複障害児が河北小肢体学級に編入され
たことが報告されている。そして「子供にどの程度の力をつければよいのか　中学では受け入れないの
か」という問題提起がなされ、そのことへの対応として「心身障害班別委員会の設置至急　前記小学校
の14才児小学校編入学肢体不自由児の精薄学級の編入等の解決」が提起されている（盛岡市教育研究会

［1968］145）。
　 　他に岩手県特殊教育研究会の『昭和35年度研究集録　特殊児童生徒の指導の実際』に掲載された河北

小肢体学級の実践報告（河北小学校肢体不自由学級1961）にも、IQ測定不能の児童が在籍し指導上の
課題が生じていることが述べられている。河北小肢体学級における精神薄弱との重複障害のある児童
への対応は、昭和30年代から40年代に続く大きな課題であった。

14 　養護・訓練が新設された理由について、当時国立特殊教育総合研究所肢体不自由教育研究室長であっ
た村田は次のように述べている。

　特殊教育諸学校の教育課程が、通常の学校と全く同様の柱立てであったときにおきましても、
実は、一般の児童生徒とは異なった内容を含んだ、いわば心身の障害を配慮した教育活動という
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ものが、学校では行われていたわけであります。それは、各教科などの柱（領域）の中に間借りを
して、その中でなんとかこなしてきたといっても過言ではありません。肢体不自由養護学校にお
きましては、「機能訓練」が各教科の中に含まれていたわけです。それも独立した教科としてでは
なく、機能訓練もある面から見れば体育と同様に身体活動であるということから、体育という教
科に包含されていたのであります。（中略）
　そのように、なんとか屁理屈をくっつけて、主として各教科の中に、障害に即して必要とす
る特別な教育的サービスがまぎれ込んでいたというのが、従前の例であります。（中略）。昭和
四十六年の特殊教育諸学校の学習指導要領の改正によって、種々の心身障害に即して必要とする
特別な教育的サービスを内容とする教育活動は、その重要性を勘案して、通常の学校の教育活動
の柱――教育課程の構成領域――のほかに、新しく特設すべきであるという考え方にもとづきま
して、「養護・訓練」という名称のもとに新領域として独立したわけであります（下線筆者、村田

［1973］6-7）。

 　そしてこの養護・訓練の性格は次のように述べられており、この当時はまだその内容は確立したも
のではなく、児童生徒の必要から内容を検討し実施していくというものであった。

　このような養護・訓練の性格として、障害をもっている児童生徒個々に注目するときにおきま
して、各教科とか道徳とか特別活動の領域においては、じゅうぶんな指導あるいは教育的サービ
スを行ないがたいような、種々の教育的活動を内容として含んでいるというように、ご理解いた
だいてさしつかえないのであります（村田［1973］7）。

 　当時の通学制肢体不自由養護学校における養護・訓練の現状（内容、指導形態、時間数、新たな試み、
実施上の問題点とその方策など）を調査した栗原らは、その結果をもとに次のように述べている。

　当初予想したような、教育現場での「養護・訓練」に対する意義づけや実施方法の多様性という
より、むしろ従来の機能訓練、職能訓練、言語訓練の継続の根強さが注目された。
　しかしこれは、「養護・訓練」の理念なり具体像なりが明確にされていない現状を反映したもの
であって、少ないながら新たな試みが見出されることを考えれば、それは、今後の発展を秘めた
過渡期の現象と解される（栗原ら［1973］35）。

 　それまで行われていた「機能訓練」は、「機能の訓練」、「職能の訓練」、「言語の訓練」という三つのま
とまりから成り立っており、医学的あるいは生理学的な面に基礎をおき（学校で機能訓練を行う際には
必ず医師の処方を必要としていた）、それにもとづいた内容が主であった。脳性マヒ児が主たる対象と
なっていったことや、在籍児童生徒の重度・重複化という状況の中で、それまでの医学的あるいは生
理学的な面だけでなく、心理学的な面も考える必要がある（村田［1973］10）というのが、村田の説明
や栗原らの調査の背景にあった。 

 　本稿の主題とは直接関係しないのでここでは詳述しないが、養護・訓練の新設に際しては、様々な
問題提起と論争があった。問題提起は主として医学的な立場から行われた。養護・訓練における「機能
訓練」と「職能訓練」が、リハビリテーションにおける理学療法や作業療法となぜ別個の名称を冠しな
ければいけないのか、そのことが単に用語の問題にとどまらず、背後に養護・訓練の今後のあり方に
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関する本質的な課題につながっているとの指摘があった（小池［1973］2-3）。
 　このことに関連して整肢療護園園長・日本障害者リハビリテーション協会事務局長であった小池文

英と、動作理論による動作訓練を提唱した九州大学教育学部教授であった成瀬悟策との間で論争が行
われている。詳細は『肢体不自由教育』14、16 ～ 18号に掲載されているので参照されたい。

15 　この時に示された教育課程の弾力的な編成とは、以下の通りである（文部省［1973］51-76）。
・ 特に必要がある場合各教科の各学年の目標及び内容に関する事項の一部を欠き、またはその全

部もしくは一部を当該学年の前の学年や学部の各教科の目標及び内容に関する事項の全部もし
くは一部によって代えることができる。

・ あわせ有する障害の種類によって盲学校、聾学校、養護学校の各教科の目標および内容に関す
る事項の一部によって代えることができる。

・ 重複障害者のうち、脳性マヒ等の児童生徒については、「脳性まひ等の児童及び生徒に係る各教
科の特例」によることができる。

・ 重複障害者のうち、学習が著しく困難な児童生徒については、各教科、道徳、特別活動の目標
および内容に関する一部の事項を欠き、養護・訓練を主として指導を行うことができる。

16 　岩手県特殊教育研究会が昭和36（1961）年に発行した『昭和35年度研究集録　特殊児童生徒の指導
の実際』に「肢体不自由学級の経営について」と題して河北小肢体学級の事例が報告されている。そこ
には「学習の指導にあたっては、三ヶ学年の複式であるため、その指導は複雑となり、能力差による指
導も加わって個別指導が主となり、担任の負担は大となっている」（河北小学校肢体不自由学級1961）
と述べられている。複式あるいは複々式での指導形態が、学級設置以後昭和46年度まで行われていた
通常の形態であったことがわかる。

17 　機能訓練の実施に先立ち、9月に都南学園での全児童の診察を行い、全般的に全児童とも筋力が弱く
訓練の必要があること、訓練の時期は早いほど日常継続的なほどよいことなどを明らかにした上で取
り組んでいる（杉村［1973］44）。

18 　結果として6年生の6名は普通中学校へ（1名は特殊学級）、1年生の1名は2年進級時に普通学級へ、
1年生の2名と2年生の1名は養護学校へ手続きをし交渉したが、学校側の事情で不許可、4年生の1名
は西多賀ベッドスクールへ転入学（5月）となっている（杉村［1973］45）。

19 　父兄負担月500円、PTAからも援助。3コースで運用（杉村［1973］45）。
 　昭和47（1972）年11月に盛岡市宛に肢体学級保護者、PTA会長、校長の連名で出された陳情書には

次のように記されている。

　盛岡市立河北小学校の肢体不自由児学級児童七名の住居は市内全域にわたっておりますので通
学上、安全の面から昨年十月より下校時の配車について特段のご配慮を賜わり厚く感謝いたして
おります。
　それにいたしましても、現今、交通量が甚だ激しくなりつつあり、しかも冬期をむかえる時期
になっておりますので、登校時の通学安全確保にもいよいよ心痛いたしている現状であります。
　つきましては、せめて十二月一日より三月の終了式までの期間における登校時の配車について、
新たに補助金の増額を賜わりたく右陳情申しあげる次第であります。（河北小学校保存資料より）

20 　昭和48（1973）年度の4年生の児童の場合、体育をのぞく各教科、道徳、特別活動（学級会、クラブ）
を普通学級で行い、連合音楽会、学習発表会もそこを基盤として参加している。
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　 　肢体学級では、体育や養護・訓練、学級会、給食、清掃などを行っている。（杉村［1973］45-46）。
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言語獲得期に多言語環境にあるCODA（Children of Deaf Adults）
における聴覚情報処理障害症状および認知特性

滝　吉　美知香*　・　武　田　琴　楓**

（2021年12月23日受付，2022年1月13日受理）

問題と目的

聴覚情報処理障害（Auditory Processing Disorder，以下APD）は，標準純音聴力検査では
正常であるにも関わらず，聴きとりにくさを訴える症状のことを指す（小渕，2015）。末
梢聴力には明白な難聴を呈さないにもかかわらず，騒音下や，歪みのある語音の認知に問
題を生じる状態であり，かつ言語や注意など，その他の高次脳機能に目立った障害はない

（福島・川崎，2008）。APDの主な症状の例としては，雑音など聴取環境が悪い状況下で
の聴きとりが難しい，口頭で言われたことは忘れてしまったり理解しにくかったりする，
長い話になると注意して聴き続けるのが難しい，などが挙げられる（小渕，2019）。しか
し，その背景要因については一貫した見解がなく，未だ統一された定義がない現状にある

（久保・田原・勝二・原島，2020）。一方で，小学校通常学級児童を対象として，学級担
任による回答や，きこえ困難を調査するチェックリストの実施などによって，2.8％～3.5％
の児童がきこえへの配慮を必要としている実態が報告されている（小川・加藤・小渕・原島・
堅田，2007；小川・原島・堅田，2013；小川，2019）。このような現状や実態をふまえ，
近年ようやくAPDに関する検査（小渕・原島・田中・坂本・小林，2020）や発達アセスメ
ントツール（加藤・嶋田・木谷，2021）の開発が試みられ，その適用や臨床応用の可能性
について論議されるようになってきた。

APDの背景要因には，様々な認知的偏り（注意の問題，ワーキングメモリの問題，発
達障害，精神障害など）のほか，言語獲得期に多言語環境下にあることが指摘されている

（小渕，2015）。言語獲得期とは，第一言語（母語）や第二言語のとらえ方，習得の定義な
どにより多様な見解が存在する（白畑，2004）が，ここでは言語学習能力の高い乳幼児期
から小児期頃と考える。また，多言語環境とは，養育者間の母国語の違いによって家庭で
複数の言語が使用される環境や，家庭と家庭外とで異なる言語が使用される環境などを意
味する。言語には，日本語や英語など音声言語のほかにも，視覚言語である手話（手話言
語）も含まれる。独自の文法構造を有する手話は，国際的には障害者の権利に関する条約

＊　　岩手大学教育学部
＊＊　大崎市立古川第五小学校

岩手大学教育学部研究年報　第81巻 （2022. 2）183 ～ 192
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において，また国内では障害者基本法や各自治体の条例において，言語として定められて
いる。このことから，言語獲得期に音声言語と視覚言語の多言語環境に置かれる存在とし
て，聴覚障害者の家庭で養育を受ける非聴覚障害児，すなわちChildren of Deaf Adults（以下，
CODA)が注目される。

日本ではCODAの人口統計の報告はされていないが，中津・廣田（2020）は厚生労働省
の実態調査における聴覚障害者人口をもとに，CODAの人口を22,000例程度と推定して
いる。もしCODAが多言語環境に置かれることでAPD症状を呈しやすいのであれば，言
語獲得期の段階から，音声言語の使用場面ではその音声情報が入力されやすいような環
境の調整や，その情報入力の特性に合わせた学習上の配慮が必要となるだろう。しかし，
CODAにおけるAPD症状や情報入力の特性について検討した研究は見当たらない。ここ
でいう情報入力の特性とは，目や耳などの感覚器から入った視覚的・聴覚的な情報を理
解したり，整理したり，記憶したり，表現したりする方法，つまり認知特性を意味する。
APD症状への対策のひとつとして，聴覚情報処理以外の認知的な機能を代償方法として
用いることにより，限られた音声情報であっても十分な学習やコミュニケーションの能力
を担保するアプローチがある（福島・川崎，2008）。よって，APD症状の有無や程度とあ
わせて，認知特性の傾向を探ることにより，より情報入力の促進に効果的な環境調整や学
習支援につなげることが可能となると考える。

以上より，本研究では，言語獲得期に音声言語（口話）と視覚言語（手話）の多言語環境
にあるCODAが，どのようなAPD症状および認知特性を示すのかを明らかにすることを
目的とする。

方法

１　対象
インターネット上で質問項目を作成し，協力者を募って回答を求めた。言語獲得期を小

学生頃までとし，回答可能な年齢を中学生（12歳）以上とした。回答URLを大学構内の掲
示や講義前後の配布等によって周知し，任意での協力者を募った。そのほか，CODA当事
者個人や当事者活動グループ，また視聴覚障害者情報センター等に直接依頼し，協力者を
求めた。最終的な協力者の総数は174名であった。

対象者の基礎情報および言語環境に関する質問項目の一覧をTable 1に示す。協力者の
年齢幅は，下限が17歳以下，上限が50歳以上59歳以下であった。発達障害や聴覚障害
の診断がある場合（No.3，4）や，言語獲得期に日本語または手話以外の言語環境にあった
場合（No.5），加齢に伴う生活音の聞きとりづらさの可能性がある場合（No.6）などに該当
した39名を除外した。その結果，有効回答は135名となった。

有効回答のうち，生活を共にする聴覚障害者の存在とその関係性，および，日常的な手
話の使用の有無（No.7 ～ 11）によって，CODA（養育者のどちらかのみが聴覚障害者であ
る場合も含む）でありかつ言語獲得期において日常的に手話を使用していた者22名を手話
群，CODAまたは非CODAであり言語獲得期において日常的に口話を使用していた者113
名を口話群とした。
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Table １　対象者の基礎情報および言語環境に関する質問項目
No. 質問内容【回答内容】
１ 性別を教えてください　【回答選択肢】男性／女性／その他
２ 当てはまる年齢を選択してください　【回答選択肢】17歳以下／ 18歳以上29歳以下／ 30歳以上39

歳以下／ 40歳以上49歳以下／ 50歳以上59歳以下／ 60歳以上69歳以下／ 70歳以上
３ あなたは今までに，以下のような診断を受けたことがありますか？

○難聴・中途難聴（聞こえない，または聴力は残っているが聞こえにくい）
○ろう（言葉を習得する前に失聴している状態）
○片耳難聴（先天性・後天性どちらも含む）
○メニエール病やストレス等による一時的な難聴
○その他の聴覚障害　　【回答選択肢】はい／いいえ

４ あなたは今までに，以下のような診断を受けたことがありますか？ 
○発達障害（例：自閉スペクトラム症（ASD）や注意欠陥多動性障害／注意欠陥障害（ADHD ／

ADD）など）
○精神疾患（例：適応障害・鬱病・境界性パーソナリティ障害など）
○睡眠障害
○明確な脳損傷　　【回答選択肢】はい／いいえ

５ 12歳までのことについて伺います。その時に，外国語圏に住んでいたり，親が他国語を話すなど日
常的に複数の言語が使われるような環境にいましたか？ ただし，ここでは，手話を除いて考えてく
ださい。また，あなた自身が，バイリンガル（2言語以上話すことができる人）であるかどうかにつ
いては問いません。

【回答選択肢】はい／いいえ
６ 以下のようなシーンにおいて，聴きとりづらさはありますか？ 

○会話を除いた生活音 （例：洗濯機や冷蔵庫などの家庭用機器からの電子音，ピアノやテレビなど
の音響機器からの音など）の聴きとりづらさ

○加齢に伴う聴きとりづらさ　　【回答選択肢】はい／いいえ
７ あなたが一緒に生活してきた人に , 聴覚障害を有している人はいましたか？（例：親，祖父母，兄

弟姉妹，親戚など）　【回答選択肢】はい／いいえ
８ 聴覚障害を有している人の中に , 日常的に手話を話す人はいますか？　【回答選択肢】はい／いいえ
９ 日常的に手話で話す人について，当てはまるものを選択してください。

【回答選択肢】両親（どちらも）／片親（のみ）／祖父母（どちらも）／いずれかの祖父母／（兄・姉
のような）年上のきょうだい／（弟・妹のような）年下のきょうだい／親戚／上記以外の人

10 『上記以外の人』を選択した方は，差し支えなければ，詳しく教えてください。
【回答方法】自由回答

11 あなたの環境について，当てはまるものを選択してください。
【回答選択肢】⑴家庭内は，口話のみであり，手話で話す人はいない。／⑵養育者に限定すると，手
話で話す人も，口話で話す人もいた。（例：両親は手話を使うが，一緒に暮らしている祖父母は手
話をつかわない。母親は口話を使うが，父親は手話で話す）／⑶養育者に限定すると，手話で話す
人だけである。（例：両親は手話を使うが，妹とは口話で話す）／⑷家庭内は，手話で話す人だけ
である。

２　質問内容
小渕（2015）や小川（2019）の先行研究においてAPD症状の主な例として挙げられてい

る項目や基準を参考に，13項目の質問を作成し，APD症状に関する質問項目とした（Table 
2）。各質問について「とてもそう思う（4点）」「どちらかと言えばそう思う（3点）」「どち
らかと言えばそう思わない（2点）」「全くそう思わない（1点）」の4件法で回答を求めた。
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認知特性の把握を効果的な環境調整や学習支援につなげるため，認知特性と学習方略の
関連を検討した先行研究（都築・神山・吉田・木全，2016）にならい，本田（2012）によ
る認知特性分類を参照した。本田（2012）は，35の質問により，認知特性のパターンを①
視覚優位・写真（カメラアイ）タイプ，②視覚優位・三次元映像タイプ，③言語優位・言
語映像タイプ，④言語優位・言語抽象タイプ，⑤聴覚優位・聴覚言語タイプ，⑥聴覚優
位・聴覚＆音タイプの6つに分類した。本研究ではインターネットでの回答を求める性質
上，回答者にとって質問項目が多すぎると感じられた場合に途中で回答を中止してしまう
可能性があることから，質問項目は本研究の目的および対象に適合した内容を厳選し選出
して用いることとした。本研究では，APD症状がある場合の環境調整や学習支援につい
て検討する目的から，視覚優位（①②）タイプを主に判別するための質問を中心に選択した。
また，回答の対象年齢が12歳以上であることから，中学生や高校生にとって回答しにく
いことが想定される（例えば，飲酒や男女交際を想像する内容など）項目は削除した。そ
の結果，質問項目は計20問となり，これらを認知特性に関する質問項目とした（Table 3）。
３　調査期間

調査は2020年11月～ 12月に行った。
４　倫理的配慮

回答は任意かつ匿名であること，および，個人の情報や内容は特定されないこと，回答
は研究以外に用いられることは無いことなどを，協力者募集周知の文面およびインター
ネット上での回答ページの冒頭に明記した。
５　分析

以下の分析には，IBM SPSS Statistics 27を使用した。

Table 2　 APD症状に関する質問項目と手話群・口話群における得点の比較
APD症状に関する質問項目 手話群 口話群 ｔ値

⑴ 普段聞き返しや聞き誤りが多いと感じる 2.27（0.93） 2.02（0.83） 1.29
⑵ 雑音などがある騒がしい場所では，聴きとりが難しいと感じる 2.68（0.95） 2.29（0.81） 2.01*

⑶ 口頭で言われたことは，忘れてしまったり，理解しにくいと感
じる

2.32（0.95） 2.17（0.89） 0.72

⑷ 目に比べて耳から学ぶことが困難であると感じる 2.18（1.01） 2.13（0.88） 0.23
⑸ 長い話になると注意して聞き続けるのが難しいと感じる 2.55（0.96） 2.41（0.94） 0.63
⑹ 音が聞こえても，言葉が聴きとりづらいと感じる 2.14（0.94） 1.77（0.77） 1.97*

⑺ 電話やスピーカーなどの機会を通した言葉（電子音）が聴きと
りづらいと感じる

1.82（0.96） 1.66（0.76） 0.83

⑻ 相手の話のスピードが速いと，ついていけないと感じる 1.91（0.92） 2.05（0.91） 0.68
⑼ 複数の人に話しかけられると，どちらの話も分からなくなる 2.00（0.76） 2.27（0.86） 1.40
⑽ テレビは字幕を付けて見ている。または字幕があった方が分か

りやすい
2.59（1.14） 1.83（0.94） 3.33*

⑾ 横や後ろから，話している人の口元が見えない状態で話しかけ
られると，上手く聴きとれない

1.68（0.84） 1.56（0.78） 0.68

⑿ 音のする方向や距離がつかみにくいと感じる 1.45（0.60） 1.47（0.67） 0.09
⒀ 音楽を聴くときに，注意して聞かないと歌詞を聴きとれない 2.05（1.09） 1.96（0.97） 0.39
*p＜ .05 　（　　）内はSD
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Table ３　認知特性に関する各質問項目及び得点内訳
１．自宅に人を招くとき，道順をどうやって説明しますか？

　A：地図を書いて渡す（①４点，④２点）　B：近くま
で来てもらい，電話でそこから何が見えるかを手がかり
に道順を伝える（②２点）　C：事前に言葉（メールなど）
で道順を説明する（③４点，⑤２点，⑥１点）

２．初対面の人の顔をどの程度覚えていますか？　A：す
ぐに顔を覚えることができ，しっかりと思い出せる（①
４点，②２点）　B：眼鏡をかけているといった特徴など
は覚えている（③１点）　C：眼鏡をかけていたかどうか
すら覚えていない（④２点，⑤２点，⑥２点）

３．スーパーマーケットで１週間分の食料を買うとき，ど
うしますか？　A：買う商品のイメージを思い浮かべる

（①２点） 　B：商品がどこの売り場に置いてあるのか思
い浮かべる（②２点，③１点）　C：買う商品の名前をす
べてメモする（④４点） 　D：「にんじんは“に”」という
ように商品の頭文字を覚える（⑤２点，⑥２点）

４．あなたの１番古い記憶はいつのものですか？　A：3
歳以前の記憶がいくつかある（①２点，②２点） 　B：4
歳以前の記憶がもっとも古い（③２点，⑤１点，⑥１点）
　C：最近の記憶しか思い浮かばない（④２点）

５．一番古い記憶の映像をイメージしてください。　A：自
分の目から見た記憶で，その場面に自分はいない（①２
点，②４点） 　B：その場に自分がいて，客観的に見て
いる（③２点，④１点）　C：わからない（⑤１点，⑥１点）

６．モノマネは得意ですか？　A：人の動作のマネも声の
マネも得意（⑤２点，⑥４点）　B：人の動作の特徴は何
となく思い浮かべてマネすることができる（②２点，③
２点）　C：特徴をつかむことができない（①１点，④１点）

７．1分間で野菜の名前をできるだけ多くあげてください。
　A：野菜の写真やスーパーマーケットの野菜売り場を
イメージして名前をあげた（①４点，②４点，③１点）　
B：五十音で野菜の名前を思い出しながらあげた（④２点，
⑤４点，⑥４点）

８．ドラマや映画を観たあと，友だちと感想を話すときを
イメージしてください。　A：シーンを写真のように止
まった画像，あるいは画像をコマ送りにして思い出しつ
つ感想を言う（①４点）　B：シーンの映像を思い出しな
がら感想を言い合う（②４点）　C：登場人物のセリフを
思い出しながら感想を言う（③４点，④１点，⑤２点） 
　D：音や挿入歌からシーンをイメージして感想を言う

（⑥４点）
９．１度だけ行ったことのある場所に，もう一度行くとす

ると？　A：すぐに道順が分かり，迷わずに目的地まで
スイスイ行ける（②４点，③２点） 　B：大きな目印とな
る場所は覚えているが，次に進む道はあいまいだ（①２
点，④１点） 　C：もう一度道を調べ直すか，誰かに道
案内してもらわないと行けない（⑤１点，⑥１点）

10．文字を勉強したときのことを思い出してください。　
A：ひらがな，カタカナ，漢字は苦労しないで覚えられ
た（③２点，④４点，⑤２点） 　B：ひらがな，カタカナ
よりも漢字の方が覚えやすかった（②２点）　C：文字の
形は覚えられたが，書き順はなかなか覚えられなかった

（①２点）　D：文字を覚えるのに苦労した（得点なし）

11．気がつけば携帯電話が見当たらない。さて，あなたは
どのように探しますか。　A：自分の足取りを順々にイ
メージ映像として思い浮かべて探す（②２点）　B：それ
までの自分の足取りを言葉にしながら，携帯電話がどこ
にあるのかを考える（③２点，④１点，⑤１点，⑥１点）
　C：最後に携帯電話を見た場所を、写真のように思い
出す（①２点）

12．学生時代を振り返ってください。教科書を暗記すると
き，あなたはどうやって暗記していましたか？　A：教
科書の文章を書き写す（③２点） 　B：教科書全体をじっ
と見る（①２点，②１点） 　C：教科書の重要部分にマー
カーで線を引く（④４点） 　D：何度も黙読する（⑤２点）
　E：何度も音読する（⑥２点）

13．コレクションしているものはありますか？　A：大金
をはたいてでも，いろいろなモノを集めたいコレクター
である（①２点，②１点） 　B：ペットボトルについてい
るようなおまけやストラップぐらいなら，集めてもいい
と思う（③１点）　C：コレクターの気持ちが分からない

（得点なし）
14．機械の操作は得意ですか？　A：取扱説明書なんか読

まなくてもできる（①２点，②２点）　B：取扱説明書を
読みながらやる（③２点，④２点）　C：取扱説明書を読
むと余計に分からなくなるので，とりあえずやってみる

（得点なし）
15．マンションの物件探しをしているときのことを想像し

てください。　A：間取りを見ただけで，その場にたっ
ているような感覚になり，部屋を想像できる（②２点，
③２点）　B：間取りを見て，何となく部屋の想像がつく

（①２点，④１点）　C：間取りを見ていても，どのよう
な部屋なのかまったく想像できない（得点なし）

16．子どもの頃，どんな遊びが好きでしたか？　A：歌や
「アルプス一万尺」などの手遊び歌（⑥２点） 　B：お人形
遊びやヒーローごっこなど，場面を空想しながら遊ぶ（②
４点，③２点）　C：カルタやしりとりなどの言葉遊び（④
１点，⑤２点）　D：昆虫採集やキャラクターもの集めな
ど（①１点）

17．友だちの顔を思い出してください。　A：その人の笑っ
た顔や怒った顔，真顔などいろいろな表情をはっきり思
い出せる（②２点，③１点） 　B：笑った顔あるいは真顔
など，その人がよくしている表情しか思い出せない（④
１点）　C：よく知っている友人の顔も，いざ思い出すと
なると曖昧になる（得点なし） 　D：写真で見た顔を思い
出す（①２点）

18．ことわざは好きですか？　A：その場に合った格言や
ことわざ，言い回しがすぐに思い浮かぶ（③２点，⑤１点）
　B：何となくイメージが湧くが，正しく表現できない（④
１点，⑥１点）　C：格言やことわざ，難しい言い回し自
体を使わない（①１点，②１点）

19．外国語を学ぶとき，どのように学びますか？　A：読
むより聞いて覚えるラジオ講座派（⑥２点）　B：文法か
らきちんと学ぶ教科書派（③１点，④２点）　C：外国人
と話して学ぶ実践派（⑤２点）　D：どれも苦手（①１点，
②１点）

20．最近見かけるテレビのテロップについてどう思います
か？　A：わかりやすい。あるいは，テロップがあった
ほうがおもしろい（①２点，②１点，④２点） 　B：わか
りにくい。あるいは，ないほうがいい（⑤４点，⑥２点）
　C：どちらでもない（③１点）

①視覚優位・写真（カメラアイ）タイプ（最大44点）　 ②視覚優位・三次元映像タイプ（最大45点）　 ③言語優位・言語
映像タイプ（最大37点） 　④言語優位・言語抽象タイプ（最大35点） 　⑤聴覚優位・聴覚言語タイプ（最大31点） 　⑥聴
覚優位・聴覚＆音タイプ（最大30点）
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結果

言語獲得期の言語環境と現在のAPD症状との関連について検討するため，まず，手話
群・口話群それぞれのAPD症状合計得点を t検定により比較したが，有意差は示されなかっ
た（t（133）=1.31, n.s.）。次に，質問項目ごとの得点を t検定により比較したところ，（2）

「雑音などがある騒がしい場所では，聴きとりが難しいと感じる」，（6）「音が聞こえても，
言葉が聴きとりづらいと感じる」，（10）「テレビは字幕を付けて見ている。または字幕が
あった方が分かりやすい」において有意な差がみられ，いずれも手話群のほうが得点が高
かった（Table 2）。

言語獲得期の言語環境と現在の認知特性との関連を検討するため，言語環境（手話群・
口話群）×認知特性（①～⑥）の2要因分散分析を行った。その結果， 交互作用（F（3.54，
471.10）=4.52，p<.01），認知特性の主効果（F（3.54，471.10）=177.65，p<.01）が有
意であり，言語環境の主効果（F（1，133）=.25，n.s.）は有意ではなかった。群ごとの各
認知特性タイプの平均得点をFigure 1に示す。それぞれの群において，各認知特性水準ペ
アごとに多重比較（Bonferroni）を行った結果をTable 4に示す。

APD症状と認知特性との関連について検討するため，APD症状合計得点と，各認知特
性タイプの得点について相関係数を求めたが，いずれも有意差は示されなかった（①ɤ=-
.02；②ɤ=-.05；③ɤ=-.08；④ɤ=-.05；⑤ɤ=-.09；⑥ɤ=-.14，すべてn.s.）。
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥
手話群 16.05 21.64 14.59 11.32 5.91 5.32
口話群 14.16 20.05 15.96 14.55 5.71 4.63

Figure 1　手話群・口話群における各認知特性タイプの平均点
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Table 4　各群における認知特性水準ペアごとの多重比較の結果
　 手話群 口話群
　 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① - -5.60*
（1.48）

1.46
（1.06）

4.73*
（1.07）

10.14*
（0.90）

10.73*
（1.01） - -5.89*

（0.54）
-1.81

（0.64）
-0.39

（0.59）
8.45*

（0.51）
9.53*

（0.55）

② - 7.05*
（1.47）

10.32*
（1.85）

15.73*
（1.53）

16.32*
（1.85） - 4.09*

（0.60）
5.50*

（0.64）
14.35*

（0.56）
15.43*

（0.58）

③ - 3.27
（1.09）

8.68*
（1.06）

9.27*
（1.18） - 1.42

（0.50）
10.26*

（0.37）
11.34*

（0.43）

④ - 5.41*
（0.99）

6.00*
（1.15） - 8.84*

（0.39）
9.92*

（0.43）

⑤ - 0.59
（0.58） - 1.08*

（0.22）

⑥ - -

*p<.05　強調文字は片方の群のみで示された有意差を表す

考察

言語獲得期に音声言語と視覚言語の多言語環境にあるCODAは，言語獲得期以降に
APD症状を呈しやすいのか否かについて，本研究ではインターネットによる質問項目へ
の回答を分析することによって示すことを試みた。APD症状に関する質問の合計得点の
高さは，言語獲得期に日常的に手話を使用する言語環境であったかどうかとは関連しない
ことが明らかにされた。しかし，一部の質問項目（（2）「雑音などがある騒がしい場所で
は，聴きとりが難しいと感じる」，（6）「音が聞こえても，言葉が聴きとりづらいと感じる」，

（10）「テレビは字幕を付けて見ている。または字幕があった方が分かりやすい」）におい
ては，手話を使用するCODAのほうが，口話を使用するCODAおよび非CODAに比べて
有意に高い得点が示された（Table 2）。このことは，本研究において使用したAPD症状を
とらえるための13の質問項目の全体が，総得点として高ければAPDを診断できるような
各項目間の相互関連性をふまえた尺度として確立したものではないことが影響していると
考えられる。APD症状の把握に関する質問紙やチェックリスト等は複数提案されている
ものの，現時点でAPDを診断するための共通見解やスクリーニング方法はない（福島・川
崎，2008；益田，2020）。総得点としては差が無かったものの，13問中3つの質問項目
において示された有意差は，すべて手話を使用するCODAのほうが高く，言葉の聴きと
りづらさや字幕での情報補填に関するものであった。このことから，日常的に聴覚と視覚
の両方を用いて言語情報を受け取る環境下で言語能力を培ってきたCODAは，聴覚のみ
の情報の受け取りに曖昧さや不十分さを感じる場合があること，それを補うために視覚情
報（字幕）を積極的に活用していることが推察される。

また，養育者である聴覚障害者が手話とともに発声を伴いてCODAとコミュニケーショ
ンをとったり，CODA以外の聴者とのやりとりで発声を伴ったりすることも少なくない。
一般的な日本語の発声に比べると，聴覚障害者の発声は，強弱や明瞭性やイントネーショ
ンが非常に幅広く，個人差がある。聴者どうしの場合にはある程度共有される，声の出し
方についての規範（大きさ，トーン，抑揚，アクセント，テンポ，間など）が，聴覚障害
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者の場合には共有されにくい（渋谷，2009）ことによる。養育者の手話とともに発声も言
葉として受け取るCODAにとって，言葉を構成するための音は幅広く，雑音などの環境
の影響によって小さな音の違いを聞き分けられないと感じたり，聞こえた音がすぐ言葉に
結びつかなかったりする体験の機会があることを意味していると考えられる。

言語獲得期の言語環境と現在の認知特性との関連については，Figure 1およびTable 4よ
り，両群の間で異なる特徴として，以下の点が示された。すなわち，言語獲得期に日常的
に手話と口話の両方を使用する環境にあったCODAの認知特性は，①視覚優位・写真（カ
メラアイ）タイプのほうが④言語優位・言語抽象タイプよりも有意に得点が高く，⑤聴覚
優位・聴覚言語タイプと⑥聴覚優位・聴覚＆音タイプの得点には差がないことである。①
視覚優位・写真（カメラアイ）タイプとは，本田（2012）によれば，頭の中にあるカメラの
シャッターをきって撮った写真を記憶として保持するような，目で見た情報の処理を瞬時
に行うタイプをいう。一方，④言語優位・言語抽象タイプは，言葉を見て覚えることを得
意とし，抽象化された文字や文章として記憶するタイプを意味する（本田，2012）。養育
者とのコミュニケーションの媒体として手話を用いて視覚言語を獲得するCODAは，記
憶や思考の際，関連する状況や場面を視覚的な情報として活用する一方，文字や文章に抽
象化することは少ないことが推察される。渋谷（2009）は，CODAを対象としたフィール
ドワークをもとにした著書の中で，CODAの視線の使い方や思考の映像化の特異性に着目
している。資料を読んだりメモをとったりしながらではなく，しっかりと話し相手の目や
顔を見て反応を返すことを聴く姿勢として身に付けている様子や，興味関心があるものや
気になるものはまじまじと見て確認をしようとすること，頭の中で場面の映像を見ながら
旅行の準備をすることなどについて，当事者の語りや具体的なエピソードをもとに言及し
ている。その内容は，本研究で明らかになった記憶や思考に視覚的な情報を活用しやすい
というCODAの認知特性と一致する。また，抽象化された文字や文章から記憶や思考を
することの少なさは，CODAが母語として身につけている手話には独自の文法体系があり，
日本語として読み書きされる文章とは構造自体が異なることが反映されているのではない
かと考える。

⑤聴覚優位・聴覚言語タイプと⑥聴覚優位・聴覚＆音タイプに関しては，どちらも聴覚
が優位である点は共通しており，前者は言葉を聞いて覚える，つまり音声という聴覚言語
によって記憶や思考を行うのに対し，後者は音階や音色といった言語的な意味を持たない
情報も活用して記憶や思考を行う（本田，2012）。口話群では，⑥よりも⑤の得点が有意
に高く示されたのに対して，手話群では差がみられなかった。様々な聴覚情報の中でも，
特に音声としての言語情報により重きを置いて記憶や思考を行う特徴は，言語獲得期に手
話と口話の多言語環境にあったCODAには見られない，口話群に特有の特徴ということ
ができるだろう。

なお，APD症状得点と認知特性タイプについて相関が示されなかったことは，APD症
状が認知特性ではない他の要因，例えば言語獲得期の環境と関連するのではないかという
本研究の仮説を否定するものではない。ただし，本研究ではインターネットによる自己回
答から回答者の認知特性タイプを得点化しており，検査等を用いて明らかにされた認知特
性を扱っているわけではない。あくまで回答者本人が日常生活の中で感じているであろう
記憶や思考の方法を自己申告してもらうことにより得点化したものであり，そこにイン
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ターネットを介した調査であることの限界点もある。
以上，本研究で明らかにされたことは，言語獲得期に手話と口話の多言語環境にあった

CODAは，雑音などの環境下では聴きとりの難しさを感じたり，音がすぐ言葉に結びつか
ない体験をしていたりすること，そのような聴覚情報の入力における曖昧さや不十分さを
補うため積極的に視覚情報を活用しようとしていること，音声や文字として抽象化された
言語情報よりも状況や場面などのイメージをとらえた視覚情報を活用しやすい特徴がある
ことなどである。かかわり手はCODAがこのような状況にあることを把握することによっ
て，聴覚的な情報入力がされやすい環境を整えること，活用しやすい視覚情報を提供する
ことなどが可能となるだろう。特に，言語獲得期や学齢期にあるCODAに対し，環境調
整や視覚情報の配慮を行うことは，CODAの言葉や学習の習得にも直結する重要な視点と
いえる。具体的な配慮例として，話者の声が聴きとりやすく口形が見えやすい座席位置の
工夫や，緩衝材・絨毯・カーテンなどを利用し雑音や反響音を減らす工夫，複数の発言が
重ならず発言者を特定できるようなルールの設定，キーワードや重要なポイントの文字化
などがあげられる（小渕・田原・大金・坂本，2016）。さらに，課題にあわせたイメージ
や図解などの視覚的方略の提示（都築・神山・吉田・木全，2016）や，新規の言葉や漢字
の学習の際に写真や挿絵などを提示することなども効果的であるだろう。顔を見てゆっく
りはっきりと声掛けを行うこと，聴覚情報と視覚情報の提示や説明のタイミングを重ねな
いことなども配慮の視点となる。いずれの方法も，対象となるCODAの聴きとりの状態
や様子に合わせて個別に検討されることが望ましい。

最後に，家庭外での聴者とのかかわりによりCODAが日本語という音声言語を獲得す
る場合には，その母語が手話であることをかかわり手が理解し尊重する必要があることに
ついて強調したい。小渕（2015）は，複数の言語環境にある場合のAPD症状について，母
語となる言語の語彙力や構文力などの言語力の向上が不可欠であることを指摘している。
手話を母語とするCODAの場合にも同様で，まずは母語である手話による言語力の向上
が重視されるべきである。聴者であり日本人であるからという理由で，多数派の規範や感
覚をかかわり手側が無意識に求めることのないように留意し，CODA個々の背景や状態を
丁寧に考察していく姿勢を大切にしたいと考える。
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Mathematical treatment for the oscillation of the

solution of the equation for Foucault’s pendulum

Fumio Nakajima ∗

1 Introduction

We shall consider the 4-dimensional non-linear system

ẋ = Ax + f(x) (1)

where x = x(t) is the 4-dimensional vector-valued function of t, x = (xk(t)),

1 ≤ k ≤ 4, ẋ =
� d

dt
xk(t)

�
, 1 ≤ k ≤ 4, |x| the norm of x, for example

|x| =
4�

k=1

|xk|, f(x) is differential with respect to x,

|f(x)| = o(|x|) as |x| → 0 (2)

and moreover A is the constant 4 × 4 matrix, A = (aij)
1≤i≤4
1≤j≤4, and |A| the

operator norm with respect to |x|. As is stated in the below, the equation
for Foucault’s pendulum may be written in the form of (1) and (2), and
furthermore the following assertion is made in the arguments of its physics

If every eigenvalue of A is not a real number and if |x(0)| is sufficiently
small and not zero, then each component xk(t) of solution x(t) oscillates.
Although this assertion is seemed in the physics to be treated with no prob-
lem, we propose to investigate it from the view of mathematics.

Now, the equation for Foucault’s pendulum is the following

�
ẍ + ax = bẏ − x

l2
v

ÿ + ay = −bẋ − cż − y
l2

v
(3)

where t is time, x and y are functions of t, · denotes the derivative with
respect to t, v is defined by (4)

�
v = ẋ2 + ẏ2 + ż2 + b(xẏ − ẋy) + c(ẏz − yż) − clẏ − gz

z = l −
�

l2 − x2 − y2 , ż = xẋ+yẏ
l−z

(4)

∗The professor emeritus of Iwate University, Morioka, Iwate, Japan. f-naka@iwate-
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and g is the gravitational constant, l the length of the string of the pendulum,
a = g

l , b and c are positive constants determined from the latitude on the
earth to the position of the supporting point of the pendulum. Our initial
condition is that x(0) �= 0 and x(0) = y(0) = ẏ(0) = 0, and it is a feature
that y(t) begins to oscillate as t goes on, which exhibits the rotation of the
earth.

When we set that x = (x, ẋ, y, ẏ), the linear part of (3) may be written
in the following system

ẋ = Ax (5)

where

A =




0 0 1 0
−a 0 0 b
0 0 0 1
0 −b −a 0


 (6)

and f(x) comes from v.
The assertion made in the arguments of physics is the following : (3) is
reduced to (5) by the neglect of higher order terms of x

l and y
l when x

l and
y
l are sufficiently small, and since every eigenvalue of A of (6) is distinct
and pure imaginary number, x(t) and y(t) of non-identically zero solutions
of (5) oscillate. Therefore x(t) and y(t) of non-identically zero solutions of
(3) with small initial value oscillate ( see [3], [4], [5], [6] ).

We think that the oscillations of solutions of (5) do not necessarily im-
ply the oscillations of solutions of (3) with small initial value, and as our
conclusion of the investigation that we additionally require the stability for
identically zero solution of (3), which may guarantee for the above reduction
to hold for all t > 0 and result the infinitely many times oscillations of x(t)
and y(t), respectively.

We shall state our results of Theorems 1, 2 and 3 in below, whose proofs
will be shown in the section 2, respectively. Through this paper we may
assume that A satisfy the following conditions (i) and (ii) :

(i) every eigenvalue of A is not a real number

(ii) A cannot be taken to the following form by any permutation of 1 ≤ i,
j ≤ 4

A =

�
A1 0
A2 A3

�

where A1, A2, A3 and O are 2 × 2 matrices and O is the zero matrix.

Theorem 1
Let u(t) = eAtu(0) , where u(0) is the 4-dimensional nonzero vector. Then
each component uk(t) of u(t), 1 ≤ k ≤ 4, is not identically zero and oscillates
infinitely many times in the manner such that uk(t) changes its sign on the

2
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interval [nT, (n + 1)T ], where T is a positive constant and n is any positive
number, that is, there exist at least two numbers t1 and t2, nT ≤ t1 ≤ t2 ≤
(n + 1)T , such that

uk(t1)uk(t2) < 0 (7)

Remark 1
In the proof of Theorem 1, two kind of T ’s are given depending on the
multiplicity of eigenvalues of A.

Theorem 2
Let x(t) be a solution of (1) with initial condition x(0) which is not zero and
sufficiently small. Then each component xk(t) of x(t) for 1 ≤ k ≤ 4, changes
its sign on the interval 0 ≤ t ≤ T , where T is the constant of Theorem 1,
that is , there exist at least two numbers t1 and t2, 0 ≤ t1 ≤ t2 ≤ T , such
that

xk(t1)xk(t2) < 0 (8)

Moreover, if the identically zero solution of (1) is stable, then each com-
ponent xk(t) of x(t) oscillates infinitely many times in the manner as in
(7).

Remark 2
The stability of identically zero solution of (1) is not seemed to be known
because the eigenvalues of A of (6) are purely imaginary numbers.

Next we shall treat the damped case of (3) such that

ẍ + kẋ + ax = bẏ − x
l2

v
ÿ + kẏ + ay = −bẋ − cż − y

l2
v

(9)

where k is a positive constant.

Theorem 3
Assume that (10) and (11) hold

a < 4 (10)

k2 >

�
K2 + a(4 − a)(2a + b)2 − K

4 − a
(11)

where K = 2a + 2b2 − ab2 − 2a2. Then the identically zero solution of (9) is
asymptotically stable. Consequently if |x(0)|+ |ẋ(0)|+ |y(0)|+ |ẏ(0)| is not
zero and sufficiently small, then the both of x(t) and y(t) oscillate infinitely
many times in manner of (7), respectively.

Remark 3
Since a = g

l , (10) means that l is sufficiently large compared with g.

3
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2 Proofs of Theorem 1, 2 and 3

2.1 Proof of Theorem 1

Clearly u(t) satisfies
u̇(t) = Au(t)

which may be written in the following such that for 1 ≤ k ≤ 4,

u̇k(t) =
4�

j=1

akjuj(t) (12)

Now we shall prove that

uk(t) �≡ 0 for 1 ≤ k ≤ 4 (13)

On the contrary suppose that some componentof u(t) is identically zero, say

u1(t) ≡ 0 (14)

If a12 = a13 = a14 = 0, then a11 must be the real eigenvalue of A, and hence
a1k is not zero for some 2 ≤ k ≤ 4, which may be written by a permutation
of {1, 2, 3, 4} that

a12 �= 0 (15)

and moreover by a suitable choice of the unit of t that

a12 = 1 (16)

It follow from (12) that

u2 = −a13u3 − a14u4 (17)

and moreover that u3 and u4 satisfy the 2-dimensional system
�

u̇3

u̇4

�
= B

�
u3

u4

�
(18)

where B is the 2 × 2 matrix, B = (bij)
1≤i≤2
1≤j≤2, and

b11 = a33 − a32a13 b12 = a34 − a32a14

b21 = a43 − a42a13 b22 = a44 − a42a14

Now we shall show that

u3 ≡ u4 ≡ 0 (19)

If (19) does not hold, then the two eigenvalues of B are not real numbers.
In fact, in the case of (i) where eigenvalues of A are simple complex numbers,

4
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we may write these eigenvalues in form such that λ1 = α1 + iβ1 and λ2 =
α2+iβ2, where α1, α2, β1 and β2 are real numbers, β1 �= 0, β2 �= 0 and either
α1 �= α2 or β1 �= β2. Therefore the argument of the Jordan canonical form
of A shows that u3(t) and u4(t) take the form such that

uk(t) = eα1t(Ck1 cosβ1t+Dk1 sinβ1t)+ eα2t(Ck2 cosβ2t+Dk2 sinβ2t) (20)

where Ck1, Ck2, Dk1 and Dk2 are constants for k = 3 and for k = 4. On the
other hand, in the case of (ii) where eigenvalues of A are double and complex
numbers, we may write these eigenvalues in the form such that λ = α + iβ,
where α and β are real numbers and β �= 0, and u3(t) and u4(t) take the
form such that

uk(t) = eαt{(Ck1 + tCk2) cosβt + (Dk1 + tDk2) sinβt} (21)

where Ck1, Ck2, Dk1 and Dk2 are constants for k = 3 and for k = 4. In order
that (18) has the solution of the form of either (20) or (21), eigenvalues of
B must be complex conjugate numbers, say λ = α + iβ, where α and β are
real numbers and β �= 0. Therefore both (20) and (21) are reduced to the
form such that

uk(t) = eαt(Ck cosβt + Dk sinβt) (22)

where Ck and Dk are constants for k = 3 and for k = 4. We shall show that
u3(t) ≡ 0. From (18) it follows that

u̇3(t) = b11u3(t) + b12u4(t) (23)

and hence substituting (22) into the right hand side of (23) we obtain that

u̇3(t) = eαt(E1 cosβt + E2 sinβt) (24)

where E1 = b11C3 + b12C4 and E2 = b11D3 + b12D4. On the other hand, it
follows from the direct differentiation of u3(t) of (22) that

u̇3(t) = eαt{(αC3 + βD3) cosβt + (αD3 − βC3) sinβt} (25)

Equating the both of the right hand sides of (24) and (25) we may obtain
the equation such that

αC3 + βD3 = E1

αD3 − βC3 = E2
(26)

Since (26) must hold if β is replaced by −β, it follows that

αC3 − βD3 = E1

αD3 + βC3 = E2
(27)

(26) and (27) implies that
C3 = D3 = 0 (28)

5
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which implies that u3 ≡ 0. Similarly we may show that u4 ≡ 0. Above all
we obtain that u3 ≡ u4 ≡ 0, which contradicts to our assumption such that
(19) does not hold.

Next we shall show that (7) holds. If (7) does not hold, then we may
assume that

uk(t) ≥ 0 for nT ≤ t ≤ (n + 1)T (29)

for some k, 1 ≤ k ≤ 4, and for some positive number n. Firstly we shall teat
the case where eigenvalues of A are simple, and hence uk(t) takes the form
of (20). In this case we set T to be any number such that

T >
π

β1
+

π

β2
(30)

where both of β1 and β2 in (20) are assumed to be positive. Now we consider
the function w(t) such that

w(t) = e−α1tuk(t) (31)

that is

w(t) = Ck1 cosβ1t + Dk1 sinβ1t + e(α2−α1)t(Ck2 cosβ2t + Dk2 sinβ2t)

(29) and (31) imply that

w(t) ≥ 0 for nT ≤ t ≤ (n + 1)T (32)

Moreover we see that

w(t) + w
�
t +

π

β1

�
= e(α2−α1)tz(t) (33)

that is

z(t) = Ck2 cosβ2t+Dk2 sinβ2t+e
(α2−α1)

π
β1 {Ck2 cos(β2t+

β2

β1
π)+Dk2 sin(β2t+

β2

β1
π)}

where (32)implies that

z(t) ≥ 0 for nT ≤ t ≤ nT + T − π

β1
(34)

Since
z(t) + z

�
t +

π

β2

�
≡ 0 (35)

it follows from (34) that

z(t) ≡ 0 for nT ≤ t ≤ nT + T − π

β1
− π

β2
(36)

6
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Therefore (33) implies that

w(t) + w
�
t +

π

β1

�
≡ 0 for nT ≤ t ≤ nT + T − π

β1
− π

β2
(37)

and hence (32) that

w(t) ≡ 0 for nT ≤ t ≤ nT + T − π

β1
− π

β2
(38)

which implies together with (31) that

uk(t) ≡ 0 for nT ≤ t ≤ nT + T − π

β1
− π

β2
(39)

Since uk(t) is analytic for t and T > π
β1

+ π
β2

, (39) implies that

uk(t) ≡ 0 (40)

which contradicts to our first assertion of Theorem 1.
Secondly we shall treat the case of (i) where eigenvalue of A are double

complex numbers, and hence uk(t) takes the form of (21). In this case, we
set T to be any number such that

T >
π

β
(41)

where β is the number of (21) and positive. Now we consider

w(t) = e−αtuk(t) (42)

this is
w(t) = (Ck1 + tCk2) cosβt + (Dk1 + tDk2) sinβt (43)

(29) and (42) imply that

w(t) ≥ 0 for nT ≤ t ≤ (n + 1)T (44)

Since
w(t) + w

�
t +

π

β

�
≡ 0 (45)

it follows from (44) that

w(t) ≡ 0 for nT ≤ t ≤ nT + T − π

β
(46)

and hence from (42) that

uk(t) ≡ 0 for nT ≤ t ≤ nT + T − π

β
(47)

Since uk(t) is analytic for t and T > π
β , we may see that

uk(t) ≡ 0

which is a contradiction. Thus the proof of Theorem 1 is completed.
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2.2 Proof of Theorem 2

Firstly we shall prove the first part of our assertion such that each component
xk(t) changes its sign on the interval [0, T ] when |x(0)| is not zero and
sufficiently small.

On the contrary suppose that this does not holds, and hence that

xk(t) ≥ 0 for 0 ≤ t ≤ T (48)

Setting m to be the number such that

m = max
0≤t≤T

|x(t)|

which is positive, we may see from the continuity of solutions of (1) with
respect to its initial value x(0) that

m → 0 as |x(0)| → 0

and from (2) that
|f(x(t))|

m
→ 0 (49)

uniformly for 0 ≤ t ≤ T as |x(0)| → 0. Setting

u(t) =
x(t)

m

we may obtain the following

u̇(t) = Au(t) +
f(x(t))

m
(50)

|u(t)| ≤ 1 for 0 ≤ t ≤ T (51)

|u(s)| = 1 for some s, 0 ≤ s ≤ T (52)

We may obtain from (50) that

|u̇(t)| < |A| + 1 for 0 ≤ t ≤ T (53)

when |x(0)| is sufficiently small. Since (51) and (53) imply that the fam-
ily {u(t)}, where m is sufficiently small, is uniformly bounded and equi-
continuous on [0, T ], and hence we may assume by Ascoli-Arzera’s theorem
that {u(t)} converges uniformly on [0, T ] as |x(0)| → 0. Therefore we may
set

w(t) = lim
x(0)→0

u(t) (54)

and hence it follows from (49) and (50) that

ẇ(t) = Aw(t) (55)
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where (52) implies that |w(σ)| = 1 for some σ, 0 ≤ σ ≤ T and (48) implies
that

wk(t) ≥ 0 for 0 ≤ t ≤ T (56)

These contradict to the conclusion of Theorem 1, and hence the first part of
our assertion is proved. The second part is proved similarly. In fact, since
the identically zero solution of (1) is stable, we may assume that x(t) is
sufficiently small for all t > 0 when x(0) is sufficiently small. Therefore the
argument of our first holds for [nT, (n+1)T ] for any positive number n, and
hence each component xk(t) changes its sign on [nT, (n+1)T ], which shows
the second part of our assertion. Thus the proof of Theorem 2 is completed.

2.3 Proof of Theorem 3

We shall prove that identically zero solution of (9) is asymptotically stable.
The linear part of (9) is the following

ẍ + kẋ + ax = bẏ
ÿ + kẏ + ay = −bẋ

(57)

which has the characteristic equation such that

λ4 + a1λ
3 + a2λ

2 + a3λ + a4 = 0 (58)

where
a1 = 2k, a2 = k2 + b2 + 2a, a3 = 2ak, a4 = a2 (59)

It follows from [Routh-Hurwitz problem, 2] that generally every root of (58)
has a negative real part if and only if

a1 > 0, a2 > 0, a3(a1a2 − a3) > a22a4 (60)

which is equal to the following in the case of (59)

(4 − a)k4 + 2Kk2 − a(4 − a)(2a + b)2 > 0 (61)

Since (10) and (11) implies (60), every root of (58) with (59) has a negative
real part. Therefore [Theorem 1.1, 1] guarantees that the identically zero
solution of (9) is asymptotically stable, and hence the proof is completed.
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